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体育学部便覧

この便覧は、本学部に入学してから、卒業するまでの在籍期間中に修得しなければならない取得単

位、並びに、卒業所要単位について表記したものである。

本学部では、社会の多様化を踏まえながら時代のニーズに対応するため、これまでにカリキュラム

の改正を数回行った。

学生は、当該入学年次に合わせた本便覧を熟読し、４年間で履修すべき各コース並びに履修科目、

諸資格取得科目などをよく理解し科目履修の手引きとしてこの便覧を利用すること。

また、履修を計画する上で大切な、シラバス（授業計画書）と併せて活用していただきたい。

なお、後半部分には、国士舘大学学則・諸規程等も掲載されており学生諸君にとっては極めて重要

なものである。

卒業までの、４年間の修学の指針として大切に保管し、利用・活用されることを切に願うものであ

る。

※本便覧は 2023 年 3 月 1 日現在の情報に基づくものであり、

変更される可能性があります。あらかじめご了承下さい。
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※本便覧は 2023 年 3 月 1 日現在の情報に基づくものであり、

変更される可能性があります。あらかじめご了承下さい。
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体育学部の教育理念と目的等について

国士舘大学の設置目的は、学則第１条が示す「教育基本法及び学校教育法にしたがい、建学の精神に則

り、学術の中心として、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究するとともに、歴史と伝統をたっと

び、心身を錬磨し、誠意・勤労・見識・気魄の徳性を養い、もって道義日本を建設し人類の福祉に貢献す

る有為の人材を養成すること」としている。

本学の教育理念は、寄附行為第３条の示す「……聖人至徳を志し、不断の読書、体験、反省により、誠

意・勤労・見識・気魄を涵養し、もって道義日本を建設し、世界の平和と進運とに貢献する有為の人材を

養成……」を柱として、「建学の精神」が示すところの「国を思い、世のため、人のために尽くせる人材」、

すなわち「国士」を養成することであり、高度な人間育成と国際的に活躍できる人材養成を主眼とした理

念である。

体育学部は、このような弾力性に富んだ崇高なる教育理念に基づいて、学部の教育理念を次のとおり定め

る。

体育・スポーツ・武道の学芸を学び、より広い専門知識や高い技能を修得させ、体育・スポーツ・武道

文化の発展と学術の研究活動推進につとめ、豊かな心身の育成と錬磨をはかる文武両道教育を進める。ま

た、社会の変化に的確に対応し、健康で豊かな生活環境を阻害するスポーツ障害や疾病をはじめ、各種の

事故・災害に対処する高度な救急医療体制の充実・発展に寄与し、人間の幸福や生活の基本である健康・

体力の保持増進を推進する役割を担い、健康で明るく豊かな社会の創造者として活躍できる人材や国際社

会に貢献できる人材の育成をはかる。
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令 和 5 年 度 体 育

◆学部長会、★学部教授会、 ○学部教務委員会、 ▼学部主任会 、 ▲学部学生委員会、△大学院ｽﾎﾟｰﾂ･ｼｽﾃﾑ研究科会議、□大学院救急ｼｽﾃﾑ研究科会議                          　     

月
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日

月 1

火 2 1

水 3 みどりの日 2

木    4 憲法記念日 1 3

金 5 こどもの日 2 4 1

土 1 6 3
水泳実
技2回 1

水泳実
技6回 5 2

日 2 7 4 2 6 3

月 3 8 5 3 7 4

火 4 9 6 4 8 5

水 5 10 7 5 9 6

木 6 11 8 6 10 7

金 7 12 9 7 11 　山の日 8

土 8 13 10 水泳実
技3回 8 12 9

日 9 14 11 9 13 　 10

月 10 15 12 10 14 　 11

火 11 16 13 11 15 12

水 12 17 14 12 16 13

木 13 18 15 13 17 14

金 14 19 16 14 18 15

土 15 20 17 水泳実
技4回 15 水泳実

技7回 19 16

日 16 21 18 16 20 17

月 17 22 19 17 海の日 21 18
敬老の日
(登校日)

火 18 23 20 18 22 19

水 19 24 21 19 23 20

木 20 学部教授会 25 22 20 学部教授会 24 21 学部教授会

金 21 26 23 21 25 22

土 22 27 水泳実
技1回 24 水泳実

技5回 22 水泳実
技8回 26 23

秋分の日
（授業日）

日 23 28 25 23 27 24

月 24 29 26 24 28 25

火 25 30 27 25 29 26

水 26 31 28 26 30 27

木 27 □ 29 27 31 28

金 28 30 28 29

土 29 昭和の日 29 30

日 30 30

月 31

　日本体育・スポーツ・健康学会第73回大会

7月下旬   教職特別講座(こどもスポーツ教育学科) 予定

オープンキャンパス
（町田・多摩）

学部教授会

　　　オープンキャンパス
　　　（世田谷）

　　オープンキャンパス
　　（町田・多摩）

　　オープンキャンパス
　　　（世田谷）

　　　9月卒業式・オープン
キャンパス(世田谷)

水泳実技2回

水泳実技3回

水泳実技4回

水泳実技5回

水泳実技6回

水泳実技8回

春期授業終了

4月8日

4月3日

父母懇談会
（広島県）

（同支社大学 今出川キャンパス）

4月1日

　父母懇談会
　（大阪府）

　父母懇談会
　（青森県）

4月5日

4月4日

4月10日

4月6日

令 和 ５ 年 度 体 育 学 部 行 事 予 定 表 

８　月 ９　月６　月４　月

備
　
考
　
欄 4月5日

　　　　　オープンキャンパス
　　　　（世田谷）

　父母懇談会
　（福島県）

５　月 ７　月

　

秋期授業開始

8月30日

9月1日

 オープンキャンパス
（町田・多摩）

【学生定期健康診断】

 父母懇談会
(多摩・町田キャンパス)

4月入学式　　　　　
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　　 防災訓練(町田キャンパス)
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（北海道）

4月入学者学年開始
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（世田谷）

学長講話

春期授業開始

4月11日
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こス
ポ

曜

日 1 日

月 2 1 月

火 3 2 火

水 4 1 3 水

木 5 2 4 1 入試準備 木

金 6 3 1 5 2 A日程 1 入試準備 金

土 7 4 2 6 3 2 A日程 土

日 8 5 3 7 4 B日程 3 B日程 日

月 9 6 4 8 5 4 月

火 10 7 5 9 6 5 火

水 11 8 6 10 7 ◆ 6 水

木 12 9 7 11 8 7 木

金 13 10 8 12 9 8 金

土 14 11 9 13 10 9 土

日 15 12 10 14 11 10 日

月 16 13 11 15 12 11 月

火 17 14 12 16 13 12 火

水 18 15 13 17 14 13 水

木 19 学部教授会 16 学部教授会 14 18 15 14 木

金 20 17 15 □ 19 16 15 金

土 21 18 16 20 17 16 土

日 22 19 17 21 18 17 日

月 23 20 18 22 19 18 月

火 24 21 19 23 20 　中期選抜 19 学位授与式 火

水 25 22 20 24 21
天
皇

20 水

木 26 23 21 学部教授会 25 学部教授会 22 21 春分の日 木

金 27 24 22 26 23 22 金

土 28 25 23 27 24 23 土

日 29 26 24 28 25 24 日

月 30 27 25 29 　 26 25 月

火 31 28 26 30 27 26 火

水 29 27 31 28 27 水

木 30 28 29 28 木

金 29 29 金

土 30 30 土

日 31 31 日

月 月

 

大学院入試Ⅱ期（参考）

後期選抜（B日程）、転部・転科選抜試験

2月上旬   教職特別講座(こどもスポーツ教育学科) 予定 大学院入試Ⅲ期（参考）

町田キャンパスのみ休講

世田谷・多摩キャンパスのみ
4限以降休講

オープンキャンパス
（オンライン）

　　　スポーツ・武道選抜Ⅰ期　　　AO選抜I期

　　　　　内部推薦、指定校、外国人留学生・
　　　帰国子女Ⅰ期、編転入学等（全学部終日休講）

卒業・進級判定会議
学部教授会

入試準備

　成人の日

学部教授会  　　　 全学部終日休講

秋期授業終了

　　　　元　　旦

体育学部のみ3～5限休講

 卒業論文提出〆

全キャンパス終日休講

世田谷キャンパスのみ
3限以降休講

世田谷・多摩キャンパスのみ
4限以降休講

世田谷キャンパスのみ34号館を使
用する授業の内、4限以降休講

1月13日

１　月12　月 ３　月２　月

令 和 ５ 年 度 体 育 学 部 行 事 予 定 表 

11　月10　月

10月17日 1月14日

2月2日

備
　
考
　
欄

AO選抜Ⅲ期（体育学部は除く）

2月5日

3月1日
前期選抜（A日程）、外国人留学生・帰国子女Ⅱ期、社会人
Ⅱ期（体育学部は除く）、スポーツ・武道選抜Ⅱ期（2日）、デリ
バリー選抜（3日）

3月3日

3月2日
2月4日

2月3日

後期選抜（A日程）、スポーツ・武道選抜Ⅲ期、
社会人Ⅲ期（体育学部は除く）AO選抜Ⅱ期（体育学部は除く）

2月20日 中期選抜

3月卒業式

前期選抜（B日程）

オープンキャンパス
（世田谷）

3月10日

2月10日

４月入学者学年終了

10月7日

11月21日

町田キャンパスのみ3～5限休講

　　スポーツの日
　　(授業日)

文化の日

全キャンパス終日休講

勤労感謝の日
（授業日）

天皇誕生日

1月31日

10月24日

11月20日

11月18日

　特別国民体育大会（鹿児島県）

大学院入試Ⅰ期（参考）

臨時教授会

備
　
考
　
欄

創立記念日

防災訓練（多摩キャンパス）

振替休日

入試準備

体育学部のみ休講

建国記念の日

学部教授会

AO選抜Ⅰ期　

冬

季

休

業

冬

季

休

業

授
業
内
試
験

大学入学
共通テスト

入
試

入

試

大学入学共通テスト

多摩祭

追再試

スポーツ・武道Ⅰ期、
一般公募制推薦・社会人Ⅰ期（体育学部は除く）

内部推薦、指定校、外国人留学生・帰国子女

期編転入学等

Ⅰ

秋
期
定
期
試
験

入

試
秋
期

履
修
登
録
辞
退
期
間

鶴川祭

入 試

楓門祭

多
摩
・
町
田

学
園
閉
鎖
期
間

病

院

内

実

習

野
外
教
育
1

ス
キ

遭
難
救
助
実
習

ス
キ

入 試

入
試

病

院

内

実

習

学
園
閉
鎖
期
間

多
摩
・
町
田

救
急
車
同
乗
実
習

(

2
年
生

救
急
車
同
乗
実
習

2
年
生

病
院
内
実
習

前期選抜（A日程）
スポーツ・武道選抜Ⅱ期
外国人留学生・帰国子女Ⅱ期
デリバリー選抜
前期選抜（B日程）

後期選抜（A日程）
スポーツ・武道選抜Ⅲ期等

後期選抜（B日程）
転部・転科選抜試験

野
外
教
育

ス
キ

学
外

研
修

卒
業
研
究
発
表
会

海
外
武
道
実
習
事
前
指
導
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学 部 行 事 予 定 表

◆学部長会、★学部教授会、 ○学部教務委員会、 ▼学部主任会 、 ▲学部学生委員会、△大学院ｽﾎﾟｰﾂ･ｼｽﾃﾑ研究科会議、□大学院救急ｼｽﾃﾑ研究科会議                          　     

月 月

曜 日 　学部全般 体育 武道 スポ医 こスポ 日 　学部全般 体育 武道 スポ医 こスポ 日 　学部全般 体育 武道 スポ医 こスポ 日 　学部全般 体育 武道 スポ医 こスポ 日 　学部全般 体育 武道 スポ医 こスポ 日 　学部全般 体育 武道 スポ医
こス
ポ

曜

日 1 日

月 2 1 月

火 3 2 火

水 4 1 3 水

木 5 2 4 1 入試準備 木

金 6 3 1 5 2 A日程 1 入試準備 金

土 7 4 2 6 3 2 A日程 土

日 8 5 3 7 4 B日程 3 B日程 日

月 9 6 4 8 5 4 月

火 10 7 5 9 6 5 火

水 11 8 6 10 7 ◆ 6 水

木 12 9 7 11 8 7 木

金 13 10 8 12 9 8 金

土 14 11 9 13 10 9 土

日 15 12 10 14 11 10 日

月 16 13 11 15 12 11 月

火 17 14 12 16 13 12 火

水 18 15 13 17 14 13 水

木 19 学部教授会 16 学部教授会 14 18 15 14 木

金 20 17 15 □ 19 16 15 金

土 21 18 16 20 17 16 土

日 22 19 17 21 18 17 日

月 23 20 18 22 19 18 月

火 24 21 19 23 20 　中期選抜 19 学位授与式 火

水 25 22 20 24 21
天
皇

20 水

木 26 23 21 学部教授会 25 学部教授会 22 21 春分の日 木

金 27 24 22 26 23 22 金

土 28 25 23 27 24 23 土

日 29 26 24 28 25 24 日

月 30 27 25 29 　 26 25 月

火 31 28 26 30 27 26 火

水 29 27 31 28 27 水

木 30 28 29 28 木

金 29 29 金

土 30 30 土

日 31 31 日

月 月

 

大学院入試Ⅱ期（参考）

後期選抜（B日程）、転部・転科選抜試験

2月上旬   教職特別講座(こどもスポーツ教育学科) 予定 大学院入試Ⅲ期（参考）

町田キャンパスのみ休講

世田谷・多摩キャンパスのみ
4限以降休講

オープンキャンパス
（オンライン）

　　　スポーツ・武道選抜Ⅰ期　　　AO選抜I期

　　　　　内部推薦、指定校、外国人留学生・
　　　帰国子女Ⅰ期、編転入学等（全学部終日休講）

卒業・進級判定会議
学部教授会

入試準備

　成人の日

学部教授会  　　　 全学部終日休講

秋期授業終了

　　　　元　　旦

体育学部のみ3～5限休講

 卒業論文提出〆

全キャンパス終日休講

世田谷キャンパスのみ
3限以降休講

世田谷・多摩キャンパスのみ
4限以降休講

世田谷キャンパスのみ34号館を使
用する授業の内、4限以降休講

1月13日

１　月12　月 ３　月２　月

令 和 ５ 年 度 体 育 学 部 行 事 予 定 表 

11　月10　月

10月17日 1月14日

2月2日

備
　
考
　
欄

AO選抜Ⅲ期（体育学部は除く）

2月5日

3月1日
前期選抜（A日程）、外国人留学生・帰国子女Ⅱ期、社会人
Ⅱ期（体育学部は除く）、スポーツ・武道選抜Ⅱ期（2日）、デリ
バリー選抜（3日）

3月3日

3月2日
2月4日

2月3日

後期選抜（A日程）、スポーツ・武道選抜Ⅲ期、
社会人Ⅲ期（体育学部は除く）AO選抜Ⅱ期（体育学部は除く）

2月20日 中期選抜

3月卒業式

前期選抜（B日程）

オープンキャンパス
（世田谷）

3月10日

2月10日

４月入学者学年終了

10月7日

11月21日

町田キャンパスのみ3～5限休講

　　スポーツの日
　　(授業日)

文化の日

全キャンパス終日休講

勤労感謝の日
（授業日）

天皇誕生日

1月31日

10月24日

11月20日

11月18日

　特別国民体育大会（鹿児島県）

大学院入試Ⅰ期（参考）

臨時教授会

備
　
考
　
欄

創立記念日

防災訓練（多摩キャンパス）

振替休日

入試準備

体育学部のみ休講

建国記念の日

学部教授会

AO選抜Ⅰ期　

冬

季

休

業

冬

季

休

業

授
業
内
試
験

大学入学
共通テスト

入
試

入

試

大学入学共通テスト

多摩祭

追再試

スポーツ・武道Ⅰ期、
一般公募制推薦・社会人Ⅰ期（体育学部は除く）

内部推薦、指定校、外国人留学生・帰国子女

期編転入学等

Ⅰ

秋
期
定
期
試
験

入

試
秋
期

履
修
登
録
辞
退
期
間

鶴川祭

入 試

楓門祭

多
摩
・
町
田

学
園
閉
鎖
期
間

病

院

内

実

習

野
外
教
育
1

ス
キ

遭
難
救
助
実
習

ス
キ

入 試

入
試

病

院

内

実

習

学
園
閉
鎖
期
間

多
摩
・
町
田

救
急
車
同
乗
実
習

(

2
年
生

救
急
車
同
乗
実
習

2
年
生

病
院
内
実
習

前期選抜（A日程）
スポーツ・武道選抜Ⅱ期
外国人留学生・帰国子女Ⅱ期
デリバリー選抜
前期選抜（B日程）

後期選抜（A日程）
スポーツ・武道選抜Ⅲ期等

後期選抜（B日程）
転部・転科選抜試験

野
外
教
育

ス
キ

学
外

研
修

卒
業
研
究
発
表
会

海
外
武
道
実
習
事
前
指
導
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2023年度（春期）　履修時間割表・出席管理表

国士舘大学体育学部 学科 年 学籍番号 氏名

曜

日

時

限
科目名

教

室

授 業 回 数 合

計

試
験
等

備

考

評

価1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月

1

2

3

4

5

火

1

2

3

4

5

水

1

2

3

4

5

木

1

2

3

4

5

金

1

2

3

4

5

土

1

2

3

4

5

国士舘大学体育学部 学科 年 学籍番号 氏名

曜

日

時

限
科目名

教

室

授 業 回 数 合

計

試
験
等

備

考

評

価1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月

1

2

3

4

5

火

1

2

3

4

5

水

1

2

3

4

5

木

1

2

3

4

5

金

1

2

3

4

5

土

1

2

3

4

5

2023年度（秋期）　履修時間割表・出席管理表
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2023年度（春期）　履修時間割表・出席管理表

国士舘大学体育学部 学科 年 学籍番号 氏名

曜

日

時

限
科目名

教

室

授 業 回 数 合

計

試
験
等

備

考

評

価1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月

1

2

3

4

5

火

1

2

3

4

5

水

1

2

3

4

5

木

1

2

3

4

5

金

1

2

3

4

5

土

1

2

3

4

5

国士舘大学体育学部 学科 年 学籍番号 氏名

曜

日

時

限
科目名

教

室

授 業 回 数 合

計

試
験
等

備

考

評

価1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月

1

2

3

4

5

火

1

2

3

4

5

水

1

2

3

4

5

木

1

2

3

4

5

金

1

2

3

4

5

土

1

2

3

4

5

2023年度（秋期）　履修時間割表・出席管理表
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国士舘大学体育学部 学科 年 学籍番号 氏名

曜

日

時

限
科目名

教

室

授 業 回 数 合

計

試
験
等

備

考

評

価1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月

1

2

3

4

5

火

1

2

3

4

5

水

1

2

3

4

5

木

1

2

3

4

5

金

1

2

3

4

5

土

1

2

3

4

5

2024年度（春期）　履修時間割表・出席管理表

国士舘大学体育学部 学科 年 学籍番号 氏名

曜

日

時

限
科目名

教

室

授 業 回 数 合

計

試
験
等

備

考

評

価1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月

1

2

3

4

5

火

1

2

3

4

5

水

1

2

3

4

5

木

1

2

3

4

5

金

1

2

3

4

5

土

1

2

3

4

5

2024年度（秋期）　履修時間割表・出席管理表



15

国士舘大学体育学部 学科 年 学籍番号 氏名

曜

日

時

限
科目名

教

室

授 業 回 数 合

計

試
験
等

備

考

評

価1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月

1

2

3

4

5

火

1

2

3

4

5

水

1

2

3

4

5

木

1

2

3

4

5

金

1

2

3

4

5

土

1

2

3

4

5

2024年度（春期）　履修時間割表・出席管理表

国士舘大学体育学部 学科 年 学籍番号 氏名

曜

日

時

限
科目名

教

室

授 業 回 数 合

計

試
験
等

備

考

評

価1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月

1

2

3

4

5

火

1

2

3

4

5

水

1

2

3

4

5

木

1

2

3

4

5

金

1

2

3

4

5

土

1

2

3

4

5

2024年度（秋期）　履修時間割表・出席管理表
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国士舘大学体育学部 学科 年 学籍番号 氏名

曜

日

時

限
科目名

教

室

授 業 回 数 合

計

試
験
等

備

考

評

価1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月

1

2

3

4

5

火

1

2

3

4

5

水

1

2

3

4

5

木

1

2

3

4

5

金

1

2

3

4

5

土

1

2

3

4

5

2025年度（春期）　履修時間割表・出席管理表

国士舘大学体育学部 学科 年 学籍番号 氏名

曜

日

時

限
科目名

教

室

授 業 回 数 合

計

試
験
等

備

考

評

価1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月

1

2

3

4

5

火

1

2

3

4

5

水

1

2

3

4

5

木

1

2

3

4

5

金

1

2

3

4

5

土

1

2

3

4

5

2025年度（秋期）　履修時間割表・出席管理表
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国士舘大学体育学部 学科 年 学籍番号 氏名

曜

日

時

限
科目名

教

室

授 業 回 数 合

計

試
験
等

備

考

評

価1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月

1

2

3

4

5

火

1

2

3

4

5

水

1

2

3

4

5

木

1

2

3

4

5

金

1

2

3

4

5

土

1

2

3

4

5

2025年度（春期）　履修時間割表・出席管理表

国士舘大学体育学部 学科 年 学籍番号 氏名

曜

日

時

限
科目名

教

室

授 業 回 数 合

計

試
験
等

備

考

評

価1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月

1

2

3

4

5

火

1
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体育学科の教育研究上の目的

体育学科の教育方針

　現在、スポーツの大衆化・多様化・生活化が進み、個々のライフスタイルにおいて「楽しむ文化」と
しての体育・スポーツ、「健康で生きがいのある生活」のためのスポーツへと、社会の要請と期待が高
まっている。一方、オリンピックや世界選手権等を頂点とする競技スポーツは、技術・戦術とも高度化
し、高い科学性に基づいたトレーニングやコーチング等を必要としている。
　このような社会のニーズに呼応すべく、基礎科目と専門科目のバランスを維持し、専門分野の教授・
研究をさらに深めると共に、基礎科目との融合を図り、体育・スポーツの実践と理論的指導ができる人
材の育成を目指している。
　また、体育・スポーツの意義や役割、共生社会でのあり方、豊かなスポーツライフの探求など、社会
のニーズに貢献できる人材が求められており、体育・スポーツ・健康学に関する学問領域を幅広く理解
し、個々に応じていずれかの専門分野を深く学修し、将来、有為なる人材としての成長基盤・基礎を培
う教育を目指している。
　これらのことを踏まえ、本学科では、学校体育・アスリート・スポーツトレーナーの 3 つのコースを
配置し、それぞれの特性を考慮した基礎科目・専門科目のカリキュラムと諸資格取得の教育課程を編成
して、学校体育・生涯スポーツ・健康教育などに積極的に貢献できる専門性の高い人材を養成するため
の教育を行っている。

　本学科に、学校体育・アスリート・スポーツトレーナーの３つのコースを配置し、それぞれの特性を
考慮した基礎科目・専門科目のカリキュラムと諸資格取得の教育課程を編成して、学校体育・生涯スポ
ーツ・健康教育などに積極的に貢献できる専門性の高い人材を養成するため次の教育を行う。
1. 自らの専攻コースを選択させ、そのコース特性と専門とする学問領域や資格取得科目を履修して、
将来を担う有為なる人材を養成する。

2. 心身共に健康で「心・技・体」の調和のとれた人間性の育成と幅広い教養を養い、科学性を備え
た、より高度な知識と技術を体得した人材を養成する。

3. 体育・スポーツの身体活動を通して、規律の遵守、役割の尊重、自他の敬愛、協力精神の育成など
人格の完成を目指す。

4. 学校教育の充実、高齢化社会への対応、ライフステージと健康教育、地域スポーツの振興など今日
の課題に対処できる専門知識と実践指導力を備えた人材の育成をはかる。

5. 競技スポーツの競技力向上を追求して、各種の対外競技や国際交流を推進するとともに、身体運動
学やコーチ学、トレーニング理論などの諸科学を探求して、指導者並びに競技者としての資質向上
に努める。
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体育学科の3つのポリシー

◆ 入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）

豊かな心身の育成と錬磨をはかる文武両道教育の教育理念のもと、体育・スポーツに関心を持ち、将来、

保健体育の教員としてスポーツ指導、生徒指導に情熱と意欲を持っている人。スポーツが好きで、将来も

スポーツを通じて社会に貢献したいと願う幅広い体育・スポーツの分野を真摯に探求できる能力を培い、

体育・スポーツの発展に大いに貢献できる人材を求めています。

◆ 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

学校体育・アスリート・スポーツトレーナーの３コースを設置し、それぞれの特性を考慮した総合科目・

専門科目のカリキュラムと諸資格取得のための教育課程を編成しています。 学校体育コースでは「学校教

育関係法規」「健康教育学」「教職インターンシップ」「教職特別講座１～７」などの指導者としての資質

向上にむけた科目、アスリートコースでは「アスリート実習」「運動処方論」「スポーツ情報処理論実習」「キャ

リアアップ講座」などの競技者・コーチとしての技術向上にむけた科目を配置しています。スポーツトレー

ナーコースでは「健康教育学」「体力測定評価実習」「エクササイズテクニック」「現場実習」などのトレーナー

としてのスキル体得にむけた科目を配置しています。

◆ 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

体育学科の教育方針を理解し、総合教育科目、学部基礎科目、学科基礎教育科目、学科専門科目等の卒

業所要単位を修得した者に学位を授与します。

◆ 入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）　
　体育学科では、将来、スポーツ界や教育界の分野に進みたいと願う情熱と協調性に富んだ学生を受け入れ
ます。
　また、このような入学者を適正に判定するために、次に掲げる観点から、多様な方法による入学者選抜を
実施します。一般選抜では、筆記試験に加え基本的運動技能についての実技試験を実施します。

AP1．［知識・理解・技能］
　体育学科の教育を受けるために必要な基礎学力としての知識と、優れた体育実技能力及び体育理論、保健
に関する知識を有している。
（AP1-1）国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語などについて、高等学校などで身に付けるべき標準的

な知識を有する。
（AP1-2）優れた体育実技能力及び体育理論、保健に関する知識を有している。
（AP1-3）積極的にスポーツ活動に取り組み、優秀な成績を修めるとともに、入学後もスポーツ活動を継続

する意欲と卒業条件を達成する強い意志を有している。

AP2．［思考力・判断力・表現力］
　体育・スポーツ活動等において、自他の課題を発見、分析するとともに、創意工夫しながら、課題解決を
図ろうとする意欲を有している。

AP3．［主体性・多様性・協働性］
　授業や実技において、他者と協調して真摯に取り組み、自ら進んで行動する姿勢を有している。

【入学前に身に付けておくべきこと】
１．国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語などについて、高等学校などで身に付けるべき標準的な知識
を有していること。

２．自ら課題を発見し、論理的に説明できるプレゼンテーション力を補強すること。

◆ 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）
（１）教育課程と内容
１．幅広く深い教養と総合的判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、専門分野と調和・発展させることを

目的とした「総合教育科目」を設けています。
２．「外国語科目」を設け、英語や他の言語を学び、コミュニケーション能力の向上を図ります。また、体

育に特化した専門的英語知識を学ぶ科目「スポーツ専門英語」を設置しています。
３．「専門科目」では、幅広い分野の教育研究に触れつつ、自らの興味・関心と能力・適性等に基づいて、

知識や実践力を修得するために、以下の科目群に分け体系的に科目を設けています。
　①学部基礎科目：体育に関する基本的知識や技術を身に付けるため必修科目として設置しています。また、
武道教育として「柔道」と「剣道」のどちらかを選択必修とし、文武両道の実践を体得します。

　②学科基礎科目：体育学科として身に付けるべき知識・技能を学修するため必修科目を設けています。
　③体育専門教育科目、専修教育科目：体育学を体系的に学ぶために（学べるよう）、コースの特性に応じ
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た科目を設けています。学校教育等指導者としての資質を学ぶ「学校体育コース」、競技者・コーチとし
ての技術を学ぶ「アスリートコース」、スポーツトレーナーとしてのスキルを体得する「スポーツトレー
ナーコース」の３コースを設けています。

　④関連教育科目：関連領域を学修し、幅広い知識を身に付けられるように、各コースに関連領域の科目や
教職課程に関連した科目を設けています。

（２）教育方法
１. 講義や実技、実習等をバランスよく組み合わせて学修成果を高めます。
２. ３・４年次の「卒業研究」において、本学科での学習を結実させていくとともに、卒業後の進路を見据

えた専門知識・技能の定着を図ります。

（３）学修成果の評価
１．各授業科目については、到達目標や成績評価の基準と具体的評価方法をシラバスに明示して学生に周知

したうえで、公正で厳格な成績評価を実施します。
２．学生の４年間の学修成果は、必修の「卒業研究」によって行い、提出された卒業論文・レポートをもと

に総合的評価を行います。

◆ 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
　体育学科は、体育学の素養を備え、所定の課程を経て必要な単位を修め、必修科目履修等の条件を満たす
ことで、次の資質・能力を有しているとして卒業を認定し、学士（体育学）の学位を授与します。

DP1. 体育・スポーツに関する専門的かつ実践的知識・技能と社会のリーダーとして活躍するための教養を
身に付け、学修成果を状況に応じて誠意を持って活用する力を有している。

DP2. 習得した体育学の知識・技能をもとに、それらを他者に分かりやすく伝えたり、社会の様々な要請に
活用したりすることができる能力を有している。

DP3. 日進月歩の体育・スポーツに関する知識を学び続けるとともに、自らの技能を不断に磨くことを基盤
にしながら、社会の諸問題の解決に積極的に取り組もうとするなど、困難に立ち向かう姿勢を有して
いる。

DP4. 本学科で学修した知識・技能を生かし、卒業後は、アスリート、保健体育科教員、スポーツ指導者、トレー
ナーなどとして、各界において他者と協調し、社会に貢献する意欲を有している。
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１．体育学部体育学科において、4ヵ年以上在学し履修要件を満たし124単位以上を修得したものを卒業と
し、学士（体育学）の学位を与える。 

２．学位を取得するには、全期間の単位数（卒業所要単位および科目区分）に従って履修する。 
 単位構成は、基礎科目（総合教育科目、外国語科目）、専門科目（学部基礎科目、学科基礎教育科目、
体育専門教育科目、専修教育科目、関連教育科目）からなり、年次ごとにそれぞれ修得する。 

１．授業科目の構成と卒業所要単位 
体育学科授業科目の構成と卒業所要単位は以下の表のとおりである。 
2年生から3年生への進級に必要な単位数は50単位とする。 
基 礎 科 目 専 門 科 目 

総合教育科目 外国語科目 学部基礎科目 学科基礎教育科目 体育専門教育科目  専修教育科目 関連教育科目 

14 単位 6 単位 14 単位 15 単位 

学校体育コース 
23 単位 

学校体育コース
24 単位 

学校体育コース
28 単位 

アスリートコース 
23 単位 

アスリートコース
24 単位 

アスリートコース 
28 単位 

スポーツ 
トレーナーコース 
23 単位 

スポーツ 
トレーナーコース
24 単位 

スポーツ 
トレーナーコース
28 単位 

 位単401 位単02
卒業所要単位 124 単位 

２．履修上限単位数 
1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 
48 単位 48 単位 48 単位 48 単位 

３．履修編成 
体育学科では、2年次より「学校体育コース」「アスリートコース」「スポーツトレーナーコース」

に分かれており、おのおの系列的に履修をしなければならない。

　本学の教育理念・目的から、わが国はもとより、国際的に貢献できる人材の育成をはかるため、次の様
努める。
　多様化する社会のニーズに対応したカリキュラム編成と諸資格取得のための教育課程を編成し、個性的
で且つ専門性の高い人材を育成する。
　教養科目の充実により豊かな人間性を追求するとともに、情報処理能力の向上や言語力の強化をはか
る。また、体育・スポーツ科学の国内文化交流や学術交流やスポーツの対外競技や国際交流を積極的に推
進し、スポーツ選手・コーチの育成と強化をはかり、わが国スポーツ界の発展に寄与する。

体育学科課程要項
Ⅰ．学 位

Ⅱ．カリキュラム設定の趣旨

Ⅲ．科目構成
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科目区分 必修・選択 履　　修

総合教育科目
選　　択

哲学Ａ (2)、倫理学Ａ (2)、国文学Ａ (2)、東洋史Ａ (2)、歴史学Ａ (2)、※日本国憲法 (2)、経済学Ａ (2)、
情報処理Ｂ (2)、異文化の理解Ａ (2)、※教育心理学 (2)、※道徳教育の理論と実践 (2)、防災リーダー養成論(2)、

選　　択
（留学生対象）

日本事情Ａ（日本の歴史）(2)、日本事情Ａ（日本の現代文化）(2)、日本事情Ｂ（近代日本の歩み）(2)、

外国語科目

必　　修 ※英語１(1)、※英語２(1)、スポーツ専門英語 (2) 
選　　択 ドイツ語１(1)、ドイツ語２(1)、中国語１(1)、中国語２(1)、［同一言語１・２を 2単位以上選択履修
選　　択

（留学生対象）
アカデミック日本語１Ａ (1)、アカデミック日本語１Ｂ (1)、アカデミック日本語２Ａ (1)、
アカデミック日本語４Ａ (1)、アカデミック日本語４Ｂ (1)、ビジネス日本語Ａ (1)、

専

門

科

目

学部基礎科目
必　　修

※体育原理 (2)、解剖学 (2) 、※運動生理学 (2)、《体育方法学・実習》※体操 ( 集団行動を含む ) Ⅰ (1)、
卒業研究１(2)、卒業研究２(2)

選　　択 《体育方法学・実習》※柔道Ⅰ (1)、※柔道Ⅱ (1)、※剣道Ⅰ (1)、※剣道Ⅱ (1)、［同一種目Ⅰ・Ⅱを
学科基礎
教育科目

必　　修
基礎ゼミナール (1)、※スポーツ社会学 (2)、※スポーツ心理学 (2)、※体力測定・評価 (2)、
※救急処置法実習Ⅱ (1)

体育専門
教育科目

必　　修
※スポーツバイオメカニクス (2)、スポーツ栄養学 (2)、トレーニング論 (2)、トレーニング論・実習 (1)、
※陸上競技 Ⅱ (1)、※水泳Ⅰ (1)、※水泳Ⅱ (1)、※ダンスⅠ (1)、※ダンスⅡ (1)、

、〕択選目種１〔 )2( )ドーボーノス・ーキス・プンャキ・ーヌカ・バーュキス(習実・論育教外野

選　　択

《体育方法学・実習》相撲Ⅰ (1)、相撲Ⅱ (1)、レスリングⅠ (1)、レスリングⅡ (1)、空手道Ⅰ (1)、
《体育方法学・実習》バスケットボールⅠ (1)、バスケットボールⅡ (1)、ハンドボール Ⅰ (1)、
バドミントンⅠ (1)、バドミントンⅡ (1)、［同一種目Ⅰ・Ⅱを 2単位選択履修する］
《体育方法学・実習》サッカーⅠ (1)、サッカーⅡ (1)、テニスⅠ (1)、テニスⅡ (1)、ラグビーⅠ (1)、

専修教育
科　　目

コ ー ス
必　　修

学校体育コース
体育史 (2)
学校教育関係法規 (2)
保健体育教材研究 (2)
障害者体育論 (2)
健康教育学 (2)
体力測定評価実習Ⅰ (1)
体力測定評価実習Ⅱ (1)
運動生理学実習Ⅰ (1)
運動生理学実習Ⅱ (1)
教職インターンシップ事前指導 (2)
教職インターンシップ１(2)
教職インターンシップ２(2)
教職特別講座１(2)
教職特別講座２(2)
教職特別講座３(2)
教職特別講座４(2)
教職特別講座５(2)
学校教育行政論 (2)

コ ー ス
選　　択

関連教育
科　　目

コ ー ス
必　　修

※教育基礎論 (2)、※教育課程論 (2)、※保健体育科教育論Ⅰ (2)、※保健体育科教育論Ⅱ (2)、
※保健体育科指導法 (2)、※特別活動の理論と実践 (2)

コ ー ス
選　　択

随意科目 ［レクリエーション・インストラクター資格科目］レクリエーション論 (2)、レクリエーション論実習Ⅰ (1)、
卒業所要単位 総合教育科目 14単位＋外国語科目 6単位＋学部基礎科目 15単位＋学科基礎教育科目 15単位＋体育専門教育科目

備　　考

１．※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。
２．卒業研究 ( １・２) は、シラバスに示す講座のテーマを参照し十分な履修指導のもとに選択履修する。
３．（　）内は、単位数を表す。
４．各種資格取得科目の履修については、便覧で示す科目をそれぞれに応じて選択履修する。

４．体育学科 履修科目一覧表
必修・選択

必　　修 4単位
選　　択 2単位

選　　択 2単位

随意科目

選　　択
（留学生対象）

履　　修　　科　　目

《体育方法学・実習》※柔道Ⅰ(1)、※柔道Ⅱ(1)、※剣道Ⅰ(1)、※剣道Ⅱ(1)                                             ［同一種目Ⅰ・Ⅱを2単位選択履修する］

※英語１(1)、※英語２(1)、スポーツ専門英語(2)
ドイツ語１(1)、ドイツ語２(1)、中国語１(1)、中国語２(1)［同一言語１・２を2単位以上選択履修する］、      海外演習１(2)
日本語リーディング1(1)、日本語リーディング2(1)、日本語ライティング1(1)、日本語ライティング2(1)、　   日本語スピーキング1(1)、日本語スピーキング2(1)、
時事日本語1(1)、時事日本語2(1)、ビジネス日本語1(1)、ビジネス日本語2(1)、日本語スキルアップ1(1)、       日本語スキルアップ2(1)

哲学Ａ(2)、倫理学Ａ(2)、国文学Ａ(2)、東洋史Ａ(2)、歴史学Ａ(2)、※日本国憲法(2)、経済学Ａ(2)、　　　　　心理学Ａ(2)、教育学Ａ(2)、社会科学概論Ａ(2)、文化人類学Ａ(2)、データサイエンス基礎(2)、 
※AIとサイエンス(2)

データエンジニアリング基礎(2)、AI基礎(2)、AI基礎演習(1)、統計学入門(2)、確率論入門(2)、　　　　　　　数学（多変数関数の微積分）(2)、※情報科学(2)、※コンピュータリテラシー(2)、データリテラシー(2)、
異文化の理解Ａ(2)、※教育心理学(2)、※道徳教育の理論と実践(2)、防災リーダー養成論(2)、　　　　　　　  防災リーダー養成論実習(2)
日本事情Ａ（日本の歴史）(2)、日本事情Ａ（日本の現代文化）(2)、日本事情Ｂ（近代日本の歩み）(2)、 日本事情Ｂ（日本の国際化）(2)、日本事情Ｃ（自然環境）(2)、日本事情Ｃ（地方地誌）(2)

学部基礎科目 必　　修
※体育原理(2)、解剖学(2) 、※運動生理学(2)、《体育方法学・実習》※体操(集団行動を含む)Ⅰ(1)、             ※体操(集団行動を含む)Ⅱ(1)、
卒業研究１(2)、卒業研究２(2)

※体育方法学・実習（野外教育）１（1）、※スポーツ社会学(2)、※体力測定・評価(2)、※体育経営管理(2)、※スポーツ心理学(2)、※公衆衛生学(2)、※学校保健(2)、※救急処置法実習Ⅰ(1)、
※救急処置法実習Ⅱ(1)

科目区分

基

礎

科

目
外国語科目 選　　択

（留学生対象）

選　　択総合教育科目

専修教育
科　　目

必　　修

コ ー ス
必　　修

コ ー ス
選　　択

コ ー ス
選　　択

コ ー ス
必　　修

学科基礎
教育科目

2単位

0単位

アスリートコース
8単位

専

門

科

目

４．各種資格取得科目の履修については、便覧で示す科目をそれぞれに応じて選択履修する。

124単位

卒業所要単位数

6単位

12単位 14単位

14単位

１．※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。
２．卒業研究(１・２)は、シラバスに示す講座のテーマを参照し十分な履修指導のもとに選択履修する。
３．（　）内は、単位数を表す。

備　　考

15単位 15単位

卒業所要単位

関連教育
科　　目

［レクリエーション・インストラクター資格科目］レクリエーション論(2)、レクリエーション論実習Ⅰ(1)、レクリエーション論実習Ⅱ(1)、     体育方法学・実習（野外教育）2(1)、アスリート実習3(2)、アスリート実習4(2)、災害とドローン(1)［レクリエーション・インストラクター資格科目］レクリエーション論(2)、レクリエーション論実習Ⅰ(1)、レクリエーション論実習Ⅱ(1)、     体育方法学・実習（野外教育）2(1)、アスリート実習3(2)、アスリート実習4(2)、災害とドローン(1)

コ ー ス
必　　修

コ ー ス
選　　択

※教育基礎論(2)、
※特別活動の理論と実践(2)

 総合教育科目14単位＋外国語科目6単位＋学部基礎科目14単位＋学科基礎教育科目15単位＋体育専門教育科目23/23/23単位       ＋専修教育科目24/24/24単位＋関連教育科目28/28/28単位

アスリー　トコース スポーツトレーナーコース学校体育コース

※教育基礎論(2)、※特別活動の理論と実践(2)

スポーツ医学(2)、                           体育・スポーツ行政学(2)、
健康教育学(2)、                             スポーツ情報処理論実習Ⅰ(1)、
スポーツ情報処理論実習Ⅱ(1)、        発育発達老化論(2)、運動処方論(2)、
アスリート実習１(2)、                    アスリート実習２(2)

アスリートコース・スポーツトレーナーコース

体育専門
教育科目

学校体育コース
スポーツ栄養学(2)、※スポーツバイオメカニクス(2)、コーチ学(2)、
トレーニング論・実習Ⅰ（1)、トレーニング論・実習Ⅱ（1）
《体育方法学・実習》※器械運動(1)、※陸上競技(1)、※水泳(1)、
※ダンス（1）、※レスリング（1）、※バスケットボール（1）、
※ハンドボール（1）、※バレーボール（1）、※サッカー（1）、
※ラグビー（1）、※ソフトボール（1）

スポーツ栄養学(2)、                       ※スポーツバイオメカニクス(2)、コーチ学(2)
《体育方法学・実習》※器械運動(1)、  ※陸上競技（1）、※水泳（1）、※ダンス（1）、※レスリング（1）、※バスケットボール（1）、
※ハンドボール（1）、                   ※バレーボール（1）、※サッカー（1）、※ラグビー（1）、※ソフトボール（1）、
トレーニング論・実習Ⅰ（1)、         トレーニング論・実習Ⅱ（1）

［4種目4単位選択履修する］
《専門指導法》器械運動（1）、陸上競技（1）、水泳（1）、
ダンス（1）、柔道（1）、剣道（1）、バスケットボール（1）、
ハンドボール（1）、バレーボール（1）、サッカー（1）、
ラグビー（1）、ソフトボール（1）

［4種目4単位選択履修する］
《専門指導法》器械運動（1）、            陸上競技（1）、水泳（1）、ダンス（1）、柔道（1）、剣道（1）、レスリング（1）、
バスケットボール（1）、                 ハンドボール（1）、バレーボール（1）、サッカー（1）、ラグビー（1）、ソフトボール（1）

アスリート実習１(2)、体育史(2)、教職インターンシップ(2)、
学校教育関係法規(2)、体力測定評価実習Ⅰ（1）、
体力測定評価実習Ⅱ（1）、教職特別講座１(2)、教職特別講座２(2)、
教職特別講座３(2)、教職特別講座４(2)、教職特別講座５(2)、
教職特別講座６(2)、教職特別講座（野外）(2)

［同一名称の講座１～４を４科目      8単位選択履修する］
キャリアアップ講座１(2)、              キャリアアップ講座２(2)、
キャリアアップ講座３(2)、              キャリアアップ講座４(2)
教職特別講座１(2)、                       教職特別講座２(2)、
教職特別講座３(2)、                       教職特別講座４(2)

スポーツ医学(2)、体育・スポーツ行政学(2)、運動処方論(2)、
健康教育学(2)、体力測定評価実習Ⅰ（1）、体力測定評価実習Ⅱ（1）、
エアロビクス運動理論・実習Ⅰ（1）、エアロビクス運動理論・実習Ⅱ（1）、
スポーツ法学(2)、エクササイズテクニック(2)、アスリート実習１(2)、
アスリート実習２(2)、現場実習１(2)、現場実習２(2)

※教育基礎論(2)、※特別活動の理論と実践(2)、
※保健体育科教育論Ⅰ(2)、※保健体育科教育論Ⅱ(2)、
※教職論(2)、※生徒・進路指導論(2)、※教育課程論(2)、
※保健体育科指導法Ⅰ(2)、※保健体育科指導法Ⅱ(2)、
※教育相談 (2)、 ※教育方法論（情報通信技術の活用を含む）(2)、※教育行財政 (2)、
※総合的な学習の時間の指導法(2)、※特別支援教育概論(2)

［教職を履修する学生］
※保健体育科教育論Ⅰ(2)、 ※保健体育科教育論Ⅱ(2)、
※教職論(2)、※生徒・進路指導論(2)、 ※教育課程論(2)、
※保健体育科指導法Ⅰ(2)、 ※保健体育科指導法Ⅱ(2)、
※教育相談(2)、 ※教育行財政(2)、
※教育方法論（情報通信技術の活用を含む）(2)、 
※総合的な学習の時間の指導法(2)、 ※特別支援教育概論(2)
［教職を履修しない学生］
運動生理学実習Ⅰ（1）、 運動生理学実習Ⅱ（1）、
スポーツバイオメカニクス実習Ⅰ（1）、 スポーツバイオメカニクス実習Ⅱ（1）、
自由選択単位（6）、実践実習１(2)、 実践実習２(2)、実践実習３(2)、
実践実習４(2)、 スポーツメンタルトレーニング論(2)、
スポーツパフォーマンス分析論(2)、 テーピング論(2)

［教職を履修する学生］
※保健体育科教育論Ⅰ(2)、※保健体育科教育論Ⅱ(2)、※教職論(2)、
※生徒・進路指導論(2)、※教育課程論(2)、※保健体育科指導法Ⅰ(2)、
※保健体育科指導法Ⅱ(2)、※教育相談(2)、
※教育方法論（情報通信技術の活用を含む）(2)、 ※教育行財政(2)、
※総合的な学習の時間の指導法(2)、※特別支援教育概論(2)
［教職を履修しない学生］
運動生理学実習Ⅰ（1）、運動生理学実習Ⅱ（1）、
スポーツバイオメカニクス実習Ⅰ（1）、スポーツバイオメカニクス実習Ⅱ（1）、
スポーツメンタルトレーニング論(2)、スポーツパフォーマンス分析論(2)、
テーピング論(2)、自由選択単位(6)、専門現場実習１(2)、
専門現場実習２(2)、専門現場実習３(2)、専門現場実習４(2)

学校体育コース
19単位

アスリートコース
19単位
スポーツ

トレーナーコース
19単位

学校体育コース
4単位

アスリートコース
4単位
スポーツ

トレーナーコース
4単位

学校体育コース
23単位

アスリートコース
23単位
スポーツ

トレーナーコース
23単位

学校体育コース
24単位

アスリートコース
16単位
スポーツ

トレーナーコース
24単位

学校体育コース
24単位

アスリートコース
24単位

スポーツ
トレーナーコース

24単位
学校体育コース
28単位

アスリートコース
4単位
スポーツ

トレーナーコース
4単位

学校体育コース
28単位

アスリートコース
28単位

スポーツ
トレーナーコース

28単位

アスリートコース
24単位
スポーツ

トレーナーコース
24単位

必　　修
必修2単位、
選択科目と併せて
4年間で14単位
以上選択履修
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体
育
学
科必修・選択

必　　修 4単位
選　　択 2単位

選　　択 2単位

随意科目

選　　択
（留学生対象）

履　　修　　科　　目

《体育方法学・実習》※柔道Ⅰ(1)、※柔道Ⅱ(1)、※剣道Ⅰ(1)、※剣道Ⅱ(1)                                             ［同一種目Ⅰ・Ⅱを2単位選択履修する］

※英語１(1)、※英語２(1)、スポーツ専門英語(2)
ドイツ語１(1)、ドイツ語２(1)、中国語１(1)、中国語２(1)［同一言語１・２を2単位以上選択履修する］、      海外演習１(2)
日本語リーディング1(1)、日本語リーディング2(1)、日本語ライティング1(1)、日本語ライティング2(1)、　   日本語スピーキング1(1)、日本語スピーキング2(1)、
時事日本語1(1)、時事日本語2(1)、ビジネス日本語1(1)、ビジネス日本語2(1)、日本語スキルアップ1(1)、       日本語スキルアップ2(1)

哲学Ａ(2)、倫理学Ａ(2)、国文学Ａ(2)、東洋史Ａ(2)、歴史学Ａ(2)、※日本国憲法(2)、経済学Ａ(2)、　　　　　心理学Ａ(2)、教育学Ａ(2)、社会科学概論Ａ(2)、文化人類学Ａ(2)、データサイエンス基礎(2)、 
※AIとサイエンス(2)

データエンジニアリング基礎(2)、AI基礎(2)、AI基礎演習(1)、統計学入門(2)、確率論入門(2)、　　　　　　　数学（多変数関数の微積分）(2)、※情報科学(2)、※コンピュータリテラシー(2)、データリテラシー(2)、
異文化の理解Ａ(2)、※教育心理学(2)、※道徳教育の理論と実践(2)、防災リーダー養成論(2)、　　　　　　　  防災リーダー養成論実習(2)
日本事情Ａ（日本の歴史）(2)、日本事情Ａ（日本の現代文化）(2)、日本事情Ｂ（近代日本の歩み）(2)、 日本事情Ｂ（日本の国際化）(2)、日本事情Ｃ（自然環境）(2)、日本事情Ｃ（地方地誌）(2)

学部基礎科目 必　　修
※体育原理(2)、解剖学(2) 、※運動生理学(2)、《体育方法学・実習》※体操(集団行動を含む)Ⅰ(1)、             ※体操(集団行動を含む)Ⅱ(1)、
卒業研究１(2)、卒業研究２(2)

※体育方法学・実習（野外教育）１（1）、※スポーツ社会学(2)、※体力測定・評価(2)、※体育経営管理(2)、※スポーツ心理学(2)、※公衆衛生学(2)、※学校保健(2)、※救急処置法実習Ⅰ(1)、
※救急処置法実習Ⅱ(1)

科目区分

基

礎

科

目
外国語科目 選　　択

（留学生対象）

選　　択総合教育科目

専修教育
科　　目

必　　修

コ ー ス
必　　修

コ ー ス
選　　択

コ ー ス
選　　択

コ ー ス
必　　修

学科基礎
教育科目

2単位

0単位

アスリートコース
8単位

専

門

科

目

４．各種資格取得科目の履修については、便覧で示す科目をそれぞれに応じて選択履修する。

124単位

卒業所要単位数

6単位

12単位 14単位

14単位

１．※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。
２．卒業研究(１・２)は、シラバスに示す講座のテーマを参照し十分な履修指導のもとに選択履修する。
３．（　）内は、単位数を表す。

備　　考

15単位 15単位

卒業所要単位

関連教育
科　　目

［レクリエーション・インストラクター資格科目］レクリエーション論(2)、レクリエーション論実習Ⅰ(1)、レクリエーション論実習Ⅱ(1)、     体育方法学・実習（野外教育）2(1)、アスリート実習3(2)、アスリート実習4(2)、災害とドローン(1)［レクリエーション・インストラクター資格科目］レクリエーション論(2)、レクリエーション論実習Ⅰ(1)、レクリエーション論実習Ⅱ(1)、     体育方法学・実習（野外教育）2(1)、アスリート実習3(2)、アスリート実習4(2)、災害とドローン(1)

コ ー ス
必　　修

コ ー ス
選　　択

※教育基礎論(2)、
※特別活動の理論と実践(2)

 総合教育科目14単位＋外国語科目6単位＋学部基礎科目14単位＋学科基礎教育科目15単位＋体育専門教育科目23/23/23単位       ＋専修教育科目24/24/24単位＋関連教育科目28/28/28単位

アスリー　トコース スポーツトレーナーコース学校体育コース

※教育基礎論(2)、※特別活動の理論と実践(2)

スポーツ医学(2)、                           体育・スポーツ行政学(2)、
健康教育学(2)、                             スポーツ情報処理論実習Ⅰ(1)、
スポーツ情報処理論実習Ⅱ(1)、        発育発達老化論(2)、運動処方論(2)、
アスリート実習１(2)、                    アスリート実習２(2)

アスリートコース・スポーツトレーナーコース

体育専門
教育科目

学校体育コース
スポーツ栄養学(2)、※スポーツバイオメカニクス(2)、コーチ学(2)、
トレーニング論・実習Ⅰ（1)、トレーニング論・実習Ⅱ（1）
《体育方法学・実習》※器械運動(1)、※陸上競技(1)、※水泳(1)、
※ダンス（1）、※レスリング（1）、※バスケットボール（1）、
※ハンドボール（1）、※バレーボール（1）、※サッカー（1）、
※ラグビー（1）、※ソフトボール（1）

スポーツ栄養学(2)、                       ※スポーツバイオメカニクス(2)、コーチ学(2)
《体育方法学・実習》※器械運動(1)、  ※陸上競技（1）、※水泳（1）、※ダンス（1）、※レスリング（1）、※バスケットボール（1）、
※ハンドボール（1）、                   ※バレーボール（1）、※サッカー（1）、※ラグビー（1）、※ソフトボール（1）、
トレーニング論・実習Ⅰ（1)、         トレーニング論・実習Ⅱ（1）

［4種目4単位選択履修する］
《専門指導法》器械運動（1）、陸上競技（1）、水泳（1）、
ダンス（1）、柔道（1）、剣道（1）、バスケットボール（1）、
ハンドボール（1）、バレーボール（1）、サッカー（1）、
ラグビー（1）、ソフトボール（1）

［4種目4単位選択履修する］
《専門指導法》器械運動（1）、            陸上競技（1）、水泳（1）、ダンス（1）、柔道（1）、剣道（1）、レスリング（1）、
バスケットボール（1）、                 ハンドボール（1）、バレーボール（1）、サッカー（1）、ラグビー（1）、ソフトボール（1）

アスリート実習１(2)、体育史(2)、教職インターンシップ(2)、
学校教育関係法規(2)、体力測定評価実習Ⅰ（1）、
体力測定評価実習Ⅱ（1）、教職特別講座１(2)、教職特別講座２(2)、
教職特別講座３(2)、教職特別講座４(2)、教職特別講座５(2)、
教職特別講座６(2)、教職特別講座（野外）(2)

［同一名称の講座１～４を４科目      8単位選択履修する］
キャリアアップ講座１(2)、              キャリアアップ講座２(2)、
キャリアアップ講座３(2)、              キャリアアップ講座４(2)
教職特別講座１(2)、                       教職特別講座２(2)、
教職特別講座３(2)、                       教職特別講座４(2)

スポーツ医学(2)、体育・スポーツ行政学(2)、運動処方論(2)、
健康教育学(2)、体力測定評価実習Ⅰ（1）、体力測定評価実習Ⅱ（1）、
エアロビクス運動理論・実習Ⅰ（1）、エアロビクス運動理論・実習Ⅱ（1）、
スポーツ法学(2)、エクササイズテクニック(2)、アスリート実習１(2)、
アスリート実習２(2)、現場実習１(2)、現場実習２(2)

※教育基礎論(2)、※特別活動の理論と実践(2)、
※保健体育科教育論Ⅰ(2)、※保健体育科教育論Ⅱ(2)、
※教職論(2)、※生徒・進路指導論(2)、※教育課程論(2)、
※保健体育科指導法Ⅰ(2)、※保健体育科指導法Ⅱ(2)、
※教育相談 (2)、 ※教育方法論（情報通信技術の活用を含む）(2)、※教育行財政 (2)、
※総合的な学習の時間の指導法(2)、※特別支援教育概論(2)

［教職を履修する学生］
※保健体育科教育論Ⅰ(2)、 ※保健体育科教育論Ⅱ(2)、
※教職論(2)、※生徒・進路指導論(2)、 ※教育課程論(2)、
※保健体育科指導法Ⅰ(2)、 ※保健体育科指導法Ⅱ(2)、
※教育相談(2)、 ※教育行財政(2)、
※教育方法論（情報通信技術の活用を含む）(2)、 
※総合的な学習の時間の指導法(2)、 ※特別支援教育概論(2)
［教職を履修しない学生］
運動生理学実習Ⅰ（1）、 運動生理学実習Ⅱ（1）、
スポーツバイオメカニクス実習Ⅰ（1）、 スポーツバイオメカニクス実習Ⅱ（1）、
自由選択単位（6）、実践実習１(2)、 実践実習２(2)、実践実習３(2)、
実践実習４(2)、 スポーツメンタルトレーニング論(2)、
スポーツパフォーマンス分析論(2)、 テーピング論(2)

［教職を履修する学生］
※保健体育科教育論Ⅰ(2)、※保健体育科教育論Ⅱ(2)、※教職論(2)、
※生徒・進路指導論(2)、※教育課程論(2)、※保健体育科指導法Ⅰ(2)、
※保健体育科指導法Ⅱ(2)、※教育相談(2)、
※教育方法論（情報通信技術の活用を含む）(2)、 ※教育行財政(2)、
※総合的な学習の時間の指導法(2)、※特別支援教育概論(2)
［教職を履修しない学生］
運動生理学実習Ⅰ（1）、運動生理学実習Ⅱ（1）、
スポーツバイオメカニクス実習Ⅰ（1）、スポーツバイオメカニクス実習Ⅱ（1）、
スポーツメンタルトレーニング論(2)、スポーツパフォーマンス分析論(2)、
テーピング論(2)、自由選択単位(6)、専門現場実習１(2)、
専門現場実習２(2)、専門現場実習３(2)、専門現場実習４(2)

学校体育コース
19単位

アスリートコース
19単位
スポーツ

トレーナーコース
19単位

学校体育コース
4単位

アスリートコース
4単位
スポーツ

トレーナーコース
4単位

学校体育コース
23単位

アスリートコース
23単位
スポーツ

トレーナーコース
23単位

学校体育コース
24単位

アスリートコース
16単位
スポーツ

トレーナーコース
24単位

学校体育コース
24単位

アスリートコース
24単位

スポーツ
トレーナーコース

24単位
学校体育コース
28単位

アスリートコース
4単位
スポーツ

トレーナーコース
4単位

学校体育コース
28単位

アスリートコース
28単位

スポーツ
トレーナーコース

28単位

アスリートコース
24単位
スポーツ

トレーナーコース
24単位

必　　修
必修2単位、
選択科目と併せて
4年間で14単位
以上選択履修
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１．総合教育科目 所要単位数 14 単位

総合教育科目は、幅広く深い教養及び総合的判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、専門分野と調
和・発展させる科目である。

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択
哲学Ａ 1～4 2
倫理学Ａ 1～4 2
国文学Ａ 1～4 2
東洋史Ａ 1～4 2
歴史学Ａ 1～4 2

※日本国憲法 1～4 2
経済学Ａ 1～4 2
心理学Ａ 1～4 2
教育学Ａ 1～4 2
社会科学概論Ａ 1～4 2
文化人類学Ａ 1～4 2

※情報科学 1～4 2
※コンピュータリテラシー 1～4 2

　確率論入門 1～4 2
　数学（多変数関数の微積分） 1～4 2

データリテラシー 1～4 2
異文化の理解 A 1～4 2

※教育心理学 1～4 2
※道徳教育の理論と実践 1～4 2

※AIとサイエンス 1～4 2
　データサイエンス基礎 1～4 2
データエンジニアリング基礎 1～4 2
AI基礎 1～4 2

　AI基礎演習 2～4 1
　統計学入門 1～4 2

防災リーダー養成論 1・2 2
防災リーダー養成論実習 1・2 2

留
学
生
対
象
科
目

日本事情Ａ（日本の歴史） 1～4 2
日本事情Ａ（日本の現代文化） 1～4 2
日本事情Ｂ（近代日本の歩み） 1～4 2
日本事情Ｂ（日本の国際化） 1～4 2
日本事情Ｃ（自然環境） 1～4 2
日本事情Ｃ（地方地誌） 1～4 2

総合教育科目 卒業所要単位 14単位 合計 単位
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・留学生対象科目について

学則第 44条により必要があると認めるときは、履修することができる。

Ⅳ．履修内容

総

合

教

育

科

目
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体
育
学
科

２．外国語科目 所要単位数 6 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

外

国

語

科

目

※英語１ 1 1
※英語２ 1 1
スポーツ専門英語 2 2
ドイツ語１ 2 1
ドイツ語２ 2 1
中国語１ 2 1
中国語２ 2 1
海外演習１ 1～4 2

留

学

生

対

象

科

目

日本語リーディング１ 1 1
日本語リーディング２ 1 1
日本語ライティング１ 1 1
日本語ライティング２ 1 1
日本語スピーキング１ 1
日本語スピーキング２ 1
時事日本語１ 1
時事日本語２ 1
ビジネス日本語1 2～4 1
ビジネス日本語2 2～4 1
日本語スキルアップ1 2～4 1
日本語スキルアップ2 2～4 1
外国語科目 卒業所要単位 6単位 合計 単位

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・海外演習について

研修先によって言語名を表記する。科目末尾番号は研修回数によって追加できる。
カナダ研修・オーストラリア研修・アメリカ研修・イギリス研修は、英語 1・2に読み替えることができる。
韓国研修は、韓国語 1・2に読み替えることができる。
中国研修は、中国語 1・2に読み替えることができる。

・留学生対象科目について
学則第 44条により必要があると認めるときは、履修することができる。その場合、日本語科目選択 2単位とスポー

ツ専門英語必修 2単位、外国語科目選択 2単位、計 6単位以上を取得する。

①または②
選択履修

①

②

1～4
1～4
2～4
2～4
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３．学部基礎科目 所要単位数 14 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

学

部

基

礎

科

目

※体育原理 1 2
解剖学 1 2

※運動生理学 1 2
※体育方法学・実習（体操（集団行動を含む））Ⅰ 1 1
※体育方法学・実習（体操（集団行動を含む））Ⅱ 1 1
※体育方法学・実習（柔道）Ⅰ 2 1
※体育方法学・実習（柔道）Ⅱ 2 1
※体育方法学・実習（剣道）Ⅰ 2 1
※体育方法学・実習（剣道）Ⅱ 2 1
卒業研究１ 3 2
卒業研究２ 4 2
学部基礎科目 卒業所要単位 14単位 合計 単位

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・卒業研究１・２について

卒業研究１・２は一貫性をもって授業が行われるため、3年次配当の卒業研究１の単位が取得できなかった者は、4年
次の卒業研究２を履修することができなくなり留年となる。
卒業研究は学科系と実技系に分かれるが、その選択は履修時に担当教員と相談し決定する。
各担当教員の卒業研究の演習題目は、Web上のシラバス「授業計画」を参照すること。

４．学科基礎教育科目 所要単位数 15 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

学
科
基
礎
教
育
科
目

※体育方法学・実習（野外教育）１（臨海・キャンプ・スキー） 1 1
※スポーツ社会学 1 2
※体力測定・評価 1 2
※体育経営管理 1 2
※スポーツ心理学 2 2
※公衆衛生学 3 2
※学校保健 3 2
※救急処置法実習Ⅰ 3・4 1
※救急処置法実習Ⅱ 3・4 1
学科基礎教育科目 卒業所要単位 15単位 合計 単位

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

 

①または②
選択履修

①

②



31

体
育
学
科

５．体育専門教育科目所要単位数 学校体育ｺｰｽ 23 単位、ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ 23 単位、ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ 23 単位

2 年次より希望するコースを選択し、そのコースに配当した科目から履修する。

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

体

育

専

門

教

育

科

目

学

校

体

育

コ

ー

ス

スポーツ栄養学 1 2
※スポーツバイオメカニクス 2 2
コーチ学 2 2

※体育方法学・実習（器械運動） 1 1
※体育方法学・実習（陸上競技） 1 1
※体育方法学・実習（水泳） 1 1
※体育方法学・実習（ダンス） 1 1
※体育方法学・実習（レスリング） 2 1
※体育方法学・実習（バスケットボール） 2 1
※体育方法学・実習（ハンドボール） 2 1
※体育方法学・実習（バレーボール） 2 1
※体育方法学・実習（サッカー） 2 1
※体育方法学・実習（ラグビー） 2 1
※体育方法学・実習（ソフトボール） 2 1
専門指導法（器械運動） 3 1
専門指導法（陸上競技） 3 1
専門指導法（水泳） 3 1
専門指導法（ダンス） 3 1
専門指導法（柔道） 3 1
専門指導法（剣道） 3 1
専門指導法（バスケットボール） 3 1
専門指導法（ハンドボール） 3 1
専門指導法（バレーボール） 3 1
専門指導法（サッカー） 3 1
専門指導法（ラグビー） 3 1
専門指導法（ソフトボール） 3 1

4種目
選択履修

トレーニング論・実習Ⅰ 3 1
トレーニング論・実習Ⅱ 3 1

体育専門教育科目 卒業所要単位 学校体育コース 23単位 合計 単位
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区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

※体育方法学・実習（ラグビー） 2 1
※体育方法学・実習（ソフトボール） 2 1
専門指導法（器械運動） 3 1
専門指導法（陸上競技） 3 1
専門指導法（水泳） 3 1
専門指導法（ダンス） 3 1
専門指導法（柔道） 3 1
専門指導法（剣道） 3 1
専門指導法（レスリング） 3 1
専門指導法（バスケットボール） 3 1
専門指導法（ハンドボール） 3 1
専門指導法（バレーボール） 3 1
専門指導法（サッカー） 3 1
専門指導法（ラグビー） 3 1
専門指導法（ソフトボール） 3 1

体育専門教育科目 卒業所要単位 アスリート・スポーツトレーナーコース 23 単位 合計 単位
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

4種目
選択履修

ア

ス

リ

ト

コ

ス

・

ス

ポ

ツ

ト

レ

ナ

コ

ス

スポーツ栄養学 1 2
※スポーツバイオメカニクス 2 2
コーチ学 2 2
トレーニング論・実習Ⅰ 3 1
トレーニング論・実習Ⅱ 3 1

※体育方法学・実習（器械運動） 1 1
※体育方法学・実習（陸上競技） 1 1
※体育方法学・実習（水泳） 1 1
※体育方法学・実習（ダンス） 1 1
※体育方法学・実習（レスリング） 2 1
※体育方法学・実習（バスケットボール） 2 1
※体育方法学・実習（ハンドボール） 2 1
※体育方法学・実習（バレーボール） 2 1
※体育方法学・実習（サッカー） 2 1

体

育

専

門

教

育

科

目

５．体育専門教育科目所要単位数 学校体育ｺｰｽ 23 単位、ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ 23 単位、ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ 23 単位
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体
育
学
科

 

アスリート実習１ 1  2  
アスリート実習２ 2  2  

６．専修教育科目 所要単位数 学校体育ｺｰｽ 24 単位、ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ 24 単位、ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ 24 単位

区
分 科 目 名

開講
年次

単位数 取 得
単位数必修 選択

専

修

教

育

科

目

学

校

体

育

コ

ス

アスリート実習１ 1 2
体育史 2 2
教職インターンシップ 3 2
学校教育関係法規 3 2
体力測定評価実習Ⅰ 3 1
体力測定評価実習Ⅱ 3 1
教職特別講座１ 2 2
教職特別講座２ 2 2
教職特別講座３ 2 2

ア

ス

リ

ト

コ

ス

スポーツ医学 3 2
体育・スポーツ行政学 3 2
健康教育学 3 2
スポーツ情報処理論実習Ⅰ 3 1
スポーツ情報処理論実習Ⅱ 3 1
発育発達老化論 3・4 2
運動処方論 3・4 2
キャリアアップ講座１ 2 2
キャリアアップ講座２ 2 2
キャリアアップ講座３ 2 2
キャリアアップ講座４ 3 2
教職特別講座１ 2 2
教職特別講座２ 2 2
教職特別講座３ 2 2
教職特別講座４ 3 2

①または②
選択履修

①

②

専修教育科目　卒業所要単位　学校体育コース24単位　アスリートコース24単位   合計   単位 

教職特別講座４
教職特別講座５
教職特別講座６

3 2
3 2
4 2

教職特別講座（野外） 2 2
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７．関連教育科目 所要単位数 学校体育ｺｰｽ 28 単位、ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ 28 単位、ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ 28 単位 

区
分 科  目  名 開講 

年次 
単位数 取 得 

単位数 必修 選択 

関 
 

連 
 

教 
 

育 
 

科 
 

目 

学 

校 

体 

育 

コ 
 

ス 
※教育基礎論 1 2   

※特別活動の理論と実践 1 2   

※保健体育科教育論Ⅰ 2  2  

※保健体育科教育論Ⅱ 2  2  

※教職論 2  2  

※生徒・進路指導論 2  2  

※教育課程論 3

※保健体育科指導法Ⅰ 3

※保健体育科指導法Ⅱ 3

  2  

 2  

※教育相談 3

  2  

※教育方法論（情報通信技術の活用を含む） 2・3

  2  

※教育行財政

 2  

  2  

※総合的学習の時間の指導法 3

3

3・4

  2  

※特別支援教育概論   2  

合計    単位  

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

関連教育科目　卒業所要単位　学校体育コース28単位

スポーツ医学 3  2  
体育・スポーツ行政学 3  2  
運動処方論 3・4  2  
健康教育学 3  2  
体力測定評価実習Ⅰ 3  1  
体力測定評価実習Ⅱ 3  1  
エアロビクス運動理論・実習Ⅰ 3・4  1  
エアロビクス運動理論・実習Ⅱ 3・4  1  
スポーツ法学 2  2  
エクササイズテクニック 2  2  
アスリート実習１ 1  2  
アスリート実習２ 2  2  
現場実習１ 2  2  
現場実習２ 3  2  

専修教育科目　卒業所要単位　スポーツトレーナーコース24単位   合計   単位 

区
分 科 目 名

開講
年次

単位数 取 得
単位数必修 選択

ス
ポ
ー
ツ
ト
レ
ー
ナ
ー
コ
ー
ス

専

修

教

育

科

目

６．専修教育科目 所要単位数 学校体育ｺｰｽ 24 単位、ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ 24 単位、ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ 24 単位

・アスリート実習について
アスリート実習１・２は、同一種目を選択履修する。アスリート実習１・２に用意されている種目は次のとおりである。
陸上競技、新体操、体操競技、柔道、剣道、レスリング、ウェイトリフティング、ダンス、サッカー、バレーボール、バスケッ
トボール、ラグビー、テニス（硬・軟）、ハンドボール、バドミントン、ソフトボール、準硬式野球、スキー、スケート（ホッケー）、
水泳、野外活動、アメリカンフットボール
また、これらの種目の他に、指定された室内競技・室外競技・個人競技（学生部が管轄していること）を選択できる。
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体
育
学
科

７．関連教育科目 所要単位数 学校体育ｺｰｽ 28 単位、ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ 28 単位、ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ 28 単位 

区
分 科  目  名 開講 

年次 
単位数 取 得 

単位数 必修 選択 

関 
 

連 
 

教 
 

育 
 

科 
 

目 

ア 

ス 

リ 
 

ト 

コ 
 

ス 

※教育基礎論 1 2   

※特別活動の理論と実践 1 2   

※保健体育科教育論Ⅰ 2  2  

※保健体育科教育論Ⅱ 2  2  

※教職論 2  2  

※生徒・進路指導論 2  2  

※教育課程論 3  2  

※保健体育科指導法Ⅰ 3  2  

※教育相談 3  2  

※保健体育科指導法Ⅱ 3  2  

※教育方法論（情報通信技術の活用を含む）  2  

※総合的な学習の時間の指導法  2  

※特別支援教育概論 3

3

 2  

※教育行財政 3・4

2・3

3・4

3・4

3・4

 2  

運動生理学実習Ⅰ 3  1  

 運動生理学実習Ⅱ 3  1  

 スポーツバイオメカニクス実習Ⅰ

スポーツバイオメカニクス実習Ⅱ

 3  1  
 3  1  

自由選択単位（★）   6  

スポーツメンタルトレーニング論   2  

スポーツパフォーマンス分析論    2  

テーピング論    2  

実践実習１ 3  2  

実践実習２ 3  2  

実践実習３ 4  2  

実践実習４ 4  2  

 

教員
を希望しない学生

免許状取得

関連教育科目　卒業所要単位　アスリートコース28単位 合計    単位  

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
（★）自由選択単位は、体育学科開講の専門科目で、卒業所要単位以外に取得した単位を 6 単位まで、
関連教育科目の単位として認めるものである。

教員免許
状取得を
希望する
学生
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８．随意科目 所要単位数 0 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

随
意
科
目 ［レクリエーション・インストラクター資格科目］

レクリエーション論 3・4 2
レクリエーション論実習Ⅰ 3・4 1
レクリエーション論実習Ⅱ 3・4 1

随意科目 卒業所要単位 0単位 合計 単位
随意科目は、アスリートコース・スポーツトレーナーコースの関連教育科目の自由選択単位に含めることができる。

体育方法学・実習（野外教育）2 2 2
3 2
4 2アスリート実習４

アスリート実習３

災害とドローン 1～4 1

７．関連教育科目 
区
分 科  目  名 開講 

年次 
単位数 取 得 

単位数 必修 選択 

関 

連 

教 

育 

科 

目 

ス 

ポ 
 

ツ 

ト 

レ 
 

ナ 
 

コ 
 

ス 

※教育基礎論 1 2   
※特別活動の理論と実践 1 2   
※保健体育科教育論Ⅰ 2  2  
※保健体育科教育論Ⅱ 2  2  
※教職論 2  2  
※生徒・進路指導論 2  2  
※教育課程論 3  2  
※保健体育科指導法Ⅰ 3  2  
※保健体育科指導法Ⅱ 3  2  
※教育相談 3  2  

2・3  2  
※総合的な学習の時間の指導法
※特別支援教育概論
※教育行財政

 3   2  
3  2  
3・4  2  

運動生理学実習Ⅰ（☆） 3 1  
 運動生理学実習Ⅱ 3  1  
スポーツバイオメカニクス実習Ⅰ 3  1  
スポーツバイオメカニクス実習Ⅱ 3  1  

自由選択単位（★）   6  
専門現場実習１ 3  2  

テーピング論  2  
スポーツパフォーマンス分析論  2  
スポーツメンタルトレーニング論  2  

専門現場実習２ 3  2  
専門現場実習３ 4  2  
専門現場実習４ 4  2  

関連教育科目　卒業所要単位　スポーツトレーナーコース28単位    合計   単位 

 

教員免許状取得
を希望しない学生 

 

所要単位数 学校体育ｺｰｽ 28 単位、ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ 28 単位、ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ 28 単位 

※教育方法論（情報通信技術の活用を含む）

3・4
3・4
3・4

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

（☆）スポーツトレーナーコースは、教員免許状取得の希望有無に係わらず「運動生理学実習Ⅰ」を履
修すること（NSCA認定資格必須科目）。

（★）自由選択単位は、体育学科開講の専門科目で、卒業所要単位以外に取得した単位を 6 単位まで、
関連教育科目の単位として認めるものである。

教員免許
状取得を
希望する
学生
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体
育
学
科

８．随意科目 所要単位数 0 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

随
意
科
目 ［レクリエーション・インストラクター資格科目］

レクリエーション論 3・4 2
レクリエーション論実習Ⅰ 3・4 1
レクリエーション論実習Ⅱ 3・4 1

随意科目 卒業所要単位 0単位 合計 単位
随意科目は、アスリートコース・スポーツトレーナーコースの関連教育科目の自由選択単位に含めることができる。

体育方法学・実習（野外教育）2 2 2
3 2
4 2アスリート実習４

アスリート実習３

災害とドローン 1～4 1

７．関連教育科目 
区
分 科  目  名 開講 

年次 
単位数 取 得 

単位数 必修 選択 

関 

連 

教 

育 

科 

目 

ス 

ポ 
 

ツ 

ト 

レ 
 

ナ 
 

コ 
 

ス 

※教育基礎論 1 2   
※特別活動の理論と実践 1 2   
※保健体育科教育論Ⅰ 2  2  
※保健体育科教育論Ⅱ 2  2  
※教職論 2  2  
※生徒・進路指導論 2  2  
※教育課程論 3  2  
※保健体育科指導法Ⅰ 3  2  
※保健体育科指導法Ⅱ 3  2  
※教育相談 3  2  

2・3  2  
※総合的な学習の時間の指導法
※特別支援教育概論
※教育行財政

 3   2  
3  2  
3・4  2  

運動生理学実習Ⅰ（☆） 3 1  
 運動生理学実習Ⅱ 3  1  
スポーツバイオメカニクス実習Ⅰ 3  1  
スポーツバイオメカニクス実習Ⅱ 3  1  

自由選択単位（★）   6  
専門現場実習１ 3  2  

テーピング論  2  
スポーツパフォーマンス分析論  2  
スポーツメンタルトレーニング論  2  

専門現場実習２ 3  2  
専門現場実習３ 4  2  
専門現場実習４ 4  2  

関連教育科目　卒業所要単位　スポーツトレーナーコース28単位    合計   単位 

 

教員免許状取得
を希望しない学生 

 

所要単位数 学校体育ｺｰｽ 28 単位、ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ 28 単位、ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ 28 単位 

※教育方法論（情報通信技術の活用を含む）

3・4
3・4
3・4

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

（☆）スポーツトレーナーコースは、教員免許状取得の希望有無に係わらず「運動生理学実習Ⅰ」を履
修すること（NSCA認定資格必須科目）。

（★）自由選択単位は、体育学科開講の専門科目で、卒業所要単位以外に取得した単位を 6 単位まで、
関連教育科目の単位として認めるものである。

教員免許
状取得を
希望する
学生

■ 卒業までに取得できる資格、又は修了証明書が発行される資格等

教員免許状資格取得
保健体育 高等学校 1種・中学校 1種

小学校２種
（卒業時資格取得可能）

※「教職課程履修要項」を参照

健康運動指導士・健康運動実践指導者
（受験資格）

レクリエーション・インストラクター資格
（卒業時資格取得可能）

JPSUスポーツトレーナー
（受験資格）

UAS LEVEL2
指定科目の試験合格により認定

防災士
（受験資格）

NSCA認定資格
CSCS : Certified Strength & Conditioning Specialist
　（認定ストレングス＆コンディショニングスペシャリスト）
NSCA-CPT : NSCA Certified Personal Trainer
　（NSCA 認定パーソナルトレーナー）

Ⅴ．卒業後の方向

（受験資格） 

　卒業生の進路については、特に保健体育科の教員をはじめ、警察官、消防官、刑務官、市役所、市町
村設置の健康増進センター等の各種公務員、スポーツトレーナーをはじめ商業スポーツ施設や地域スポ
ーツ施設での従事者、青年海外協力隊や海外スポーツ指導者等の道に進むことが期待される。

日本スポーツ協会公認スポーツ指導者

共通科目コースⅢ（受験資格）
専門科目コース競泳コーチ３（受験資格）
スポーツ指導基礎資格「コーチングアシスタント」認定
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武道学科の教育研究上の目的
わが国固有の伝統運動文化である「武道」の特性と、武道教育に期待されている人格陶冶や人間形成と

いった「道を求める武道」並びに「科学性を伴った武道」のあり方等を実践し、国内はもとより国際社会

に貢献する人材育成及び国家意識や国威発揚のための競技力向上に関わる指導者並びに競技者を養成する。

特に、伝統運動文化としての武道の継承、科学性を伴った武道の国際競技力向上への貢献、生涯学習・

生涯スポーツの発展に貢献する武道指導者の育成、国際的武道指導者の育成と国際交流進展への寄与を４

つの柱とした教育・研究を実践する。

武道学科の教育方針
武道学科では、武道の文化的特性の実質化と科学性に基づいた国際競技力向上及び地域スポーツの振興
や生涯スポーツの武道指導者として、国家社会に貢献できる人材養成のため、次の教育を行う。

１. 武道の理論や実践を通して、わが国固有の伝統運動文化の有意性を学び、国を愛し、自国の歴史と伝
統及び民族に誇りを持つ態度の育成を図り、もって世界の平和と福祉に貢献する人材を養成する。

２. 武道の実践を通して、わが国の武道文化の特性である伝統様式の習得と技術の練磨によって術理を学
び、道理を重んずる態度の形成と豊かな人間性を備えた人材を養成する。

３. 地域社会でのボランティア活動及び奉仕活動を通して、社会福祉の充実発展に貢献できる人材の育成
をはかる。

４. 武道のいずれかを専門実習として行い、また課外活動を重視することによって競技力向上をはかると
共に、忍耐・克己・勇気・礼節等に象徴される武道精神、強健な身体及び旺盛なる国際的競技者を育
成する。

５. 複数の武道段位を取得することによって、幅広い武道指導者を育成する。



41

武

道

学

科

武道学科の3つのポリシー

◆ 入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）

これまでの武道実践を通して、武道文化の特性である、伝統様式や技術力を兼ね備え「武道精神」を理

解しようとする人を求めています。武道発展のため、国際感覚を持ち国際的競技力及び指導力を学ぼうと

する人や、生涯において実践できる武道の特性を実践できる指導者になりたい人を求めています。保健体

育教員、社会体育指導者を志している人など、幅広い武道分野の勉強に取り組んでいくことを期待してい

ます。 

◆ 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

武道の教育的・文化的及び科学的特性を理解するための科目「武道教育論」「武道論」及び「武道運動学・

実習」等、武道の競技力向上及び指導者養成のための科目「武道指導特論」「武道方法学実習」を編成し

ています。加えて、国際化に対応した科目「武道実用英語」「国際武道情報論」「海外武道実習」等編成。

さらに武道による地域社会への貢献を目的とした科目「社会実践教育論」「地域武道実習」による教育課

程を編成しています。

◆ 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

武道学科の教育方針を理解し、基礎科目（総合教育科目、外国語科目）、専門科目（学部共通科目、学

科基礎教育科目、専修教育科目、体育専門教育科目、関連教育科目）の卒業所要単位を修得した者。また、

武道教育に期待されている、伝統運動文化として武道継承力が身についているか。科学性を伴った、国際

競技力及び指導力と生涯武道に貢献する知識と意欲を身に付けた者に学位を授与します。

◆ 入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）　
　武道学科では、将来、武道を主としたスポーツや教育の分野に進みたいと願う情熱と協調性に富んだ学生
を受け入れます。
　また、このような入学者を適正に判定するために、次に掲げる観点から、多様な方法による入学者選抜を
実施します。一般選抜では、筆記試験に加え基本的運動技能についての実技試験を実施します。

AP1．［知識・理解・技能］
　武道学科の教育を受けるために必要な基礎学力としての知識と、優れた武道実技能力及び体育理論、保健
に関する知識を有している。
（AP1-1）国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語などについて、高等学校などで身に付けるべき標準的

な知識を有する。
（AP1-2）優れた武道実技能力及び体育理論、保健に関する知識を有している。
（AP1-3）武道・スポーツ活動において優秀な成績を修め、入学後もスポーツ活動を継続する意欲と卒業条

件を達成する強い意志を有している。

AP2．［思考力・判断力・表現力］
　武道・体育・スポーツ活動において、問題点を分析し、自ら工夫することで知能・技能を向上させる意欲
を有している。

AP3．［主体性・多様性・協働性］
　授業や実技において、他者と協調して真摯に取り組み、自ら進んで行動する姿勢を有している。

【入学前に身に付けておくべきこと】
１．国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語などについて、高等学校などで身に付けるべき標準的な知識
を有していること。

２．自ら課題を発見し、論理的に説明できるプレゼンテーション力を補強すること。

◆ 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）
（１）教育課程と内容
１．幅広く深い教養と総合的判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、専門分野と調和・発展させることを

目的とした「総合教育科目」を設けています。
２．「外国語科目」を設け、英語や他の言語を学び、コミュニケーション能力の充実を図ります。また、武

道に特化した専門的英語知識を学ぶ科目「武道実用英語」を設置しています。
３．「専門科目」では、幅広い分野の教育研究に触れつつ、自らの興味・関心と能力・適性等に基づいて、

知識や実践力を修得するために、以下の科目群に分け体系的に科目を設けています。なお、コース毎
に学修できるように柔道コース、剣道コース、空手道・諸武道コースの３コースに分け科目を編成し
ています。

　①学部基礎科目：武道・体育に関する基本的知識や技術を身に付けるため必修科目として設置しています。
また、武道教育として「柔道」と「剣道」のどちらかを選択必修とし、文武両道の実践を体得します。
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　②学科基礎科目：武道教育における、文化的及び科学的特性の基礎を理解する科目を設けています。
　③体育専門教育科目：武道以外の体育学全般を学ぶ科目を設けています。
　④専修教育科目：武道の競技力向上及び国内外の指導者養成のための科目や武道の歴史、科学性を伴った

理論と実践を学ぶ科目を設けています。
　⑤関連教育科目：幅広い知識を身に付けられるように、各コースに関連領域の科目や教職課程に関連した

科目を設けています。
４．武道による地域貢献や国際化に対応した「海外武道実習」と「地域武道実習」の選択必修科目を設けて

います。

（２）教育方法
１．講義・実技・実習をバランスよく組み合わせて学修成果を高めます。
２．専門科目は、各コースに分かれて授業を行い、武道の理論と形、技術の修得を通して高い競技力を身に

付けます。
３．４年間で学んできたことを「卒業研究」で自分自身の研究テーマに結実させていくことによって、卒業

後の進路を見据えた専門知識・技能の定着を図ります。

（３）学修成果の評価
１．各授業科目については、到達目標や成績評価の基準と具体的評価方法をシラバスに明示して学生に周知

したうえで、公正で厳格な成績評価を実施します。
２．４年間の学修成果は、必修の「卒業研究」により、提出された卒業論文・レポートをもとに総合的評価

を行います。

◆ 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
　武道学科は、体育学の素養を備え、所定の課程を経て必要な所定の単位を修め、必修科目履修等の条件を
満たすことで、次の資質・能力を有しているとして卒業を認定し、学士（武道学）の学位を授与します。

DP1. 武道の理論と形や技術、トレーニング方法や指導方法についての専門的知識と幅広い教養、それらを
通して高い競技力を身に付けるとともに、学修成果を活用し、誠意を持って指導する姿勢を有している。

DP2. 習得した武道の知識・技能をもとに、他者に分かりやすく理解させる表現力と、武道に関する高い競
技力を社会の様々な要請において活用できる能力を有している。

DP3. 競技力の向上を通して、絶え間なく人格の錬磨を図るとともに、武道の普及を通して社会の精神的向
上に自ら進んで貢献する意欲を有している。

DP4. 卒業後は、アスリート、保健体育科教員、スポーツ指導者、トレーナー、警察官など将来、武道の知識・
技能をもとに各界において他者と協調し、国際的に社会に貢献する意欲を有している。
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武道学科課程要項

１．体育学部武道学科において、４ヵ年以上在学し履修要件を満たし124単位以上を修得したものを卒業
とし、学士（武道学）の学位を与える。

２．学位を取得するには、全期間の単位数（卒業所要単位および科目区分）に従って履修する。
単位構成は、基礎科目（総合教育科目、外国語科目）、専門科目（学部基礎科目、学科基礎教育科目、
体育専門教育科目、専修教育科目、関連教育科目）からなり、年次ごとにそれぞれ修得する。

わが国固有の武道の歴史や文化を通して、国家に対する国民としての正しい歴史観や民族意識を醸成し、
また古流の武術や各武道の形を学ばせることによって技の構成原理や伝統的行動様式を理解させると共
に、稽古法により技法、心法、礼法等、武道の術理を通して道理を探求させ、専門性の高い武道指導者を
養成することを目的として編成されている。
また、国際的な武道指導者の育成と国際交流の推進、競技力向上への科学的な対応を目的としてカリキ
ュラムを編成している。

１．授業科目の構成と卒業所要単位
武道学科授業科目の構成と卒業所要単位は以下の表のとおりである。
2年生から3年生への進級に必要な単位数は50単位とする。

基 礎 科 目 専 門 科 目
総合教育科目 外国語科目 学部基礎科目 学科基礎教育科目 体育専門教育科目 専修教育科目 関連教育科目
14単位 4単位 16単位 26単位 32単位 26単位 6単位

18単位 106単位
卒業所要単位 124単位

Ⅰ．学 位

Ⅱ．カリキュラム設定の趣旨

Ⅲ．科目構成

Ⅰ．学 位

Ⅱ．カリキュラム設定の趣旨

Ⅲ．科目構成

２．履修上限単位数 
1年次 2年次 3年次 4年次 
48単位 48単位 48単位 48単位 

３．履修編成 
武道学科では、カリキュラム編成上から柔道、剣道、空手道・諸武道のいずれかに分かれて系列

的に履修をしなければならない履修編成をとっている。 
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必修・選択

必　　修

必　　修
1科目2単位以上選択履修

必　　修
1科目2単位以上履修

備　　考 ２．卒業研究(１・２)は、シラバスに示す講座のテーマを参照し十分な履修指導のもとに選択履修する。
３．（　）内は、単位数を表す。
４．各種資格取得科目の履修については、便覧で示す科目をそれぞれに応じて選択履修する。

124単位 総合教育科目14単位＋外国語科目4単位＋学部基礎科目16単位＋学科基礎教育科目26単位＋体育専門教育 科目32単位＋専修教育科目26単位＋関連教育科目6単位
１．※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。

6単位

0単位
卒業所要単位

専

門

科

目

同一種目4単位以上履修

2種目を2単位選択履修

専修教育
科　　目

必　　修

選　　択

8単位以上履修
Ⅰ・Ⅱは同一科目2単位として履修

関連教育
科　　目

26単位

体育専門
教育科目

Ａ、Ｂどちらか8単位を選択履修

１・２同一種目2科目2単位を選択履修

卒業所要単位数

32単位

4単位

学科基礎
教育科目

必　　修

学部基礎科目

選　　択

16単位

武道論(2)、修行実習(2)、武道教育論(2)、武道実用英語(2) 

選　　択

地域武道実習(2)、海外武道実習(2)

科目区分

基

礎

科

目
外国語科目

選　　択
（留学生対象）

総合教育科目

選　　択
（留学生対象）

選　　択

柔道・剣道・空手道いずれか1種目8単位
を履修

履　　修　　科　　目

※英語１(1)、※英語２(1)

留学生は「２．外国語科目」の留学生
対象科目を参照し履修

必修2単位、選択科目と併せて
4年間で14単位以上選択履修

日本事情Ａ・Ｂ・Ｃは外国人留学生対象
科目

ドイツ語１(1)、ドイツ語２(1)、フランス語１(1)、フランス語２(1)、中国語１(1)、中国語２(1)、 韓国語１(1)、韓国語２(1)［同一言語１・２を2単位以上選択履修する］、
海外演習１(2)

必修2単位の他、2単位以上選択履修

選　　択

選　　択

14単位

26単位

武道史(2)、武道指導特論(2)

選　　択

民族文化論(2)、宗教文化論(2)

国際武道情報論・実習Ⅰ(1)、国際武道情報論・実習Ⅱ(1)、 武道体力トレーニング論・実習Ⅰ(1)、武道体力トレーニング論・実習Ⅱ(1)、
武道運動学・実習Ⅰ(1)、武道運動学・実習Ⅱ(1)、比較武道論（武道哲学含む）(2)、 精神文化論(2)、武道書講読(2)、整復概論(2)

４．武道学科 履修科目一覧表

日本事情Ａ（日本の歴史）(2)、日本事情Ａ（日本の現代文化）(2)、 日本事情Ｂ（近代日本の歩み）(2)、日本事情Ｂ（日本の国際化）(2)、
日本事情Ｃ（自然環境）(2)、日本事情Ｃ（地方地誌）(2)

※体育原理(2)、解剖学(2) 、※運動生理学(2)、卒業研究１(2)、卒業研究２(2)
《体育方法学・実習》
※体操(集団行動を含む)Ⅰ(1)、※体操(集団行動を含む)Ⅱ(1)、※水泳Ⅰ(1)、水泳Ⅱ(1)
※武道方法学実習柔道１(1)、※武道方法学実習柔道２(1)
※武道方法学実習剣道１(1)、※武道方法学実習剣道２(1)
［柔道系列は剣道１・２を履修、剣道系列は柔道１・２を履修、空手・諸武道系列は柔道 １・２または剣道１・２を選択履修］

社会実践教育論ＡⅠ(2)、社会実践教育論ＡⅡ(2)、社会実践教育論ＡⅢ(2)、 社会実践教育論ＡⅣ(2)
社会実践教育論ＢⅠ(2)、社会実践教育論ＢⅡ(2)、社会実践教育論ＢⅢ(2)、 社会実践教育論ＢⅣ(2)
柔道理論・実習１(1)、柔道理論・実習２(1)、柔道理論・実習３(1)、 柔道理論・実習４(1)、柔道理論・実習５(1)、柔道理論・実習６(1)、
柔道理論・実習７(1)、柔道理論・実習８(1)
剣道理論・実習１(1)、剣道理論・実習２(1)、剣道理論・実習３(1)、 剣道理論・実習４(1)、剣道理論・実習５(1)、剣道理論・実習６(1)、
剣道理論・実習７(1)、剣道理論・実習８(1)
空手道理論・実習１(1)、空手道理論・実習２(1)、空手道理論・実習３(1)、 空手道理論・実習４(1)、
空手道理論・実習５(1)、空手道理論・実習６(1)、空手道理論・実習７(1)、 空手道理論・実習８(1)

柔道系列は柔道理論・実習１～８を履修、
剣道系列は剣道理論・実習１～８を履修、
空手道・諸武道系列は空手道理論・実習
１～８を履修

※スポーツ社会学(2)、※体力測定・評価(2)、※体育経営管理(2)、※スポーツ心理学(2)、 ※スポーツバイオメカニクス(2)、※公衆衛生学(2)、スポーツ医学(2)、
※救急処置法実習Ⅰ(1)、※救急処置法実習Ⅱ(1)、
《体育方法学・実習》
※器械運動Ⅰ(1)、器械運動Ⅱ(1)、※陸上競技Ⅰ(1)、陸上競技 Ⅱ(1)、 ※ダンスⅠ(1)、ダンス Ⅱ(1)

スポーツ栄養学(2)、体育史(2)、コーチ学(2)、体育・スポーツ行政学(2)、 体力測定評価実習Ⅰ(1)、体力測定評価実習Ⅱ(1)、
テーピング・マッサージ論実習Ⅰ(1)、テーピング・マッサージ論実習Ⅱ(1)

《体育方法学・実習》
※バレーボール(1)、※バスケットボール(1)、※サッカー(1)、※ラグビー(1)、　　　　  　   ※ハンドボール (1)、※ソフトボール(1)

8単位以上履修
Ⅰ・Ⅱは同一科目2単位として履修

※柔道専門実習１(1)、※柔道専門実習２(1)、※柔道専門実習３(1)、※柔道専門実習４(1)、 
※柔道専門実習５(1)、※柔道専門実習６(1)、※柔道専門実習７(1)、※柔道専門実習８(1)、
※剣道専門実習１(1)、※剣道専門実習２(1)、※剣道専門実習３(1)、※剣道専門実習４(1)、
※剣道専門実習５(1)、※剣道専門実習６(1)、※剣道専門実習７(1)、※剣道専門実習８(1)、
※空手道専門実習１(1)、※空手道専門実習２(1)、※空手道専門実習３(1)、 ※空手道専門実習４(1)、
※空手道専門実習５(1)、※空手道専門実習６(1)、※空手道専門実習７(1)、 ※空手道専門実習８(1)
《武道方法学実習》
相撲１(1)、相撲２(1)、相撲３(1)、相撲４(1)、合気道１(1)、合気道２(1)、合気道３(1)、 合気道４(1)、
なぎなた１(1)、なぎなた２(1)、なぎなた３(1)、なぎなた４(1)
発育発達老化論(2)
［教職科目］※学校保健(2)、※保健体育科指導法Ⅰ(2)、※保健体育科指導法Ⅱ(2)、 ※教育行財政(2)
［健康運動指導士・健康運動実践者科目］健康教育学(2)、運動処方論(2)、 エアロビクス運動理論・実習Ⅰ(1)、エアロビクス運動理論・実習Ⅱ(1)
［レクリエーション・インストラクター資格科目］レクリエーション論(2)、 レクリエーション論実習Ⅰ(1)、レクリエーション論実習Ⅱ(1)

随意科目

※AIとサイエンス(2)必　　修
哲学Ａ(2)、倫理学Ａ(2)、国文学Ａ(2)、東洋史Ａ(2)、歴史学Ａ(2)、※日本国憲法(2)、　　　経済学Ａ(2)、心理学Ａ(2)、教育学Ａ(2)、社会科学概論Ａ(2)、文化人類学Ａ(2)、
データサイエンス基礎(2)、 データエンジニアリング基礎(2)、AI基礎(2)、AI基礎演習(1)、　   統計学入門(2)、確率論入門(2)、数学（多変数関数の微積分）(2)、※情報科学(2)、
※コンピュータリテラシー(2)、データリテラシー(2)、異文化の理解Ａ(2)、※教育心理学(2)、    ※道徳教育の理論と実践(2)、防災リーダー養成論(2)、 防災リーダー養成論実習(2)

選　　択

日本語リーディング1(1)、日本語リーディング2(1)、日本語ライティング1(1)、　　　　　  日本語ライティング2(1)、日本語スピーキング1(1)、日本語スピーキング2(1)、
時事日本語1(1)、時事日本語2(1)、ビジネス日本語1(1)、ビジネス日本語2(1)、　　　　　  日本語スキルアップ1(1)、日本語スキルアップ2(1)

災害とドローン(1)

科目区分 必修・選択 履　　修

総合教育科目
選　　択

哲学Ａ (2)、倫理学Ａ (2)、国文学Ａ (2)、東洋史Ａ (2)、歴史学Ａ (2)、※日本国憲法 (2)、経済学Ａ (2)、
情報処理Ｂ (2)、異文化の理解Ａ (2)、※教育心理学 (2)、※道徳教育の理論と実践 (2)、防災リーダー養成論(2)、

選　　択
（留学生対象）

日本事情Ａ（日本の歴史）(2)、日本事情Ａ（日本の現代文化）(2)、日本事情Ｂ（近代日本の歩み）(2)、

外国語科目

必　　修 ※英語１(1)、※英語２(1)、スポーツ専門英語 (2) 
選　　択 ドイツ語１(1)、ドイツ語２(1)、中国語１(1)、中国語２(1)、［同一言語１・２を 2単位以上選択履修
選　　択

（留学生対象）
アカデミック日本語１Ａ (1)、アカデミック日本語１Ｂ (1)、アカデミック日本語２Ａ (1)、
アカデミック日本語４Ａ (1)、アカデミック日本語４Ｂ (1)、ビジネス日本語Ａ (1)、

専

門

科

目

学部基礎科目
必　　修

※体育原理 (2)、解剖学 (2) 、※運動生理学 (2)、《体育方法学・実習》※体操 ( 集団行動を含む ) Ⅰ (1)、
卒業研究１(2)、卒業研究２(2)

選　　択 《体育方法学・実習》※柔道Ⅰ (1)、※柔道Ⅱ (1)、※剣道Ⅰ (1)、※剣道Ⅱ (1)、［同一種目Ⅰ・Ⅱを
学科基礎
教育科目

必　　修
基礎ゼミナール (1)、※スポーツ社会学 (2)、※スポーツ心理学 (2)、※体力測定・評価 (2)、
※救急処置法実習Ⅱ (1)

体育専門
教育科目

必　　修
※スポーツバイオメカニクス (2)、スポーツ栄養学 (2)、トレーニング論 (2)、トレーニング論・実習 (1)、
※陸上競技 Ⅱ (1)、※水泳Ⅰ (1)、※水泳Ⅱ (1)、※ダンスⅠ (1)、※ダンスⅡ (1)、

、〕択選目種１〔 )2( )ドーボーノス・ーキス・プンャキ・ーヌカ・バーュキス(習実・論育教外野

選　　択

《体育方法学・実習》相撲Ⅰ (1)、相撲Ⅱ (1)、レスリングⅠ (1)、レスリングⅡ (1)、空手道Ⅰ (1)、
《体育方法学・実習》バスケットボールⅠ (1)、バスケットボールⅡ (1)、ハンドボール Ⅰ (1)、
バドミントンⅠ (1)、バドミントンⅡ (1)、［同一種目Ⅰ・Ⅱを 2単位選択履修する］
《体育方法学・実習》サッカーⅠ (1)、サッカーⅡ (1)、テニスⅠ (1)、テニスⅡ (1)、ラグビーⅠ (1)、

専修教育
科　　目

コ ー ス
必　　修

学校体育コース
体育史 (2)
学校教育関係法規 (2)
保健体育教材研究 (2)
障害者体育論 (2)
健康教育学 (2)
体力測定評価実習Ⅰ (1)
体力測定評価実習Ⅱ (1)
運動生理学実習Ⅰ (1)
運動生理学実習Ⅱ (1)
教職インターンシップ事前指導 (2)
教職インターンシップ１(2)
教職インターンシップ２(2)
教職特別講座１(2)
教職特別講座２(2)
教職特別講座３(2)
教職特別講座４(2)
教職特別講座５(2)
学校教育行政論 (2)

コ ー ス
選　　択

関連教育
科　　目

コ ー ス
必　　修

※教育基礎論 (2)、※教育課程論 (2)、※保健体育科教育論Ⅰ (2)、※保健体育科教育論Ⅱ (2)、
※保健体育科指導法 (2)、※特別活動の理論と実践 (2)

コ ー ス
選　　択

随意科目 ［レクリエーション・インストラクター資格科目］レクリエーション論 (2)、レクリエーション論実習Ⅰ (1)、
卒業所要単位 総合教育科目 14単位＋外国語科目 6単位＋学部基礎科目 15単位＋学科基礎教育科目 15単位＋体育専門教育科目

備　　考

１．※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。
２．卒業研究 ( １・２) は、シラバスに示す講座のテーマを参照し十分な履修指導のもとに選択履修する。
３．（　）内は、単位数を表す。
４．各種資格取得科目の履修については、便覧で示す科目をそれぞれに応じて選択履修する。

４．武道学科 履修科目一覧表
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武

道

学

科

必修・選択

必　　修

必　　修
1科目2単位以上選択履修

必　　修
1科目2単位以上履修

備　　考 ２．卒業研究(１・２)は、シラバスに示す講座のテーマを参照し十分な履修指導のもとに選択履修する。
３．（　）内は、単位数を表す。
４．各種資格取得科目の履修については、便覧で示す科目をそれぞれに応じて選択履修する。

124単位 総合教育科目14単位＋外国語科目4単位＋学部基礎科目16単位＋学科基礎教育科目26単位＋体育専門教育 科目32単位＋専修教育科目26単位＋関連教育科目6単位
１．※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。

6単位

0単位
卒業所要単位

専

門

科

目

同一種目4単位以上履修

2種目を2単位選択履修

専修教育
科　　目

必　　修

選　　択

8単位以上履修
Ⅰ・Ⅱは同一科目2単位として履修

関連教育
科　　目

26単位

体育専門
教育科目

Ａ、Ｂどちらか8単位を選択履修

１・２同一種目2科目2単位を選択履修

卒業所要単位数

32単位

4単位

学科基礎
教育科目

必　　修

学部基礎科目

選　　択

16単位

武道論(2)、修行実習(2)、武道教育論(2)、武道実用英語(2) 

選　　択

地域武道実習(2)、海外武道実習(2)

科目区分

基

礎

科

目
外国語科目

選　　択
（留学生対象）

総合教育科目

選　　択
（留学生対象）

選　　択

柔道・剣道・空手道いずれか1種目8単位
を履修

履　　修　　科　　目

※英語１(1)、※英語２(1)

留学生は「２．外国語科目」の留学生
対象科目を参照し履修

必修2単位、選択科目と併せて
4年間で14単位以上選択履修

日本事情Ａ・Ｂ・Ｃは外国人留学生対象
科目

ドイツ語１(1)、ドイツ語２(1)、フランス語１(1)、フランス語２(1)、中国語１(1)、中国語２(1)、 韓国語１(1)、韓国語２(1)［同一言語１・２を2単位以上選択履修する］、
海外演習１(2)

必修2単位の他、2単位以上選択履修

選　　択

選　　択

14単位

26単位

武道史(2)、武道指導特論(2)

選　　択

民族文化論(2)、宗教文化論(2)

国際武道情報論・実習Ⅰ(1)、国際武道情報論・実習Ⅱ(1)、 武道体力トレーニング論・実習Ⅰ(1)、武道体力トレーニング論・実習Ⅱ(1)、
武道運動学・実習Ⅰ(1)、武道運動学・実習Ⅱ(1)、比較武道論（武道哲学含む）(2)、 精神文化論(2)、武道書講読(2)、整復概論(2)

４．武道学科 履修科目一覧表

日本事情Ａ（日本の歴史）(2)、日本事情Ａ（日本の現代文化）(2)、 日本事情Ｂ（近代日本の歩み）(2)、日本事情Ｂ（日本の国際化）(2)、
日本事情Ｃ（自然環境）(2)、日本事情Ｃ（地方地誌）(2)

※体育原理(2)、解剖学(2) 、※運動生理学(2)、卒業研究１(2)、卒業研究２(2)
《体育方法学・実習》
※体操(集団行動を含む)Ⅰ(1)、※体操(集団行動を含む)Ⅱ(1)、※水泳Ⅰ(1)、水泳Ⅱ(1)
※武道方法学実習柔道１(1)、※武道方法学実習柔道２(1)
※武道方法学実習剣道１(1)、※武道方法学実習剣道２(1)
［柔道系列は剣道１・２を履修、剣道系列は柔道１・２を履修、空手・諸武道系列は柔道 １・２または剣道１・２を選択履修］

社会実践教育論ＡⅠ(2)、社会実践教育論ＡⅡ(2)、社会実践教育論ＡⅢ(2)、 社会実践教育論ＡⅣ(2)
社会実践教育論ＢⅠ(2)、社会実践教育論ＢⅡ(2)、社会実践教育論ＢⅢ(2)、 社会実践教育論ＢⅣ(2)
柔道理論・実習１(1)、柔道理論・実習２(1)、柔道理論・実習３(1)、 柔道理論・実習４(1)、柔道理論・実習５(1)、柔道理論・実習６(1)、
柔道理論・実習７(1)、柔道理論・実習８(1)
剣道理論・実習１(1)、剣道理論・実習２(1)、剣道理論・実習３(1)、 剣道理論・実習４(1)、剣道理論・実習５(1)、剣道理論・実習６(1)、
剣道理論・実習７(1)、剣道理論・実習８(1)
空手道理論・実習１(1)、空手道理論・実習２(1)、空手道理論・実習３(1)、 空手道理論・実習４(1)、
空手道理論・実習５(1)、空手道理論・実習６(1)、空手道理論・実習７(1)、 空手道理論・実習８(1)

柔道系列は柔道理論・実習１～８を履修、
剣道系列は剣道理論・実習１～８を履修、
空手道・諸武道系列は空手道理論・実習
１～８を履修

※スポーツ社会学(2)、※体力測定・評価(2)、※体育経営管理(2)、※スポーツ心理学(2)、 ※スポーツバイオメカニクス(2)、※公衆衛生学(2)、スポーツ医学(2)、
※救急処置法実習Ⅰ(1)、※救急処置法実習Ⅱ(1)、
《体育方法学・実習》
※器械運動Ⅰ(1)、器械運動Ⅱ(1)、※陸上競技Ⅰ(1)、陸上競技 Ⅱ(1)、 ※ダンスⅠ(1)、ダンス Ⅱ(1)

スポーツ栄養学(2)、体育史(2)、コーチ学(2)、体育・スポーツ行政学(2)、 体力測定評価実習Ⅰ(1)、体力測定評価実習Ⅱ(1)、
テーピング・マッサージ論実習Ⅰ(1)、テーピング・マッサージ論実習Ⅱ(1)

《体育方法学・実習》
※バレーボール(1)、※バスケットボール(1)、※サッカー(1)、※ラグビー(1)、　　　　  　   ※ハンドボール (1)、※ソフトボール(1)

8単位以上履修
Ⅰ・Ⅱは同一科目2単位として履修

※柔道専門実習１(1)、※柔道専門実習２(1)、※柔道専門実習３(1)、※柔道専門実習４(1)、 
※柔道専門実習５(1)、※柔道専門実習６(1)、※柔道専門実習７(1)、※柔道専門実習８(1)、
※剣道専門実習１(1)、※剣道専門実習２(1)、※剣道専門実習３(1)、※剣道専門実習４(1)、
※剣道専門実習５(1)、※剣道専門実習６(1)、※剣道専門実習７(1)、※剣道専門実習８(1)、
※空手道専門実習１(1)、※空手道専門実習２(1)、※空手道専門実習３(1)、 ※空手道専門実習４(1)、
※空手道専門実習５(1)、※空手道専門実習６(1)、※空手道専門実習７(1)、 ※空手道専門実習８(1)
《武道方法学実習》
相撲１(1)、相撲２(1)、相撲３(1)、相撲４(1)、合気道１(1)、合気道２(1)、合気道３(1)、 合気道４(1)、
なぎなた１(1)、なぎなた２(1)、なぎなた３(1)、なぎなた４(1)
発育発達老化論(2)
［教職科目］※学校保健(2)、※保健体育科指導法Ⅰ(2)、※保健体育科指導法Ⅱ(2)、 ※教育行財政(2)
［健康運動指導士・健康運動実践者科目］健康教育学(2)、運動処方論(2)、 エアロビクス運動理論・実習Ⅰ(1)、エアロビクス運動理論・実習Ⅱ(1)
［レクリエーション・インストラクター資格科目］レクリエーション論(2)、 レクリエーション論実習Ⅰ(1)、レクリエーション論実習Ⅱ(1)

随意科目

※AIとサイエンス(2)必　　修
哲学Ａ(2)、倫理学Ａ(2)、国文学Ａ(2)、東洋史Ａ(2)、歴史学Ａ(2)、※日本国憲法(2)、　　　経済学Ａ(2)、心理学Ａ(2)、教育学Ａ(2)、社会科学概論Ａ(2)、文化人類学Ａ(2)、
データサイエンス基礎(2)、 データエンジニアリング基礎(2)、AI基礎(2)、AI基礎演習(1)、　   統計学入門(2)、確率論入門(2)、数学（多変数関数の微積分）(2)、※情報科学(2)、
※コンピュータリテラシー(2)、データリテラシー(2)、異文化の理解Ａ(2)、※教育心理学(2)、    ※道徳教育の理論と実践(2)、防災リーダー養成論(2)、 防災リーダー養成論実習(2)

選　　択

日本語リーディング1(1)、日本語リーディング2(1)、日本語ライティング1(1)、　　　　　  日本語ライティング2(1)、日本語スピーキング1(1)、日本語スピーキング2(1)、
時事日本語1(1)、時事日本語2(1)、ビジネス日本語1(1)、ビジネス日本語2(1)、　　　　　  日本語スキルアップ1(1)、日本語スキルアップ2(1)

災害とドローン(1)
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１．総合教育科目 所要単位数 14 単位

総合教育科目は、幅広く深い教養及び総合的判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、専門分野と調
和・発展させる科目である。

Ⅳ．履修内容

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択
哲学Ａ 1～4 2
倫理学Ａ 1～4 2
国文学Ａ 1～4 2
東洋史Ａ 1～4 2
歴史学Ａ 1～4 2

※日本国憲法 1～4 2
経済学Ａ 1～4 2
心理学Ａ 1～4 2
教育学Ａ 1～4 2
社会科学概論Ａ 1～4 2
文化人類学Ａ 1～4 2

※情報科学 1～4 2
※コンピュータリテラシー 1～4 2

　確率論入門 1～4 2
　数学（多変数関数の微積分） 1～4 2

データリテラシー 1～4 2
異文化の理解 A 1～4 2

※教育心理学 1～4 2
※道徳教育の理論と実践 1～4 2

※AIとサイエンス 1～4 2
　データサイエンス基礎 1～4 2
データエンジニアリング基礎 1～4 2
AI基礎 1～4 2

　AI基礎演習 2～4 1
　統計学入門 1～4 2

防災リーダー養成論 1・2 2
防災リーダー養成論実習 1・2 2

留
学
生
対
象
科
目

日本事情Ａ（日本の歴史） 1～4 2
日本事情Ａ（日本の現代文化） 1～4 2
日本事情Ｂ（近代日本の歩み） 1～4 2
日本事情Ｂ（日本の国際化） 1～4 2
日本事情Ｃ（自然環境） 1～4 2
日本事情Ｃ（地方地誌） 1～4 2

総合教育科目 卒業所要単位 14単位 合計 単位
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・留学生対象科目について

学則第 44条により必要があると認めるときは、履修することができる。

総

合

教

育

科

目



47

武

道

学

科

２．外国語科目 所要単位数 4 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

外

国

語

科

目

※英語１ 1 1
※英語２ 1 1
ドイツ語１ 2 1
ドイツ語２ 2 1
フランス語１ 2 1
フランス語２ 2 1
中国語１ 2 1
中国語２ 2 1
韓国語１ 2 1
韓国語２ 2 1
海外演習１ 1～4 2

留

学

生

対

象

科

目

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

外国語科目 卒業所要単位 4単位 合計 単位

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・海外演習について

研修先によって言語名を表記する。科目末尾番号は研修回数によって追加できる。
カナダ研修・オーストラリア研修・アメリカ研修・イギリス研修は、英語 1・2に読み替えることができる。
韓国研修は、韓国語 1・2に読み替えることができる。
中国研修は、中国語 1・2に読み替えることができる。

・留学生対象科目について
学則第 44条により必要があると認めるときは、履修することができる。その場合、日本語科目選択 2単位と外国語

科目選択 2単位、計 4単位以上を取得する。

①～④のいずれか
2単位選択履修

①

②

③

④

日本語リーディング１ 1
日本語リーディング２ 1
日本語ライティング１ 1
日本語ライティング２ 1
日本語スピーキング１
日本語スピーキング２
時事日本語１
時事日本語２
ビジネス日本語1 2～4
ビジネス日本語2 2～4
日本語スキルアップ1 2～4
日本語スキルアップ2 2～4

1～4
1～4
2～4
2～4
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３．学部基礎科目 所要単位数 16 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

学

部

基

礎

科

目

※体育原理 1 2
解剖学 1 2

※運動生理学 2 2
※体育方法学・実習（体操（集団行動を含む））Ⅰ 1 1
※体育方法学・実習（体操（集団行動を含む））Ⅱ 1 1
※武道方法学実習柔道１ 1 1
※武道方法学実習柔道２ 1 1
※武道方法学実習剣道１ 1 1
※武道方法学実習剣道２ 1 1
※体育方法学・実習（水泳）Ⅰ 1 1
　体育方法学・実習（水泳）Ⅱ 1 1
卒業研究１ 3 2
卒業研究２ 4 2
学部基礎科目 卒業所要単位 16単位 合計 単位

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・卒業研究１・２について

卒業研究１・２は一貫性をもって授業が行われるため、3年次配当の卒業研究１の単位が取得できなかった者は、4年
次の卒業研究２を履修することができなくなり留年となる。
卒業研究は学科系と実技系に分かれるが、その選択は履修時に担当教員と相談し決定する。
各担当教員の卒業研究の演習題目は、Web上のシラバス「授業計画」を参照すること。

①または②選択履修
（柔道系列は剣道１・２を履修）
（剣道系列は柔道１・２を履修）
（空手道・諸武道系列は柔道
１・２または剣道１・２を履修）

①

②
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武

道

学

科

４．学科基礎教育科目 所要単位数 26 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

学

科

基

礎

教

育

科

目

武道論 1 2
修行実習 1 2
武道教育論 2 2
武道実用英語 2 2
地域武道実習 3 2
海外武道実習 3 2
社会実践教育論ＡⅠ 2 2
社会実践教育論ＡⅡ 2 2
社会実践教育論ＡⅢ 3 2
社会実践教育論ＡⅣ 3 2
社会実践教育論ＢⅠ 2 2
社会実践教育論ＢⅡ 2 2
社会実践教育論ＢⅢ 3 2
社会実践教育論ＢⅣ 3 2
柔道理論・実習１ 1 1
柔道理論・実習２ 1 1
柔道理論・実習３ 2 1
柔道理論・実習４ 2 1
柔道理論・実習５ 3 1
柔道理論・実習６ 3 1
柔道理論・実習７ 4 1
柔道理論・実習８ 4 1
剣道理論・実習１ 1 1
剣道理論・実習２ 1 1
剣道理論・実習３ 2 1
剣道理論・実習４ 2 1
剣道理論・実習５ 3 1
剣道理論・実習６ 3 1
剣道理論・実習７ 4 1
剣道理論・実習８ 4 1
空手道理論・実習１ 1 1
空手道理論・実習２ 1 1
空手道理論・実習３ 2 1
空手道理論・実習４ 2 1
空手道理論・実習５ 3 1
空手道理論・実習６ 3 1
空手道理論・実習７ 4 1
空手道理論・実習８ 4 1
学科基礎教育科目 卒業所要単位 26単位 合計 単位

1科目 2単位選択履修

①または②選択履修

③～⑤のいずれか 8単位選択履修
（柔道系列は
柔道理論・実習１～８を履修）

（剣道系列は
剣道理論・実習１～８を履修）

（空手道・諸武道系列は
空手道理論・実習１～８を履修）

①（教職講座）

②（公務員講座）

③

④

⑤
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５．体育専門教育科目 所要単位数 必修 22 単位 選択 10 単位 計 32 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

体

育

専

門

教

育

科

目

※スポーツ社会学 1 2
※体力測定・評価 1 2
※体育経営管理 1 2
※スポーツ心理学 2 2
※スポーツバイオメカニクス 2 2
※公衆衛生学 3 2
スポーツ医学 3 2

※救急処置法実習Ⅰ 4 1
※救急処置法実習Ⅱ 4 1
スポーツ栄養学 1 2
体育史 2 2
コーチ学 2 2
体育・スポーツ行政学 3 2
体力測定評価実習Ⅰ 3 1
体力測定評価実習Ⅱ 3 1
テーピング・マッサージ論実習Ⅰ 4 1
テーピング・マッサージ論実習Ⅱ 4 1

※体育方法学・実習（器械運動）Ⅰ 1 1
　体育方法学・実習（器械運動）Ⅱ 1 1
※体育方法学・実習（陸上競技）Ⅰ 1 1
体育方法学・実習（陸上競技）Ⅱ 1 1

※体育方法学・実習（ダンス）Ⅰ 1 1
　体育方法学・実習（ダンス）Ⅱ 1 1
※体育方法学・実習（バレーボール） 2 1

2 1※体育方法学・実習（バスケットボール）
2 1
2 1

※体育方法学・実習（サッカー）

2 1
2 1

※体育方法学・実習（ラグビー）
※体育方法学・実習（ハンドボール）
※体育方法学・実習（ソフトボール）
体育専門教育科目 卒業所要単位 32単位 合計 単位

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

8単位を選択履修する。
※同一名称のⅠ・Ⅱは同一
科目 2 単位として履修
する。

2種目
2単位
選択履修
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武

道

学

科

６．専修教育科目 所要単位数 必修 4 単位 選択 22 単位 計 26 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

専

修

教

育

科

目

武道史 1 2
武道指導特論 2 2
民族文化論 2 2
宗教文化論 2 2
国際武道情報論・実習Ⅰ 2 1
国際武道情報論・実習Ⅱ 2 1
武道体力トレーニング論・実習Ⅰ 3 1
武道体力トレーニング論・実習Ⅱ 3 1
武道運動学・実習Ⅰ 3 1
武道運動学・実習Ⅱ 3 1
比較武道論（武道哲学含む） 3 2
精神文化論 3 2
武道書講読 3 2
整復概論 3 2

※柔道専門実習１ 1 1
※柔道専門実習２ 1 1
※柔道専門実習３ 2 1
※柔道専門実習４ 2 1
※柔道専門実習５ 3 1
※柔道専門実習６ 3 1
※柔道専門実習７ 4 1
※柔道専門実習８ 4 1
※剣道専門実習１ 1 1
※剣道専門実習２ 1 1
※剣道専門実習３ 2 1
※剣道専門実習４ 2 1
※剣道専門実習５ 3 1
※剣道専門実習６ 3 1
※剣道専門実習７ 4 1
※剣道専門実習８ 4 1
※空手道専門実習１ 1 1
※空手道専門実習２ 1 1
※空手道専門実習３ 2 1
※空手道専門実習４ 2 1
※空手道専門実習５ 3 1
※空手道専門実習６ 3 1
※空手道専門実習７ 4 1
※空手道専門実習８ 4 1
武道方法学実習相撲１ 2 1
武道方法学実習相撲２ 2 1
武道方法学実習相撲３ 3 1
武道方法学実習相撲４ 3 1
武道方法学実習合気道１ 2 1
武道方法学実習合気道２ 2 1
武道方法学実習合気道３ 3 1
武道方法学実習合気道４ 3 1
武道方法学実習なぎなた１ 2 1
武道方法学実習なぎなた２ 2 1
武道方法学実習なぎなた３ 3 1
武道方法学実習なぎなた４ 3 1
専修教育科目 卒業所要単位 26単位 合計 単位

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

1科目 2単位選択履修

8単位を選択履修する。
※同一名称のⅠ・Ⅱは同一
科目2単位として履修す
る。

①～③のいずれか 8単位選択履修
（柔道系列は
柔道専門実習１～８を履修）

（剣道系列は
剣道専門実習１～８を履修）

（空手道・諸武道系列は
空手道専門実習１～８を履修）

①～③の
いずれか 4単位
選択履修

①

①

②

③

②

③
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７．関連教育科目 所要単位数 計 6 単位

各資格に関係した科目が配当されているので資格を取得するものは便覧に示す「各種資格取得要項」
を参照し履修する。

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

関

連

教

育

科

目

発育発達老化論 3 2
［教職科目］
※学校保健 3 2
※保健体育科指導法Ⅰ 3

3
2

※教育行財政 3・4 2
※保健体育科指導法Ⅱ 2

［健康運動指導士・健康運動実践指導者科目］
健康教育学 3 2
運動処方論 3・4 2
エアロビクス運動理論・実習Ⅰ 3・4 1
エアロビクス運動理論・実習Ⅱ 3・4 1

［レクリエーション・インストラクター資格科目］
レクリエーション論 3 2
レクリエーション論実習Ⅰ 4 1
レクリエーション論実習Ⅱ 4 1

関連教育科目 卒業所要単位 6単位 合計 単位
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

■ 卒業までに取得できる資格、又は修了証明書が発行される資格等
教員免許状資格取得

保健体育 高等学校 1種・中学校 1種
小学校２種

（卒業時資格取得可能）
※「教職課程履修要項」を参照

健康運動指導士・健康運動実践指導者
（受験資格）

日本スポーツ協会公認スポーツ指導者
共通科目コースⅢ（受験資格）

専門科目コース空手道コーチ１（受験資格）
スポーツ指導基礎資格「コーチングアシスタント」認定書

レクリエーション・インストラクター資格
（卒業時資格取得可能）

Ⅴ．卒業後の方向

　卒業生の進路については、特に保健体育科の教員をはじめ、警察官、消防官、刑務官、市役所、市町
村設置の健康増進センター等の各種公務員、商業スポーツ施設や地域スポーツ施設での従事者、青年海
外協力隊や海外武道指導者などの道に進むことが期待される。

UAS LEVEL2
指定科目の試験合格により認定

防災士
（受験資格）

７．関連教育科目 所要単位数 計 6 単位

各資格に関係した科目が配当されているので資格を取得するものは便覧に示す「各種資格取得要項」
を参照し履修する。

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

関

連

教

育

科

目

発育発達老化論 3 2
［教職科目］
※学校保健 3 2
※保健体育科指導法Ⅰ 3

3
2

※教育行財政 3・4 2
※保健体育科指導法Ⅱ 2

［健康運動指導士・健康運動実践指導者科目］
健康教育学 3 2
運動処方論 3・4 2
エアロビクス運動理論・実習Ⅰ 3・4 1
エアロビクス運動理論・実習Ⅱ 3・4 1

［レクリエーション・インストラクター資格科目］
レクリエーション論 3 2
レクリエーション論実習Ⅰ 4 1
レクリエーション論実習Ⅱ 4 1

関連教育科目 卒業所要単位 6単位 合計 単位
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

■ 卒業までに取得できる資格、又は修了証明書が発行される資格等
教員免許状資格取得

保健体育 高等学校 1種・中学校 1種
小学校２種

（卒業時資格取得可能）
※「教職課程履修要項」を参照

健康運動指導士・健康運動実践指導者
（受験資格）

日本スポーツ協会公認スポーツ指導者
共通科目コースⅢ（受験資格）

専門科目コース空手道コーチ１（受験資格）
スポーツ指導基礎資格「コーチングアシスタント」認定書

レクリエーション・インストラクター資格
（卒業時資格取得可能）

Ⅴ．卒業後の方向

　卒業生の進路については、特に保健体育科の教員をはじめ、警察官、消防官、刑務官、市役所、市町
村設置の健康増進センター等の各種公務員、商業スポーツ施設や地域スポーツ施設での従事者、青年海
外協力隊や海外武道指導者などの道に進むことが期待される。

UAS LEVEL2
指定科目の試験合格により認定

防災士
（受験資格）

8 ．随意科目 所要単位数 0 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択
随意科目 災害とドローン

随意科目 卒業所要単位 0単位 合計 単位
1～4 1
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スポーツ医科学科の教育研究上の目的
スポーツ医科学科においては、大学に学び研鑽するものとして不可欠な主体性を持って学び、考える能

力の育成と、医療職たる救急救命士資格取得を目指すものに必須の高い倫理観と豊かな教養の醸成を目的
とする。そのうえに、基礎ならびに臨床医学、救急処置、救助等広範な分野にわたり理論・基礎から最新
の高度救急医療技術まで確実に身につけ、救急現場やスポーツ時の事故に際し、全体を把握し柔軟かつ総
合的な判断を下すことのできる職業人の養成を目指す。
さらに、高度救急医療の専門職として救急救命活動での主導的役割を果たす能力、一般市民に対する啓

蒙教育活動、大学院や職場において救急医療に関する研究教育活動を行える素養を培う事を重要な目的と
考えている。
また体育学部に属する特性を生かし、救急救命士資格を持った保健体育教員、養護教諭等も養成し児童

生徒により安全な教育環境を提供する事をめざしている。

スポーツ医科学科の教育方針
スポーツ医科学科では、救急現場において、沈着かつ迅速に高度な応急処置を実施するために、総合的

な医学知識及び技術が要求されていることから、徹底した理論教育と実践教育を行う。
日本の救急医療の指導的役割を担い、かつ、国際的に活躍できる人材を養成するために医学専門教育は

もちろんのこと、総合教育と外国語教育を重視したカリキュラムを編成した。
１. 資格取得カリキュラム編成として、救急救命士の国家試験に対応した教育課程を編成した。他に、養

護教諭、保健体育教諭の資格取得のための科目を配置した。
２. スポーツ事故や交通事故等の現場において、救助から救急処置が一貫して行える知識と技術習得のカ

リキュラムとして、救助実習を取り入れた。
３. 国際協力の推進ができる救急医療技術者の養成も目指すことから、医療英語等を配置した。
４. 障害者に配慮した救急処置が出来るように、手話演習を配置した。
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スポーツ医科学科の3つのポリシー

◆ 入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）

生命科学のうち医学、特に救急医学に興味があり、救急救命士国家資格取得を目指している人を求めて

おります。また、将来的には、救急救命士として消防機関、警察、病院、スポーツ施設、企業などで活躍

したいと希望する人、あるいは救急救命士の資格を所持した保健体育教諭、養護教諭として、社会におい

て活躍したいと願う人を求めています。

◆ 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

医学に関する基礎的知識を修得し、救急医学・救急医療についての実践教育および国際的素養を持った

人材養成のための教育課程を編成しています。 具体的には解剖学、生理学など基礎医学と内科、外科、救

急医学などの臨床医学を修得した上で救急処置実習、病院内実習、救急車同乗実習、海外実習などの実習

科目を通じて実践的および指導的な救急救命士の養成を目的として編成しています。他に養護教諭、保健

体育教諭の資格取得のための科目を配置しています。 

◆ 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

必修科目および卒業所要単位（127 単位以上）を修得し、救急救命士の国家試験に合格できる充分な知

識と能力を備えた者に学位を授与します。なお単位追加履修により中学高校保健体育教員または養護教諭

の資格も身につけている。 また血管確保、薬剤投与、包括的除細動、気管内挿管などの高度医療処置を習

得している。

◆ 入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）　
　スポーツ医科学科では、将来、救急救命医療に関連する分野に進みたいと願う情熱と協調性に富んだ学生
を受け入れます。
　また、このような入学者を適正に判定するために、次に掲げる観点から、多様な方法による入学者選抜を
実施します。一般選抜では、筆記試験に加え運動能力証明書の審査を実施します。

AP1.［知識・理解・技能］
　スポーツ医科学科の教育を受けるために必要な基礎学力としての知識と、健全な心身を有している。
（AP1-1）�英語、国語、地理歴史、公民、数学、理科などについて、高等学校などで身につけるべき標準的

な知識を有する。
（AP1-2）健全な心身を有している。
（AP1-3）�スポーツ活動において優秀な成績を修め、入学後、勉学とスポーツ活動を両立させる強い意志を

有している。

AP2.［思考力・判断力・表現力］
　救急救命医療において、問題点を分析し、自ら工夫することで知能・技能を向上させる意欲を有している。

AP3.［主体性・多様性・協働性］
　授業や実技において、他者と協調して真摯に取り組み、自ら進んで行動する姿勢を有している。

【入学前に身に付けておくべきこと】
１．主に数学、理科、文書作成について、高等学校などで身に付けるべき標準的な知識を有していること。
２．自ら課題を発見し、論理的に説明できるプレゼンテーション力を補強すること。

◆ 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）
（１）教育課程と内容
１．本学科の教育課程は、「総合教育科目」、「外国語科目」及び「専門科目」を設けています。
　　「総合教育科目」は、幅広く深い教養と総合的判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、専門分野と調和・
発展させることを目的として設けています。

　　「外国語科目」は、英語や他の言語を学び、コミュニケーション能力の充実を図ります。また、救急医
療に特化した専門的英語知識を学ぶ科目「医療英語」を設置しています。

　　「専門科目」は、幅広い分野の教育研究に触れつつ、自らの興味・関心と能力・適性等に基づいて、知
識や実践力を修得するために、以下の科目群に分け体系的に科目を設けています。

　①学部基礎科目：体育に関する基本的知識や技術を身に付けるため必修科目として設置しています。また、
武道教育として「柔道」と「剣道」のどちらかを選択必修とし、文武両道の実践を体得します。

　②学科基礎科目：スポーツ医科学科として身に付けるべき知識・技能を学修するため必修科目を設けてい
ます。

　③専修教育科目：救急救命士資格 ( 国家資格 ) 取得のために必要な救急救命、救急医学等専門的な医学知
識を修得する科目を設けており、すべて必修科目に設定しています。
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　④体育専門教育科目：体育学に関する科目や体育実習に関する選択科目を設置しています。
　⑤関連教育科目：消防官等の公務員採用試験対策として個人面接指導を行うなどの就職関連領域を学修し、
就職に役立つ幅広い視野や知識を身に付ける科目を設けています。

２．救急救命士として必要な技術や判断能力及び医療現場での実践力を修得する実習科目を多く設置してい
ます。また、幅広い視野を持つために海外演習も選択科目として設けています。

３．初年度に学部基礎科目の必修科目として宿泊を伴う「水泳・水難救助実習」を設けることで、スムーズ
な大学生活への導入を促進し、自立的で自主的な学習態度や社会に適応するためのコミュニケーション
能力を併せて獲得出来るように設定しています。

（２）教育方法
１．講義、実験・実習・実技や体験学習とバランスよく組み合わせて学修成果を高めます。
２．専門科目は、実際の医療現場での実践力を修得するために、グループワークや PBL など積極的に導入し、
学内外での実習を多く実施します。

３．専門知識と技術を有した実習助手やティーチング・アシスタント (TA) を活用した実習支援により、可能
な限りアクティブ・ラーニングを取り入れた実習授業を行います。

４．「卒業研究 1・2」によって、救急救命士国家試験対策や消防官等の就職対策など卒業後の進路を見据え
た専門知識・技能の定着を図ります。

（３）学修成果の評価
１．各授業科目については、到達目標や成績評価の基準と具体的評価方法をシラバスに明示して学生に周知
したうえで、公正で厳格な成績評価を実施します。

２．学生の４年間の学修成果は、必修の「卒業研究」を基に総合的評価を行います。

◆ 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
　スポーツ医科学科は、救急救命士の国家試験合格相当の素養を備え、所定の課程を経て所定の単位を修め、
必修科目履修等の条件を満たすことで、次の資質・能力を有しているとして卒業を認定し、学士 ( スポーツ
医科学 ) の学位を授与します。

DP1．高い教養と病院前救急医療を中心とした救急救命士として必要とされる専門的な知見や総合的な救急・
救命処置技術を実践する能力を身に付け、学習成果を状況に応じて誠意を持って活用する姿勢を有し
ている。

DP2．習得した知識・技能をもとに、論理的に考える力や自らの考えを他者に理解させる力を活用して、人
間関係を構築する能力を有している。

DP3．救急医学・救急医療の高度化や社会情勢の変化に関心をもち、地域社会に貢献するために、高い倫理
感と生涯学び続ける意欲を有している。

DP4．救急医療をはじめとする各種領域における諸問題に対して、学修した知識・技能をもとに、他者を尊び、
他者と協調して、解決に取り組む姿勢を有している。
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スポーツ医科学科課程要項

１．体育学部スポーツ医科学科において、４ヵ年以上在学し履修要件を満たし124単位以上を修得したも
のを卒業とし、学士（スポーツ医科学）の学位を与える。

２．学位を取得するには、全期間の単位数（卒業所要単位および科目区分）に従って履修する。
単位構成は、基礎科目（総合教育科目、外国語科目）、専門科目（学部基礎科目、学科基礎教育科目、
専修教育科目、体育専門教育科目、関連教育科目）からなり、年次ごとにそれぞれ修得する。

21世紀における救急医療体制の一端を担い、急速に進歩する救急医学・救急医療の高度な専門知識と幅
広い教養を身につけ、また、強健な体力と精神力を備えた、指導的な役割を担いうる人材の養成を目的と
して編成されている。

１．授業科目の構成と卒業所要単位
スポーツ医科学科授業科目の構成と卒業所要単位は以下の表のとおりである。
2年生から3年生への進級に必要な単位数は50単位とする。

基 礎 科 目 専 門 科 目
総合教育科目 外国語科目 学部基礎科目 学科基礎教育科目 専修教育科目 体育専門教育科目 関連教育科目
16単位 6単位 13単位 23単位 64単位 2単位 0単位

22単位 102単位
卒業所要単位 124単位

スポーツ医科学科の教育課程は、基礎分野としての総合教育科目、外国語科目、学部基礎科目、
専門分野としての学科基礎教育科目、専修教育科目、体育専門教育科目及び関連教育科目により編
成し、幅広い教養と救急医学・医療、災害救助、災害医学・医療及び健康に関する科目を累積的・
段階的に学修が出来るように編成されている。

Ⅰ．学 位

Ⅱ．カリキュラム設定の趣旨

Ⅲ．科目構成

２．履修上限単位数 
1年次 2年次 3年次 4年次 
48単位 48単位 48単位 48単位 

３．履修編成 
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４．スポーツ医科学科 履修科目一覧表
必修・選択

必　　修 ［4単位］

選　　択 ［2単位以上］

必　　修 ［2単位］

専

門

科

目

選　　択

卒業所要単位数

64単位

6単位

関連教育

随意科目

科　　目

体育専門
教育科目

［0単位］

［23単位］

［27単位］

手話演習(2)、○栄養学(2)、○健康教育学(2)、○予防医学(2)、○養護概説(2)、○養護教職論(2)、 スポーツ医学(2)、救急処置実習Ｅ（海外実習）(1)、○精神衛生学(2)、
※○学校保健(2)、キャリアアップ実践講座（2）、コミュニケーション演習Ⅰ（1）、 コミュニケーション演習Ⅱ（1）

0単位

0単位

学科基礎
教育科目

必　　修
学部基礎科目

必　　修

2単位

専修教育
科　　目

必　　修
［37単位］

科目区分

基

礎

科

目 外国語科目

選　　択
（留学生対象）

選　　択総合教育科目

選　　択
（留学生対象）

必　　修
（留学生対象）

選　　択

履　　修　　科　　目

※○英語１(1)、※○英語２(1)、医療英語(2) 

必　　修 ※AIとサイエンス(2) 

《体育方法学・実習》※○柔道Ⅰ(1)、※○柔道Ⅱ(1)、※○剣道Ⅰ(1)、 ※○剣道Ⅱ(1)［同一種目Ⅰ・Ⅱを2単位選択履修する］

哲学Ａ(2)、倫理学Ａ(2)、国文学Ａ(2)、東洋史Ａ(2)、歴史学Ａ(2)、※○日本国憲法(2)、経済学Ａ(2)、 心理学Ａ(2)、教育学Ａ(2)、社会科学概論Ａ(2)、文化人類学Ａ(2)、データサイエンス基礎(2)、
データエンジニアリング基礎(2)、AI基礎(2)、AI基礎演習(1)、統計学入門(2)、確率論入門(2)、 数学（多変数関数の微積分）(2)、自然科学（生物系Ａ）(2)、自然科学（生物系Ｂ）(2)、
自然科学（物理系Ａ）(2)、※情報科学(2)、※○情報処理Ａ(2)、情報処理Ｂ(2)、異文化の理解Ａ(2)、 ※○教育心理学(2)、※○道徳教育の理論と実践(2)、防災リーダー養成論(2)、防災リーダー養成論実習（2）
日本事情Ａ（日本の歴史）(2)、日本事情Ａ（日本の現代文化）(2)、 日本事情Ｂ（近代日本の歩み）(2)、日本事情Ｂ（日本の国際化）(2)、
日本事情Ｃ（自然環境）(2)、日本事情Ｃ（地方地誌）(2)

日本語リーディング1(1)、日本語リーディング2(1)、日本語ライティング1(1)、 日本語ライティング2(1)、医療英語(2) 

ドイツ語１(1)、ドイツ語２(1)、フランス語１(1)、フランス語２(1)、中国語１(1)、中国語２(1)、 韓国語１(1)、韓国語２(1)［同一言語１・２を2単位以上選択履修する］、
海外演習１(2)

16単位

23単位

《体育方法学・実習》 水難救助・プール(1)、※野外教育・遭難救助(1)

選　　択

13単位

［6単位］

［2単位以上］

［2単位以上］

［11単位］

必修2単位、選択科目と
併せて4年間で16単位
以上選択履修

日本事情Ａ・Ｂ・Ｃは外
国人留学生対象科目

［16単位以上］

6単位必修、他2単位以上
選択履修

 災害とドローン(1)

※体育経営管理(2)、※スポーツ心理学(2)、※体力測定・評価(2)
《体育方法学・実習》
※器械運動(1)、※陸上競技(1)、※ダンス(1)、※水泳(1)、※バスケットボール(1)、 ※ハンドボール (1)、※バレーボール(1)、※サッカー(1)、
※ラグビー(1)、※ソフトボール (1)、野外教育・水難救助河川(1) 

《実習科目》
救助実習（初期救助）(2)、救急救命処置実習1(6)、救急救命処置実習2(6)、救急救命処置実習3(6)、　　　病院内実習(2)、救急車同乗実習(1)、総合シミュレーション実習(4)

《講義科目》
救急救命処置概論(2)、臨床解剖学(2)、救急病態生理学(2)、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　疾病救急医学各論1（呼吸・循環・高齢者）(2)、
疾病救急医学各論2（消化器・内分泌・代謝）(2)、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  疾病救急医学各論3（腎泌尿系・血管血液系・感染症・皮膚）(2)、
疾病救急医学各論4（神経・脳神経外科・口腔外科）(2)、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  疾病救急医学各論 5 （産婦人科·耳鼻咽喉科・整形外科・眼科）(2)、
小児科学(2)、外傷学(4)、救急医学(2)、災害医学（中毒学含む）(2)、プレコーション概論・各論(2)、　　 救急症候学(4)、蘇生学(2)、精神医学(1)、
放射線医学(1)、環境障害疾病各論(1)

病院前医療概論(2)、※○生理学（遺伝学を含む）(2)、薬理学(2)、病理学(2)、○基礎解剖学(2) ○生化学・微生物学（免疫学を含む）(2)、○介護・看護学概論(2)、
救助概論(2)、現場救急活動概論（搬送技術含む）(2)、※○衛生学・公衆衛生学(2)、　　　　　　　　　   救急医療行政（関係法令を含む）(1)、総合リテラシー(2)

※体育原理(2)、※運動生理学(2)、卒業研究１(2)、卒業研究２(2)
《体育方法学・実習》
※体操(集団行動を含む)Ⅰ(1)、※体操(集団行動を含む)Ⅱ(1)、水泳・水難救助(1)

※○英語１(1)、※○英語２(1)、英語３(1)、英語４(1)、ドイツ語１(1)、ドイツ語２(1)、 フランス語１(1)、フランス語２(1)、中国語１(1)、中国語２(1)、
韓国語１(1)、韓国語２(1)、海外演習１(2)、日本語スピーキング1(1)、日本語スピーキング2(1)、 時事日本語1(1)、時事日本語2(1)、ビジネス日本語1(1)、
ビジネス日本語2(1)、日本語スキルアップ1(1)、日本語スキルアップ2(1)

留学生は「２．外国語科
目」の項を参照し選択履
修

卒業所要単位

４．各種資格取得科目の履修については、便覧で示す科目をそれぞれに応じて選択履修する。

備　　考

２．○印は、養護教員免許状取得に関連する科目を表す。

３．（　）内は、単位数を表す。

１．※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。

124単位 総合教育科目16単位＋外国語科目6単位＋学部基礎科目13単位＋学科基礎教育科目23単位＋専修教育科目64単位  ＋体育専門教育科目2単位＋関連教育科目0単位
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ス
ポ
ー
ツ
医
科
学
科

４．スポーツ医科学科 履修科目一覧表
必修・選択

必　　修 ［4単位］

選　　択 ［2単位以上］

必　　修 ［2単位］

専

門

科

目

選　　択

卒業所要単位数

64単位

6単位

関連教育

随意科目

科　　目

体育専門
教育科目

［0単位］

［23単位］

［27単位］

手話演習(2)、○栄養学(2)、○健康教育学(2)、○予防医学(2)、○養護概説(2)、○養護教職論(2)、 スポーツ医学(2)、救急処置実習Ｅ（海外実習）(1)、○精神衛生学(2)、
※○学校保健(2)、キャリアアップ実践講座（2）、コミュニケーション演習Ⅰ（1）、 コミュニケーション演習Ⅱ（1）

0単位

0単位

学科基礎
教育科目

必　　修
学部基礎科目

必　　修

2単位

専修教育
科　　目

必　　修
［37単位］

科目区分

基

礎

科

目 外国語科目

選　　択
（留学生対象）

選　　択総合教育科目

選　　択
（留学生対象）

必　　修
（留学生対象）

選　　択

履　　修　　科　　目

※○英語１(1)、※○英語２(1)、医療英語(2) 

必　　修 ※AIとサイエンス(2) 

《体育方法学・実習》※○柔道Ⅰ(1)、※○柔道Ⅱ(1)、※○剣道Ⅰ(1)、 ※○剣道Ⅱ(1)［同一種目Ⅰ・Ⅱを2単位選択履修する］

哲学Ａ(2)、倫理学Ａ(2)、国文学Ａ(2)、東洋史Ａ(2)、歴史学Ａ(2)、※○日本国憲法(2)、経済学Ａ(2)、 心理学Ａ(2)、教育学Ａ(2)、社会科学概論Ａ(2)、文化人類学Ａ(2)、データサイエンス基礎(2)、
データエンジニアリング基礎(2)、AI基礎(2)、AI基礎演習(1)、統計学入門(2)、確率論入門(2)、 数学（多変数関数の微積分）(2)、自然科学（生物系Ａ）(2)、自然科学（生物系Ｂ）(2)、
自然科学（物理系Ａ）(2)、※情報科学(2)、※○情報処理Ａ(2)、情報処理Ｂ(2)、異文化の理解Ａ(2)、 ※○教育心理学(2)、※○道徳教育の理論と実践(2)、防災リーダー養成論(2)、防災リーダー養成論実習（2）
日本事情Ａ（日本の歴史）(2)、日本事情Ａ（日本の現代文化）(2)、 日本事情Ｂ（近代日本の歩み）(2)、日本事情Ｂ（日本の国際化）(2)、
日本事情Ｃ（自然環境）(2)、日本事情Ｃ（地方地誌）(2)

日本語リーディング1(1)、日本語リーディング2(1)、日本語ライティング1(1)、 日本語ライティング2(1)、医療英語(2) 

ドイツ語１(1)、ドイツ語２(1)、フランス語１(1)、フランス語２(1)、中国語１(1)、中国語２(1)、 韓国語１(1)、韓国語２(1)［同一言語１・２を2単位以上選択履修する］、
海外演習１(2)

16単位

23単位

《体育方法学・実習》 水難救助・プール(1)、※野外教育・遭難救助(1)

選　　択

13単位

［6単位］

［2単位以上］

［2単位以上］

［11単位］

必修2単位、選択科目と
併せて4年間で16単位
以上選択履修

日本事情Ａ・Ｂ・Ｃは外
国人留学生対象科目

［16単位以上］

6単位必修、他2単位以上
選択履修

 災害とドローン(1)

※体育経営管理(2)、※スポーツ心理学(2)、※体力測定・評価(2)
《体育方法学・実習》
※器械運動(1)、※陸上競技(1)、※ダンス(1)、※水泳(1)、※バスケットボール(1)、 ※ハンドボール (1)、※バレーボール(1)、※サッカー(1)、
※ラグビー(1)、※ソフトボール (1)、野外教育・水難救助河川(1) 

《実習科目》
救助実習（初期救助）(2)、救急救命処置実習1(6)、救急救命処置実習2(6)、救急救命処置実習3(6)、　　　病院内実習(2)、救急車同乗実習(1)、総合シミュレーション実習(4)

《講義科目》
救急救命処置概論(2)、臨床解剖学(2)、救急病態生理学(2)、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　疾病救急医学各論1（呼吸・循環・高齢者）(2)、
疾病救急医学各論2（消化器・内分泌・代謝）(2)、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  疾病救急医学各論3（腎泌尿系・血管血液系・感染症・皮膚）(2)、
疾病救急医学各論4（神経・脳神経外科・口腔外科）(2)、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  疾病救急医学各論 5 （産婦人科·耳鼻咽喉科・整形外科・眼科）(2)、
小児科学(2)、外傷学(4)、救急医学(2)、災害医学（中毒学含む）(2)、プレコーション概論・各論(2)、　　 救急症候学(4)、蘇生学(2)、精神医学(1)、
放射線医学(1)、環境障害疾病各論(1)

病院前医療概論(2)、※○生理学（遺伝学を含む）(2)、薬理学(2)、病理学(2)、○基礎解剖学(2) ○生化学・微生物学（免疫学を含む）(2)、○介護・看護学概論(2)、
救助概論(2)、現場救急活動概論（搬送技術含む）(2)、※○衛生学・公衆衛生学(2)、　　　　　　　　　   救急医療行政（関係法令を含む）(1)、総合リテラシー(2)

※体育原理(2)、※運動生理学(2)、卒業研究１(2)、卒業研究２(2)
《体育方法学・実習》
※体操(集団行動を含む)Ⅰ(1)、※体操(集団行動を含む)Ⅱ(1)、水泳・水難救助(1)

※○英語１(1)、※○英語２(1)、英語３(1)、英語４(1)、ドイツ語１(1)、ドイツ語２(1)、 フランス語１(1)、フランス語２(1)、中国語１(1)、中国語２(1)、
韓国語１(1)、韓国語２(1)、海外演習１(2)、日本語スピーキング1(1)、日本語スピーキング2(1)、 時事日本語1(1)、時事日本語2(1)、ビジネス日本語1(1)、
ビジネス日本語2(1)、日本語スキルアップ1(1)、日本語スキルアップ2(1)

留学生は「２．外国語科
目」の項を参照し選択履
修

卒業所要単位

４．各種資格取得科目の履修については、便覧で示す科目をそれぞれに応じて選択履修する。

備　　考

２．○印は、養護教員免許状取得に関連する科目を表す。

３．（　）内は、単位数を表す。

１．※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。

124単位 総合教育科目16単位＋外国語科目6単位＋学部基礎科目13単位＋学科基礎教育科目23単位＋専修教育科目64単位  ＋体育専門教育科目2単位＋関連教育科目0単位



60

１．総合教育科目 所要単位数 16 単位

総合教育科目は、幅広く深い教養及び総合的判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、専門分野と調
和・発展させる科目である。

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

総

合

教

育

科

目

哲学Ａ 1～4 2
倫理学Ａ 1～4 2
国文学Ａ 1～4 2
東洋史Ａ 1～4 2
歴史学Ａ 1～4 2

※○日本国憲法 1～4 2
経済学Ａ 1～4 2
心理学Ａ 1～4 2
教育学Ａ 1～4 2
社会科学概論Ａ 1～4 2
文化人類学Ａ 1～4 2

自然科学（生物系Ａ） 1～4 2
自然科学（生物系Ｂ） 1～4 2
自然科学（物理系Ａ） 1～4 2
※情報科学 1～4 2

※○コンピュータリテラシ 1～4 2
データリテラシー 1～4 2
異文化の理解 A 1～4 2

※○教育心理学 1～4 2
※○道徳教育の理論と実践 1～4 2

防災リーダー養成論 1・2 2
防災リーダー養成論実習 1・2 2

留
学
生
対
象
科
目

日本事情Ａ（日本の歴史） 1～4 2
日本事情Ａ（日本の現代文化） 1～4 2
日本事情Ｂ（近代日本の歩み） 1～4 2
日本事情Ｂ（日本の国際化） 1～4 2
日本事情Ｃ（自然環境） 1～4 2
日本事情Ｃ（地方地誌） 1～4 2

総合教育科目 卒業所要単位 16単位 合計 単位
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
○印は、養護教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・留学生対象科目について

学則第 44条により必要があると認めるときは、履修することができる。

Ⅳ．履修内容

　確率論入門 1～4 2
　数学（多変数関数の微積分） 1～4 2

※AIとサイエンス 1～4 2
　データサイエンス基礎 1～4 2
データエンジニアリング基礎 1～4 2
AI基礎 1～4 2

　AI基礎演習 2～4 1
　統計学入門 1～4 2
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２．外国語科目 所要単位数 6 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

外

国

語

科

目

※○英語１ 1 1
※○英語２ 1 1

医療英語 2 2
ドイツ語１ 2 1
ドイツ語２ 2 1
フランス語１ 2 1
フランス語２ 2 1
中国語１ 2 1
中国語２ 2 1
韓国語１ 2 1
韓国語２ 2 1
海外演習１ 1～4 2

留

学

生

対

象

科

目

1 1
1 1
1 1
1 1

1
1

2～4 1
2～4 1
2～4 1
2～4 1
2～4 1
2～4 1

外国語科目 卒業所要単位 6単位 合計 単位
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
○印は、養護教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・海外演習について
研修先によって言語名を表記する。科目末尾番号は研修回数によって追加できる。
カナダ研修・オーストラリア研修・アメリカ研修・イギリス研修は、英語 1・2に読み替えることができる。
韓国研修は、韓国語 1・2に読み替えることができる。
中国研修は、中国語 1・2に読み替えることができる。

・留学生対象科目について
学則第 44条により必要があると認めるときは、履修することができる。その場合、日本語科目必修 2単位と医療英

語 2単位の計 4単位と、その他外国語科目より 2単位を選択履修し合計 6単位以上を取得する。

①～④のいずれか
2単位選択履修

①

②

③

④

日本語リーディング１
日本語リーディング２
日本語ライティング１
日本語ライティング２
日本語スピーキング１
日本語スピーキング２
時事日本語１
時事日本語２
ビジネス日本語1
ビジネス日本語2
日本語スキルアップ1
日本語スキルアップ2

1～4
1～4
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３．学部基礎科目 所要単位数 13 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

学

部

基

礎

科

目

※ 体育原理 1 2
※ 運動生理学 2 2
※ 体育方法学・実習（体操（集団行動を含む））Ⅰ 1 1
※ 体育方法学・実習（体操（集団行動を含む））Ⅱ 1 1
※○体育方法学・実習（柔道）Ⅰ 1 1
※○体育方法学・実習（柔道）Ⅱ 1 1
※○体育方法学・実習（剣道）Ⅰ 1 1
※○体育方法学・実習（剣道）Ⅱ 1 1

体育方法学・実習（水泳・水難救助） 1 1
卒業研究１ 3 2
卒業研究２ 4 2
学部基礎科目 卒業所要単位 13単位 合計 単位

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
○印は、養護教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・体育方法学・実習（水泳・水難救助）について

体育方法学・実習（水泳・水難救助）は 1単位 45時間を必修とし、野外教育での実践を通して集団生活における人
間関係の在り方をはじめ、海における水難救助法の実習を行う。

４．学科基礎教育科目 所要単位数 23 単位

学科基礎教育科目は専門科目を履修するための基礎科目である。

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

学
科
基
礎
教
育
科
目

病院前医療概論 1 2

※○生理学（遺伝学を含む）
　○基礎解剖学

1 2
1 2

薬理学 1 2
病理学 1 2

○生化学・微生物学（免疫学を含む） 1 2

○介護・看護学概論 3 2

救助概論 1
2

2
2

総合リテラシー 2 2
現場救急活動概論（搬送技術含む）

※○衛生学・公衆衛生学 3 2
救急医療行政（関係法令を含む） 4 1
学科基礎教育科目 卒業所要単位 23単位 合計 単位

※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
○印は、養護教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

①または②
選択履修

①

②
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ス
ポ
ー
ツ
医
科
学
科

５．専修教育科目 所要単位数 6 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択
1 2
3 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

※
※

※

※○
※○
※○

　○

3 2
3 4
2 2
4 2
3 2
3 2
4 4
4 2
4 1
4 1
4 1
1 2
1 6
2 6
3 6
3 2
3 1
4 4

専修教育科目 卒業所要単位 64単位 合計 単位
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
○印は、養護教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・救急処置実習の区分と実習内容

専

修

教

育

科

目

救急救命処置概論
臨床解剖学
救急病態生理学
疾病救急医学各論1（呼吸・循環・高齢者）
疾病救急医学各論2（消化器・内分泌・代謝）
疾病救急医学各論3（腎泌尿系・血管血液系・感染症・皮膚）
疾病救急医学各論4（神経・脳神経外科・口腔外科）
疾病救急医学各論5（産婦人科·耳鼻咽喉科・整形外科・眼科）
外傷学
小児科学
救急医学
プレコーション概論・各論
災害医学（中毒学含む）
救急症候学　　　　　　　　　　  
蘇生学
精神医学
放射線医学
環境障害疾病各論
救助実習（初期救助）
救急救命処置実習1
救急救命処置実習2
救急救命処置実習3
病院内実習
救急車同乗実習
総合シミュレーション実習

4

　　①�　救急処置実習は、学内で行われる実習（救急救命処置実習 1·2·3、総合シミュレーション実習）と、学外で行わ
れる病院内実習、救急車同乗実習がある。

　　②　学内で行われる実習は、原則として、6〜 7名で斑を編成し、12班 1クラスとする。
　　③�　第 1年次における実習…救急救命士としての基本的なバイタルサインなどの観察及び処置要領のスキル獲得を

目的として、関連講義も含めて 6単位 135 時間の実技実習を行う。
　　④�　第 2年次における実習…1 年次に獲得したスキルを用いたシミュレーション想定訓練及び、救急車同乗実習に

必要なスキル獲得を目的として、関連講義も含めて 6単位 135 時間の実技実習を行う。
　　⑤�　第 3年次における実習…学内実習は救急救命処置特定行為のスキル獲得及びシミュレーション想定訓練を関連

講義も含めて 6単位 135 時間の実技実習を行う。
　　　イ.�　病院内実習は、救急救命センター等の医療機関で、原則として 2名を 1班として、当該医療機関の指導医師

のもとで 8当直 192 時間の実習を行う。
　　　ロ.��　救急車同乗実習は、実際に救急現場で活動する消防機関の救急車に同乗して、当該消防機関の救急隊長の指

導のもとで 5日間 40時間の実習を行う。
　　⑥�　第 4年度における実習 ... 実際の救急現場で発生した事例を、想定課題として提示し、各班において創対応要領

について検討 •発表するシミュレーション想定訓練を 4単位 90時間の実技実習を行う。
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６．体育専門教育科目 所要単位数 ２単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

体

育

専

門

教

育

科

目

※ 体育経営管理 1 2
※ スポーツ心理学 2 2
※ 体力測定・評価 3 2

体育方法学・実習（水難救助・プール） 1 1
※ 体育方法学・実習（野外教育・遭難救助） 2 1

体育方法学・実習（器械運動） 1
1
1
1

体育方法学・実習（ダンス）

1
1

体育方法学・実習（水泳）

1
1
1
1

体育方法学・実習（ラグビー）
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

体育専門教育科目 卒業所要単位 2単位 合計 単位
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・体育方法学・実習（水難救助・プール）、体育方法学・実習（野外教育・遭難救助）について

体育方法学・実習（水難救助・プール）は 1単位 45時間を必修とし、野外教育での実践を通して集団生活における
人間関係の在り方をはじめ、海における水難救助法の実習を行う。同じく（野外教育・遭難救助）は、1 単位 45時間
を必修とし、野外教育での実践を通して集団生活における人間関係の在り方をはじめ、冬山における遭難救助法の実習
を行う。

※

※
※

※

体育方法学・実習（陸上競技）※

体育方法学・実習（バスケットボール）※
体育方法学・実習（ハンドボール）※
体育方法学・実習（バレーボール）※
体育方法学・実習（サッカー）※

※ 体育方法学・実習（ソフトボール）
体育方法学・実習（野外教育・水難救助河川） 12～4
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ス
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ー
ツ
医
科
学
科

７．関連教育科目 所要単位数 0 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

関

連

教

育

科

目

手話演習 1 2
○栄養学 1 2
○健康教育学 2 2
○予防医学 2 2
○養護概説 2 2
○養護教職論 2 2
スポーツ医学 2 2
救急処置実習Ｅ（海外実習） 2・3 1

　○精神衛生学 3 2
※○学校保健 3 2

コミュニケーション演習Ⅱ 4 1
コミュニケーション演習Ⅰ 3 1
キャリアアップ実践講座 3 2

関連教育科目 卒業所要単位 0単位 合計 単位
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
○印は、養護教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

卒業生の進路としては、救急救命士の資格をもって、消防官、警察官、養護教諭、保健体育教諭、市役
所、病院等の医療機関、養護高齢者施設、商業スポーツ施設や地域スポーツ施設、サービス業、青年海外
協力隊等の道が開かれている。

■ 卒業までに取得できる国家試験受験資格及びその他の資格
救急救命士国家試験受験資格
（卒業時国家試験受験資格取得可能）

教員免許状資格取得
養護教諭 1種

（卒業時資格取得可能）
保健体育 高等学校 1種・中学校 1種

Ⅴ．卒業後の方向

※「教職課程履修要項」を参照

UAS LEVEL2
指定科目の試験合格により認定

防災士
（受験資格）

７．関連教育科目 所要単位数 0 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

関

連

教

育

科

目

手話演習 1 2
○栄養学 1 2
○健康教育学 2 2
○予防医学 2 2
○養護概説 2 2
○養護教職論 2 2
スポーツ医学 2 2
救急処置実習Ｅ（海外実習） 2・3 1

　○精神衛生学 3 2
※○学校保健 3 2

コミュニケーション演習Ⅱ 4 1
コミュニケーション演習Ⅰ 3 1
キャリアアップ実践講座 3 2

関連教育科目 卒業所要単位 0単位 合計 単位
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
○印は、養護教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

卒業生の進路としては、救急救命士の資格をもって、消防官、警察官、養護教諭、保健体育教諭、市役
所、病院等の医療機関、養護高齢者施設、商業スポーツ施設や地域スポーツ施設、サービス業、青年海外
協力隊等の道が開かれている。

■ 卒業までに取得できる国家試験受験資格及びその他の資格
救急救命士国家試験受験資格
（卒業時国家試験受験資格取得可能）

教員免許状資格取得
養護教諭 1種

（卒業時資格取得可能）
保健体育 高等学校 1種・中学校 1種

Ⅴ．卒業後の方向

※「教職課程履修要項」を参照

UAS LEVEL2
指定科目の試験合格により認定

防災士
（受験資格）

8 ．随意科目 所要単位数 0 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択
随意科目 災害とドローン

随意科目 卒業所要単位 0単位 合計 単位
1～4 1
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こどもスポーツ教育学科の教育研究上の目的

こどもスポーツ教育学科の教育方針
こどもスポーツ教育学科では、高い専門性と優れた実践力を兼ね備えた小学校教員を主に養成するため

に次のような教育方針を掲げる。
１. 小学校の各教科等の先進的な教育に取り組むことができる教員を養成するために、高い専門性と具体

的な実践力を養う。
２. 国士舘の伝統である武道の精神を取り入れ、柔道・剣道等を通じて、礼節の大切さや自己を抑制し相

手を尊重するなどの精神面での教育に結びつくことを体得する。
３. 先進的で実践的な指導力を育成するために、教科教育法等の様々な授業において、模擬授業や情報化

の進展に対応した ICT を活用する授業を体験する。

４. 「小学校英語」を必修とし、小学校での外国語活動（主に「英語」）の指導ができる指導力を身に付
ける。

５. 臨海・キャンプ、スキーなど自然の中での集団生活や集団活動を通じて、感性や創造力などを磨き、
幅広い教育者を育成する。

　グローバル化の進展や絶え間ない技術革新などにより、社会構造は急速に変化し、予測が困難な時代
となっている。 このような時代にあって、 子どもたちには多様な人々と協働しながら様々な社会的変化
を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることが望まれている。 加えて、い
じめや不登校の問題、 自己肯定感の低下や無気力化などの子どもたちをめぐる問題も複雑化しており、 
これらの課題や問題に対応できる教育者の育成が求められている。
　そこで、こどもスポーツ教育学科では、さまざまな体育・スポーツ活動を通して健やかな心身を身に
付け、主に小学校の教育者としての高い専門性と具体的な教育実践力を備えた優れた教員の育成を目指
し、次の点を具体的な目的とする。

１．高いレベルの専門性を有し、 各教科等における先進的な研究を追究する。
２．武道の精神を身に付けるとともにコミュニケ ー ション能力に優れた豊かな人間性を確立する。
３．様々な教育課題へ適切に対応できる教育実践力を育成する。
４．体育・ スポーツを通じた学校づくりや地域づくりに貢献できる資質を養う。
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こどもスポーツ教育学科の3つのポリシー

◆ 入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）

体育学部では、将来、スポーツや教育、さらには救急医療の分野に進みたいと願う情熱と協調性に富ん

だ学生を受け入れます。

また、このような入学者を適正に判定するために、体育学科・武道学科・スポーツ医科学科・こどもスポー

ツ教育学科のそれぞれにおいて、学科ごとに掲げる観点から、多様な方法による入学者選抜を実施します。

なお、一般入試では、筆記試験に加え基本的運動技能についての実技試験（スポーツ医科学科は運動能力

証明書の審査）を実施します。

◆ 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

体育学部は、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）で掲げる能力や態度を身に付けるた

めに教育課程を編成し、それらの系統的な履修によって教育目的を達成します。

教育内容、教育方法、学修成果の評価については、次のように定めます。

◆ 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

体育学部は、大学の卒業認定の方針に加えて、体育学の素養を備え、所定の課程を経て所定の単位を修め、

必修科目履修等の条件を満たすことで、学部および学科が求める次の資質・能力を有しているとして、卒

業を認定し、体育学科およびこどもスポーツ教育学科では学士（体育学）、武道学科では学士（武道学）、

スポーツ医科学科では学士（スポーツ医科学）の学位を授与します。

◆ 入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）
　こどもスポーツ教育学科では、将来の教員志望者やスポーツを基盤とした総合教育の分野に進みたいと願
う情熱と協調性に富んだ学生を受け入れます。
　また、このような入学者を適正に判定するために、次に掲げるような観点から多様な方法による入学者選
抜を実施します。一般選抜では筆記試験に加え、運動能力証明書の審査（前期）、基本的運動技能について
の実技試験（後期）があります。

AP1.［知識・理解・技能］
　こどもスポーツ教育学科の教育を受けるために必要な基礎学力としての知識と、優れた体育実技能力を有
している。
（AP1-1）�国語、数学、地理歴史、公民、理科、英語などについて、高等学校などで身につけるべき標準的

な知識を有している。
（AP1-2）優れた体育実技能力を有している。
（AP1-3）�スポーツ活動において優秀な成績を修め、入学後、スポーツ活動を継続する意欲と卒業条件を達

成する強い意志を有している。

AP2.［思考力・判断力・表現力］
　体育・スポーツ・初等教育および中等教育において、問題点を分析するとともに、自ら工夫することで知
能・技能を向上させる意欲を有している。

AP3.［主体性・多様性・協働性］
　授業や実技において、他者と協調して真摯に取り組み、自ら進んで行動する姿勢を有している。

【入学前に身に付けておくべきこと】
１．�国語、数学、地理歴史、公民、理科、英語について、高等学校などで身に付けるべき標準的な知識を有

していること。
２．自ら課題を発見し、論理的に説明できるプレゼンテーション力を補強すること。

◆ 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）
（１）教育課程と内容
１．�幅広く深い教養と総合的判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、専門分野と調和・発展させることを目

的とした「総合教育科目」を設けています。
２．「外国語科目」を設け、英語や他の言語を学び、コミュニケーション能力の充実を図ります。
� また、小学校での「外国語活動」および「外国語科」の指導力を身に付けることに特化した科目を設置
しています。

３．�「専門科目」では、小学校教諭、中学校・高等学校保健体育科教諭の免許取得を目指した専門教育を行
うため、以下の科目群に分け体系的に科目を設けています。

　①学部基礎科目：体育に関する基本的知識や技術を身に付けるため必修科目として設置しています。また、
武道教育として「柔道」と「剣道」のどちらかを選択必修とし、文武両道の実践を体得して、武道の精
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神と技能を身に付けます。
　②学科基礎科目：こどもスポーツ教育学科として身に付けるべき知識・技能を学修するため必修科目を設
けています。

　③専修教育科目・関連教育科目：小学校及び中学校・高等学校の各教科等で必要な専門知識や技能と指導
力を身に付けるための科目を設けており、すべて必修科目に設定しています。

　④体育専門教育科目：体育・スポーツの専門的な知識・技能と指導力を身に付ける科目を設置しています。

（２）教育方法
１．講義、実験・実習・実技、体験学習などをバランスよく組み合わせて学修成果を高めます。
２．�専門科目では、高い専門性とすぐれた実践力を兼ね揃えた学校教員を目指すため、実習や模擬授業等の

実践的な授業を行います。
３．４年間で学んできたことを「卒業研究」でまとめるとともに、卒業後の進路を見据えた専門知識・技能
の定着を図ります。

（３）学修成果の評価
１．各授業科目の評価は、到達目標や成績評価の基準と具体的評価方法をシラバスに明示し、学生に周知し
たうえで、公正で厳格な成績評価を実施します。

２．４年間の学修成果は、必修の「卒業研究」によってまとめ、提出された卒業論文・レポート等をもとに
総合的な評価を行います。

◆ 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
　こどもスポーツ教育学科では、体育学の素養を備え、所定の課程を経て所定の単位を修め、必修科目履修
等の条件を満たすことで、次の資質・能力を有するとして卒業を認定し、学士（体育学）の学位を授与します。

DP1．�初等教育の広範に亘る知識・技能、中等教育（保健体育科）の専門的な知識・技能、そして教員とし
て活躍するための幅広い教養を身に付け、状況に応じて誠意を持って学修成果を活用する姿勢を有し
ている。

DP2．�習得した知識・技能をもとに、論理的に考える力や自らの考えを他者に理解させる力を活用することで、
初等教育および中等教育（保健体育科）における高い指導力と様々な教育課題へ適切に対応できる教
育実践力を有している。

DP3．�初等教育および中等教育（保健体育科）に関心を持って生涯学び続け、自らを高めようとする姿勢と、
その学びを活かして主体的に社会に貢献しようとする意欲を持っている。

DP4．�スポーツと教育についての学びを通して、コミュニケーション能力に優れた豊かな人間性を養い、多
様性を尊重し、他者と協調して教育実践における問題解決に取り組む姿勢を身に付けている。
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こどもスポーツ教育学科課程要項

１．体育学部こどもスポーツ教育学科において、４ヵ年以上在学し履修要件を満たし124単位以上を修得
したものを卒業とし、学士（体育学）の学位を与える。

２．学位を取得するには、全期間の単位数（卒業所要単位および科目区分）に従って履修する。
単位構成は、基礎科目（総合教育科目、外国語科目）、専門科目（学部基礎科目、学科基礎教育科目、
体育専門教育科目、専修教育科目、関連教育科目）からなり、年次ごとにそれぞれ修得する。

小学校教員及び体育・保健体育担当教員は、体育・保健体育の教科指導を担当するにとどまらず、学校
における体育や保健に関する指導の意義を十分に認識した上で、様々な指導が学校の教育活動全体を通じ
て適切に行われるよう積極的にその役割を果たす必要がある。児童生徒の規範意識は、生徒指導、教科指
導、道徳教育、特別活動及び人権教育などあらゆる教育活動の中で養われるものであり、挨拶指導をはじ
め服装、集団活動、清掃等の具体的な指導を通じて、児童生徒がルールや法の重要性やそれを守ることの
必要性を自覚し、遵守することによって育まれるものである。
このような指導の展開のためには、教員が児童生徒と共に生き生きとした活動を行うことが大切であり、

体育、各種スポーツで培われる健康な体、人間形成を通じ小・中・高等学校において教科教育はもとより、
徳育、体育の専門性の高い教員を養成することを目的とした教育課程が編成されている。

１．授業科目の構成と卒業所要単位
こどもスポーツ教育学科授業科目の構成と卒業所要単位は以下の表のとおりである。
2年生から3年生への進級に必要な単位数は50単位とする。

基 礎 科 目 専 門 科 目
総合教育科目 外国語科目 学部基礎科目 学科基礎教育科目体育専門教育科目 専修教育科目 関連教育科目
14単位 6単位 12単位 22単位 24単位 26単位 20単位

20単位 104単位
卒業所要単位 124単位

こどもスポーツ教育学科の教育課程は、基礎分野として総合教育科目・外国語科目・学部基礎科
目、専門分野として学科基礎教育科目、体育専門教育科目、専修教育科目、関連教育科目により編
成し、幅広い教養と、体育・スポーツ活動、近年のこどもの発育・発達、教職に関する科目を累積
的・段階的に学修できるように編成されている。

Ⅰ．学 位

Ⅱ．カリキュラム設定の趣旨

Ⅲ．科目構成

２．履修上限単位数 
1年次 2年次 3年次 4年次 
48単位 48単位 48単位 48単位 

３．履修編成 
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４．こどもスポーツ教育学科 履修科目一覧表
必修・選択

必　　修 ［4単位］

選　　択 ［2単位以上］

随意科目 選　　択 0単位

 総合教育科目14単位＋外国語科目6単位＋学部基礎科目12単位＋学科基礎教育科目22単位＋体育専門教育科目24単位 ＋専修教育科目26単位＋関連教育科目20単位

１．○印は、小学校教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

３．（　）内は、単位数を表す。

20単位

専門実技（剣道Ⅰ）（1）、専門実技（剣道Ⅱ）（1）、専門実技（柔道）（1）、 体育行事演習（1）、教職特別講座(2)、教職特別講座（基礎）(2)、教職特別講座（応用）(2)、
現代的教育課題及び教職総合（2）、専門音楽（1）、専門国語（1）、○専門英語(1)、こども栄養学(2)、 災害とドローン(1)

［20単位］必　　修

卒業所要単位数

24単位

6単位

関連教育
科　　目

※体育原理(2)、※運動生理学(2)、○こどもスポーツ（野外教育（臨海・キャンプ））(1)、 卒業研究１(2)、卒業研究２(2)
《体育方法学・実習》
※体操(集団行動を含む)(1)

専修教育
科　　目

学科基礎
教育科目

［1単位以上］
《体育方法学・実習》
※バスケットボール(1)、※サッカー(1)

備　　考

２．※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

体育専門
教育科目

［19単位］

［1単位以上］

［1単位以上］

124単位卒業所要単位

専

門

科

目

必　　修

《こどもスポーツ》
○体操(1)、○器械運動(1)、○陸上競技(1)、○水泳(1)、○ダンス(1)

※体力測定・評価(2)、※スポーツ心理学(2)、※体育経営管理(2)、※学校保健(2)、※公衆衛生学(2)、 ※救急処置法実習Ⅰ(1)、※救急処置法実習Ⅱ(1) 
《体育方法学・実習》
※器械運動(1)、※陸上競技(1)、※水泳(1)、※ダンス(1)、※野外教育(1)、※バレーボール(1) ※ソフトボール(1)

必　　修

選　　択 《こどもスポーツ》
○バスケットボール(1)、○バレーボール(1)、○サッカー(1)、○ニュースポーツ(1)

必　　修

選　　択

日本語リーディング1(1)、日本語リーディング2(1)、日本語ライティング1(1)、 日本語ライティング2(1) 
日本語スピーキング1(1)、日本語スピーキング2(1)、時事日本語1(1)、時事日本語2(1)、 ビジネス日本語1(1)、
ビジネス日本語2(1)、日本語スキルアップ1(1)、日本語スキルアップ2(1)

学部基礎科目

必　　修

科目区分

基

礎

科

目
外国語科目

選　　択総合教育科目

履　　修　　科　　目

○※英語１(1)、○※英語２(1)、小学校英語(2) 

必　　修 ※AIとサイエンス(2)
国文学Ａ(2)、国文学Ｂ(2)、歴史学Ａ(2)、○※日本国憲法(2)、文化人類学Ａ(2)、データサイエンス基礎(2)、 データエンジニアリング基礎(2)、AI基礎(2)、AI基礎演習(1)、統計学入門(2)、
確率論入門(2)、数学（多変数関数の微積分）(2)、文系数学（基礎）(2)、文系数学（応用）（2）、 ○※コンピューターリテラシー(2)、データリテラシー(2)、○※教育心理学(2)、
○※道徳教育の理論と実践（小・中）(2)、防災リーダー養成論(2)、防災リーダー養成論実習（2）
日本事情Ａ（日本の歴史）(2)、日本事情Ａ（日本の現代文化）(2)、 日本事情Ｂ（近代日本の歩み）(2)、日本事情Ｂ（日本の国際化）(2)、
日本事情Ｃ（自然環境）(2)、日本事情Ｃ（地方地誌）(2)

フランス語１(1)、フランス語２(1)、韓国語１(1)、韓国語２(1) ［同一言語１・２を2単位以上選択履修する］、海外演習１(2)

選　　択
（留学生対象）

選　　択
（留学生対象）

14単位

22単位

12単位

4単位必修、他2単位以上
選択履修

必修2単位、選択科目と
併せて4年間で14単位
以上選択履修

日本事情Ａ・Ｂ・Ｃは外
国人留学生対象科目

［14単位以上］

［2単位以上］

留学生科目
「２．外国語科目」の項
を参照し選択履修

［2単位以上］

○※教育基礎論(2)、○※特別活動の理論と実践（小・中・高）(2)、○発達心理学(2)、○※教職論(2)、 ○※生徒・進路指導論（小・中・高）（2）、○※教育相談（小・中・高）（2）、
○※教育方法論（情報通信技術の活用を含む）（小・中・高）(2)、○※教育課程論（小・中・高）(2)、 ○※特別支援教育概論（小・中・高）（2）、○※教育行財政（2）、○※総合的学習の時間の指導法（小・中・高））（2）

《体育方法学・実習》○※柔道Ⅰ(1)、○※柔道Ⅱ(1)、○※剣道Ⅰ(1)、 ○※剣道Ⅱ(1)［同一種目Ⅰ・Ⅱを2単位選択履修する］

［22単位］

［10単位］

［2単位以上］
《こどもスポーツ》
○柔道Ⅰ(1)、○柔道Ⅱ(1)、○剣道Ⅰ(1)、○剣道Ⅱ(1)［同一種目Ⅰ・Ⅱを2単位選択履修する］

○国語概論Ａ(2)、○国語概論Ｂ（書写実習を含む）(2)、○社会科概論Ａ(2)、 ○社会科概論Ｂ(2)、○算数概論Ａ(2)、○算数概論Ｂ(2)、○理科概論Ａ(2)、
○理科概論Ｂ(2)、○生活科概論(2)、○基礎音楽(2)、○造形１(1)、○造形２(1)、 ○家庭科概論(2)、○英語概論(2)

《教科教育法》
○国語(2)、○社会(2)、○算数(2)、○理科(2)、○生活(2)、○音楽(2)、○図画工作(2)、 ○家庭(2)、○体育(2)、○英語(2)

［26単位］ 26単位
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４．こどもスポーツ教育学科 履修科目一覧表
必修・選択

必　　修 ［4単位］

選　　択 ［2単位以上］

随意科目 選　　択 0単位

 総合教育科目14単位＋外国語科目6単位＋学部基礎科目12単位＋学科基礎教育科目22単位＋体育専門教育科目24単位 ＋専修教育科目26単位＋関連教育科目20単位

１．○印は、小学校教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

３．（　）内は、単位数を表す。

20単位

専門実技（剣道Ⅰ）（1）、専門実技（剣道Ⅱ）（1）、専門実技（柔道）（1）、 体育行事演習（1）、教職特別講座(2)、教職特別講座（基礎）(2)、教職特別講座（応用）(2)、
現代的教育課題及び教職総合（2）、専門音楽（1）、専門国語（1）、○専門英語(1)、こども栄養学(2)、 災害とドローン(1)

［20単位］必　　修

卒業所要単位数

24単位

6単位

関連教育
科　　目

※体育原理(2)、※運動生理学(2)、○こどもスポーツ（野外教育（臨海・キャンプ））(1)、 卒業研究１(2)、卒業研究２(2)
《体育方法学・実習》
※体操(集団行動を含む)(1)

専修教育
科　　目

学科基礎
教育科目

［1単位以上］
《体育方法学・実習》
※バスケットボール(1)、※サッカー(1)

備　　考

２．※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

体育専門
教育科目

［19単位］

［1単位以上］

［1単位以上］

124単位卒業所要単位

専

門

科

目

必　　修

《こどもスポーツ》
○体操(1)、○器械運動(1)、○陸上競技(1)、○水泳(1)、○ダンス(1)

※体力測定・評価(2)、※スポーツ心理学(2)、※体育経営管理(2)、※学校保健(2)、※公衆衛生学(2)、 ※救急処置法実習Ⅰ(1)、※救急処置法実習Ⅱ(1) 
《体育方法学・実習》
※器械運動(1)、※陸上競技(1)、※水泳(1)、※ダンス(1)、※野外教育(1)、※バレーボール(1) ※ソフトボール(1)

必　　修

選　　択 《こどもスポーツ》
○バスケットボール(1)、○バレーボール(1)、○サッカー(1)、○ニュースポーツ(1)

必　　修

選　　択

日本語リーディング1(1)、日本語リーディング2(1)、日本語ライティング1(1)、 日本語ライティング2(1) 
日本語スピーキング1(1)、日本語スピーキング2(1)、時事日本語1(1)、時事日本語2(1)、 ビジネス日本語1(1)、
ビジネス日本語2(1)、日本語スキルアップ1(1)、日本語スキルアップ2(1)

学部基礎科目

必　　修

科目区分

基

礎

科

目
外国語科目

選　　択総合教育科目

履　　修　　科　　目

○※英語１(1)、○※英語２(1)、小学校英語(2) 

必　　修 ※AIとサイエンス(2)
国文学Ａ(2)、国文学Ｂ(2)、歴史学Ａ(2)、○※日本国憲法(2)、文化人類学Ａ(2)、データサイエンス基礎(2)、 データエンジニアリング基礎(2)、AI基礎(2)、AI基礎演習(1)、統計学入門(2)、
確率論入門(2)、数学（多変数関数の微積分）(2)、文系数学（基礎）(2)、文系数学（応用）（2）、 ○※コンピューターリテラシー(2)、データリテラシー(2)、○※教育心理学(2)、
○※道徳教育の理論と実践（小・中）(2)、防災リーダー養成論(2)、防災リーダー養成論実習（2）
日本事情Ａ（日本の歴史）(2)、日本事情Ａ（日本の現代文化）(2)、 日本事情Ｂ（近代日本の歩み）(2)、日本事情Ｂ（日本の国際化）(2)、
日本事情Ｃ（自然環境）(2)、日本事情Ｃ（地方地誌）(2)

フランス語１(1)、フランス語２(1)、韓国語１(1)、韓国語２(1) ［同一言語１・２を2単位以上選択履修する］、海外演習１(2)

選　　択
（留学生対象）

選　　択
（留学生対象）

14単位

22単位

12単位

4単位必修、他2単位以上
選択履修

必修2単位、選択科目と
併せて4年間で14単位
以上選択履修

日本事情Ａ・Ｂ・Ｃは外
国人留学生対象科目

［14単位以上］

［2単位以上］

留学生科目
「２．外国語科目」の項
を参照し選択履修

［2単位以上］

○※教育基礎論(2)、○※特別活動の理論と実践（小・中・高）(2)、○発達心理学(2)、○※教職論(2)、 ○※生徒・進路指導論（小・中・高）（2）、○※教育相談（小・中・高）（2）、
○※教育方法論（情報通信技術の活用を含む）（小・中・高）(2)、○※教育課程論（小・中・高）(2)、 ○※特別支援教育概論（小・中・高）（2）、○※教育行財政（2）、○※総合的学習の時間の指導法（小・中・高））（2）

《体育方法学・実習》○※柔道Ⅰ(1)、○※柔道Ⅱ(1)、○※剣道Ⅰ(1)、 ○※剣道Ⅱ(1)［同一種目Ⅰ・Ⅱを2単位選択履修する］

［22単位］

［10単位］

［2単位以上］
《こどもスポーツ》
○柔道Ⅰ(1)、○柔道Ⅱ(1)、○剣道Ⅰ(1)、○剣道Ⅱ(1)［同一種目Ⅰ・Ⅱを2単位選択履修する］

○国語概論Ａ(2)、○国語概論Ｂ（書写実習を含む）(2)、○社会科概論Ａ(2)、 ○社会科概論Ｂ(2)、○算数概論Ａ(2)、○算数概論Ｂ(2)、○理科概論Ａ(2)、
○理科概論Ｂ(2)、○生活科概論(2)、○基礎音楽(2)、○造形１(1)、○造形２(1)、 ○家庭科概論(2)、○英語概論(2)

《教科教育法》
○国語(2)、○社会(2)、○算数(2)、○理科(2)、○生活(2)、○音楽(2)、○図画工作(2)、 ○家庭(2)、○体育(2)、○英語(2)

［26単位］ 26単位
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１．総合教育科目 所要単位数 14 単位

総合教育科目は、幅広く深い教養及び総合的判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、専門分野と調
和・発展させる科目である。

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択
国文学Ａ 1～4 2
国文学Ｂ 1～4 2
歴史学Ａ 1～4 2

○※日本国憲法 1～4 2
文化人類学Ａ 1～4 2

文系数学（基礎） 1～4 2
文系数学（応用） 1～4 2

○

コンピュータリテラシー 1～4 2
データリテラシー 1～4 2

○※教育心理学 1～4 2
○※道徳教育の理論と実践（小・中） 1～4 2

防災リーダー養成論 1・2 2
防災リーダー養成論実習 1・2 2

留
学
生
対
象
科
目

日本事情Ａ（日本の歴史） 1～4 2
日本事情Ａ（日本の現代文化） 1～4 2
日本事情Ｂ（近代日本の歩み） 1～4 2
日本事情Ｂ（日本の国際化） 1～4 2
日本事情Ｃ（自然環境） 1～4 2
日本事情Ｃ（地方地誌） 1～4 2

総合教育科目 卒業所要単位 14単位 合計 単位
○印は、小学校教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・留学生対象科目について

学則第 44条により必要があると認めるときは、履修することができる。

Ⅳ．履修内容

総

合

教

育

科

目

数学（多変数関数の微積分） 1～4 2
確率論入門 1～4 2
統計学入門 1～4 2
AI基礎演習 2～4 1
AI基礎 1～4 2
データエンジニアリング基礎 1～4 2
データサイエンス基礎 1～4 2

※AIとサイエンス 1～4 2
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２．外国語科目 所要単位数 6 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

外

国

語

科

目

○※英語１ 1 1
○※英語２ 1 1

小学校英語 2 2
フランス語１ 2 1
フランス語２ 2 1
韓国語１ 2 1
韓国語２ 2 1
海外演習１ 1～4 2

留

学

生

対

象

科

目

1 1
1 1
1 1
1 1

1
1
1
1

2～4
2～4
2～4

1
2～4 1
2～4 1
2～4 1

外国語科目 卒業所要単位 6単位 合計 単位
○印は、小学校教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・海外演習について
研修先によって言語名を表記する。科目末尾番号は研修回数によって追加できる。
カナダ研修・オーストラリア研修・アメリカ研修・イギリス研修は、英語 1・2に読み替えることができる。
韓国研修は、韓国語 1・2に読み替えることができる。
中国研修は、中国語 1・2に読み替えることができる。

・留学生対象科目について
学則第 44条により必要があると認めるときは、履修することができる。その場合、日本語科目選択 2単位と外国語

科目必修 4単位、計 6単位以上を取得する。

①または②
選択履修

①

②

日本語リーディング１
日本語リーディング２
日本語ライティング１
日本語ライティング２
日本語スピーキング１
日本語スピーキング２
時事日本語１
時事日本語２
ビジネス日本語1
ビジネス日本語2
日本語スキルアップ1
日本語スキルアップ2

1～4
1～4
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３．学部基礎科目 所要単位数 必修 10 単位 選択 2 単位 計 12 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

学

部

基

礎

科

目

※体育原理 1 2
※運動生理学 2 2
※体育方法学・実習（体操（集団行動を含む）） 1 1

○※体育方法学・実習（柔道）Ⅰ 1 1
○※体育方法学・実習（柔道）Ⅱ 1 1
○※体育方法学・実習（剣道）Ⅰ 1 1
○※体育方法学・実習（剣道）Ⅱ 1 1
○ こどもスポーツ（野外教育（臨海・キャンプ）） 1 1

卒業研究１ 3 2
卒業研究２ 4 2
学部基礎科目 卒業所要単位 12単位 合計 単位

○印は、小学校教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
・卒業研究１・２について

卒業研究１・２は一貫性をもって授業が行われるため、3 年次配当の卒業研究１の単位が取得できなかった者は、4
年次の卒業研究２を履修することができなくなり留年となる。

４．学科基礎教育科目 所要単位数 22 単位

学科基礎教育科目は専門科目を履修するための基礎科目であり、必修科目として配当されている。

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

学
科
基
礎
教
育
科
目

○※教育基礎論 1 2
○※特別活動の理論と実践（小・中・高） 1 2
○ 発達心理学 2 2
○※教職論 2 2
○※生徒・進路指導論（小・中・高） 2 2
○※教育相談（小・中・高） 3 2
○※教育方法論（情報通信技術の活用を含む）（小・中・高） 2
○※教育課程論（小・中・高） 3 2
○※特別支援教育概論（小・中・高） 3

3・4

2・3

2

○※教育行財政
3 2

2
学科基礎教育科目 卒業所要単位 22単位 合計 単位

○印は、小学校教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

①または②
選択履修

①

②

○※総合的な学習の時間の指導法（小・中・高）
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５．体育専門教育科目 所要単位数 必修 19 単位 選択 5 単位 計 24 単位

科  目  名 開講 
年次 

単位数 取 得
単位数必修 選択 

  2 1 価評・定測力体※  
  2 3 学理心ツーポス※  
  2 4※学校保健  

  2 4 ※体育経営管理  

  2 4※公衆衛生学  
  1 4※救急処置法実習Ⅰ  
  1 4※救急処置法実習Ⅱ  

   1 1 ）動運械器（習実・学法方育体※
   1 1 ）技競上陸（習実・学法方育体※
   1 1 ）泳水（習実・学法方育体※
   1 1 ）スンダ（習実・学法方育体※
 ※体育方法学・実習（野外教育（スキー））

 
 ※体育方法学・実習（バスケットボール）   

 1  2
12

12
※体育方法学・実習（バレーボール） 12
※体育方法学・実習（ソフトボール） 12

 ）ーカッサ（習実・学法方育体※  
 1  1 ）操体（ツーポスもどこ ○  
 1  1 ）動運械器（ツーポスもどこ ○  
 1  1 ）技競上陸（ツーポスもどこ ○  
 1  1 ）泳水（ツーポスもどこ ○  
 1  1 ）スンダ（ツーポスもどこ ○  

○ こどもスポーツ（バスケットボール）  
 1  2
12

 ）ルーボーレバ（ツーポスもどこ ○  
 1  2
12

 ）ーカッサ（ツーポスもどこ ○  
○ こどもスポーツ（ニュースポーツ）  

 1  3 Ⅰ）道柔（ツーポスもどこ ○  
 1  3 Ⅱ）道柔（ツーポスもどこ ○  
 1  3 Ⅰ）道剣（ツーポスもどこ ○  
 1  3 Ⅱ）道剣（ツーポスもどこ ○  

体育専門教育科目 卒業所要単位 24 単位 合計   単位
○印は、小学校教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照） 
※印は、保健体育教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照） 
 

1 種目 
1 単位 
選択履修

1種目 
1 単位 
選択履修

①または②
選択履修 

①

②

1種目
1単位
選択履修
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６．専修教育科目 所要単位数 26 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

専修教育科目 卒業所要単位 26単位 合計 単位
○印は、小学校教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

７．関連教育科目 所要単位数 20 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

関

連

教

育

科

目

○ 教科教育法（国語） 2・3
2・3
2・3
2・3
2・3
2・3
2・3
2・3
2・3

2
○ 教科教育法（社会） 2
○ 教科教育法（算数） 2
○ 教科教育法（理科） 2
○ 教科教育法（生活） 2
○ 教科教育法（音楽） 2
○ 教科教育法（図画工作） 2
○ 教科教育法（家庭） 2
○ 教科教育法（体育） 2

2・3○ 教科教育法（英語） 2
関連教育科目 卒業所要単位 20単位 合計 単位

○印は、小学校教員免許状取得に関連する科目を表す。（各種資格取得要項参照）

○　英語概論 1・2 2

○ 国語概論Ａ 1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2
1・2

2
○ 国語概論Ｂ（書写実習を含む） 2
○ 社会科概論Ａ 2
○ 社会科概論Ｂ 2
○ 算数概論Ａ 2
○ 算数概論Ｂ 2
○ 理科概論Ａ 2
○ 理科概論Ｂ 2
○ 生活科概論 2
○ 基礎音楽 2
○ 造形１ 1
○ 造形２ 1
○ 家庭科概論 2

専

修

教

育

科

目
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８．随意科目 所要単位数 0 単位

区
分 科 目 名 開講

年次
単位数 取 得

単位数必修 選択

教職特別講座 2 2
教職特別講座（基礎） 3 2
教職特別講座（応用） 3 2

災害とドローン 1～4 1
こども栄養学 4 2

現代的教育課題及び教職総合 3 2
専門音楽 3 1

体育行事演習 2 1
専門実技（柔道） 2 1
専門実技（剣道Ⅱ） 2 1
専門実技（剣道Ⅰ） 2 1

専門国語 3 1　
専門英語 3 1　

随意科目 卒業所要単位 0単位 合計 単位

卒業生の進路については、以下のような場での活躍が期待できる。

・ 小学校教諭、中学校保健体育科教諭、高等学校保健体育科教諭

・ 大学院進学

・ 民間企業が運営しているスポーツクラブ、スポーツ振興基本計画をうけたスポーツ環境の整備充実
を行っている各地方公共団体の広域スポーツセンター、総合型地域スポーツクラブなどの指導者

・ 地域教育スタッフ等、体育学を基盤とした総合教育での現場

・ 警察官や行政職等の公務員

■ 卒業までに取得できる資格、又は修了証明書が発行される資格等

※教員免許状資格取得

小学校 1種
（卒業時資格取得可能）

※学校図書館司書教諭
保健体育 高等学校 1種・中学校 1種 （卒業時資格取得可能）

※「教職課程履修要項」を参照

Ⅴ．卒業後の方向

随
意
科
目

Ⅵ．こどもスポーツ教育学科教育実習及び介護等体験参加条件

　こどもスポーツ教育学科では、教職課程履修要項に記載する参加条件以外にも教育実習に対する心

構え、責任等を自覚させるため、教職課程受講登録から免許取得までのガイダンス参加及び提出物等

を3度以上怠った場合には、教育実習及び介護等体験に参加することはできない（1回目厳重注意、2

回目勧告、3回目参加停止）こととする。

UAS LEVEL2
指定科目の試験合格により認定

防災士
（受験資格）
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１．単位とは、1科目について行う45時間の学修活動を意味する。
学修活動は時間表に組まれている授業時間と、学生が行う自習時間とからなるが、その割合は科目

の性質によって異なる。
● 講義：1時間の授業に対して2時間の自習時間を要するもの
（週2時間の授業 ＋ 週4時間の自習）× 半期15週 ＝ 90時間 ＝ 2単位

● 演習：2時間の授業に対して1時間の自習時間を要するもの
（週2時間の授業 ＋ 週1時間の自習）× 半期15週 ＝ 45時間 ＝ 1単位

● 実験・実習・体育実技：3時間の授業に対して自習時間を必要としないもの
（週3時間の授業）× 半期15週 ＝ 45時間 ＝ 1単位

２．一度修得した単位は取り消すことができない。
３．1学年は、春期・秋期（各15週ずつ）に分けられており、配当される科目は、半期で完結するものと、

春期・秋期の通年にわたるものとがある。

１．履修登録の手順

Ⅱ．履修登録について

履修登録完了 授業

Ⅰ．単位について

学生は春・秋の年2回に履修科目を決定し、指定された期日までにWebにて履修登録を行わなければな
らない。間違いのない様、確実に履修登録を行うこと。

履修ガイダンス

Web履修登録

履修登録確認 Kaede-i「修学ナビ」 「履修登録本人控 印刷」

修正は各学科担当窓口

◆Web履修登録

２．履修登録上の注意
（1）履修科目の選択は、1年間の勉学方針を決定し、また次年度以降における科目履修に影響するところが

大きいことから、各学年の選択履修方法に従って、正しい履修科目の登録をすることが必要である。
（2）平成27年度から、学習意欲を高めることを目的としてGPAを導入している。受講しない科目を多数履

修登録すると、GPAを著しく低下させることになるので注意すること。
GPAの詳細については、「V.GPA制度について」（P.87）を参照。

（3）自己の所属する年次より上級の年次に配当されている科目を履修することはできない。
（4）科目の履修に関して組・班を指定することがある。
（5）選択科目は、各自の希望する科目を選択履修することができるが、特定の科目に履修が集中する場合

には制限されることがある。

３．履修登録の辞退について
　体育学部では、自己キャリア形成上の変更等で履修することが不要になった科目がある場合は、履修登
録した科目を辞退することができる。
・春・秋の年2回の指定された期間において、「辞退」の手続きをすること。
・期間内に手続きを行わずに自ら履修を放棄した場合は、評価が「不可」になり、GPAの値が下がるので
注意すること。

４．【秋期】再履修登録について
　体育学部では、春期に修得できなかった科目を、秋期に再履修することができる。ただし、下記の対象
学生に限る。

◆４年生…春期履修の卒業所要科目を不合格になった学生。
教職課程受講学生で、春期履修の教職課程の必修科目を不合格になった学生。

◆３年生…教職課程受講学生で、４年次に教育実習を予定し、春期履修の教育実習参加条件科目を不合格
になった学生。

だだし、下記の科目については再履修することはできない。
1、 他学部開講の科目（アジア開講の教職科目は要相談）
2、 通年開講の科目
3、 秋期に開講されていない科目
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4 ．履修登録確認票
履修登録が終了した後に、学部事務課から履修登録確認票が配布されるので、各自登録されている履
修状況を確認する。進級・卒業に関わることなので、自身の責任においてよく確認をすること。

5．他学部・他学科への履修要領
１．他学部・他学科履修とは

他学部・他学科履修とは自分が所属する学部・
学科に配当されている科目の他に、自己の学習・
研究の達成度をより高めるため、他学部・他学
科で開講されている科目を履修した場合、その
単位が卒業所要単位として認定される制度である。
ただし、他学部・他学科で履修する理由が正

当であると、体育学部が判断した場合のみ他学
部履修が可能である。

２．他学部・他学科の授業科目の確認
他学部・他学科で開講されている授業科目は、

各学部事務課または、教務課に備えてある時間
割、シラバス（授業計画）で確認をする。

また、学部ごとの特性によって、開放されて
いない科目（例：実験、実習、演習、一部の専
門科目等）があるので、履修申し込み前に必ず
確認をする。

３．履修手続要領
①履修制限科目でないことを確認する。
②「他学部・他学科履修申込書」を記入し、定
められた期日までに各学科担当窓口へ申し込

③体育学部の承認を得る。
④履修先学部より、受入可の回答を受けた場
　合は申込科目が登録される。

学科、学籍番号、氏名を確認する

コード番号の確認
例：６４２０４０は、
６＝土曜 ・ ４＝４限 ・ ２＝体育学部
０４０＝時間割に記されたコ－ド

集中授業等、時間割上に無い科目
が記載されている。

時限、科目名、教員名、
春期、秋期、通年の確認

例

履修登録の際の
確認メッセージ

履修状況、取得単位数を確認

む。
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１．授業時間
授業時間は以下のとおりとする。
時 限 1時限 2時限 3時限 4時限 5時限
時 間 9:00～10:30 10:45～12:15 12:55～14:25 14:40～16:10 16:25～17:55

２．出席
体育学部では特に出席を重視しているため、規定授業数の 3分の 2、実技・実習は 5分の 4以上の出
席を必要とする。

３．欠席
　学生が病気・その他、やむを得ない理由のため欠席するときは、理由を付して科目担当教員へ届け出るも
のとする。

４．公欠

届出
書類 公欠願（白色） 特別公欠願（青色）

公
欠
理
由

原則として「公欠に関する取り扱い要領」に
定められている公欠理由に該当するもの。
・大学学部行事
・教育実習
・介護等体験

原則として体育学部教授会が公欠の特例と
して承認したもの。
・オリンピック出場
・世界選手権大会出場
・アジア大会出場
・ユニバーシアード出場
・ワールドカップ出場
・団体、協会等からの派遣要請があるもの
・その他特に学部長が必要と認め、教授会に
て承認されたもの

・裁判員制度

また、公欠については以下の取扱要領に従うこと。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

■ 公欠に関する取扱要領
１ 次の各号のいずれかに該当する理由により学生が授業
を欠席する場合は、公欠願（別紙様式）で願い出るものと
し、これを公欠として取扱う。
(1) 大学及び学部の要請により、大学及び学部の行事ある
いはその他の行事に参加する場合

(2) 教育実習・介護等体験等を含む学外実習（実習地への
移動に必要な日数を含む）に参加する場合

(3) 対外公式試合及びコンクール等に登録出場者として
出場する場合

(4) 学生の親族が死亡した場合
忌引基準
（日祭日を
  含む連続
  した日数）

配偶者 10日
父母・子 7日
祖父母 3日
兄弟姉妹 3日

伯(叔)父・伯(叔)母 1日
ただし、該当親族が遠隔地に在住し、当該地域において
葬儀等を執り行う場合は、移動に必要な日数を加えるこ
とができる。

(5) 裁判員制度によって従事した場合
(6) その他特に学部長が必要と認めた場合

Ⅲ．授業について

　公欠をした場合の必要出席数は全授業数から公欠を引いた授業数の2/3以上（実技・実習は4/5以上）となる。
　公欠の取り扱いを受けようとする者は、所定の「公欠願」（下表参照）に必要事項を記入し、学部事務課
に確認印をもらい、担当教員に提出しなければならない。
　ただし、公欠理由を教授会が特例として認めた場合はこの限りではなく、また必要に応じ補講等を行う。

例：半期開講の講義科目（授業回数15回）を3回公欠した場合
　15回－3回（公欠）＝12回となり、必要出席数は8回以上となる。

曾祖父母 3日

・対外公式試合（リーグ戦、インカレ等）
・忌引
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３ 運用上必要な細部事項は、学部が定めるものとする。

附則
この要領は平成 5年 4月 1日から施行する。

附則
この要領は平成 17年 4月 1日から施行する。
附則
この要領は平成 21年 4月 1日から施行する。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．遅刻・早退
遅刻した者で、正当な理由がある者は「遅刻届」を担当教員に提出し、許可を得て授業を受講するも
のとする。早退する者は、科目担当教員の許可を得なければならない。

６．見学
実技の見学には「見学願」を科目担当教員に提出する。ただし、長期にわたる場合には医師の診断書
等を添える。

７．服装・用具
１．服装は大学生に相応しい服装とする。
２．実技・実習の服装は学年ごとに指定されたものを着用する。実技・実習の授業時に指定の服装ができ
ず、異装する時には、「異装届」を科目担当教員に提出する。無断異装は出席と認められないことがあ
る。

３．授業に関する用具については各科目担当教員が授業にて指示をする。また、実技・実習科目について
は、以下の表を参照のうえ科目担当教員の指示により用意する。
科目・種目名 用品・用具等（例）

陸上競技 スパイク又はジョギングシューズ
体操 なわとび、体操シューズ
器械運動 体操シューズ
水泳 指定水着、水泳帽
ダンス ダンスシューズ
野外教育 その都度指示する。
柔道 柔道着
剣道 剣道着
相撲 特になし
空手道 空手道着
レスリング レスリングシューズ
バレーボール バレーボールシューズ又はハンドボールシューズ
バスケットボール バスケットボールシューズ
サッカー サッカーシューズ又はラグビーシューズ
ラグビー ラグビーシューズ又はサッカーシューズ
ハンドボール ハンドボールシューズ又はバレーボールシューズ
ソフトボール スパイク、バット、グラブ
水泳・水難救助 足ヒレ、水中メガネ、シュノーケル
救急処置実習 救急実技実習用衣服、体操シューズ、聴診器、ペンライト、名札
救助実習 救急実技実習用衣服、実習帽、救助実習用布編上靴、救助実習用手袋

２ 公欠はこれを欠席として取扱う。ただし、公欠と認めら
れた学生は、公欠時に行われた試験、実験、実習等に対す
る配慮を受けることができる。
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８．掲示伝達
学生への連絡は「掲示」により行う。学生は常に掲示物に注意をはらい、見落としが無いようにしな
ければならない。また、学生ポータルサイト（Kaede-i）において、パソコン・携帯電話等から連絡を
閲覧することができる（P.106参照）。

１．試験
試験については、以下の「体育学部試験実施に関する内規（抜粋）」を参照のこと。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

■ 体育学部試験実施に関する内規（抜粋）

（趣 旨）
第１条 この内規は学則第48条に基づき、試験に関

する必要な事項について定める。
（試験の区分）
第２条 試験は、定期試験、追試験及び再試験とす

る。
２. 定期試験は、春期及び秋期に行う。
３. 追試験は、定期試験の受験資格を有する者が公

欠、病気、忌引その他やむを得ない理由によっ
て定期試験を受けることができなかったときに、
担当教員が必要と認めた場合に行う。

４. 再試験は、定期試験において当該科目の不合格
者に対し、担当教員が必要と認めた場合に行う。

（試験の方法）
第３条 試験は原則として筆記試験及び実技試験と

する。
２. 前項の定めにかかわらず、レポート、論文、平

常点にかえることができる。
３. 筆記試験の時間は、原則として60分とする。
（受験資格）
第４条 試験は、その期の学費、その他の納入金の

未納者は受験することはできない。
２. 各科目について出席すべき時間数（試験時間数

を含む）の3分の2以上、実技5分の4以上出席し
た者でなければ、当該科目を受験することはで
きない。

（試験の監督）
第５条 試験の監督は教員が行うものとする。職員

はこれを補助することができる。
（受験者の心得）
第６条 試験は公正に行われるべきであり、不正行

為は許されない。
２. 受験者は試験開始10分前に試験場に入場し、指

示された座席に着席の上、学生証を机上の見易
い所に置くものとする。

３. 受験者は試験中、次の事項を守らなければなら
ない。

(1) 試験開始後20分を経過した遅刻者は、試験を受
けることができない。

(2) ノート、書籍等の参考書を机上や机の中におい
てはならない。但し、当該科目担当教員が認め
た参考資料等についてはこの限りではない。

(3) 筆記用具の使用については、科目担当教員が指
定することができる。

(4) 試験開始後30分を経過すれば許可を得て退場す
ることができる。

(5) 答案提出後は直ちに試験場から退場しなければ
ならない。

(6) 本条各号の場合において答案は、これを持ち帰
ることはできない。

（不正行為者に対する処置）
第７条 試験中に不正行為を行った者に対しては、

学生証及び答案等を取り上げ退場を命じ、次の
処置を行うものとする。

(1) 定期試験の場合は、全科目を零点とし再履修と
する。試験終了後、授業期間中1ヶ月の停学処分
とする（大学が処分を裁定した場合には、これに従う）。

(2) 追試験、再試験の場合も前号に準ずる。
（試験中の態度不良者の措置）
第８条 試験中、態度不良もしくは試験監督の注意

に違反したものについても前条に準ずる。
（追試験）
第９条 追試験は、当該科目に関する試験欠席届を

提出しなければ受験することができない。
（追試験料）
第10条 追試験受験料は、不要とする。
（再試験）
第11条 再試験は、担当教員の指示に従い行われる。
（再試験料）
第12条 再試験受験料は不要とする。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
２．評価について
評価については、定期試験、その他担当教員が必要と認める学修活動の結果を総合的に評価して、合
格と判定された場合に所定の単位が与えられる。

Ⅳ．試験について
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■ GPAの計算方法 
（１）GPA 計算式 

 

※四捨五入して小数第 2位まで表す。 

（２）GP（Grade Point） 

区分 評価 評点 GP（グレードポイント） 

合格 
優
秀
 

90 点～100 点 4.0 
80 点～89 点 3.0 

良 70 点～79 点 2.0 
可 60 点～69 点 1.0 
不可 59 点以下 0.0 

対象外 認定 （認定科目の合格） － 
欠席 評価不能  0.0 

 「認定」･･･編転入などにより、他大学等で修得した科目を本学の単位として認めたもの。 

 
■ GPAの対象と種類 
 

②卒業要件の対象とならない科目（教職科目や随意科目など） 
 

■ GPAの利用 

※不合格の科目を再履修して合格点を取得した場合、再履修前のGP（グレードポイント）は使用され
　ず、合格点のGPのみが算出対象となる。

 

■ GPAの通知 

Ⅴ．GPA制度について

GPA

　本学では、学生の学修意欲を高めることを目的として GPA（Grade Point Average：成績点平均値）
を導入している。この GPA とは、科目ごとの評価をそれぞれ点数化することにより、学修状況を客観的
にみられるようにするための数値であり、全履修科目の平均を算出したものである。

GPは、履修登録した科目の成績（秀・優・良・可・不可・欠席）を数値に置き換えたものである。

GPAの算出には含めない。

次の科目はGPAの対象とならない。
①成績評価が「認定」の科目（編転入した際の単位認定科目等）

　GPAによって、年間もしくは半期の学修成果を自分自身で把握することが可能となり、卒業するため
に必要な単位だけを取得するだけではなく、主体的かつ充実した学修成果をあげることを目的としてい
る。履修指導や学修指導において指針とするほか、成績優秀者、留学や奨学金対象者の選考等の判定基
礎資料として活用する。

・学期末に各家庭に郵送する「成績通知書」には、学期（春期・秋期）GPA・年間GPA・これまでの総
GPAの３種類を表記する。

不合格
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・受講しない科目を多数履修登録すると、GPA を著しく低下させることになる。 
 
■ 履修登録の修正・取消 

 

■ GPAの計算の一例 
 下記を例に、GPA 算出のサンプルを示す。 

科目名 単位数 評価（点数） GP 
政治学 A 2 秀（92） 4.0 
情報処理 A 2 優（84） 3.0 
英語１ 1 良（78） 2.0 

政治学原論 A 2 可（60） 1.0 
基礎ゼミナール 1 秀（94） 4.0 

憲法 A 2 不可（20） 0.0 
 計算式に当てはめると下記の通りになる。 

 

この学生の GPA は、2.20 となる。 

 

■ GPAの注意点 

努力し、必ず合格するよう学習に取り組むこと。

GPAをできるだけ高く維持するためには、下記を守ること。
・評価が「不可」になると、GPAは大幅に低下する。履修登録した科目は、良い点で修了するように

・GPAが低いときには、修学指導を受けることがある。

授業内容が学修したい内容と異なっていた場合や、授業についていけるだけの知識等が不足していた
などの理由で、一旦履修登録した科目を辞退することができる。
春・秋の年2回の指定された期間において、履修をやめたい科目や不必要な科目は「辞退」の手続きを
とること。なお、辞退した科目はGPAの計算対象から除外される。
また、年間履修上限単位数以下であれば、抽選対象科目を除いて履修の修正をすることができる。
なお、期間内に手続きを行わずに自ら履修を放棄した場合は、評価が「不可」になり、GPAの値が下
がるので注意すること。
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．

　所属する学部・学科等の学び（主専攻）に加え、多様な関心や目的に応じて学部等の枠を超えた様々
な知識や技能を体系的に幅広く修得することができる制度で、各副専攻において所定の要件を満たすと
卒業時に修了証が発行できます。

　副専攻の受講を希望する学生は、あらかじめ申請が必要です。詳しくは、学生ポータルサイト
（Kaede-i）や講義支援システム（manaba）に掲載するお知らせや、年度初めのガイダンス等の説明資
料で確認してください。

　災害に対応するための知識と技術を習得し、震災に際し迅速な初期行動や被災支援活動が行えること
ができるとともに、地域社会への貢献ができるリーダー的人材を養成することを目的としています。

副専攻についてⅥ

■ 防災リーダー副専攻

　AI やデータサイエンスの知識と技能、創造的思考力を身につけ、卒業後の社会における AI やデータ
サイエンス活用の基礎力を育成します。また、統計学、プログラミング、データサイエンスについての
基礎的な教養を基礎として、データに基づく問題解決の手法を学ぶことを目的とします。

■ AI・データサイエンス副専攻

 
【開設している副専攻】

【副専攻の受講方法】
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体育学部では、所定の教職課程を履修・修得することで次の教員免許状を取得することができる。

Ⅰ 教員免許状

細部は、別途配布される「教職課程履修要項」を参照すること。

学科

体育学科

武道学科

スポーツ医科学科

こどもスポーツ教育学科

免許状の種類

中学校1種　　保健体育  
高等学校1種　保健体育  
中学校1種　　保健体育  
高等学校1種　保健体育  
中学校1種　　保健体育  
高等学校1種　保健体育  
養護教諭1種  
小学校1種  
中学校1種　　保健体育  
高等学校1種　保健体育  

 

１. 受験資格について（抜粋）

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９０条第１項の規定により大学に入学することができる者（こ

の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第２項の規定によ

り当該大学に入学させた者を含む。）であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定し

た救急救命士養成所において、２年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者。

学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令（大正７年勅令第３８８号）に基づく大学又

は救急救命士法施行規則（平成３年厚生省令第４４号。以下「規則」という。）第１３条に規定する学校、

文教研修施設若しくは養成所において１年（高等専門学校にあっては、４年）以上修業し、かつ、厚生労

働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救

急救命士養成所において、１年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者。

なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生

化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医

学及び放射線医学のうち１３科目である。

学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定

する科目を修めて卒業した者。

なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生

物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学及び臨床

実習である。

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第９項に規定する救急業務（以下「救急業務」という。）

に関する講習で規則第１４条に規定するものの課程を修了し、及び５年（救急活動を行った時間が２，０

００時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間）以上救急業務に従事した者

（学校教育法第９０条第１項の規定により大学に入学することができる者（この規定により文部科学大臣

の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第２項の規定により当該大学に入学させた者

を含む。）に限る。）であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養

成所において、１年（当該学校又は救急救命士養成所のうち規則第１６条に規定するものにあっては、６

月）以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者。

外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣

の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が（１）から（４）までに掲げる者と同等以上の知識

及び技能を有すると認定した者。

救急救命士資格については、厚生労働省より、気管挿管及び包括的除細動（平成16年3月）、薬剤投与（平

成17年3月）をカリキュラムに追加することが通達された。本学では全国の学校に先駆け、いち早くこれ

らの通達に対応するために約300時間を越える項目（鑑別診断学、薬理学、蘇生学、救急医学１・２）を

従来の講義に加え追加を図った。またA-Ⅱ、A-Ⅲ実習、D実習内には気管挿管及び包括的除細動、薬剤投

与の実習内容を盛り込んだ。

Ⅱ 救急救命士（ 厚生労働大臣認定資格スポーツ医科学科）対象：

１．資格概要
　�　救急救命士は、1991 年（平成 3年）に救急現場から医療機関に搬送するまでの間に、傷病者を
観察し、必要な救急救命処置を施す病院前救護を担う医療国家資格として制度化された。
　�　2021 年（令和 3年）の救急救命士法改正により、医療機関に勤務する救急救命士は、所定の研
修を受けたのちに、搬送された傷病者が医療機関に到着し、当該医療機関に入院するまでの間にお
いて救急救命処置を行うことが可能になった。

２．受験資格
　�　本学科の卒業生は、救急救命士法第 34条三項で規定されている受験資格に該当し、受験願書に
卒業証明書を添付することで受験ができる。
　※救急救命士法抜粋
　　（受験資格）
　　第三十四条　試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
　　　三　�学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学において厚生労

働大臣の指定する科目を修めて卒業した者
　　　�なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、

微生物学、内科学、外科学、産婦人科学、整形外科学、精神医学、放射線医学および臨床実習
である。

３．受験手続きについて
　　受験手続き等については、4年次に別に資料を配布し説明を行う。
　　詳細：一般財団法人　日本救急医療財団　（http://qqzaidan.jp/siken/）参照
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４．必要な教育内容について
　�　本学科で開講される卒業所要単位 124 単位の内、救急救命士養成所指定規則で規定されている教
育内容で構成される 70単位の授業が含まれる。また、救急救命士が行うことが出来る処置の改正
にも適宜対応していく。
　�　以下に救急救命士養成指定規則の教育内容とそれに対応する本学科の科目を示す。カッコ内の教
科は厚生労働大臣の指定する科目である。
　
　　【基礎分野】
　　科学的思考の基礎、人間と人間生活：総合教育科目、人間と人間生活
　　【専門基礎分野】
　　人体の構造と機能：基礎解剖学（解剖学）、生理学（生理学）
　　疾患の成り立ちと回復の過程：生化学・微生物学（生化学）、病理学（病理学）
　　健康と社会保障：衛生学・公衆衛生学（公衆衛生学）、救急医療行政
　　【専門分野】
　　�救急医学概論：病院前医療概論、救急救命処置概論、薬理学（薬理学）、傷病者搬送技術論、プレコー

ション概論・各論、介護・看護学概論、蘇生学、放射線医学検査（放射線医学）
　　�救急症候・病態生理学：救急病態生理学、臨床解剖学（解剖学）、疾病救急医学各論 5（産婦人科
学・整形外科学）、救急症候学、臨床解剖学（解剖学）、救急医学

　　�疾病救急医学：小児科学（小児科学）、疾病救急医学各論 1（内科学）、疾病救急医学各論 2（内科学）、
疾病救急医学各論 3（外科学）、疾病救急医学各論 3（外科学）、精神医学（精神医学）

　　外傷救急医学：外傷学
　　環境障害・急性中毒学：災害医学、環境障害疾病各論
　　�臨地実習（シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む）：救急救命処置実習 1、
救急救命処置実習 2、救急救命処置実習 3、病院内実習（臨床実習）、救急車同乗実習（臨床実習）、
総合シミュレーション
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公益財団法人日本レクリエーション協会公認指導者資格（対象：体育学科・武道学科）

公益財団法人健康・体力づくり事業財団公認資格（対象：体育学科・武道学科）

Ⅲ

Ⅳ

日本レクリエーション協会とは：
新しい時代の要請に応えながら我が国のレクリエーション運動を推進している団体である。
資格の概要等については下表を参考にし、詳細は右の協会HP�の URL を参照。

資　　格　　名 資格の概要

レクリエーション・インストラクター

ゲームや歌、集団遊び、スポーツといったレクリエーション活動を効
果的に活用し、「集団をリードする」�「コミュニケーションを促進する」
「楽しい空間をつくる」といった、対象や目的に合わせてレクリエーショ
ン活動を企画・展開できる指導者。
小・中学校教諭、スポーツ指導者、介護福祉士、ケアマネージャー、
保育士等がこの資格を取得している。

＜資格取得には＞
①本学所定の科目を履修し、修得する。
②日本レク協会、都道府県レク協会、市町村レク協会が関係する事業に 3回参加する。
③ �4 年次に一括して体育学部事務課より日本レク協会に申請することで、卒業までに資格認定証及び指導者
資格証が交付される。

※ 2年毎に更新が必要。

健康・体力づくり事業財団とは：
健康・体力づくりについて正しい知識や実践方法を普及する公益法人のことである。
各資格の概要等については下表を参考にし、詳細は右の財団HP�の URL を参照。

資　　格　　名 資格の概要

健康運動実践指導者
※受験年次：3年次または4年次

積極的な健康づくりを目的とした運動を安全かつ効果的に実践指導で
きる能力を有する者で、健康づくりのための運動の専門知識を備え、
自ら見本を示せる実技能力と、特に集団に対する運動指導技術に長け
た者をいう。生活習慣病を予防し、国民の健康水準を維持・増進する
専門家として、健康運動実践指導者に対する需要が高まっており、医
療分野はもちろんのこと、介護予防を中心に福祉分野でも活躍の場が
広がっている。

健康運動指導士
※受験年次：4年次

保健医療関係者と連携しつつ、個々人の心身の状態に応じた、安全で
効果的な運動を実施するための運動プログラムの作成および実践指導
計画の調整等を行う役割を担う者をいう。スポーツクラブや医療機関
にて、求人、就業のニーズが高い。

＜資格取得には＞
①本学所定の科目を履修し、修得する。
②申請手続きを行うことで資格認定試験の受験資格が得られる。
※ 5年毎に更新が必要。
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NSCA 認定資格（対象：体育学科スポーツトレーナーコース）Ⅴ

NSCA とは：
研究に裏付けられたストレングス＆コンディショニングに関する知識を普及させ、
一般の人々に対する健康増進と、アスリートの競技力向上および傷害予防を支援する団体。
各資格の概要等については下表を参考にし、詳細は右の協会HP�の URL を参照。

資　　格　　名 資格の概要

CSCS
（認定ストレングス＆

コンディショニングスペシャリスト）

傷害予防とスポーツパフォーマンス向上を目的とした、安全で効果的
なトレーニングプログラムを計画・実行する知識と技能を有する人材
を認定する資格。指導対象は主にアスリート、スポーツチーム。筋力
トレーニングや他の体力要素の指導だけでなく、施設を運営、管理す
ることも重要な職務となる。
また、栄養、ドーピング、生活習慣に関する指導など、教育者的側面
も併せ持つ。
ストレングスコーチ、アスレティックトレーナー、パーソナルトレー
ナー、医師、フィットネスインストラクター、研究
者などがCSCS の資格を取得している。

NSCA-CPT
（NSCA認定パーソナルトレーナー）

健康と体力のニーズに関して、評価・動機づけ・教育・トレーニング
やコンディショニング全般の指導を行う、優れた専門的能力をもつ人
材を認定する資格である。
指導対象者はアスリートだけでなく、年齢・性別・経験を問わず幅広
い層に対してトレーニング指導を行う。そのため、NSCA-CPTはトレー
ニングの知識に加え、医学的、運動生理学的な専門知識とトレーニン
グの指導技術が必要となる。
パーソナルトレーナーのほか、フィットネスインストラクターやスポー
ツ指導者、理学療法士、柔道整復師などがNSCA-CPT を取得している。

＜資格取得には＞
① 2年次にスポーツトレーナーコースを選択する。
②本学所定の科目を履修し、修得することで卒業と同時に受験資格が得られる。
※ 3年毎に更新が必要。

一般社団法人全国体育スポーツ系大学協議会認定資格（対象：体育学科）Ⅵ

全国体育スポーツ系大学協議会（JPSU）とは：
会員相互の連携協力により、体育学および関係分野を専門とする大学、短期大学、学部、学科、コー
ス等の教育、研究ならびに経営等に関する調査および研究を行い、もって、わが国の体育、スポーツ
等の充実・発展に寄与することを目的にしている団体。
資格の概要等については下表を参考にし、詳細は右の競技会HP�のURL�を参照。

資　　格　　名 資格の概要

JPSUスポーツトレーナー

全国体育スポーツ系大学協議会加盟大学で学んだ学生の中で、“運動
指導実践 ”と “ 救急・予防対応 ”能力を兼ね備え、経済産業省が推奨
する “社会人基礎力 ”（前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力）
を保持し、指導者としての適正を認められた者に与えられる資格。

＜資格取得には＞
①本学所定の科目を履修し、修得する。
②申請手続きを行うことで資格認定試験の受験資格が得られる。
※ 5年毎に更新が必要。
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公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者（対象：体育学科・武道学科）Ⅶ

日本スポーツ協会（JSPO）とは：
日本におけるアマチュアスポーツの統括団体のことである。各競技団体や都道府県体育協会などか
ら構成され、国民体育大会の開催などの様々な事業をしている。

公認スポーツ指導者とは：
財団法人日本スポーツ協会及び加盟団体等が公認スポーツ指導者制度に基づき資格認定する指導者
で、スポーツ医・科学の知識を活かし、「スポーツを安全に、正しく、楽しく」指導し、「スポーツ
の本質的な楽しさ、素晴らしさ」を伝えることができる指導者のことである。
競技別指導者資格については下表を参考にし、その他資格等は
右の協会HPの URLを参照。

資格種類 資格名 資格の概要

スタートコーチ 地域スポーツクラブ・スポーツ少年団・学校運動部活動等において、上
位資格者と協力して安全で効果的な活動を提供する。

競技別
指導者資格

コーチ１
（旧�指導員）

地域スポーツクラブ・スポーツ少年団・学校運動部活動等でのコーチン
グスタッフとして、基礎的な知識・技能に基づき、安全で効果的な活動
を提供する。（空手道指導員が該当）

コーチ２
（旧�上級指導員）

地域スポーツクラブ・スポーツ少年団・学校運動部活動等の監督やヘッ
ドコーチ等の責任者として、安全で効果的な活動を提供するとともに、
指導計画を構築、実行、評価し監督することと併せて、コーチ間の関わ
り及び成長を支援する。

コーチ３
（旧�コーチ）

トップリーグ・実業団等でのコーチングアシスタント（指導補助）として、
ブロック及び全国大会レベルのプレーヤー・チームに対して競技力向上
を目的としたコーチングを行う。（水泳コーチが該当）

コーチ 4
（旧�上級コーチ）

トップリーグ・実業団・ナショナルチーム等のコーチングスタッフとして、
国際大会レベルのプレーヤー・チームに対して競技力向上を目的とした
コーチングを行う。

教師
クラブや商業・民間スポーツ施設等で幅広い年齢層の多様なスポーツラ
イフスタイルを志向する会員や利用者に応じたコーチングを行うととも
に、当該施設等の日常運営業務にあたる。

上級教師 クラブや商業・民間スポーツ施設等における実技指導の責任者・チーフ
を担うとともに、当該施設等の企画・経営業務にあたる。

＜資格取得には＞
①指導者マイページの作成、リファレンスブックの購入を行い、本学所定の科目を履修し、修得する。
②申請手続き後に共通科目検定試験（オンラインテスト）を受験し、合格することで共通科目が「修了」となる。
③免除科目以外のカリキュラムは卒業後、所定の外部機関等で受講することで取得可能。
※�コーチングアシスタント、「水泳コーチ」、「空手道指導員」修了証明書については①、②を完了した後 JS�
PO�へ登録手続きを行うことで認定される。
※ 4年毎に更新が必要。
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防災士（対象：全学部）

国土交通省管理団体資格　UAS LEVEL2（対象：全学部）

Ⅷ

Ⅸ

認定特定非営利活動法人　日本防災士機構とは
阪神・淡路大震災の教訓の伝承と市民による新しい防災への取り組みを推進し、我が国の防災と危
機管理に寄与することを目的に創設された団体。
詳細は右の協会HPの URLを参照　https://bousaisi.jp/

資格名 資格の概要

防災士

認定特定非営利活動法人日本防災士機構が発行する、民間資格。
防災士の基本理念は「自助：自らを守る行動」「共助：地域市民とともに助け合う行動」「協働：
国や自治体による行動」。
研修では、災害発生のしくみ、災害対策、応急手当、防災士制度等を学ぶ。
それぞれの地域の自主防災組織や学校、福祉施設、企業等で防災士の配置・活用の動きが広が
り期待度が高まっている。

＜資格取得には＞
①防災リーダー養成論、防災リーダー養成論実習を履修し、習得する。
②防災士養成研修（2日間）を受講する。
③防災士資格取得試験に合格することで防災士登録が可能となる。
※この資格は、国士舘大学防災・救急救助総合研究所が受付窓口です。
※研修開講日は、国士舘大学防災・救急救助総合研究所から案内します。

国土交通省管理団体資格　UAS LEVEL2 とは
ドローンの、操縦技術を身に付けたことを認める民間資格である。

資格名 資格の概要

UAS�
LEVEL2
（ドローン
操縦資格）

国土交通省管理団体が発行する、民間資格。
「UAS」とは、操縦士を乗せずに飛行する航空機、およびその航空機を制御するシステムの総称。
UAS�LEVEL2の資格取得することにより、国家資格の二等操縦ライセンスを取得しやすくなる。
（国家試験の一部免除）また、航空局への飛行許可承認を取得しやすくなる。
ドローンを活用し、災害調査、�空中からの農薬肥料散布、測量、空撮、地図の制作、物流�、点検、
メンテナンス、警備、捜索、報道等、あらゆる場所で、需要が高まっている。

＜資格取得には＞
①災害とドローンを履修する。
②授業内試験で合格をし、申請することにより資格が得られる。
※この資格は、国士舘大学防災・救急救助総合研究所が受付窓口です。
※研修開講日は、国士舘大学防災・救急救助総合研究所から案内します。
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■ 資格取得のために必要な科目一覧

【備考】� 1.�それぞれの資格を取得するには開講科目の●印を付された科目を修得すること。
� 　（★印が付された科目は、いずれか 1科目ではなく全てを習得すること）
� 2.�◎は自らの学科の科目を履修し修得すること。
� 3.��武道学科の学生の場合「健康運動指導士」は、健康産業施設等で概ね 7日間の「健康産業施設等現場実習」が必要。（現

場実習 2）
� 4.�日本スポーツ協会の水泳コーチ、空手道コーチについては、共通科目Ⅰ～Ⅲと併せて申請が必要。

共通科目ⅠⅡⅢ 水泳コーチ３ 空手道コーチ１

体育・武道 体育・武道 体育 武道 体育・武道 体育・武道 体育 体育
解剖学 2 1 ● ● ●
運動生理学 2 1 ● ● ● ● ●
スポーツ社会学 2 1 ● ●
体力測定・評価 2 1 ● ● ● ●
体育経営管理 2 1 ● ●
スポーツ栄養学 2 1 ● ● ● ● ●
情報処理A 2 1～4 ●
教育心理学 2 1～4 ●
エクササイズテクニック 2 2 ●
スポーツ心理学 2 2 ● ● ● ● ●
スポーツバイオメカニクス 2 2 ● ● ● ● ●
コーチ学 2 2 ● ●
スポーツ法学 2 2 ●
公衆衛生学 2 3 ● ●
スポーツ医学 2 3 ● ● ● ●
運動生理学実習Ⅰ 1 3 ●
体育・スポーツ行政学 2 3 ●
健康教育学 2 3 ● ●
★体力測定評価実習Ⅰ・Ⅱ 各1 3 ● ● ●
レクリエーション論 2 3 ●
★エアロビクス運動理論・実習Ⅰ・Ⅱ 各1 3･4 ● ● ●
発育発達老化論 2 3･4 ●
運動処方論 2 3･4 ● ● ● ● ●
★レクリエーション論実習Ⅰ・Ⅱ 各1 3･4 ●
現場実習1 2 2 ● ●
現場実習2 2 3 ● ● ●
★救急処置法実習Ⅰ・Ⅱ 各1 3･4 ● ● ● ● ●
アスリート実習1（水泳） 2 1 ●
アスリート実習2（水泳） 2 2 ●
アスリート実習3（水泳） 2 3 ●
アスリート実習4（水泳） 2 4 ●
武道史 1 2 ●
武道指導特論 2 2 ●
★空手道専門実習1・2 各1 1 ●
★空手道専門実習3・4 各1 2 ●
★空手道専門実習5・6 各1 3 ●
★空手道専門実習7・8 各1 4 ●
★体育方法学・実習
（サッカー、バスケットボール、
バレーボール、ハンドボール、
ラグビー、ソフトボール、レスリング）

各1 2 ●

★体育方法学・実習（柔道）Ⅰ・Ⅱ 各1 2 ●
★体育方法学・実習（剣道）Ⅰ・Ⅱ 各1 2 ●
★体育方法学・実習（体操（集団行動含む））Ⅰ・Ⅱ 各1 1 ●
体育方法学・実習（器械運動） 1 1 ●
体育方法学・実習（陸上競技） 1 1 体育 ◎ ◎ ●
★体育方法学・実習（陸上競技）Ⅰ・Ⅱ 各1 1 武道 ◎ ◎
体育方法学・実習（水泳） 1 1 体育 ● ◎ ◎ ●
★体育方法学・実習（水泳）Ⅰ・Ⅱ 各1 1 武道 ◎ ◎
★スポーツ情報処理論実習Ⅰ・Ⅱ 各1 3 体育 ◎
★国際武道情報論・実習Ⅰ・Ⅱ 各1 2 武道 ◎
★トレーニング論・実習Ⅰ・Ⅱ 各1 3 体育 ◎ ◎ ◎ ● ●
★武道体力トレーニング論・実習Ⅰ・Ⅱ 各1 3 武道 ◎ ◎ ◎

健康運動
実践指導者

健康運動
指導士 NSCA JPSUスポーツ

トレーナー授業科目 単
位

開講
年次

開講
学科

レクリエーション
インストラクター

日本スポーツ協会（JSPO）

剣道または

柔道を選択
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首都圏西部大学単位互換制度とは、首都圏西部にある大学・短期大学が相互に単位互換協定を結び、こ
れらの大学に所属する学生が他大学の授業を履修し、修得した単位を所属する大学の単位として認定する
制度である。詳細については、教務課で実施するガイダンスで確認すること。 

１、受験資格 

首都圏西部大学単位互換科目を受講するためには、説明会に参加し出願書類の提出が必要。 

２、説明会日程 

通年科目及び春期科目：４月のガイダンス期間中 
秋期科目      ：６月中旬頃（予定） 
※詳細な日程等は各学部掲示板にて連絡する。 

３、問い合わせ先 

世田谷キャンパス 教務部教務課（５号館１階） 
TEL：03-5481-3203 
E-Mail：tannigokan@kokushikan.ac.jp 

４、ホームページ 

首都圏西部大学単位互換協定会 http://www.shutokenseibu.ac.jp/ 
 

 本連携授業は、世田谷区内に所在する６つの大学で締結されている協定に基づき実施されている。各
大学の特色を活かした授業科目を協定大学が相互に提供し、教育・研究の交流による自己啓発と教育の
質向上に資することを目的としている。 
 
１、協定大学 

  国士舘大学、駒澤大学、昭和女子大学、成城大学、東京都市大学、東京農業大学 

２、提供科目 

  開講される科目は、通常の場合、半期科目で毎年度変更される。詳しくは時間割表等で確認すること。

Ⅺ 世田谷 6大学コンソーシアム連携授業

 Ⅹ 首都圏西部大学単位互換制度 
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Ⅰ 学生生活関係施設窓口一覧

月～金 土・祝日授業日

世田谷 5号館1階

03-5481-3202

03-5481-3203

03-5481-3204
（教職）

（教室）

（学費）
9：00～17：00 9：00～17：00

町田 鶴川メイプルホール1階 042-736-2331 9：00～17：00 9：00～17：00

00：71～00：900：71～00：91513-1845-30階1館号5谷田世当担部学経政

00：71～00：900：71～00：91523-1845-30階1館号5谷田世当担部学工理

00：71～00：900：71～00：92233-1845-30階1館号5谷田世当担部学法

00：71～00：900：71～00：91323-1845-30階1館号5谷田世当担部学文

00：71～00：900：71～00：97413-1845-30階1館号5谷田世当担部学営経

町田 30号館1階 042-736-1050 9：00～17：00 9：00～17：00

町田 14号館1階 042-736-2330 9：00～17：00 9：00～17：00

多摩 18号館1階 042-339-7202 9：00～17：00 9：00～17：00

世田谷 34号館Ａ棟1階 03-5451-8114 9：00～17：00 9：00～17：00

町田 13号館1階 042-736-2316 9：00～17：00 9：00～17：00

多摩 18号館2階 042-339-7225 9：00～17：00 9：00～17：00

世田谷 34号館Ａ棟1階 03-5451-8116

町田 11号館1階  042-736-5498

多摩 21号館1階 042-339-7365

世田谷 7号館1階 03-5481-3206 9：00～17：00 9：00～17：00

町田 鶴川メイプルホール2階 042-736-2317 9：00～17：00 9：00～17：00

世田谷 8号館1階 03-5481-3308 9：00～17：00 9：00～17：00

町田 12号館1階 042-736-2318 9：00～17：00 9：00～17：00

多摩 18号館2階 042-339-7230 9：00～17：00 9：00～17：00

世田谷 34号館Ａ棟1階 03-5451-8115 9：00～21：00 9：00～19：00

町田 042-736-2319 9：00～18：00 9：00～17：00

多摩 21号館1階 042-339-7206 9：00～18：00 9：00～17：00

世田谷 中央図書館1～5階 03-5481-3216 8：30～22：30 8：30～22：30

町田 鶴川メイプルホール2～4階 042-736-2341 8：30～20：00 8：30～20：00

多摩 18号館1階 　  　 042-339-7204 8：30～20：00 8：30～20：00

世田谷 梅ヶ丘校舎
地域交流文化センター1階 03-5451-1921 9：00～17：00 9：00～17：00

町田 鶴川メイプルホール1階  042-736-2327 10：00～17：00 10：00～17：00

※受付時間は、大学行事開催日等は閉室または時間が変更となる場合があります。
※詳しい内容は、各部署まで直接お問い合わせいただくか、各部署発行のパンフレット等をご覧ください。

キャリア形成
支援センター

健康管理室

図書館・
情報メディアセンター

地域連携・
社会貢献推進センター

教室担当
学生証・学費担当
教職担当

受付内容

教職課程、介護等体験、単位互換、
学生証に関すること、学費等納入依
頼書再発行、教室貸出などの手続
き、相談等を行っています。

受付時間場所 電話

修学に関する各種届出、申込、手続
きや履修等に関する相談などを行っ
ています。

教務課

21世紀アジア学部事務課

体育学部事務課
こどもスポーツ教育学科担当

体育学部事務課

窓口

学生・厚生課

※カウンセラーの在室
日は学生相談室入口の
掲示板でお知らせしま
す。確認の上、相談に
来てください。

原則として閉室

career@kokushikan.ac.jpEメールアドレス（全ｷｬﾝﾊﾟｽ共通）

学生の進路に関する各種支援を行っ
ています。業種別企業ファイルや就
職情報誌等の資料を自由に閲覧でき
るほか、求人票及び各種セミナーの
案内等を行っています。また、就職
活動における悩みを相談できるス
タッフも常時待機しています。

/CI/hcraeser/pj.ca.nakihsukok.www//:ptthジーペムーホ

/reerac/pj.ca.nakihsukok.www//:ptthジーペムーホ

教職員、家族、友人等に相談しにく
い問題など、専門のカウンセラーが
直接相談に応じます。電話での相談
や家族からの相談も受け付けていま
す。

海外研修や交換留学など、海外へ留
学を希望する学生へのアドバイスや
外国人留学生への留学生サポートを
行っています。

学生相談室

国際交流センター

学生生活全般をサポートする手続、
指導、相談等を行っています。
課外活動、奨学金（奨学生制度）、
遺失物・拾得物、アルバイト情報、
学生保険、掲示、学生寮、アパート
関係　など

校医や看護師等を配置して、応急処
置や健康相談、健康診断証明書の発
行、健康情報の発信等を行っていま
す。なお、校医の健康相談や診察を
希望する場合は、各キャンパスの健
康管理室にお問い合わせください。

/ylarbil/noitacude/pj.ca.nakihsukok.www//:ptthジーペムーホ

学生のスキルアップのための資格講座
を実施しています。

/CLL/hcraeser/pj.ca.nakihsukok.www//:ptthジーペムーホ

蔵書はもちろん、学外情報検索のた
めの各種データベースや電子デバイス
等の設備、視聴覚や閲覧・学習施設
等が完備されています。蔵書は３
キャンパスどこでも貸出・返却がで
きます。なお、図書館入館の際には
学生証が必要です。

11号館1階
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9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00祝日授業日

9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00土

１．学籍番号

２．学生証の取り扱い
(1) 学生証は本学学生としての身分を証明するものであり有効期限は学生証に記載されているとおりである。学生証は

常に携帯し提示の請求があったときにはいつでも提示しなければならない。
また、特に次の場合は学生証を必要とする。

①試験を受験する場合
②図書館に入室する場合
③通学定期券を購入する場合

(2) 在籍確認シールの貼付
学生証の裏面には必要事項を記入済の在籍確認シールを貼付しなければならない。

(3) 学生証の再発行
学生証を紛失した場合、体育学部事務課前に設置してある証明書自動発行機にて「学生証再発行願」を購入し、必
要事項を記入した後に事務課に提出する。（納入料金は次ページの“各種手数料および証明書発行料一覧表” を参照）

３．証明書自動発行機稼働時間

学生証と事務取扱について

入学年度 学部学科番号 個人番号

Ⅱ

設置場所

キャンパス 世田谷キャンパス 町田キャンパス 多摩キャンパス

5号館1F メイプルホール1F 18号館1F

9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00

※但し、日曜日・祝祭日及び学園が定めた休日等は稼働していない。
※夏季休業・冬季休業等の授業休止期間について、変更がある場合は別途掲示等で連絡します。

月 ～ 金

2 0 2 3 年度　在籍確認シール

2 0 2 3 年 度
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2023年度

区分 種 別 単 位 金額 (円) 適 用

聴
講
・
試
験
・
履
修

科目等履修料 １単位 20,000 研究科、学部（本学卒業生は半額）

聴講料

学内聴講
１単位 5,000 研究科（教職・資格は除く）、学部

一般聴講
１単位 5,000 学外者（本学卒業生は半額）

補講料 １科目 2,000

教

職

介護等体験費 １体験 13,500 小学校及び中学校の免許状取得希望者のみ

教育実習費 １実習

10,000 中学校・高校実習 政経学部、法学部、21 世
紀アジア学部、経営学部

20,000 中学校・高校実習 体育学部

17,000 小学校実習 体育学部（こどもスポー
ツ教育学科のみ）

5,000 中学校・高校実習 理工学部

12,000 中学校・高校実習 文学部（初等教育を除く）

17,000 幼稚園・小学校実習 文学部（初等教育のみ）

養護実習費 １実習 20,000 体育学部（スポーツ医科学科のみ）
文学部（教育学のみ）

教員免許状申請料 １種類 3,500

資
格

測量実習費 １実習 10,000 文学部（地理・環境のみ）
博物館学芸員実習費 １実習 15,000 文学部・21世紀アジア学部
学校図書館司書教諭申請料 １申請 1,500 教員免許状取得見込者（養護教諭は除く）

証

明

書

等

※3

他

各種手数料および証明書発行料一覧表Ⅲ

注意

卒業（修了）見込証明書 １ 通
卒業（修了）証明書 ※２ １ 通
成績証明書 １ 通
成績･卒業見込証明書 １ 通
成績･卒業見込･健康診断証明書 １ 通
成績･卒業証明書 ※２ １ 通
単位取得（見込）証明書 １ 通
基礎資格及び学力に関する（見込）証明書 １ 通 教職用
教員免許状取得見込証明書 １ 通
人物調査書 １ 通
推薦書 １ 通 卒業後2年まで発行可
健康診断証明書 ※１ １ 通

卒業後2年まで発行可

在籍期間証明書 ※２ 通

１．「※１」は、企業等で指定された健康診断証明書の様式がある場合は、証明書

３．「※２」は、卒業等後発行可。

４．「※３」は、キャンパス内で発行した場合の金額です。「証明書発行サービス」からオンラインで申請する場合、
  発行にかかる金額が異なりますのでご注意ください。

等自動発行機で、
「申請書」の「健康診断証明書発行願（定形外・用紙持込）」を購入し、健康管理室へ提出して下さい。

２．発行願や手数料、各種セミナー等の受講料及び高学年生の実験実習費等は、証明書等自動発行機で、
各「申請書」を購入し、申請書に指定されている部署へ提出して下さい。

資格用

学生証再発行願 １ 回 2,000
その他の証明書 １ 通

在籍証明書 １ 通
１

300
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年度

手続内容 提出書類等 提出時期等

受付窓口

備 考
学
部
事
務
課

教

務

課

経

理

課

学
生
・
厚
生
課

寮

務

課

1 学 費 納 入 方 法 等 納入依頼書 納入依頼書
に明記

本学指定の納入依頼書を
使用。ＡＴＭも使用可※4

2 学費納入依頼書再発行 随時 ○

3 学 費 の 延 納 学費延納願 納入期限まで ○

4 各 種 手 数 料 の
払 い 戻 し 各申請書等 随時

※1
●

発行した証明書は、払い戻
ししない。

5 再 入 学 再入学願・
再入学手続書 １月末 ○

6 復 籍 復籍願 除籍後２カ
月以内 ○ ○

7 休 学 休学願 随時 ○ 病気による場合は、診断書
を添付する。

8 復 学 復学願 ○ 病気による場合は、診断書
を添付する。

9 退 学 退学願 随時 ○

10 欠 席 欠席届 欠席の前後
１週間以内 ○ 病気による場合は、診断書

を添付する。

11 公 欠 公欠願 随時 ○ 事前に提出する。

12 学生氏名の変更・
修正 学生氏名変更届 随時 ○

13 本籍地の変更・修正 本籍地変更届 随時 ○

14 学生の住所等変更

Ｗeb 入力 随時 指定されたＷeb 上で登録。15 保証人の住所等変更

16 納 入 者 の 氏 名 ・
住 所 等 変 更

17 保証人の氏名・続柄
変更 保証人氏名変更届 随時 ○

18 履 修 科 目 の 登 録 （履修登録用紙） 指定期間 指定されたＷeb 上で登録。

19 科目等履修生を希望 ○ 履歴書は、本学指定のもの
を使用する。

20 学 内 聴 講 等
願書①・② 履修登録

終了日 ○

21 追 試 験 の 受 験 追試験受験願 学部事務課
から指示 ○

各種手続一覧表

学費未納による除籍からの
復籍は、教務課へ提出。

Ⅳ

2023

手続内容 提出書類等 提出時期等

受付窓口

備　　　　考

教
務
課
・
学
部
事
務
課

経
理
課

学
生
・
厚
生
課

寮
務
課

1 学費の納入 振込依頼書 振込依頼書
に明記

本学発行の振込依頼書を使用。
ATMも使用可。※2

2 学費振込依頼書再発行 随　時 ※3
■

3 学費の延納 学費延納願 納入期限
まで ○

4 各種手数料の払い戻し 各申請書等 随　時 ※1
● 発行した証明書は、払い戻ししない。

5 再　入　学 再入学願 1月末 ○
6 休　　学 休学願 随　時 ○ 病気による場合は、診断書を添付。
7 復　　学 復学願 ○ 病気による場合は、診断書を添付。
8 退　　学 退学願 随　時 ○

9 欠　　席 欠席届 欠席の前後
1週間以内 ○ 病気による場合は、診断書を添付。

授業担当教員に提出。
10 公　　欠 公欠願 随　時 ○ 事前に授業担当教員に提出。

11 学生氏名の変更・修正 学生氏名変更届 随　時 ※3
■

12 保証人の氏名・続柄変更 保証人氏名変更届 随　時 ※3
■

13 本籍地の変更・修正 本籍地変更届 随　時 ※3
■

14 学生の住所等変更
Web入力 随　時 kaede-i のプロファイルを更新。15 保証人の住所等変更

16 納入者の氏名・住所等変更
17 履修科目の登録 （履修登録用紙） 指定期間 指定された方法で登録。

18 科目等履修生を希望
願書①・②

学部事務課
から指示

※3
■

19 学内聴講等 学部事務課
から指示

※3
■

20 追試験の受験 追試験受験願 学部事務課
から指示

※3
■

21 通学区間の変更 随　時 ※1
●

学生住所・通学区間証明書を交換
する。

22 他キャンパスへの通学 通学キャンパスの証明 事　前 ※1
●

学部等の証明及び学生証を提示す
る。

23 諸行事の開催 諸行事開催願 事　前 ○ 行事・催物開催計画書を添付する。
24 大会等への参加 大会参加願 事　前 ○ 大会の案内等を添付する。
25 学内での掲示 掲示許可願 事　前 ○ 掲示物の現物を添付する。
26 学内での印刷物配布 印刷物配布許可願 事　前 ○ 配布する印刷物の見本を添付する。

27 各種奨学金等の採用希望 奨学生採用願 学生・厚生
課から指示 ○ 家計の収入に関する証明書を添付

する。

28 遺失物・拾得物の届出 随　時 ○ 遺失物の受け取りに限り学生証を
提示する。

29 アパート等の紹介 随　時 ○
30 アルバイトの紹介 随　時 ○
31 本学学生寮への入寮希望 入寮願 随　時 ○

32 紛失時の学生証再発行 学生証再発行願 随　時 ※1
● 発行手数料 2,000 円。

注意
　※ 1．	 	●は、多摩キャンパスの場合「体育学部事務課」に読み替える。
　※ 2．	 	学費を ATM及びインターネットバンキングを利用して納入する場合は、振込依頼人名に納入依頼書に記載されてい

る「識別番号」「学生氏名」の順で必ず入力すること。
　※ 3．	 	■は、町田キャンパス及び多摩キャンパスの場合は各学部事務課に読み替える。
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Ⅴ 学生ポータルサイト「Kaede-i」および講義支援システム「manaba」について

大学ホームページから「在学生・保護者の皆さま」→ページ中ほどにある

「manaba」をクリック

URL：https://kokushikan.manaba.jp/ct/login

 

○学生ポータルサイト「Kaede-i」 
 授業に関する情報など、大学生活に必要な情報については「Kaede-i」から確認することができる。

Kaede-i の ID 及びパスワードは、入学後のオリエンテーションに出席することで配布され、IDと大

学が発行したメールアドレスは卒業するまでの間、原則として変わらない。 

   ・授業の休講、補講、教室変更などの情報 

   ・大学からのお知らせ （※掲示板にも掲示される） 

   ・履修登録（履修登録期間のみ） 

   ・My時間割（履修科目の一覧）の確認 

   ・プロファイル（学生情報）の確認・変更（住所、電話番号、学費納入者の変更など） 

   ・成績確認（春期成績は９月中旬、秋期成績は３月下旬から）  など  

   ◆Kaede-i へのアクセス方法 

 

◆プロファイル（学生情報）の確認・変更方法 
  学生ポータルサイト「Kaede-i」TOPページから、「プロファイル」→「プロファイル（学生情報）」

欄の「確認・変更する」をクリック。変更箇所を修正し、最後に「登録」ボタンをクリック。なお、学

生本人だけでなく、保証人や学費納入者の住所等の変更ができる。 

※住所や連絡先が変わった場合には、速やかに変更すること。 

 

◆manabaへのアクセス方法 

QRコード
（manaba）

大学ホームページから「在学生・保護者の皆さま」→「学生ポータルサイト（Kaede-i）」を
クリック

URL：https://kaedei.kokushikan.ac.jp/

○講義支援システム「manaba」 
「manaba」は、講義資料の配布や掲示板等のやりとり、課題レポートやアンケートの提示・提出等

を行える機能がある。また、各部署からの案内やお知らせなども掲載している。このシステムを利用

するには、入学時に配付されるユーザIDとパスワードが必要となる。

QRコード
（Kaede-i） 
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学期は下記の通り定められている。

　　春期：4月 1日から 9月 15 日まで　　秋期：9月 16 日から 3月 31 日まで

　※国士舘大学学則第 6条参照

休学

　病気その他やむを得ない理由のため 1ヶ月以上にわたり欠席する場合は「休学」することができる。休学の際は体育

学部事務課の各学科担当窓口へ申し出ること。休学の期間は、当該学年のうち 1年または学期を区分とし、連続 ２年、

通算 4年を限度とする。なお、休学期間は在学年数に含まれないため、半年または 1年間休学すると卒業が半年以上遅

れることになる。

　※国士舘大学学則第 18 条、国士舘大学学籍管理規程第 7条、国士舘大学納入金規程第 6条・第 7条参照

　【休学時の学費と休学費】

休学期間 休学願の提出 前期学費等 後期学費等 休学費

年間
学期の開始から１ヶ月以内 免除 免除 20,000 円

学期の開始から１ヶ月以降 全額納入 免除 20,000 円

半期休学
春期

学期の開始から１ヶ月以内 免除 全額納入
（秋期復学の場合） 20,000 円

学期の開始から１ヶ月以降 全額納入 全額納入
（秋期復学の場合） －

半期休学
秋期

学期の開始から１ヶ月以内 全額納入 免除 20,000 円

学期の開始から１ヶ月以降 全額納入 全額納入 －

復学

　休学していた者は、休学期間を満了する次の期に「復学」することができる。復学する場合には、休学期間満了前に

「復学願」を体育学部事務課に提出しなければならない。

　※国士舘大学学則第 18 条、国士舘大学学籍管理規程第 7条、国士舘大学納入金規程第 6条・第 7条参照

退学

　病気その他理由により大学を辞めることを「退学」という。健康上の理由や経済的理由、進路変更などにより退学す

る場合には体育学部事務課の各学科担当窓口へ申し出ること。なお、退学する場合でも、退学が許可された時期に応じ

て学費を納入しなければならない。学費が納入されていない場合は「除籍」となる。

休学・復学・退学・除籍・復籍・再入学1



109

学
則
・
諸
規
程
他

退学願の提出 学費等の納入

春期開始後１ヶ月以内
全額免除

（新入生・再入学生・復籍者及び当該年度に
編転入学・転部等した者を除く）

春期開始後１ヶ月以降から
秋期開始後１ヶ月以内

後期学費等は免除
（前期学費は納入）

秋期開始後１ヶ月以降 全額納入

　学生が本大学の規則に背き又は学生の本分に反する行為をした時は、懲戒処分として退学させられることがある。

　※�国士舘大学学則第 19 条・第 73 条、国士舘大学学籍管理規程第 8条、国士舘大学納入金規程第 8条・第 9条参照

除籍

　下記に該当する場合は、「除籍」となり学籍を失うことになる。

　①在学年限が 8年を超えた者

　②休学期間を超えた者

　③正当な理由がなく、無届で 3月以上連続して欠席した者

　④正当な理由がなく、所定の期日までに学費等定められた納入金を納入しない者

　※国士舘大学学則第 ２0 条、国士舘大学学籍管理規程第 9条参照

復籍

　除籍（上記 4の①及び②の場合を除き）された者が復籍を願い出る場合は、除籍された日から ２ヶ月以内に未納学費

を納入のうえで「復籍願」を教務課学籍担当窓口に提出し、学長から許可された者は復籍が認められる。

　なお、除籍後 ２ヶ月以上経過した学生の願い出については、再入学の取扱いとなり、学長の許可を得なければならな

い。

　※国士舘大学学則第 ２0 条、国士舘大学学籍管理規程第 8条・第 9条、国士舘大学納入金規程第 11 条参照

再入学

　退学・除籍となった者が、再入学を希望する場合は、学年が始まる ２ヶ月前までに「再入学願」を体育学部事務課の

各学科担当窓口に提出し、選考の上、学長の許可を得なければならない。（ただし、退学の理由や修学の意思等を審議

するため、必ず認められるとは限らない。）

　再入学が認められた場合は、指定された期日までに再入学する年度の入学金及び学費を納入するものとする。また、

これまでに修得した単位は有効であり、退学・除籍時の学年に戻ることができる。（ただし、単位は一部認められない

場合もある。）

　※国士舘大学学則第 19 条、国士舘大学学籍管理規程第 8条、国士舘大学納入金規程第 8条、第 9条参照
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振込依頼書の発送時期と納入内訳

１回⽬ ２回⽬
発送時期 内容 発送時期 内容

新入生
（転部・再入学

含む）

合格通知と
同時に送付

入学金
年間分
前期分

（入学金と年間分もしくは前期分のい
ずれかを選択し納入する）

８月末～ 9月上旬
（1回⽬に入学金と前期分を
納入された方を対象）

後期分

在学生 3月末～
４月上旬

年間分
前期分

（年間分もしくは前期分のいずれ
かを選択し納入する）

８月末～ 9月上旬
（1回⽬に前期分を納入
された方を対象）

後期分

納入期限

1 回⽬（年間分または前期分） 2回⽬（後期分）
新入生

（転部・再入学含む）
手続き締切日まで

（「入学手続の手引」に記載）
10月１日

（延納制度を利用した場合　1月 15日）

在学生 5月１日
（延納制度を利用した場合 8月 15日）

10月１日
（延納制度を利用した場合　1月 15日）

　※納入期限が金融機関休業日にあたる場合は、翌営業日までに手続きをすること。

納入方法

　大学発行の「振込依頼書」を使用して金融機関窓口から電信扱いで納入する。

　※現金書留等による送金や、大学窓口での現金納入はできない。

　ATM・インターネットバンキングを利用する場合は、「振込依頼書」に記載されている（1）識別番号および（２）学

生氏名を振込依頼人名に必ず入力すること。払出口座の名義のみで振り込まれた場合、学生個人を特定できず未納扱い

の原因となるので注意すること。

　※�（1）識別番号は、振込依頼書に記載されている7で始まる10 桁の数字を指す。入力の際は注意すること。

　※�領収書が発行されないため、ATMを利用された場合はATM利用控え、インターネットバンキングの場合は、振

込手続き完了画面等を印刷し保管すること。

学費の納入2
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延納制度について

　学業を継続する意思があり、やむを得ない事情等で納入期限までに納入できない場合は、延納制度を利用すると納

入期限を延ばすことができる。（ただし、新入生（転部・再入学含む）の前期分学費は対象とならない。）

○延納の手続方法

　各期の納入期限までに「学費延納願」を学生・納入者の連名の上、体育学部事務課へ提出すること。「学費延納願」

の用紙は、学生本人が体育学部事務課担当窓口に請求、または大学ホームページからダウンロードする。

　※各期の納入期限を過ぎた場合、延納は認められない。

　※�前期に延納願を提出している場合でも、後期分の延納を希望する場合は、後期分の延納願を改めて提出すること。

　※�延納が認められた場合、納入期限を延長した振込依頼書を、前期分は 6月中旬頃、後期分は 11 月中旬頃に教務課

から再送する。
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第 1 章 総 則
（目 的）

第 1 条 国士舘大学（以下「本大学」という。）は、教育
基本法及び学校教育法にしたがい、建学の精神に則り、
学術の中心として、広く知識を授け、深く専門の学芸を
教授研究するとともに、歴史と伝統をたっとび、心身を
練磨し、誠意・勤労・見識・気魄の徳性を養い、もって
道義日本を建設し人類の福祉に貢献する有為の人材を養
成することを目的とする。

（自己点検・評価）
第 1 条の 2 本大学は、教育研究水準の向上を図り、前条
の目的及び社会的使命を達成するため、本大学における
教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行うも
のとする。

2 自己点検・評価の項目、実施に関する組織及び、運営
等については別に定める。

（組 織）
第 2条 本大学に次の大学院研究科、学部及び学科を置く。

大 学 院
政 治 学 研 究 科
経 済 学 研 究 科
経 営 学 研 究 科
スポーツ・システム研究科
救 急 シ ス テ ム 研 究 科
工 学 研 究 科
法 学 研 究 科
総 合 知 的 財 産 法 学 研 究 科
人 文 科 学 研 究 科
グ ロ ー バ ル ア ジ ア 研 究 科

政 経 学 部

経 済 学 科
体 育 学 部

体 育 学 科
武 道 学 科
ス ポ ー ツ 医 科 学 科
こ ど も ス ポ ー ツ 教 育 学 科

理 工 学 部
理 工 学 科

法 学 部
法 律 学 科
現 代 ビ ジ ネ ス 法 学 科

文 学 部
教 育 学 科

（大学院の規定）
第 3条 大学院については、別に定める。

（学生定員）
第 4条 各学部における学科等の学生定員は、次のとおり
とする。

第 ２ 章 通 則
第 1 節 学年・学期及び休業日

（学 年）
第 5 条 春期入学者の学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3
月 31 日に終わる。

2 秋期入学者の学年は、9 月 16 日に始まり、翌年 9 月
15 日に終わる。

（学 期）
第 6条 学年は、次の 2期に分ける。

春 期 4月 1日から 9月 15 日まで
秋 期 9月 16 日から翌年 3月 31 日まで

2 前項の期日は、必要に応じ、変更することができる。

（休業日）
第 7条 休業日は、次のとおりとする。
日 曜 日
国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に
規定する休日
創立記念日 11 月 4 日
春 季 休 業 3月 21 日から 3月 31 日まで
夏 季 休 業 8月 1 日から 9月 15 日まで
冬 季 休 業 12 月 24 日から翌年 1 月 7 日まで

2 前項の休業期間及び期日は、授業又は行事等の都合に
より、変更することができる。

3 国士舘大学学則

政 治 行 政 学 科

史 学 地 理 学 科
文 学 科

２ １ 世 紀 ア ジ ア 学 科
経 営 学 部

経 営 学 科

２１世紀アジア学部

学　部 学　　科
入学
定員
(人)

３年次
編入学
定員
( 人 )

収容
定員
(人)

政 経 学部
政 治 行 政 学 科 ��175 － ���700

経 済 学 科 ��360 － �1,440

体 育 学部

体 育 学 科 ��220 － ���880

武 道 学 科 ���90 － ���360

ス ポ ー ツ 医 科 学 科 ��150 　��15 ���630

こ ど も ス ポ ー ツ 教 育 学 科 ���80 － ���320

理 工 学部 理 工 学 科 ��335 － �1,340

法 学 部
法 律 学 科 ��200 － ���800

現 代 ビ ジ ネ ス 法 学 科 ��200 － ���800

文 学 部

教育学科
中 等 教 育 課 程 80 － 　　

480初 等 教 育 課 程 40 －

史 学 地 理 学 科 ���170 － ���680

文� � � � � � � � 学� � � � � � � � 科 �100 － ���400

21 世紀アジア学部 21 世 紀 ア ジ ア 学 科 ��350 － �1,400

経 営 学部 経 営 学 科 　270 － �1,080

計 2,820 ��15 11,310
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3 第 1 項に定める休業日のほか、必要に応じ、臨時に休
業日を設けることができる。

第 2 節 入学、転学、留学、休学、退学及び除籍等

（入学時期）
第 8条 本大学の入学は、第 6条に規定する各期の始めと
する。

（入学資格）
第 9条 本大学に入学することのできる者は、次の各号の
一に該当する者でなければならない。
（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通
常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育
を修了した者を含む。）

（3）外国において学校教育における 12 年の課程を修了
した者又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
た者

（4）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有す
るものとして認定した在外教育施設の当該課程を修
了した者

（5）専修学校の高等課程（修業年限が 3年以上であるこ
と、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすもの
に限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部
科学大臣が定める日以後に修了した者

（6）文部科学大臣の指定した者
（7）高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年1月31
日文部科学省令第 1 号）により、文部科学大臣が行
う高等学校卒業程度認定試験に合格した者

（8）その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と
同等以上の学力があると認めた者

（選考の方法）
第 10 条 前条による入学志願者について、教授会の意見
を聴き、学長が合格者を決定し、所定の手続を経た者に
入学を許可する。

2 選考の方法は、別に定める。

（編入学・転入学）
第 11 条 次の各号の一に該当する者で、本大学へ編入学
又は転入学を志願する者について、学長が合格者を決定
し、所定の手続を経た者に相当年次への編入学又は転入
学を許可するものとする。
（1）大学を卒業した者又は退学した者
（2）短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は
国立養護教諭養成所を卒業した者

（3）学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）
附則第７条に定める従前の規定による高等学校、専門
学校又は教員養成諸学校の課程を修了若しくは卒業
した者

（4）学校教育法第 132 条に定める専修学校の専門課程
（修業年限が 2 年以上であることその他の文部科学
大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了した
者

（5）

（入学手続）
第 12 条 合格通知を受け入学を希望する者は、指定期日
までに、本大学所定の書類を提出し､かつ、第 22 条に定
める入学金及び学費（以下「入学金等」という。）を納入
しなければならない。

2 指定の期日までに手続を完了しないときは、入学を許
可しない。

（保証人）
第 13 条 学生は、入学に際し、保証人を設けなければな
らない。

2 保証人は、学生の父又は母とし、その双方を欠くとき
は、これに準ずる者とする。

3 保証人は、その保証する学生が在学中に遵守すべき事
項について責任を負うものとする。

4 保証人は、その住所等に異動があったときは、直ちに
届出なければならない。

5  保証人を変更するときは、速やかに届出なければなら
ない。

（他大学への入学等）
第 14 条 学生が他大学へ入学又は転入学を志望するとき
は、学長の許可を得なければならない。

（転学部・転学科）
第 15 条 学生が転学部、転学科を志望するときは、春期
の始めに限り、学部で選考の上、学長が許可するものと
する。

（外国留学）
第 16 条 学生が外国の大学又は短期大学に留学を志望す
るときは、学長の許可を得なければならない。

2 外国の大学及び短期大学において修学する期間は、原
則として 1年とする。

3  留学の許可を得た者が、留学した大学又は短期大学に
おいて修得した単位については、教授会の議を経て、60
単位を限度として本大学において修得したものとみなす
ことができる。

4 学生の外国留学については、前 3 項によるほか、必要
な事項は別に定める。

（欠席届）
第 17 条 学生が病気その他やむを得ない理由のため欠席
するときは、理由を付して、届出るものとする。

2 欠席が 7 日以上にわたるときは、理由を付して、保証
人と連署の上、届出るものとする。

（休学及び復学）
第 18 条 学生が病気その他やむを得ない理由のため 1 月
以上にわたり欠席する場合は、許可を得て休学すること
ができる。

2 休学しようとするときは、休学願を提出し、学長の許
可を得なければならない。

3 休学期間は、在学年数に算入しない。また、休学は通
算 8回を超えることができない。

4 休学は、その学年を超えることができない。ただし、
特別の事情があるときは、許可を得て引続き1年もしく
は第６条に規定する春期又は秋期まで延長することが
できる。

5 復学の時期は、第 6条に規定する各期の始めとする。2 他の大学に在籍する者が､本大学に転入学を希望する
ときは、その大学の承認を得なければならない。

3 選考の方法は、別に定める。

学校教育法第58条の２に定める高等学校の専攻科の
課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科
学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了した
者（学校教育法第90条第１項に規定する者に限る。）
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6

（退学及び再入学）
第19条 学生が病気その他の理由により退学しようとする
ときは、保証人と連署の上、理由を付して退学願を提出し、
学長の許可を得なければならない。

2 前項の規定によって退学した者が、再入学を願い出た
ときは、学長の許可を得なければならない。

3 第73条第2項の規定によって退学処分を受けた者の再
入学については、特に反省が顕著であると認められる場
合に限り､学長が再入学を許可するものとする。

4 再入学の時期は、第6条に規定する各期の始めとする。
5 再入学の手続については、第 12 条及び第 13 条の規定
を準用する｡

（除籍及び復籍）
第 20 条 学生が、次の各号の一に該当するときは、学長
が除籍する。
（1）第 41 条に規定する在学年限を超えた者
（2）第 18 条第 4項に規定する休学期間を超えた者
（3）正当な理由がなく、無届で 3月以上連続して欠席し
た者

（4）正当な理由がなく、所定の期日までに学費等定めら
れた納入金を納入しない者

2 除籍の場合は、保証人に通知するものとする。
3

を許可するものとする。
4 復籍の手続については、別に定める。

第 3 節 入学検定料及び入学金等

（入学検定料）
第 21 条 本大学に入学を志望する者は、別表第 12 に定め
る入学検定料を納入しなければならない。

（納入金）
第 22 条 納入金とは、別表第 13 から別表第 16 に定める
入学金等及び別に定める諸費をいう。

2 納入金は、別に定めるところにより、所定の期日まで
に納入しなければならない。

3 高学年学生（5 年次生以上）の学費は､別に定めるとこ
ろにより、減免する。

（納入金の改定）
第 23 条 納入金の改定が行われた場合、在学生には適用
しないものとする。ただし、諸費については、特別の事
情があるときは、在学生にも適用することができる。

（入学検定料及び入学金等の返還）
第 24 条 既に納入した入学金は返還しない。ただし、入
学検定料、学費及び諸費等については、特別な場合に限
り返還することができる。

第 4 節 教職員組織

（学 長）
第 25 条 本大学に、学長を置く｡
2

（副学長）
第 26 条 本大学に、副学長を置くことができる。
2 副学長は、教学全般について学長を補佐する。
3 副学長の選任等については、別に定める。

（学部長等）
第 27 条 各学部に学部長を置く。

（教 員）
第 28 条 本大学に教授、准教授及び講師を置く。
2 本大学に助教を置くことができる。

4 本大学に別に定めるところにより、客員教授を置くこ
とができる。

（名誉教授）
第 28 条の 2 本大学に、多年勤務した者であって、教育上
又は学術上特に功績のあった者に対し、別に定めるとこ
ろにより、名誉教授の称号を授与することができる。

（職 員）
第 29 条 本大学に事務職員、技術職員及びその他必要な
職員を置く｡

第 5 節 教授会、学部長会及び委員会

（教授会の構成）
第 30 条 本大学各学部に教授会を置き、専任教授をもっ
て構成する。ただし、必要と認められる場合は、准教授
及び専任講師を加えることができる。

2 学長及び副学長は、教授会に出席することができる。

（教授会の招集）
第 31 条 教授会は、学部長が招集し、議長となる。
2 学部長等は、所属教授会構成員の 3 分の 1 以上から会
議に付議すべき事項を示して教授会の開催を求められた
場合には、教授会を招集しなければならない。

（教授会の成立及び議決）
第 32 条 教授会は、構成員の過半数の出席によって成立
し､その議決は、出席者の過半数による。

（教授会の検討事項）
第

２

33 条

（学部長会）
第 34 条 本大学に、学部長会を置く。

復学の手続については、第 2項の規定を準用する。

第 1 項の規定により除籍された者が、復籍を願い出た

学長は、校務をつかさどり、所属教職員を総督する。

教授会は、学長が次に掲げる事項について決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。
（1）学生の入学、卒業及び課程の修了
（2）学位の授与
（3）前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要
な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものと
して学長が別に定めるもの。

 教授会は、前項に規定するもののほか、教育研究に
関する事項について、学長等の求めに応じ、意見を述べ
ることができる。

3 本大学に別に定めるところにより、特任教授を置くこ
とができる。

ときは、第３号の場合のみ事情を調査の上、学長が復籍
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2 学部長会は、学長、副学長、各学部長をもって構成し、
2 学部以上にわたる教学に関する共通事項について協議
し、各学部等相互の意見の調整をはかるものとする。

3 学部長会の運営については、別に定める。

（委員会）
第 35 条 本大学に、学長の諮問機関として委員会を置く
ことができる。

（応急措置）
第 36 条 学長は、非常変災その他急迫の事情があるとき
には、教学に関して臨機の措置をとることができる。こ
のときは、速やかに教授会に報告するものとする。

第 6 節 附属施設等

（国際交流センター）
第 37 条の 2 本大学に、国際交流センターを置く。
2 国際交流センターについては、別に定める。

（図書館・情報メディアセンタ－）
第 37 条の３ 本大学に、図書館・情報メディアセンタ－
を置く。

２ 図書館・情報メディアセンタ－については、別に定める。

（健康管理室）
第 38 条 本大学に、健康管理室を設け、教職員及び学生
の保健管理に関する業務のほか、健康増進に関する指導

を置く。

を行う。
2 健康管理室の運営については、別に定める。

第 7 節 附置研究所等

（附置研究所及び附属研究施設等）
第 39 条 本大学に、防災・救急救助総合研究所を附置する。
２ 前項に規定するもののほか本大学の学部に、必要に応
じて附属研究施設及び学会を置くことができる。

３ 第1項に規定された附置研究所及び第 2項に示す附属
研究施設等については、別に定める。

第 37 条　削除

第 39 条の 2　 削除

第 39 条の 3　 削除

（地域連携・社会貢献推進センター）
第 39 条の 4 本大学に、地域連携・社会貢献推進センター

2 地域連携・社会貢献推進センターについては、別に定める。

（ウエルネス・リサーチセンター）
第 39 条の 5 本大学に、ウエルネス・リサーチセンターを
置く。

2 ウエルネス・リサーチセンターについては、別に定める。

（1）政経学部は、別表第 1
（2）体育学部は、別表第 2
（3）理工学部は、別表第 3
（4）法学部は、別表第 4
（5）文学部は、別表第 5
（6）21 世紀アジア学部は、別表第 6
（7）経営学部は、別表第 7

2 授業科目について、特別の事情があるときは、学部の
定めるところにより他学部又は他学科に属する科目をも
って充てることができる。

3 第1項の別表第1から同第7に定める授業科目のほか、
必要に応じて特別講義、演習又は随意科目を開設するこ
とができる。

（修業年限・在学年限）
第 41 条 学部の修業年限（修業期間）は、4年（8期）と
する。ただし、8年（16 期）を超えて在学することはで
きない。

2 編入学及び転入学した者は、当該修業年限（修業期間）
の 2倍に相当する年数（期数）を超えて在学することは
できない。

3 再入学した者は、再入学以前の在学年数（在学期数）
を加えて 8年（16 期）を超えることはできない。

第 2 節 履修方法、試験及び単位認定

（履修要領）
第 42 条 第40条に定める各授業科目の履修要領及び卒業
所要単位は、別表第 8に定めるとおりとする。

2 学生が、第40条第

3 学生は、第40条に定める各授業科目の中から指定された

2 項のほかに科目の履修を希望する
ときは、当該学部に申し出て承認を得た後履修すること
ができ、修得した単位は卒業所要単位に算入することが
できる。

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修）
第 43 条 本大学が教育上有益と認めるときは、他の大学
又は短期大学との協議により、本大学の学生の当該大学
又は短期大学の授業科目の履修を認めることができる。
また、当該大学又は短期大学の学生を本大学において特
別聴講生として履修させることができる。

2 本大学の学生が前項の規定により、履修した授業科目
について修得した単位を、60 単位を超えない範囲で、本
大学において修得したものとみなすことができる。

（大学以外の教育施設等における学修）
第 43 条の 2 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生
が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修
その他文部科学大臣が別に定める学修を、本大学におけ
る授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項により与えることのできる単位数は、第 16 条第 3
項及び前条第 2項により本大学において修得したものと
みなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

（外国で教育を受けた学生に対する履修の特例）
第 44 条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で、外

びに学部において開設する授業科目、単位数及び開設年
次等は、次のとおりとする。

（デジタルアーカイブセンター）
第 39 条の 6 本大学に、デジタルアーカイブセンターを
置く。

2 デジタルアーカイブセンターについては、別に定める。

第 3 章 学 部
第 1 節 教育課程の教育研究上の目的、授業科目及び修
業年限・在学年限

（教育研究上の目的・授業科目）
第 40 条 本大学が設置する学部等の教育研究上の目的並

特定分野の授業科目を副専攻科目として、別に定めるとこ
ろにより、履修することができる。
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て、その科目を履修しなければ受験することができない。

（入学前の既修得単位等の認定）
第 51 条 大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を
含む。）を卒業し、あるいは中途退学して新たに第 1 年
次に入学した学生の既修得単位については、教授会の議
を経て、60 単位を超えない範囲で本大学において修得し
たものとみなすことができる。
ただし、このことによって修業年限を短縮することはで
きない。

2 本大学は、教育上有益と認めるときは、本大学の学生
が本大学に入学する前に行った第 43 条の 2 第 1 項に規
定する学修を本大学における授業科目の履修とみなし、
単位を与えることができる。

3 前 2 項により修得したものとみなし、又は与えること
のできる単位数は、編入学、転入学の場合を除き、本大
学において修得した単位以外のものについては、第 16
条第 3 項及び第 43 条第 2 項並びに第 43 条の 2 第 2 項

て、その科目を履修しなければ受験することができない。

わせて 60 単位を超えないものとする。

第 3 節 卒業及び学位

（卒 業）
第 52 条 本大学に 4 年（8 期）以上在学して、所定の授
業科目を履修し、定められた単位数を修得した者は、卒
業とする。

2 卒業の時期は、第 6条に規定する各期の終りとする。

（学 位）
第 53 条 本大学を卒業した者には、次の区分により学士
の学位を授与する。
政 経 学 部

政治行政学科 学 士 （政治学）
経済学科 学 士 （経済学）

体 育 学 部
体育学科 学 士 （体育学）
武道学科 学 士 （武道学）
スポーツ医科学科 学 士 （スポーツ医科学）
こどもスポーツ教育学科 学 士 （体育学）

理 工 学 部
理工学科 学 士 （工 学）、学 士 （理 学）

法 学 部
法律学科 学 士 （法 学）
現代ビジネス法学科 学 士 （法 学）

文 学 部
教育学科 学 士 （文 学）
史学地理学科 学 士 （文 学）
文学科 学 士 （文 学）

学 士 （アジア学）
経 営 学 部

経営学科 学 士 （経営学）

２１世紀アジア学部
２１世紀アジア学科

9
及び第9の2に定める科目の単位を修得しなければならない。

3 測量士補の資格を得ようとする者は、別に定める科目
の単位を修得しなければならない。

（履修届）
第 46 条 学生は、春期の始めに、当該学年に履修する科
目を選定して届出なければならない。ただし、第 6条に
規定する秋期の始めとすることができる。

（単位の基準）
第 47 条 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を 45 時
間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準
とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授
業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単
位数を計算するものとする。
（1）講義については、15 時間の授業をもって 1 単位と
する。

（2）演習については、15 時間又は 30 時間の授業をもっ
て 1 単位とし、外国語については、30 時間の授業を
もって 1単位とする。

（3）実験、実習及び実技については、30 時間又は 45
時間の授業をもって 1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業

2 前項の授業方法により与えることができる単位数は60

制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評
価し単位を授与することが適切と認められる場合には、
これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めること
ができる。

（多様なメディアによる授業の方法）
第 47 条の 2 本大学は、文部科学大臣が別に定めるところ
によって、前条に規定する講義、演習、実験、実習又は
実技による授業を、多様なメディアを高度に利用して、
当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがで

単位を超えないものとする。

きる。

（試 験）
第 48 条 履修した授業科目については、定期に試験を行
う。ただし、授業科目によっては、平常の成績をもって
試験にかえることができる。

2 やむを得ない理由によって定期の試験を受けなかった
者については、教授会の承認を得て、追試験を受けるこ
とができる。

（成績評価）
第 49 条 各授業科目は、成績によって合格、不合格を決
める。

（単位認定及び再履修）
第 50 条 各授業科目の試験に合格した者には、当該科目
所定の単位を与える。ただし、各授業科目について出席
すべき時間数（試験時間数を含む。）の 3 分の 2 以上の
出席がなければならない。

2 単位の修得ができなかった科目については、あらため

２　成績評価は、秀、優、良、可、不可及び欠席と表記し、秀、優、
良、可を合格、不可、欠席を不合格とする。また、単位認定を認と
表記することができる。
３　評価基準は100点を満点とし、90点から100点を秀、80点か
ら89点を優、70点から79点を良、60点から69点を可とし、59点
以下は不可とする。
４　学業成績を総合的に判断する指標として、Grade Point 

Average（以下「GPA」という。）を用いる。なお、GPA
に関しては、別に定める。

育主事補の資格を得ようとする者は、それぞれ別表第

（教員免許状及び諸資格）
第 45 条 教育職員の免許状を得ようとする者の履修要領
は、第 54 条、第 55 条及び第 56 条による。

2 司書、司書教諭、学校司書、博物館学芸員及び社会教

必要があると認めるときは、日本語に関する科目及び日本
事情に関する科目を開設し、履修させることができる。

国において相当期間、中等教育を受けた者の教育について
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第 4 節 教科・教職に関する科目

（教職科目の設置）
第 54 条 本大学各学部、学科に、教員免許状授与の所要
資格を得させるための課程を置く。

2 課程の認定を受けた学部、学科における免許状の種類
及び各免許教科は、別表第10のとおりとする。

（教職科目の履修）
第 55 条 前条第 2 項に示す教員免許状を得ようとする者
は、所属する学部、学科において開設する教員免許状の
取得に必要な授業科目について、本大学で定める所定の
単位を修得しなければならない。

（教職科目の配当）
第 56 条 本大学で開設する教科及び教職に関する科目の
うち教職に関する科目は、別表第11のとおりとする。

第 5 節 科目等履修生、聴講生、研究生及び委託学生

（科目等履修生の入学）
第 57 条 本大学の学生以外の者で、一又は複数の授業科
目を履修する者（以下「科目等履修生」という。）が本大
学に開設された授業科目について、受講を願い出たとき
は、当該学部で選考の上、正規の課程の学生の学修を妨
げない範囲で、入学を許可するものとする。

2 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。

（科目等履修生の単位の認定）
第 58 条 科目等履修生が、履修科目の受講を修了し所定
の試験に合格（試験によらない場合の成果の評価を含
む。）したときは、その科目の単位を認定し、単位認定書
を授与する。

（科目等履修生の在学年限）
第 59 条 科目等履修生として在学した年限は、正規の課
程の在学年限（在学期限）に算入することはできない。

（科目等履修生の教免申請）
第 60 条 学部を卒業して科目等履修生となった者が、第
55 条に規定する単位を修得した場合は、教員免許状を申
請することができる。

（科目等履修生の規定の準用）
第 61 条 科目等履修生に関して、第 57 条から前条までに
規定した以外の事項で、科目等履修生に関して必要な事
項は、当該学部の正規の課程の学生に適用する規定を準
用する。

（聴講生）
第 61 条の 2 本大学で開講している授業科目の聴講を希
望する者（以下「聴講生」という。）があるときは、当該
学部で選考の上、正規課程の学生の学修を妨げない範囲
で、学長が聴講を許可することができる。

2 聴講生について必要な事項は、別に定める。

（研究生の入学）
第 62 条 本大学で特定の課題について研究をすすめよう
と希望する者があるときは、当該学部で選考の上、正規
の学生の学修を妨げない範囲において、学長が研究生と
して入学を許可するものとする。

2 研究生について必要な事項は、別に定める。

（研究生の聴講）
第 63 条 研究生は、指導教授の承認を得て、学部の講義、
演習及び実験等を聴講することができる。

（研究証明）
第 64 条 研究生として相当の成績をおさめた者には、研
究証明書を与える｡

（研究期間）
第 65 条 研究生の研究期間は、1 年もしくは第 6 条に規
定する春期又は秋期とする。ただし、事情によって期間
の延長を願い出ることができる。

（研究生の規定の準用）
第 66 条 第 62 条から第 65 条までの規定及び研究生に関
する他の規定以外の事項で、研究生に関して必要な事項
は、当該学部の正規の学生に適用する規定を準用する｡

（委託学生の入学）
第 67 条 委託学生とは、官公庁その他の団体等の委託に
基づき、第 10 条の規定によらないで、本大学において
学修を許可された学生をいう。

2 委託学生として入学を希望する者に対しては、正規の
学生の学修を妨げない範囲で、当該学部で選考の上、許
可するものとする。

（委託学生の取扱）
第 68 条 前条の規定による委託学生で、正規の課程の履
修を希望する者は、第 9条の規定による入学資格を有す
るものでなければならない。この場合の履修要領及び卒
業等については、正規の課程の学生に適用する規定によ
る。

2 前条の規定による委託学生で、科目等履修生として入
学を希望する者は、第 57 条から第 61 条までの規定を準
用する。ただし、第 57 条に定める入学資格のない者で
あっても、科目等履修生として入学を許可することがで
きる。

第 6 節 外国人留学生及び交換留学生

（外国人留学生の入学）
第69条 外国人留学生で本大学に入学を志願する者に対し
ては、選考の上、所定の手続を経た者に入学を許可する。

（交換留学生）
第 69 条の 2 本大学は、本大学との協定に基づき、外国の
大学又は短期大学の学生が本大学の授業科目を履修する
場合は、交換留学生として受け入れることができる。

2 交換留学生について、必要な事項は別に定める。

（外国人留学生の取扱）
第 70 条 外国人留学生で、前条の規定により正規の課程
に入学を希望する者は、第 9条による入学資格を有する
ものでなければならない。

2 前項に定める外国人留学生の履修要領及び卒業等につ
いては､正規の学生に適用する規定による。

3 外国人留学生の取扱いについて、必要な事項は別に定
める。

　�（教職科⽬の配当）
第 56条　本大学で開設する教職課程科⽬は、別表第 11の
とおりとする。
２　別表第１から別表第７に規定する授業科⽬のうち、別
表第 10の教員免許状の取得に係る授業科⽬については、
備考欄に下表のとおり表記する。

第 4 節 教科・教職に関する科目

（教職科目の設置）
第 54 条 本大学各学部、学科に、教員免許状授与の所要
資格を得させるための課程を置く。

2 課程の認定を受けた学部、学科における免許状の種類
及び各免許教科は、別表第10のとおりとする。

（教職科目の履修）
第 55 条 前条第 2 項に示す教員免許状を得ようとする者
は、所属する学部、学科において開設する教員免許状の
取得に必要な授業科目について、本大学で定める所定の
単位を修得しなければならない。

（教職科目の配当）
第 56 条 本大学で開設する教科及び教職に関する科目の
うち教職に関する科目は、別表第11のとおりとする。

第 5 節 科目等履修生、聴講生、研究生及び委託学生

（科目等履修生の入学）
第 57 条 本大学の学生以外の者で、一又は複数の授業科
目を履修する者（以下「科目等履修生」という。）が本大
学に開設された授業科目について、受講を願い出たとき
は、当該学部で選考の上、正規の課程の学生の学修を妨
げない範囲で、入学を許可するものとする。

2 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。

（科目等履修生の単位の認定）
第 58 条 科目等履修生が、履修科目の受講を修了し所定
の試験に合格（試験によらない場合の成果の評価を含
む。）したときは、その科目の単位を認定し、単位認定書
を授与する。

（科目等履修生の在学年限）
第 59 条 科目等履修生として在学した年限は、正規の課
程の在学年限（在学期限）に算入することはできない。

（科目等履修生の教免申請）
第 60 条 学部を卒業して科目等履修生となった者が、第
55 条に規定する単位を修得した場合は、教員免許状を申
請することができる。

（科目等履修生の規定の準用）
第 61 条 科目等履修生に関して、第 57 条から前条までに
規定した以外の事項で、科目等履修生に関して必要な事
項は、当該学部の正規の課程の学生に適用する規定を準
用する。

（聴講生）
第 61 条の 2 本大学で開講している授業科目の聴講を希
望する者（以下「聴講生」という。）があるときは、当該
学部で選考の上、正規課程の学生の学修を妨げない範囲
で、学長が聴講を許可することができる。

2 聴講生について必要な事項は、別に定める。

（研究生の入学）
第 62 条 本大学で特定の課題について研究をすすめよう
と希望する者があるときは、当該学部で選考の上、正規
の学生の学修を妨げない範囲において、学長が研究生と
して入学を許可するものとする。

2 研究生について必要な事項は、別に定める。

（研究生の聴講）
第 63 条 研究生は、指導教授の承認を得て、学部の講義、
演習及び実験等を聴講することができる。

（研究証明）
第 64 条 研究生として相当の成績をおさめた者には、研
究証明書を与える｡

（研究期間）
第 65 条 研究生の研究期間は、1 年もしくは第 6 条に規
定する春期又は秋期とする。ただし、事情によって期間
の延長を願い出ることができる。

（研究生の規定の準用）
第 66 条 第 62 条から第 65 条までの規定及び研究生に関
する他の規定以外の事項で、研究生に関して必要な事項
は、当該学部の正規の学生に適用する規定を準用する｡

（委託学生の入学）
第 67 条 委託学生とは、官公庁その他の団体等の委託に
基づき、第 10 条の規定によらないで、本大学において
学修を許可された学生をいう。

2 委託学生として入学を希望する者に対しては、正規の
学生の学修を妨げない範囲で、当該学部で選考の上、許
可するものとする。

（委託学生の取扱）
第 68 条 前条の規定による委託学生で、正規の課程の履
修を希望する者は、第 9条の規定による入学資格を有す
るものでなければならない。この場合の履修要領及び卒
業等については、正規の課程の学生に適用する規定によ
る。

2 前条の規定による委託学生で、科目等履修生として入
学を希望する者は、第 57 条から第 61 条までの規定を準
用する。ただし、第 57 条に定める入学資格のない者で
あっても、科目等履修生として入学を許可することがで
きる。

第 6 節 外国人留学生及び交換留学生

（外国人留学生の入学）
第69条 外国人留学生で本大学に入学を志願する者に対し
ては、選考の上、所定の手続を経た者に入学を許可する。

（交換留学生）
第 69 条の 2 本大学は、本大学との協定に基づき、外国の
大学又は短期大学の学生が本大学の授業科目を履修する
場合は、交換留学生として受け入れることができる。

2 交換留学生について、必要な事項は別に定める。

（外国人留学生の取扱）
第 70 条 外国人留学生で、前条の規定により正規の課程
に入学を希望する者は、第 9条による入学資格を有する
ものでなければならない。

2 前項に定める外国人留学生の履修要領及び卒業等につ
いては､正規の学生に適用する規定による。

3 外国人留学生の取扱いについて、必要な事項は別に定
める。

第 4 節 教科・教職に関する科目

（教職科目の設置）
第 54 条 本大学各学部、学科に、教員免許状授与の所要
資格を得させるための課程を置く。

2 課程の認定を受けた学部、学科における免許状の種類
及び各免許教科は、別表第10のとおりとする。

（教職科目の履修）
第 55 条 前条第 2 項に示す教員免許状を得ようとする者
は、所属する学部、学科において開設する教員免許状の
取得に必要な授業科目について、本大学で定める所定の
単位を修得しなければならない。

（教職科目の配当）
第 56 条 本大学で開設する教科及び教職に関する科目の
うち教職に関する科目は、別表第11のとおりとする。

第 5 節 科目等履修生、聴講生、研究生及び委託学生

（科目等履修生の入学）
第 57 条 本大学の学生以外の者で、一又は複数の授業科
目を履修する者（以下「科目等履修生」という。）が本大
学に開設された授業科目について、受講を願い出たとき
は、当該学部で選考の上、正規の課程の学生の学修を妨
げない範囲で、入学を許可するものとする。

2 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。

（科目等履修生の単位の認定）
第 58 条 科目等履修生が、履修科目の受講を修了し所定
の試験に合格（試験によらない場合の成果の評価を含
む。）したときは、その科目の単位を認定し、単位認定書
を授与する。

（科目等履修生の在学年限）
第 59 条 科目等履修生として在学した年限は、正規の課
程の在学年限（在学期限）に算入することはできない。

（科目等履修生の教免申請）
第 60 条 学部を卒業して科目等履修生となった者が、第
55 条に規定する単位を修得した場合は、教員免許状を申
請することができる。

（科目等履修生の規定の準用）
第 61 条 科目等履修生に関して、第 57 条から前条までに
規定した以外の事項で、科目等履修生に関して必要な事
項は、当該学部の正規の課程の学生に適用する規定を準
用する。

（聴講生）
第 61 条の 2 本大学で開講している授業科目の聴講を希
望する者（以下「聴講生」という。）があるときは、当該
学部で選考の上、正規課程の学生の学修を妨げない範囲
で、学長が聴講を許可することができる。

2 聴講生について必要な事項は、別に定める。

（研究生の入学）
第 62 条 本大学で特定の課題について研究をすすめよう
と希望する者があるときは、当該学部で選考の上、正規
の学生の学修を妨げない範囲において、学長が研究生と
して入学を許可するものとする。

2 研究生について必要な事項は、別に定める。

（研究生の聴講）
第 63 条 研究生は、指導教授の承認を得て、学部の講義、
演習及び実験等を聴講することができる。

（研究証明）
第 64 条 研究生として相当の成績をおさめた者には、研
究証明書を与える｡

（研究期間）
第 65 条 研究生の研究期間は、1 年もしくは第 6 条に規
定する春期又は秋期とする。ただし、事情によって期間
の延長を願い出ることができる。

（研究生の規定の準用）
第 66 条 第 62 条から第 65 条までの規定及び研究生に関
する他の規定以外の事項で、研究生に関して必要な事項
は、当該学部の正規の学生に適用する規定を準用する｡

（委託学生の入学）
第 67 条 委託学生とは、官公庁その他の団体等の委託に
基づき、第 10 条の規定によらないで、本大学において
学修を許可された学生をいう。

2 委託学生として入学を希望する者に対しては、正規の
学生の学修を妨げない範囲で、当該学部で選考の上、許
可するものとする。

（委託学生の取扱）
第 68 条 前条の規定による委託学生で、正規の課程の履
修を希望する者は、第 9条の規定による入学資格を有す
るものでなければならない。この場合の履修要領及び卒
業等については、正規の課程の学生に適用する規定によ
る。

2 前条の規定による委託学生で、科目等履修生として入
学を希望する者は、第 57 条から第 61 条までの規定を準
用する。ただし、第 57 条に定める入学資格のない者で
あっても、科目等履修生として入学を許可することがで
きる。

第 6 節 外国人留学生及び交換留学生

（外国人留学生の入学）
第69条 外国人留学生で本大学に入学を志願する者に対し
ては、選考の上、所定の手続を経た者に入学を許可する。

（交換留学生）
第 69 条の 2 本大学は、本大学との協定に基づき、外国の
大学又は短期大学の学生が本大学の授業科目を履修する
場合は、交換留学生として受け入れることができる。

2 交換留学生について、必要な事項は別に定める。

（外国人留学生の取扱）
第 70 条 外国人留学生で、前条の規定により正規の課程
に入学を希望する者は、第 9条による入学資格を有する
ものでなければならない。

2 前項に定める外国人留学生の履修要領及び卒業等につ
いては､正規の学生に適用する規定による。

3 外国人留学生の取扱いについて、必要な事項は別に定
める。

第 4 節 教科・教職に関する科目

（教職科目の設置）
第 54 条 本大学各学部、学科に、教員免許状授与の所要
資格を得させるための課程を置く。

2 課程の認定を受けた学部、学科における免許状の種類
及び各免許教科は、別表第10のとおりとする。

（教職科目の履修）
第 55 条 前条第 2 項に示す教員免許状を得ようとする者
は、所属する学部、学科において開設する教員免許状の
取得に必要な授業科目について、本大学で定める所定の
単位を修得しなければならない。

（教職科目の配当）
第 56 条 本大学で開設する教科及び教職に関する科目の
うち教職に関する科目は、別表第11のとおりとする。

第 5 節 科目等履修生、聴講生、研究生及び委託学生

（科目等履修生の入学）
第 57 条 本大学の学生以外の者で、一又は複数の授業科
目を履修する者（以下「科目等履修生」という。）が本大
学に開設された授業科目について、受講を願い出たとき
は、当該学部で選考の上、正規の課程の学生の学修を妨
げない範囲で、入学を許可するものとする。

2 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。

（科目等履修生の単位の認定）
第 58 条 科目等履修生が、履修科目の受講を修了し所定
の試験に合格（試験によらない場合の成果の評価を含
む。）したときは、その科目の単位を認定し、単位認定書
を授与する。

（科目等履修生の在学年限）
第 59 条 科目等履修生として在学した年限は、正規の課
程の在学年限（在学期限）に算入することはできない。

（科目等履修生の教免申請）
第 60 条 学部を卒業して科目等履修生となった者が、第
55 条に規定する単位を修得した場合は、教員免許状を申
請することができる。

（科目等履修生の規定の準用）
第 61 条 科目等履修生に関して、第 57 条から前条までに
規定した以外の事項で、科目等履修生に関して必要な事
項は、当該学部の正規の課程の学生に適用する規定を準
用する。

（聴講生）
第 61 条の 2 本大学で開講している授業科目の聴講を希
望する者（以下「聴講生」という。）があるときは、当該
学部で選考の上、正規課程の学生の学修を妨げない範囲
で、学長が聴講を許可することができる。

2 聴講生について必要な事項は、別に定める。

（研究生の入学）
第 62 条 本大学で特定の課題について研究をすすめよう
と希望する者があるときは、当該学部で選考の上、正規
の学生の学修を妨げない範囲において、学長が研究生と
して入学を許可するものとする。

2 研究生について必要な事項は、別に定める。

（研究生の聴講）
第 63 条 研究生は、指導教授の承認を得て、学部の講義、
演習及び実験等を聴講することができる。

（研究証明）
第 64 条 研究生として相当の成績をおさめた者には、研
究証明書を与える｡

（研究期間）
第 65 条 研究生の研究期間は、1 年もしくは第 6 条に規
定する春期又は秋期とする。ただし、事情によって期間
の延長を願い出ることができる。

（研究生の規定の準用）
第 66 条 第 62 条から第 65 条までの規定及び研究生に関
する他の規定以外の事項で、研究生に関して必要な事項
は、当該学部の正規の学生に適用する規定を準用する｡

（委託学生の入学）
第 67 条 委託学生とは、官公庁その他の団体等の委託に
基づき、第 10 条の規定によらないで、本大学において
学修を許可された学生をいう。

2 委託学生として入学を希望する者に対しては、正規の
学生の学修を妨げない範囲で、当該学部で選考の上、許
可するものとする。

（委託学生の取扱）
第 68 条 前条の規定による委託学生で、正規の課程の履
修を希望する者は、第 9条の規定による入学資格を有す
るものでなければならない。この場合の履修要領及び卒
業等については、正規の課程の学生に適用する規定によ
る。

2 前条の規定による委託学生で、科目等履修生として入
学を希望する者は、第 57 条から第 61 条までの規定を準
用する。ただし、第 57 条に定める入学資格のない者で
あっても、科目等履修生として入学を許可することがで
きる。

第 6 節 外国人留学生及び交換留学生

（外国人留学生の入学）
第69条 外国人留学生で本大学に入学を志願する者に対し
ては、選考の上、所定の手続を経た者に入学を許可する。

（交換留学生）
第 69 条の 2 本大学は、本大学との協定に基づき、外国の
大学又は短期大学の学生が本大学の授業科目を履修する
場合は、交換留学生として受け入れることができる。

2 交換留学生について、必要な事項は別に定める。

（外国人留学生の取扱）
第 70 条 外国人留学生で、前条の規定により正規の課程
に入学を希望する者は、第 9条による入学資格を有する
ものでなければならない。

2 前項に定める外国人留学生の履修要領及び卒業等につ
いては､正規の学生に適用する規定による。

3 外国人留学生の取扱いについて、必要な事項は別に定
める。

表記 左欄表記が示す教育職員免許法施行規則に規定する科⽬

幼 領域に関する専門的事項に関する科⽬

小、国、社、数、
理、保、技、英、
地、公、書、情、
工、商

小は小学校、国は国語、社は社会、数は数学、理は理科、
保は保健体育、技は技術、英は英語、地は地理歴史、公
は公民、書は書道、情は情報、工は工業、商は商業の教
科に関する専門的事項に関する科⽬

養 養護に関する科⽬

職
教育職員免許法施行規則第２条から第５条に定める第２
欄（指導法に係る部分に限る）から第５欄及び第９条に
定める第３欄から第５欄の科⽬

独自 大学が独自に設定する科⽬

特支 特別支援教育に関する科⽬

教免要件 教育職員免許法施行規則第 66条の６に定める科⽬
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第 7 節 公開講座

（公開講座）
第 71 条 本大学は、正規の授業科目以外に、必要に応じ
て特別の講座を設けて、一般に公開することができる。

2 公開講座に関する規程は、別にこれを定める。

第 8 節 賞 罰

（表 彰）
第 72 条 本大学の学生で、人物及び学業の優秀な者又は
表彰に該当する行為のあった者は、学長が表彰する。

（懲 戒）
第73条 学生が、本大学の規則に背き又は学生の本分に反
する行為をしたときは、その都度懲戒委員会を設けて審
議し、学長が懲戒を行う。

2 懲戒は、戒告、停学及び退学とし、退学は次の各号の
一に該当する者に対して行う。
（1）性行不良で改善の見込がないと認められるもの
（2）学業を怠り、成業の見込がないと認められるもの
（3）正当な理由がなく、出席が常でないもの
（4）大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反し
たもの

3 前項の規定によって停学又は退学を命じたときは、そ
の旨を保証人に通知する。

1 8 本学則は、平成 2年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 2年度から平成 5年度において政経学部二
部の総定員は、第 4条の規定にかかわらず、次のとおり
とする。

平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度
政治学科 850 900 950 1,000
経済学科 650 700 750 800

19 本学則は、平成 3年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 3 年度から平成 11 年度の間における工

学部及び法学部の入学定員については、第 4条の規定に
かかわらず、下表のとおりとする。

工 学 部 法学部
機械工学科 電気工学科 土木工学科 建築学科 法律学科
80 80 80 80 300

また、学則第 54 条、第 55 条及び第 56 条の規定は、平
成 2年度入学生から適用する。

20 本学則は、平成 3年 9月 18 日から施行する。
ただし、第 53 条の規定は、平成 3 年 7 月 1 日から適

用する。
20-2 平成 3 年 3 月以前の本学卒業生に対する学士の称号
は、第 53 条の規定による学士の学位とみなす｡

21 本学則は、平成 4年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 4 年度から平成 11 年度の間における政

経学部一部、体育学部及び文学部の入学定員については、
第 4条の規定にかかわらず、下表のとおりとする。

政経学部一部
経 済 学 科 300 人
経 営 学 科 250 人

体 育 学 部 体 育 学 科 300 人
教 育 学 科
倫 理 学 専 攻 30 人

史学地理学科
国 史 学 専 攻 70 人

文 学 部 東洋史学専攻 40 人
地 理 学 専 攻 60 人

文 学 科
中国文学専攻 30 人
国語国文学専攻 70 人

22 本学則は、平成 5年 4月 1 日から施行する。
23 本学則は、平成 6年 4月 1 日から施行する。
24 本学則は、平成 7年 4月 1 日から施行する。
25 本学則は、平成 8年 4月 1 日から施行する。

ただし、改正後の第41条1項と3項の別表第1、第2、
第 3、第 4、第 5、第 6及び第 42 条 1 項、第 44 条、第
51 条の定めにかかわらず、平成 7 年 4 月 1 日以前の入
学生については、なお従前の例による。

26 本学則は、平成 9年 4月 1 日から施行する。
27 本学則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。
28 本学則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科

4 懲戒委員会の構成等については、別に定める。

第 9 節 奨 学 制 度

（奨学制度）
第 74 条 本大学に奨学制度を設ける。
2 奨学制度に関しては、別に定める。

第 10節 学 生 寮

（学生寮）
第 75 条 本大学に学生寮を置く。
2 学生寮に関しては、別に定める。

第 5 章 雑 則
（雑 則）

第77条 この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 本学則は、昭和 33 年 4 月 1 日から施行する。
2 本学則は、昭和 36 年 4 月 1 日から施行する。
3 本学則は、昭和 37 年 4 月 1 日から施行する。
4 本学則は、昭和 38 年 4 月 1 日から施行する。
5 本学則は、昭和 39 年 4 月 1 日から施行する。
6 本学則は、昭和 40 年 4 月 1 日から施行する。
7 本学則は、昭和 41 年 4 月 1 日から施行する。
8 本学則は、昭和 44 年 4 月 1 日から施行する。
9 本学則は、昭和 46 年 4 月 1 日から施行する。
1 0 本学則は、昭和 49 年 4 月 1 日から施行する。
1 1 本学則は、昭和 50 年 4 月 1 日から施行する。
1 2 本学則は、昭和 51 年 4 月 1 日から施行する。
1 3 本学則は、昭和 52 年 4 月 1 日から施行する。
1 4 本学則は、昭和 53 年 4 月 1 日から施行する。
1 5 本学則は、昭和 61 年 4 月 1 日から施行する。

1 6 本学則は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。
1 7 本学則は、平成元年 4月 1日から施行する。

第 7 節 公開講座

（公開講座）
第 71 条 本大学は、正規の授業科目以外に、必要に応じ
て特別の講座を設けて、一般に公開することができる。

2 公開講座に関する規程は、別にこれを定める。

第 8 節 賞 罰

（表 彰）
第 72 条 本大学の学生で、人物及び学業の優秀な者又は
表彰に該当する行為のあった者は、学長が表彰する。

（懲 戒）
第73条 学生が、本大学の規則に背き又は学生の本分に反
する行為をしたときは、その都度懲戒委員会を設けて審
議し、学長が懲戒を行う。

2 懲戒は、戒告、停学及び退学とし、退学は次の各号の
一に該当する者に対して行う。
（1）性行不良で改善の見込がないと認められるもの
（2）学業を怠り、成業の見込がないと認められるもの
（3）正当な理由がなく、出席が常でないもの
（4）大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反し
たもの

3 前項の規定によって停学又は退学を命じたときは、そ
の旨を保証人に通知する。

1 8 本学則は、平成 2年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 2年度から平成 5年度において政経学部二
部の総定員は、第 4条の規定にかかわらず、次のとおり
とする。

平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度
政治学科 850 900 950 1,000
経済学科 650 700 750 800

19 本学則は、平成 3年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 3 年度から平成 11 年度の間における工

学部及び法学部の入学定員については、第 4条の規定に
かかわらず、下表のとおりとする。

工 学 部 法学部
機械工学科 電気工学科 土木工学科 建築学科 法律学科
80 80 80 80 300

また、学則第 54 条、第 55 条及び第 56 条の規定は、平
成 2年度入学生から適用する。

20 本学則は、平成 3年 9月 18 日から施行する。
ただし、第 53 条の規定は、平成 3 年 7 月 1 日から適

用する。
20-2 平成 3 年 3 月以前の本学卒業生に対する学士の称号
は、第 53 条の規定による学士の学位とみなす｡

21 本学則は、平成 4年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 4 年度から平成 11 年度の間における政

経学部一部、体育学部及び文学部の入学定員については、
第 4条の規定にかかわらず、下表のとおりとする。

政経学部一部
経 済 学 科 300 人
経 営 学 科 250 人

体 育 学 部 体 育 学 科 300 人
教 育 学 科
倫 理 学 専 攻 30 人

史学地理学科
国 史 学 専 攻 70 人

文 学 部 東洋史学専攻 40 人
地 理 学 専 攻 60 人

文 学 科
中国文学専攻 30 人
国語国文学専攻 70 人

22 本学則は、平成 5年 4月 1 日から施行する。
23 本学則は、平成 6年 4月 1 日から施行する。
24 本学則は、平成 7年 4月 1 日から施行する。
25 本学則は、平成 8年 4月 1 日から施行する。

ただし、改正後の第41条1項と3項の別表第1、第2、
第 3、第 4、第 5、第 6及び第 42 条 1 項、第 44 条、第
51 条の定めにかかわらず、平成 7 年 4 月 1 日以前の入
学生については、なお従前の例による。

26 本学則は、平成 9年 4月 1 日から施行する。
27 本学則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。
28 本学則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科

4 懲戒委員会の構成等については、別に定める。

第 9 節 奨 学 制 度

（奨学制度）
第 74 条 本大学に奨学制度を設ける。
2 奨学制度に関しては、別に定める。

第 10節 学 生 寮

（学生寮）
第 75 条 本大学に学生寮を置く。
2 学生寮に関しては、別に定める。

1 6 本学則は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。
1 7 本学則は、平成元年 4月 1日から施行する。

第 4 章 定型約款
　（定型約款）
第76条　この学則及び本学が定めるその他諸規則（以
　下、「本約款」という。）を、民法第３編第２章第１節 
　第５款で定める定型約款とみなす。
２　本約款は、民法第548条の４の規定により、変更する
　ことがある。
３　前項の規定により本約款を変更する場合には、本約款
　を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力
　発生時期を本学ホームページに記載し、インターネット
　による公開の方法により周知する。

第 7 節 公開講座

（公開講座）
第 71 条 本大学は、正規の授業科目以外に、必要に応じ
て特別の講座を設けて、一般に公開することができる。

2 公開講座に関する規程は、別にこれを定める。

第 8 節 賞 罰

（表 彰）
第 72 条 本大学の学生で、人物及び学業の優秀な者又は
表彰に該当する行為のあった者は、学長が表彰する。

（懲 戒）
第73条 学生が、本大学の規則に背き又は学生の本分に反
する行為をしたときは、その都度懲戒委員会を設けて審
議し、学長が懲戒を行う。

2 懲戒は、戒告、停学及び退学とし、退学は次の各号の
一に該当する者に対して行う。
（1）性行不良で改善の見込がないと認められるもの
（2）学業を怠り、成業の見込がないと認められるもの
（3）正当な理由がなく、出席が常でないもの
（4）大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反し
たもの

3 前項の規定によって停学又は退学を命じたときは、そ
の旨を保証人に通知する。

1 8 本学則は、平成 2年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 2年度から平成 5年度において政経学部二
部の総定員は、第 4条の規定にかかわらず、次のとおり
とする。

平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度
政治学科 850 900 950 1,000
経済学科 650 700 750 800

19 本学則は、平成 3年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 3 年度から平成 11 年度の間における工

学部及び法学部の入学定員については、第 4条の規定に
かかわらず、下表のとおりとする。

工 学 部 法学部
機械工学科 電気工学科 土木工学科 建築学科 法律学科
80 80 80 80 300

また、学則第 54 条、第 55 条及び第 56 条の規定は、平
成 2年度入学生から適用する。

20 本学則は、平成 3年 9月 18 日から施行する。
ただし、第 53 条の規定は、平成 3 年 7 月 1 日から適

用する。
20-2 平成 3 年 3 月以前の本学卒業生に対する学士の称号
は、第 53 条の規定による学士の学位とみなす｡

21 本学則は、平成 4年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 4 年度から平成 11 年度の間における政

経学部一部、体育学部及び文学部の入学定員については、
第 4条の規定にかかわらず、下表のとおりとする。

政経学部一部
経 済 学 科 300 人
経 営 学 科 250 人

体 育 学 部 体 育 学 科 300 人
教 育 学 科
倫 理 学 専 攻 30 人

史学地理学科
国 史 学 専 攻 70 人

文 学 部 東洋史学専攻 40 人
地 理 学 専 攻 60 人

文 学 科
中国文学専攻 30 人
国語国文学専攻 70 人

22 本学則は、平成 5年 4月 1 日から施行する。
23 本学則は、平成 6年 4月 1 日から施行する。
24 本学則は、平成 7年 4月 1 日から施行する。
25 本学則は、平成 8年 4月 1 日から施行する。

ただし、改正後の第41条1項と3項の別表第1、第2、
第 3、第 4、第 5、第 6及び第 42 条 1 項、第 44 条、第
51 条の定めにかかわらず、平成 7 年 4 月 1 日以前の入
学生については、なお従前の例による。

26 本学則は、平成 9年 4月 1 日から施行する。
27 本学則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。
28 本学則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科

4 懲戒委員会の構成等については、別に定める。

第 9 節 奨 学 制 度

（奨学制度）
第 74 条 本大学に奨学制度を設ける。
2 奨学制度に関しては、別に定める。

第 10節 学 生 寮

（学生寮）
第 75 条 本大学に学生寮を置く。
2 学生寮に関しては、別に定める。

第 5 章 雑 則
（雑 則）

第77条 この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 本学則は、昭和 33 年 4 月 1 日から施行する。
2 本学則は、昭和 36 年 4 月 1 日から施行する。
3 本学則は、昭和 37 年 4 月 1 日から施行する。
4 本学則は、昭和 38 年 4 月 1 日から施行する。
5 本学則は、昭和 39 年 4 月 1 日から施行する。
6 本学則は、昭和 40 年 4 月 1 日から施行する。
7 本学則は、昭和 41 年 4 月 1 日から施行する。
8 本学則は、昭和 44 年 4 月 1 日から施行する。
9 本学則は、昭和 46 年 4 月 1 日から施行する。
1 0 本学則は、昭和 49 年 4 月 1 日から施行する。
1 1 本学則は、昭和 50 年 4 月 1 日から施行する。
1 2 本学則は、昭和 51 年 4 月 1 日から施行する。
1 3 本学則は、昭和 52 年 4 月 1 日から施行する。
1 4 本学則は、昭和 53 年 4 月 1 日から施行する。
1 5 本学則は、昭和 61 年 4 月 1 日から施行する。

1 6 本学則は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。
1 7 本学則は、平成元年 4月 1日から施行する。

第 4 節 教科・教職に関する科目

（教職科目の設置）
第 54 条 本大学各学部、学科に、教員免許状授与の所要
資格を得させるための課程を置く。

2 課程の認定を受けた学部、学科における免許状の種類
及び各免許教科は、別表第10のとおりとする。

（教職科目の履修）
第 55 条 前条第 2 項に示す教員免許状を得ようとする者
は、所属する学部、学科において開設する教員免許状の
取得に必要な授業科目について、本大学で定める所定の
単位を修得しなければならない。

（教職科目の配当）
第 56 条 本大学で開設する教科及び教職に関する科目の
うち教職に関する科目は、別表第11のとおりとする。

第 5 節 科目等履修生、聴講生、研究生及び委託学生

（科目等履修生の入学）
第 57 条 本大学の学生以外の者で、一又は複数の授業科
目を履修する者（以下「科目等履修生」という。）が本大
学に開設された授業科目について、受講を願い出たとき
は、当該学部で選考の上、正規の課程の学生の学修を妨
げない範囲で、入学を許可するものとする。

2 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。

（科目等履修生の単位の認定）
第 58 条 科目等履修生が、履修科目の受講を修了し所定
の試験に合格（試験によらない場合の成果の評価を含
む。）したときは、その科目の単位を認定し、単位認定書
を授与する。

（科目等履修生の在学年限）
第 59 条 科目等履修生として在学した年限は、正規の課
程の在学年限（在学期限）に算入することはできない。

（科目等履修生の教免申請）
第 60 条 学部を卒業して科目等履修生となった者が、第
55 条に規定する単位を修得した場合は、教員免許状を申
請することができる。

（科目等履修生の規定の準用）
第 61 条 科目等履修生に関して、第 57 条から前条までに
規定した以外の事項で、科目等履修生に関して必要な事
項は、当該学部の正規の課程の学生に適用する規定を準
用する。

（聴講生）
第 61 条の 2 本大学で開講している授業科目の聴講を希
望する者（以下「聴講生」という。）があるときは、当該
学部で選考の上、正規課程の学生の学修を妨げない範囲
で、学長が聴講を許可することができる。

2 聴講生について必要な事項は、別に定める。

（研究生の入学）
第 62 条 本大学で特定の課題について研究をすすめよう
と希望する者があるときは、当該学部で選考の上、正規
の学生の学修を妨げない範囲において、学長が研究生と
して入学を許可するものとする。

2 研究生について必要な事項は、別に定める。

（研究生の聴講）
第 63 条 研究生は、指導教授の承認を得て、学部の講義、
演習及び実験等を聴講することができる。

（研究証明）
第 64 条 研究生として相当の成績をおさめた者には、研
究証明書を与える｡

（研究期間）
第 65 条 研究生の研究期間は、1 年もしくは第 6 条に規
定する春期又は秋期とする。ただし、事情によって期間
の延長を願い出ることができる。

（研究生の規定の準用）
第 66 条 第 62 条から第 65 条までの規定及び研究生に関
する他の規定以外の事項で、研究生に関して必要な事項
は、当該学部の正規の学生に適用する規定を準用する｡

（委託学生の入学）
第 67 条 委託学生とは、官公庁その他の団体等の委託に
基づき、第 10 条の規定によらないで、本大学において
学修を許可された学生をいう。

2 委託学生として入学を希望する者に対しては、正規の
学生の学修を妨げない範囲で、当該学部で選考の上、許
可するものとする。

（委託学生の取扱）
第 68 条 前条の規定による委託学生で、正規の課程の履
修を希望する者は、第 9条の規定による入学資格を有す
るものでなければならない。この場合の履修要領及び卒
業等については、正規の課程の学生に適用する規定によ
る。

2 前条の規定による委託学生で、科目等履修生として入
学を希望する者は、第 57 条から第 61 条までの規定を準
用する。ただし、第 57 条に定める入学資格のない者で
あっても、科目等履修生として入学を許可することがで
きる。

第 6 節 外国人留学生及び交換留学生

（外国人留学生の入学）
第69条 外国人留学生で本大学に入学を志願する者に対し
ては、選考の上、所定の手続を経た者に入学を許可する。

（交換留学生）
第 69 条の 2 本大学は、本大学との協定に基づき、外国の
大学又は短期大学の学生が本大学の授業科目を履修する
場合は、交換留学生として受け入れることができる。

2 交換留学生について、必要な事項は別に定める。

（外国人留学生の取扱）
第 70 条 外国人留学生で、前条の規定により正規の課程
に入学を希望する者は、第 9条による入学資格を有する
ものでなければならない。

2 前項に定める外国人留学生の履修要領及び卒業等につ
いては､正規の学生に適用する規定による。

3 外国人留学生の取扱いについて、必要な事項は別に定
める。

第 7 節 公開講座

（公開講座）
第 71 条 本大学は、正規の授業科目以外に、必要に応じ
て特別の講座を設けて、一般に公開することができる。

2 公開講座に関する規程は、別にこれを定める。

第 8 節 賞 罰

（表 彰）
第 72 条 本大学の学生で、人物及び学業の優秀な者又は
表彰に該当する行為のあった者は、学長が表彰する。

（懲 戒）
第73条 学生が、本大学の規則に背き又は学生の本分に反
する行為をしたときは、その都度懲戒委員会を設けて審
議し、学長が懲戒を行う。

2 懲戒は、戒告、停学及び退学とし、退学は次の各号の
一に該当する者に対して行う。
（1）性行不良で改善の見込がないと認められるもの
（2）学業を怠り、成業の見込がないと認められるもの
（3）正当な理由がなく、出席が常でないもの
（4）大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反し
たもの

3 前項の規定によって停学又は退学を命じたときは、そ
の旨を保証人に通知する。

1 8 本学則は、平成 2年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 2年度から平成 5年度において政経学部二
部の総定員は、第 4条の規定にかかわらず、次のとおり
とする。

平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度
政治学科 850 900 950 1,000
経済学科 650 700 750 800

19 本学則は、平成 3年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 3 年度から平成 11 年度の間における工

学部及び法学部の入学定員については、第 4条の規定に
かかわらず、下表のとおりとする。

工 学 部 法学部
機械工学科 電気工学科 土木工学科 建築学科 法律学科
80 80 80 80 300

また、学則第 54 条、第 55 条及び第 56 条の規定は、平
成 2年度入学生から適用する。

20 本学則は、平成 3年 9月 18 日から施行する。
ただし、第 53 条の規定は、平成 3 年 7 月 1 日から適

用する。
20-2 平成 3 年 3 月以前の本学卒業生に対する学士の称号
は、第 53 条の規定による学士の学位とみなす｡

21 本学則は、平成 4年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 4 年度から平成 11 年度の間における政

経学部一部、体育学部及び文学部の入学定員については、
第 4条の規定にかかわらず、下表のとおりとする。

政経学部一部
経 済 学 科 300 人
経 営 学 科 250 人

体 育 学 部 体 育 学 科 300 人
教 育 学 科
倫 理 学 専 攻 30 人

史学地理学科
国 史 学 専 攻 70 人

文 学 部 東洋史学専攻 40 人
地 理 学 専 攻 60 人

文 学 科
中国文学専攻 30 人
国語国文学専攻 70 人

22 本学則は、平成 5年 4月 1 日から施行する。
23 本学則は、平成 6年 4月 1 日から施行する。
24 本学則は、平成 7年 4月 1 日から施行する。
25 本学則は、平成 8年 4月 1 日から施行する。

ただし、改正後の第41条1項と3項の別表第1、第2、
第 3、第 4、第 5、第 6及び第 42 条 1 項、第 44 条、第
51 条の定めにかかわらず、平成 7 年 4 月 1 日以前の入
学生については、なお従前の例による。

26 本学則は、平成 9年 4月 1 日から施行する。
27 本学則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。
28 本学則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科

4 懲戒委員会の構成等については、別に定める。

第 9 節 奨 学 制 度

（奨学制度）
第 74 条 本大学に奨学制度を設ける。
2 奨学制度に関しては、別に定める。

第 10節 学 生 寮

（学生寮）
第 75 条 本大学に学生寮を置く。
2 学生寮に関しては、別に定める。

1 6 本学則は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。
1 7 本学則は、平成元年 4月 1日から施行する。

第 4 章 定型約款
　（定型約款）
第76条　この学則及び本学が定めるその他諸規則（以
　下、「本約款」という。）を、民法第３編第２章第１節 
　第５款で定める定型約款とみなす。
２　本約款は、民法第548条の４の規定により、変更する
　ことがある。
３　前項の規定により本約款を変更する場合には、本約款
　を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力
　発生時期を本学ホームページに記載し、インターネット
　による公開の方法により周知する。
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等の平成12年度から平成16年度間における入学定員に
ついては、次の表のとおりとする。

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部
経済学科 280 260 240 220 200
経営学科 230 210 190 170 150

体 育 学 部 体育学科 210 195 180 165 150

工 学 部

機械工学科 80 80 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80 80 80
土木工学科 80 80 80 80 80
建築学科 80 80 80 80 80

法 学 部 法律学科 285 270 255 240 225
教育学科
倫理学専攻 30 30 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻 70 70 70 70 70

文 学 部 東洋史学専攻 40 40 40 40 40
地理学専攻 60 60 60 60 60

文学科
中国文学専攻 30 30 30 30 30
国語国文学専攻 70 70 70 70 70

附 則

1 この学則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。
2 工学部の電気工学科は、改正後の学則第 2条、第 4条、
第 41 条第 3項第 4号、第 42 条第 1項、第 53 条及び第
54 条第 2 項の規定にかかわらず、平成 13 年 3 月 31 日
に当該学科に在学するものが当該学科に在学しなくなる
までの間、存続するものとする。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成13年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部
経済学科 280 260 240 220 200
経営学科 230 210 190 170 150

体 育 学 部 体育学科 210 195 180 165 150

工 学 部

機械工学科 80 80 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80 80 80
土木工学科 80 80 80 80 80
建築学科 80 80 80 80 80

法 学 部 法律学科 285 245 230 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻 70 70 70 70 70
東洋史学専攻 40 40 40 40 40
地理学専攻 60 60 60 60 60

文学科
中国文学専攻 30 30 30 30 30
国語国文学専攻 70 70 70 70 70

4 学則第 41 条第 3 項第 4 号に定める別表第 4 電気電子
工学科の教職課程教科「情報」に関する科目については、
在学生に対し適用し、履修学生の年次以下に開設してい
る科目を履修することができる。

附 則

1 この学則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
2 工学部の機械工学科、土木工学科、建築学科は、改正後
の学則第2条、第 4条、第 41条第 3項第 4号、第 42条
第1項、第53条及び第54条第2項の規定にかかわらず、
平成 14 年 3 月 31 日に当該学科に在学するものが当該学
科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成14年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部 経済学科 240 220 200
経営学科 190 170 150

体育学部 体育学科 180 165 150

工 学 部

機械情報工学科 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80
都市システム工学科 80 80 80
建築デザイン工学科 80 80 80

法 学 部 法律学科 230 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻
東洋史学専攻
地理学専攻

70
40
60

70
40
60

70
40
60

文学科
中国文学専攻
国語国文学専攻

30
70

30
70

30
70

附 則

1 この学則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。
2 政経学部一部及び政経学部二部の各学科は、改正後の
学則第 2 条、第 4 条、第 41 条第 1 項第 1 号、第 42 条
第 1 項、第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわら
ず、平成 15 年 3 月 31 日に当該学科に在学するものが当
該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、
改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成15年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成15年度 平成16年度

政経学部 経済学科 昼間主コース 240 220
経営学科 230 210

体育学部 体育学科 165 150

工 学 部 機械情報工学科 80 80
電気電子工学科 80 80

工 学 部 都市システム工学科 80 80
建築デザイン工学科 80 80

法 学 部 法律学科 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30

史学地理学科
国史学専攻
東洋史学専攻
地理学専攻

70
40
60

70
40
60

文学科
中国文学専攻
国語国文学専攻

30
70

30
70

第 7 節 公開講座

（公開講座）
第 71 条 本大学は、正規の授業科目以外に、必要に応じ
て特別の講座を設けて、一般に公開することができる。

2 公開講座に関する規程は、別にこれを定める。

第 8 節 賞 罰

（表 彰）
第 72 条 本大学の学生で、人物及び学業の優秀な者又は
表彰に該当する行為のあった者は、学長が表彰する。

（懲 戒）
第73条 学生が、本大学の規則に背き又は学生の本分に反
する行為をしたときは、その都度懲戒委員会を設けて審
議し、学長が懲戒を行う。

2 懲戒は、戒告、停学及び退学とし、退学は次の各号の
一に該当する者に対して行う。
（1）性行不良で改善の見込がないと認められるもの
（2）学業を怠り、成業の見込がないと認められるもの
（3）正当な理由がなく、出席が常でないもの
（4）大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反し
たもの

3 前項の規定によって停学又は退学を命じたときは、そ
の旨を保証人に通知する。

1 8 本学則は、平成 2年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 2年度から平成 5年度において政経学部二
部の総定員は、第 4条の規定にかかわらず、次のとおり
とする。

平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度
政治学科 850 900 950 1,000
経済学科 650 700 750 800

19 本学則は、平成 3年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 3 年度から平成 11 年度の間における工

学部及び法学部の入学定員については、第 4条の規定に
かかわらず、下表のとおりとする。

工 学 部 法学部
機械工学科 電気工学科 土木工学科 建築学科 法律学科
80 80 80 80 300

また、学則第 54 条、第 55 条及び第 56 条の規定は、平
成 2年度入学生から適用する。

20 本学則は、平成 3年 9月 18 日から施行する。
ただし、第 53 条の規定は、平成 3 年 7 月 1 日から適

用する。
20-2 平成 3 年 3 月以前の本学卒業生に対する学士の称号
は、第 53 条の規定による学士の学位とみなす｡

21 本学則は、平成 4年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 4 年度から平成 11 年度の間における政

経学部一部、体育学部及び文学部の入学定員については、
第 4条の規定にかかわらず、下表のとおりとする。

政経学部一部
経 済 学 科 300 人
経 営 学 科 250 人

体 育 学 部 体 育 学 科 300 人
教 育 学 科
倫 理 学 専 攻 30 人

史学地理学科
国 史 学 専 攻 70 人

文 学 部 東洋史学専攻 40 人
地 理 学 専 攻 60 人

文 学 科
中国文学専攻 30 人
国語国文学専攻 70 人

22 本学則は、平成 5年 4月 1 日から施行する。
23 本学則は、平成 6年 4月 1 日から施行する。
24 本学則は、平成 7年 4月 1 日から施行する。
25 本学則は、平成 8年 4月 1 日から施行する。

ただし、改正後の第41条1項と3項の別表第1、第2、
第 3、第 4、第 5、第 6及び第 42 条 1 項、第 44 条、第
51 条の定めにかかわらず、平成 7 年 4 月 1 日以前の入
学生については、なお従前の例による。

26 本学則は、平成 9年 4月 1 日から施行する。
27 本学則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。
28 本学則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科

4 懲戒委員会の構成等については、別に定める。

第 9 節 奨 学 制 度

（奨学制度）
第 74 条 本大学に奨学制度を設ける。
2 奨学制度に関しては、別に定める。

第 10節 学 生 寮

（学生寮）
第 75 条 本大学に学生寮を置く。
2 学生寮に関しては、別に定める。

第 5 章 雑 則
（雑 則）

第77条 この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 本学則は、昭和 33 年 4 月 1 日から施行する。
2 本学則は、昭和 36 年 4 月 1 日から施行する。
3 本学則は、昭和 37 年 4 月 1 日から施行する。
4 本学則は、昭和 38 年 4 月 1 日から施行する。
5 本学則は、昭和 39 年 4 月 1 日から施行する。
6 本学則は、昭和 40 年 4 月 1 日から施行する。
7 本学則は、昭和 41 年 4 月 1 日から施行する。
8 本学則は、昭和 44 年 4 月 1 日から施行する。
9 本学則は、昭和 46 年 4 月 1 日から施行する。
1 0 本学則は、昭和 49 年 4 月 1 日から施行する。
1 1 本学則は、昭和 50 年 4 月 1 日から施行する。
1 2 本学則は、昭和 51 年 4 月 1 日から施行する。
1 3 本学則は、昭和 52 年 4 月 1 日から施行する。
1 4 本学則は、昭和 53 年 4 月 1 日から施行する。
1 5 本学則は、昭和 61 年 4 月 1 日から施行する。

1 6 本学則は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。
1 7 本学則は、平成元年 4月 1日から施行する。

等の平成12年度から平成16年度間における入学定員に
ついては、次の表のとおりとする。

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部
経済学科 280 260 240 220 200
経営学科 230 210 190 170 150

体 育 学 部 体育学科 210 195 180 165 150

工 学 部

機械工学科 80 80 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80 80 80
土木工学科 80 80 80 80 80
建築学科 80 80 80 80 80

法 学 部 法律学科 285 270 255 240 225
教育学科
倫理学専攻 30 30 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻 70 70 70 70 70

文 学 部 東洋史学専攻 40 40 40 40 40
地理学専攻 60 60 60 60 60

文学科
中国文学専攻 30 30 30 30 30
国語国文学専攻 70 70 70 70 70

附 則

1 この学則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。
2 工学部の電気工学科は、改正後の学則第 2条、第 4条、
第 41 条第 3項第 4号、第 42 条第 1項、第 53 条及び第
54 条第 2 項の規定にかかわらず、平成 13 年 3 月 31 日
に当該学科に在学するものが当該学科に在学しなくなる
までの間、存続するものとする。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成13年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部
経済学科 280 260 240 220 200
経営学科 230 210 190 170 150

体 育 学 部 体育学科 210 195 180 165 150

工 学 部

機械工学科 80 80 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80 80 80
土木工学科 80 80 80 80 80
建築学科 80 80 80 80 80

法 学 部 法律学科 285 245 230 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻 70 70 70 70 70
東洋史学専攻 40 40 40 40 40
地理学専攻 60 60 60 60 60

文学科
中国文学専攻 30 30 30 30 30
国語国文学専攻 70 70 70 70 70

4 学則第 41 条第 3 項第 4 号に定める別表第 4 電気電子
工学科の教職課程教科「情報」に関する科目については、
在学生に対し適用し、履修学生の年次以下に開設してい
る科目を履修することができる。

附 則

1 この学則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
2 工学部の機械工学科、土木工学科、建築学科は、改正後
の学則第2条、第 4条、第 41条第 3項第 4号、第 42条
第1項、第53条及び第54条第2項の規定にかかわらず、
平成 14 年 3 月 31 日に当該学科に在学するものが当該学
科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成14年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部 経済学科 240 220 200
経営学科 190 170 150

体育学部 体育学科 180 165 150

工 学 部

機械情報工学科 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80
都市システム工学科 80 80 80
建築デザイン工学科 80 80 80

法 学 部 法律学科 230 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻
東洋史学専攻
地理学専攻

70
40
60

70
40
60

70
40
60

文学科
中国文学専攻
国語国文学専攻

30
70

30
70

30
70

附 則

1 この学則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。
2 政経学部一部及び政経学部二部の各学科は、改正後の
学則第 2 条、第 4 条、第 41 条第 1 項第 1 号、第 42 条
第 1 項、第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわら
ず、平成 15 年 3 月 31 日に当該学科に在学するものが当
該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、
改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成15年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成15年度 平成16年度

政経学部 経済学科 昼間主コース 240 220
経営学科 230 210

体育学部 体育学科 165 150

工 学 部 機械情報工学科 80 80
電気電子工学科 80 80

工 学 部 都市システム工学科 80 80
建築デザイン工学科 80 80

法 学 部 法律学科 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30

史学地理学科
国史学専攻
東洋史学専攻
地理学専攻

70
40
60

70
40
60

文学科
中国文学専攻
国語国文学専攻

30
70

30
70

等の平成12年度から平成16年度間における入学定員に
ついては、次の表のとおりとする。

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部
経済学科 280 260 240 220 200
経営学科 230 210 190 170 150

体 育 学 部 体育学科 210 195 180 165 150

工 学 部

機械工学科 80 80 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80 80 80
土木工学科 80 80 80 80 80
建築学科 80 80 80 80 80

法 学 部 法律学科 285 270 255 240 225
教育学科
倫理学専攻 30 30 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻 70 70 70 70 70

文 学 部 東洋史学専攻 40 40 40 40 40
地理学専攻 60 60 60 60 60

文学科
中国文学専攻 30 30 30 30 30
国語国文学専攻 70 70 70 70 70

附 則

1 この学則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。
2 工学部の電気工学科は、改正後の学則第 2条、第 4条、
第 41 条第 3項第 4号、第 42 条第 1項、第 53 条及び第
54 条第 2 項の規定にかかわらず、平成 13 年 3 月 31 日
に当該学科に在学するものが当該学科に在学しなくなる
までの間、存続するものとする。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成13年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部
経済学科 280 260 240 220 200
経営学科 230 210 190 170 150

体 育 学 部 体育学科 210 195 180 165 150

工 学 部

機械工学科 80 80 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80 80 80
土木工学科 80 80 80 80 80
建築学科 80 80 80 80 80

法 学 部 法律学科 285 245 230 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻 70 70 70 70 70
東洋史学専攻 40 40 40 40 40
地理学専攻 60 60 60 60 60

文学科
中国文学専攻 30 30 30 30 30
国語国文学専攻 70 70 70 70 70

4 学則第 41 条第 3 項第 4 号に定める別表第 4 電気電子
工学科の教職課程教科「情報」に関する科目については、
在学生に対し適用し、履修学生の年次以下に開設してい
る科目を履修することができる。

附 則

1 この学則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
2 工学部の機械工学科、土木工学科、建築学科は、改正後
の学則第2条、第 4条、第 41条第 3項第 4号、第 42条
第1項、第53条及び第54条第2項の規定にかかわらず、
平成 14 年 3 月 31 日に当該学科に在学するものが当該学
科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成14年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部 経済学科 240 220 200
経営学科 190 170 150

体育学部 体育学科 180 165 150

工 学 部

機械情報工学科 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80
都市システム工学科 80 80 80
建築デザイン工学科 80 80 80

法 学 部 法律学科 230 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻
東洋史学専攻
地理学専攻

70
40
60

70
40
60

70
40
60

文学科
中国文学専攻
国語国文学専攻

30
70

30
70

30
70

附 則

1 この学則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。
2 政経学部一部及び政経学部二部の各学科は、改正後の
学則第 2 条、第 4 条、第 41 条第 1 項第 1 号、第 42 条
第 1 項、第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわら
ず、平成 15 年 3 月 31 日に当該学科に在学するものが当
該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、
改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成15年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成15年度 平成16年度

政経学部 経済学科 昼間主コース 240 220
経営学科 230 210

体育学部 体育学科 165 150

工 学 部 機械情報工学科 80 80
電気電子工学科 80 80

工 学 部 都市システム工学科 80 80
建築デザイン工学科 80 80

法 学 部 法律学科 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30

史学地理学科
国史学専攻
東洋史学専攻
地理学専攻

70
40
60

70
40
60

文学科
中国文学専攻
国語国文学専攻

30
70

30
70

第 7 節 公開講座

（公開講座）
第 71 条 本大学は、正規の授業科目以外に、必要に応じ
て特別の講座を設けて、一般に公開することができる。

2 公開講座に関する規程は、別にこれを定める。

第 8 節 賞 罰

（表 彰）
第 72 条 本大学の学生で、人物及び学業の優秀な者又は
表彰に該当する行為のあった者は、学長が表彰する。

（懲 戒）
第73条 学生が、本大学の規則に背き又は学生の本分に反
する行為をしたときは、その都度懲戒委員会を設けて審
議し、学長が懲戒を行う。

2 懲戒は、戒告、停学及び退学とし、退学は次の各号の
一に該当する者に対して行う。
（1）性行不良で改善の見込がないと認められるもの
（2）学業を怠り、成業の見込がないと認められるもの
（3）正当な理由がなく、出席が常でないもの
（4）大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反し
たもの

3 前項の規定によって停学又は退学を命じたときは、そ
の旨を保証人に通知する。

1 8 本学則は、平成 2年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 2年度から平成 5年度において政経学部二
部の総定員は、第 4条の規定にかかわらず、次のとおり
とする。

平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度
政治学科 850 900 950 1,000
経済学科 650 700 750 800

19 本学則は、平成 3年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 3 年度から平成 11 年度の間における工

学部及び法学部の入学定員については、第 4条の規定に
かかわらず、下表のとおりとする。

工 学 部 法学部
機械工学科 電気工学科 土木工学科 建築学科 法律学科
80 80 80 80 300

また、学則第 54 条、第 55 条及び第 56 条の規定は、平
成 2年度入学生から適用する。

20 本学則は、平成 3年 9月 18 日から施行する。
ただし、第 53 条の規定は、平成 3 年 7 月 1 日から適

用する。
20-2 平成 3 年 3 月以前の本学卒業生に対する学士の称号
は、第 53 条の規定による学士の学位とみなす｡

21 本学則は、平成 4年 4月 1 日から施行する。
ただし、平成 4 年度から平成 11 年度の間における政

経学部一部、体育学部及び文学部の入学定員については、
第 4条の規定にかかわらず、下表のとおりとする。

政経学部一部
経 済 学 科 300 人
経 営 学 科 250 人

体 育 学 部 体 育 学 科 300 人
教 育 学 科
倫 理 学 専 攻 30 人

史学地理学科
国 史 学 専 攻 70 人

文 学 部 東洋史学専攻 40 人
地 理 学 専 攻 60 人

文 学 科
中国文学専攻 30 人
国語国文学専攻 70 人

22 本学則は、平成 5年 4月 1 日から施行する。
23 本学則は、平成 6年 4月 1 日から施行する。
24 本学則は、平成 7年 4月 1 日から施行する。
25 本学則は、平成 8年 4月 1 日から施行する。

ただし、改正後の第41条1項と3項の別表第1、第2、
第 3、第 4、第 5、第 6及び第 42 条 1 項、第 44 条、第
51 条の定めにかかわらず、平成 7 年 4 月 1 日以前の入
学生については、なお従前の例による。

26 本学則は、平成 9年 4月 1 日から施行する。
27 本学則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。
28 本学則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科

4 懲戒委員会の構成等については、別に定める。

第 9 節 奨 学 制 度

（奨学制度）
第 74 条 本大学に奨学制度を設ける。
2 奨学制度に関しては、別に定める。

第 10節 学 生 寮

（学生寮）
第 75 条 本大学に学生寮を置く。
2 学生寮に関しては、別に定める。

第 5 章 雑 則
（雑 則）

第77条 この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 本学則は、昭和 33 年 4 月 1 日から施行する。
2 本学則は、昭和 36 年 4 月 1 日から施行する。
3 本学則は、昭和 37 年 4 月 1 日から施行する。
4 本学則は、昭和 38 年 4 月 1 日から施行する。
5 本学則は、昭和 39 年 4 月 1 日から施行する。
6 本学則は、昭和 40 年 4 月 1 日から施行する。
7 本学則は、昭和 41 年 4 月 1 日から施行する。
8 本学則は、昭和 44 年 4 月 1 日から施行する。
9 本学則は、昭和 46 年 4 月 1 日から施行する。
1 0 本学則は、昭和 49 年 4 月 1 日から施行する。
1 1 本学則は、昭和 50 年 4 月 1 日から施行する。
1 2 本学則は、昭和 51 年 4 月 1 日から施行する。
1 3 本学則は、昭和 52 年 4 月 1 日から施行する。
1 4 本学則は、昭和 53 年 4 月 1 日から施行する。
1 5 本学則は、昭和 61 年 4 月 1 日から施行する。

1 6 本学則は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。
1 7 本学則は、平成元年 4月 1日から施行する。

等の平成12年度から平成16年度間における入学定員に
ついては、次の表のとおりとする。

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部
経済学科 280 260 240 220 200
経営学科 230 210 190 170 150

体 育 学 部 体育学科 210 195 180 165 150

工 学 部

機械工学科 80 80 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80 80 80
土木工学科 80 80 80 80 80
建築学科 80 80 80 80 80

法 学 部 法律学科 285 270 255 240 225
教育学科
倫理学専攻 30 30 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻 70 70 70 70 70

文 学 部 東洋史学専攻 40 40 40 40 40
地理学専攻 60 60 60 60 60

文学科
中国文学専攻 30 30 30 30 30
国語国文学専攻 70 70 70 70 70

附 則

1 この学則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。
2 工学部の電気工学科は、改正後の学則第 2条、第 4条、
第 41 条第 3項第 4号、第 42 条第 1項、第 53 条及び第
54 条第 2 項の規定にかかわらず、平成 13 年 3 月 31 日
に当該学科に在学するものが当該学科に在学しなくなる
までの間、存続するものとする。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成13年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部
経済学科 280 260 240 220 200
経営学科 230 210 190 170 150

体 育 学 部 体育学科 210 195 180 165 150

工 学 部

機械工学科 80 80 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80 80 80
土木工学科 80 80 80 80 80
建築学科 80 80 80 80 80

法 学 部 法律学科 285 245 230 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻 70 70 70 70 70
東洋史学専攻 40 40 40 40 40
地理学専攻 60 60 60 60 60

文学科
中国文学専攻 30 30 30 30 30
国語国文学専攻 70 70 70 70 70

4 学則第 41 条第 3 項第 4 号に定める別表第 4 電気電子
工学科の教職課程教科「情報」に関する科目については、
在学生に対し適用し、履修学生の年次以下に開設してい
る科目を履修することができる。

附 則

1 この学則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
2 工学部の機械工学科、土木工学科、建築学科は、改正後
の学則第2条、第 4条、第 41条第 3項第 4号、第 42条
第1項、第53条及び第54条第2項の規定にかかわらず、
平成 14 年 3 月 31 日に当該学科に在学するものが当該学
科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成14年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部 経済学科 240 220 200
経営学科 190 170 150

体育学部 体育学科 180 165 150

工 学 部

機械情報工学科 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80
都市システム工学科 80 80 80
建築デザイン工学科 80 80 80

法 学 部 法律学科 230 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻
東洋史学専攻
地理学専攻

70
40
60

70
40
60

70
40
60

文学科
中国文学専攻
国語国文学専攻

30
70

30
70

30
70

附 則

1 この学則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。
2 政経学部一部及び政経学部二部の各学科は、改正後の
学則第 2 条、第 4 条、第 41 条第 1 項第 1 号、第 42 条
第 1 項、第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわら
ず、平成 15 年 3 月 31 日に当該学科に在学するものが当
該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、
改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成15年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成15年度 平成16年度

政経学部 経済学科 昼間主コース 240 220
経営学科 230 210

体育学部 体育学科 165 150

工 学 部 機械情報工学科 80 80
電気電子工学科 80 80

工 学 部 都市システム工学科 80 80
建築デザイン工学科 80 80

法 学 部 法律学科 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30

史学地理学科
国史学専攻
東洋史学専攻
地理学専攻

70
40
60

70
40
60

文学科
中国文学専攻
国語国文学専攻

30
70

30
70
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附 則
この学則は、平成 15 年 10 月 1 日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 文学部の史学地理学科国史学専攻及び地理学専攻並び
に文学科中国文学専攻及び国語国文学専攻は、改正後の
学則第 2 条、第 4 条、第 41 条第 1 項第 5 号、第 42 条
第 1 項、第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわら
ず、平成 16 年 3 月 31 日に当該専攻に在学するものが当
該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、
改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
この学則は、平成 16 年 6 月 1 日から施行する。

附 則
この学則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この学則は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
2 法学部の現代ビジネス法学科昼間主コース及び夜間主コ
ースは、改正後の学則第2条、第 4条、第 41 条第 1項第
4号、第42条第1項、第53条及び第54条第2項の規定
にかかわらず、平成18年3月31日に当該コースに在学す
る者が当該コースに在学しなくなるまでの間、存続するも
のとし、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
１ この学則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
２ 工学部の機械情報工学科、電気電子工学科、都市シス
テム工学科及び建築デザイン工学科は、改正後の学則第
2条、第 4条、第 41 条第 1項第 3号、第 42 条第 1項、
第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわらず、平成
19年 3月 31日に該当学科に在籍する者が該当学科に在
学しなくなるまでの間、存続するものとし、改正後の規
定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
この学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
１ この学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
２ 政経学部の政治学科昼間主コース・夜間主コース及び
経済学科昼間主コース・夜間主コースは、改正後の学則
第２条、第４条、第４０条第１項第１号、第４２条第１
項、第５３条及び第５４条第２項の規定にかかわらず、
平成20年3月31日に当該学部に在籍する者が当該学部
に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、改正後
の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則
１ この学則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
２ 学則第 40 条第 1 項第 1 号別表第 1 から同条同項第 5

号別表第 5の「海外研修」に関する外国語科目につい
ては在学生に対し適用し、開設科目を履修することが
できる。

附 則
１ この学則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
２ 学則第 40 条第１項第４号別表第４の「スポーツ法学」

に関する科目については在学生に対し適用し、開設科
目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
2 政経学部の経営学科は、改正後の第 2条、第 4条、第

40 条第１項第 1号、第 53 条及び第 54 条第 2 項別表
10 の規定にかかわらず、平成 23 年 3 月 31 日に当該
学部に在籍する者が当該学部に在学しなくなるまでの
間、存続するものとし、改正後の規定にかかわらず、
なお従前の例による。

3 学則第 40 条第 1 項第 4 号別表第 5 の教育学専攻及び
日本文学・文化専攻の「教職中免（副免）社会、国語」
に関する科目については在学生に対し適用し、開設科
目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 40 条第 1 項第 2 号別表第 2 の「キャリアアッ

プ実践講座」については在学生に対しても適用し、開
設科目を履修することができる。

3 学則第 40条第 1項第 4号別表第 4の「国際刑事司法と
紛争処理」に関する科目については在学生に対し随意科
目として適用し、開設科目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 40 条第 1 項第 2 号別表第 2 の「初等教育実習

3（事後指導を含む）」については、平成 24 年度入学
生から適用し、開設科目を履修することができる。

3 学則第 40条第 1項第 2号別表第 2の「教職実践演習
（小・中・高）」については、平成22年度入学生から適
用し、開設科目を履修することができる。

4 学則第 40 条第 1 項別表第 4 の「キャリアデザイン」
「キャリアデザインⅠ」「キャリアデザインⅡ」「キ
ャリアデザインⅢ」「法学特殊講義Ⅰ」「法学特殊講
義Ⅱ」「法学特殊講義Ⅲ」「インターンシップ」「ボ
ランティア活動」に関する科目については在学生に対
し適用し、開設科目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 42 条別表第 8 の法学部現代ビジネス法学科に
ついては、平成 25 年度入学生から適用する。

附 則
1 この学則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 40 条第 1 項第 2 号別表第 2 の「保健体育科
教育論Ⅰ」については、平成 24 年度入学生から適用し、
開設科目を履修することができる。
3 学則第 40 条第 1 項第 7 号別表第 7 の「経営
TOEIC 英語 1」、「経営 TOEIC 英語 2」、「経営 TOEIC
英語３」及び「経営 TOEIC 英語 4」については、平成
26 年度入学生から適用し、科目を履修することができ
る。又、「経営学史Ａ」及び「経営学史Ｂ」については、
平成 23 年度入学生から適用し、開設科目を履修するこ
とができる。

等の平成12年度から平成16年度間における入学定員に
ついては、次の表のとおりとする。

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部
経済学科 280 260 240 220 200
経営学科 230 210 190 170 150

体 育 学 部 体育学科 210 195 180 165 150

工 学 部

機械工学科 80 80 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80 80 80
土木工学科 80 80 80 80 80
建築学科 80 80 80 80 80

法 学 部 法律学科 285 270 255 240 225
教育学科
倫理学専攻 30 30 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻 70 70 70 70 70

文 学 部 東洋史学専攻 40 40 40 40 40
地理学専攻 60 60 60 60 60

文学科
中国文学専攻 30 30 30 30 30
国語国文学専攻 70 70 70 70 70

附 則

1 この学則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。
2 工学部の電気工学科は、改正後の学則第 2条、第 4条、
第 41 条第 3項第 4号、第 42 条第 1項、第 53 条及び第
54 条第 2 項の規定にかかわらず、平成 13 年 3 月 31 日
に当該学科に在学するものが当該学科に在学しなくなる
までの間、存続するものとする。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成13年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部
経済学科 280 260 240 220 200
経営学科 230 210 190 170 150

体 育 学 部 体育学科 210 195 180 165 150

工 学 部

機械工学科 80 80 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80 80 80
土木工学科 80 80 80 80 80
建築学科 80 80 80 80 80

法 学 部 法律学科 285 245 230 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻 70 70 70 70 70
東洋史学専攻 40 40 40 40 40
地理学専攻 60 60 60 60 60

文学科
中国文学専攻 30 30 30 30 30
国語国文学専攻 70 70 70 70 70

4 学則第 41 条第 3 項第 4 号に定める別表第 4 電気電子
工学科の教職課程教科「情報」に関する科目については、
在学生に対し適用し、履修学生の年次以下に開設してい
る科目を履修することができる。

附 則

1 この学則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
2 工学部の機械工学科、土木工学科、建築学科は、改正後
の学則第2条、第 4条、第 41条第 3項第 4号、第 42条
第1項、第53条及び第54条第2項の規定にかかわらず、
平成 14 年 3 月 31 日に当該学科に在学するものが当該学
科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成14年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成14年度 平成15年度 平成16年度

政経学部一部 経済学科 240 220 200
経営学科 190 170 150

体育学部 体育学科 180 165 150

工 学 部

機械情報工学科 80 80 80
電気電子工学科 80 80 80
都市システム工学科 80 80 80
建築デザイン工学科 80 80 80

法 学 部 法律学科 230 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30 30

史学地理学科
国史学専攻
東洋史学専攻
地理学専攻

70
40
60

70
40
60

70
40
60

文学科
中国文学専攻
国語国文学専攻

30
70

30
70

30
70

附 則

1 この学則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。
2 政経学部一部及び政経学部二部の各学科は、改正後の
学則第 2 条、第 4 条、第 41 条第 1 項第 1 号、第 42 条
第 1 項、第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわら
ず、平成 15 年 3 月 31 日に当該学科に在学するものが当
該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、
改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 学則第 4 条の規定にかかわらず、次の表の学部の学科
等の平成15年度から平成16年度の間における入学定員
については、次の表のとおりとする。

平成15年度 平成16年度

政経学部 経済学科 昼間主コース 240 220
経営学科 230 210

体育学部 体育学科 165 150

工 学 部 機械情報工学科 80 80
電気電子工学科 80 80

工 学 部 都市システム工学科 80 80
建築デザイン工学科 80 80

法 学 部 法律学科 215 200

文 学 部

教育学科
倫理学専攻 30 30

史学地理学科
国史学専攻
東洋史学専攻
地理学専攻

70
40
60

70
40
60

文学科
中国文学専攻
国語国文学専攻

30
70

30
70

附 則
この学則は、平成 15 年 10 月 1 日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 文学部の史学地理学科国史学専攻及び地理学専攻並び
に文学科中国文学専攻及び国語国文学専攻は、改正後の
学則第 2 条、第 4 条、第 41 条第 1 項第 5 号、第 42 条
第 1 項、第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわら
ず、平成 16 年 3 月 31 日に当該専攻に在学するものが当
該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、
改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
この学則は、平成 16 年 6 月 1 日から施行する。

附 則
この学則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この学則は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
2 法学部の現代ビジネス法学科昼間主コース及び夜間主コ
ースは、改正後の学則第2条、第 4条、第 41 条第 1項第
4号、第42条第1項、第53条及び第54条第2項の規定
にかかわらず、平成18年3月31日に当該コースに在学す
る者が当該コースに在学しなくなるまでの間、存続するも
のとし、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
１ この学則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
２ 工学部の機械情報工学科、電気電子工学科、都市シス
テム工学科及び建築デザイン工学科は、改正後の学則第
2条、第 4条、第 41 条第 1項第 3号、第 42 条第 1項、
第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわらず、平成
19年 3月 31日に該当学科に在籍する者が該当学科に在
学しなくなるまでの間、存続するものとし、改正後の規
定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
この学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
１ この学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
２ 政経学部の政治学科昼間主コース・夜間主コース及び
経済学科昼間主コース・夜間主コースは、改正後の学則
第２条、第４条、第４０条第１項第１号、第４２条第１
項、第５３条及び第５４条第２項の規定にかかわらず、
平成20年3月31日に当該学部に在籍する者が当該学部
に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、改正後
の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則
１ この学則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
２ 学則第 40 条第 1 項第 1 号別表第 1 から同条同項第 5

号別表第 5の「海外研修」に関する外国語科目につい
ては在学生に対し適用し、開設科目を履修することが
できる。

附 則
１ この学則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
２ 学則第 40 条第１項第４号別表第４の「スポーツ法学」

に関する科目については在学生に対し適用し、開設科
目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
2 政経学部の経営学科は、改正後の第 2条、第 4条、第

40 条第１項第 1号、第 53 条及び第 54 条第 2 項別表
10 の規定にかかわらず、平成 23 年 3 月 31 日に当該
学部に在籍する者が当該学部に在学しなくなるまでの
間、存続するものとし、改正後の規定にかかわらず、
なお従前の例による。

3 学則第 40 条第 1 項第 4 号別表第 5 の教育学専攻及び
日本文学・文化専攻の「教職中免（副免）社会、国語」
に関する科目については在学生に対し適用し、開設科
目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 40 条第 1 項第 2 号別表第 2 の「キャリアアッ

プ実践講座」については在学生に対しても適用し、開
設科目を履修することができる。

3 学則第 40条第 1項第 4号別表第 4の「国際刑事司法と
紛争処理」に関する科目については在学生に対し随意科
目として適用し、開設科目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 40 条第 1 項第 2 号別表第 2 の「初等教育実習

3（事後指導を含む）」については、平成 24 年度入学
生から適用し、開設科目を履修することができる。

3 学則第 40条第 1項第 2号別表第 2の「教職実践演習
（小・中・高）」については、平成22年度入学生から適
用し、開設科目を履修することができる。

4 学則第 40 条第 1 項別表第 4 の「キャリアデザイン」
「キャリアデザインⅠ」「キャリアデザインⅡ」「キ
ャリアデザインⅢ」「法学特殊講義Ⅰ」「法学特殊講
義Ⅱ」「法学特殊講義Ⅲ」「インターンシップ」「ボ
ランティア活動」に関する科目については在学生に対
し適用し、開設科目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 42 条別表第 8 の法学部現代ビジネス法学科に
ついては、平成 25 年度入学生から適用する。

附 則
1 この学則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 40 条第 1 項第 2 号別表第 2 の「保健体育科
教育論Ⅰ」については、平成 24 年度入学生から適用し、
開設科目を履修することができる。
3 学則第 40 条第 1 項第 7 号別表第 7 の「経営
TOEIC 英語 1」、「経営 TOEIC 英語 2」、「経営 TOEIC
英語３」及び「経営 TOEIC 英語 4」については、平成
26 年度入学生から適用し、科目を履修することができ
る。又、「経営学史Ａ」及び「経営学史Ｂ」については、
平成 23 年度入学生から適用し、開設科目を履修するこ
とができる。

附 則
この学則は、平成 15 年 10 月 1 日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 文学部の史学地理学科国史学専攻及び地理学専攻並び
に文学科中国文学専攻及び国語国文学専攻は、改正後の
学則第 2 条、第 4 条、第 41 条第 1 項第 5 号、第 42 条
第 1 項、第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわら
ず、平成 16 年 3 月 31 日に当該専攻に在学するものが当
該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、
改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
この学則は、平成 16 年 6 月 1 日から施行する。

附 則
この学則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この学則は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
2 法学部の現代ビジネス法学科昼間主コース及び夜間主コ
ースは、改正後の学則第2条、第 4条、第 41 条第 1項第
4号、第42条第1項、第53条及び第54条第2項の規定
にかかわらず、平成18年3月31日に当該コースに在学す
る者が当該コースに在学しなくなるまでの間、存続するも
のとし、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
１ この学則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
２ 工学部の機械情報工学科、電気電子工学科、都市シス
テム工学科及び建築デザイン工学科は、改正後の学則第
2条、第 4条、第 41 条第 1項第 3号、第 42 条第 1項、
第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわらず、平成
19年 3月 31日に該当学科に在籍する者が該当学科に在
学しなくなるまでの間、存続するものとし、改正後の規
定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
この学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
１ この学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
２ 政経学部の政治学科昼間主コース・夜間主コース及び
経済学科昼間主コース・夜間主コースは、改正後の学則
第２条、第４条、第４０条第１項第１号、第４２条第１
項、第５３条及び第５４条第２項の規定にかかわらず、
平成20年3月31日に当該学部に在籍する者が当該学部
に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、改正後
の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則
１ この学則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
２ 学則第 40 条第 1 項第 1 号別表第 1 から同条同項第 5

号別表第 5の「海外研修」に関する外国語科目につい
ては在学生に対し適用し、開設科目を履修することが
できる。

附 則
１ この学則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
２ 学則第 40 条第１項第４号別表第４の「スポーツ法学」

に関する科目については在学生に対し適用し、開設科
目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
2 政経学部の経営学科は、改正後の第 2条、第 4条、第

40 条第１項第 1号、第 53 条及び第 54 条第 2 項別表
10 の規定にかかわらず、平成 23 年 3 月 31 日に当該
学部に在籍する者が当該学部に在学しなくなるまでの
間、存続するものとし、改正後の規定にかかわらず、
なお従前の例による。

3 学則第 40 条第 1 項第 4 号別表第 5 の教育学専攻及び
日本文学・文化専攻の「教職中免（副免）社会、国語」
に関する科目については在学生に対し適用し、開設科
目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 40 条第 1 項第 2 号別表第 2 の「キャリアアッ

プ実践講座」については在学生に対しても適用し、開
設科目を履修することができる。

3 学則第 40条第 1項第 4号別表第 4の「国際刑事司法と
紛争処理」に関する科目については在学生に対し随意科
目として適用し、開設科目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 40 条第 1 項第 2 号別表第 2 の「初等教育実習

3（事後指導を含む）」については、平成 24 年度入学
生から適用し、開設科目を履修することができる。

3 学則第 40条第 1項第 2号別表第 2の「教職実践演習
（小・中・高）」については、平成22年度入学生から適
用し、開設科目を履修することができる。

4 学則第 40 条第 1 項別表第 4 の「キャリアデザイン」
「キャリアデザインⅠ」「キャリアデザインⅡ」「キ
ャリアデザインⅢ」「法学特殊講義Ⅰ」「法学特殊講
義Ⅱ」「法学特殊講義Ⅲ」「インターンシップ」「ボ
ランティア活動」に関する科目については在学生に対
し適用し、開設科目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 42 条別表第 8 の法学部現代ビジネス法学科に
ついては、平成 25 年度入学生から適用する。

附 則
1 この学則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 40 条第 1 項第 2 号別表第 2 の「保健体育科
教育論Ⅰ」については、平成 24 年度入学生から適用し、
開設科目を履修することができる。
3 学則第 40 条第 1 項第 7 号別表第 7 の「経営
TOEIC 英語 1」、「経営 TOEIC 英語 2」、「経営 TOEIC
英語３」及び「経営 TOEIC 英語 4」については、平成
26 年度入学生から適用し、科目を履修することができ
る。又、「経営学史Ａ」及び「経営学史Ｂ」については、
平成 23 年度入学生から適用し、開設科目を履修するこ
とができる。
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附 則
この学則は、平成 15 年 10 月 1 日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 文学部の史学地理学科国史学専攻及び地理学専攻並び
に文学科中国文学専攻及び国語国文学専攻は、改正後の
学則第 2 条、第 4 条、第 41 条第 1 項第 5 号、第 42 条
第 1 項、第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわら
ず、平成 16 年 3 月 31 日に当該専攻に在学するものが当
該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、
改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
この学則は、平成 16 年 6 月 1 日から施行する。

附 則
この学則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この学則は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
2 法学部の現代ビジネス法学科昼間主コース及び夜間主コ
ースは、改正後の学則第2条、第 4条、第 41 条第 1項第
4号、第42条第1項、第53条及び第54条第2項の規定
にかかわらず、平成18年3月31日に当該コースに在学す
る者が当該コースに在学しなくなるまでの間、存続するも
のとし、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
１ この学則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
２ 工学部の機械情報工学科、電気電子工学科、都市シス
テム工学科及び建築デザイン工学科は、改正後の学則第
2条、第 4条、第 41 条第 1項第 3号、第 42 条第 1項、
第 53 条及び第 54 条第 2 項の規定にかかわらず、平成
19年 3月 31日に該当学科に在籍する者が該当学科に在
学しなくなるまでの間、存続するものとし、改正後の規
定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
この学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
１ この学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
２ 政経学部の政治学科昼間主コース・夜間主コース及び
経済学科昼間主コース・夜間主コースは、改正後の学則
第２条、第４条、第４０条第１項第１号、第４２条第１
項、第５３条及び第５４条第２項の規定にかかわらず、
平成20年3月31日に当該学部に在籍する者が当該学部
に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、改正後
の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則
１ この学則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
２ 学則第 40 条第 1 項第 1 号別表第 1 から同条同項第 5

号別表第 5の「海外研修」に関する外国語科目につい
ては在学生に対し適用し、開設科目を履修することが
できる。

附 則
１ この学則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
２ 学則第 40 条第１項第４号別表第４の「スポーツ法学」

に関する科目については在学生に対し適用し、開設科
目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
2 政経学部の経営学科は、改正後の第 2条、第 4条、第

40 条第１項第 1号、第 53 条及び第 54 条第 2 項別表
10 の規定にかかわらず、平成 23 年 3 月 31 日に当該
学部に在籍する者が当該学部に在学しなくなるまでの
間、存続するものとし、改正後の規定にかかわらず、
なお従前の例による。

3 学則第 40 条第 1 項第 4 号別表第 5 の教育学専攻及び
日本文学・文化専攻の「教職中免（副免）社会、国語」
に関する科目については在学生に対し適用し、開設科
目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 40 条第 1 項第 2 号別表第 2 の「キャリアアッ

プ実践講座」については在学生に対しても適用し、開
設科目を履修することができる。

3 学則第 40条第 1項第 4号別表第 4の「国際刑事司法と
紛争処理」に関する科目については在学生に対し随意科
目として適用し、開設科目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 40 条第 1 項第 2 号別表第 2 の「初等教育実習

3（事後指導を含む）」については、平成 24 年度入学
生から適用し、開設科目を履修することができる。

3 学則第 40条第 1項第 2号別表第 2の「教職実践演習
（小・中・高）」については、平成22年度入学生から適
用し、開設科目を履修することができる。

4 学則第 40 条第 1 項別表第 4 の「キャリアデザイン」
「キャリアデザインⅠ」「キャリアデザインⅡ」「キ
ャリアデザインⅢ」「法学特殊講義Ⅰ」「法学特殊講
義Ⅱ」「法学特殊講義Ⅲ」「インターンシップ」「ボ
ランティア活動」に関する科目については在学生に対
し適用し、開設科目を履修することができる。

附 則
1 この学則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 42 条別表第 8 の法学部現代ビジネス法学科に
ついては、平成 25 年度入学生から適用する。

附 則
1 この学則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
2 学則第 40 条第 1 項第 2 号別表第 2 の「保健体育科
教育論Ⅰ」については、平成 24 年度入学生から適用し、
開設科目を履修することができる。
3 学則第 40 条第 1 項第 7 号別表第 7 の「経営
TOEIC 英語 1」、「経営 TOEIC 英語 2」、「経営 TOEIC
英語３」及び「経営 TOEIC 英語 4」については、平成
26 年度入学生から適用し、科目を履修することができ
る。又、「経営学史Ａ」及び「経営学史Ｂ」については、
平成 23 年度入学生から適用し、開設科目を履修するこ
とができる。

4 学則第 56 条別表第 11の「教職実習演習（小・中・高）」
については、体育学部こどもスポーツ教育学科の平成
24 年度入学生から適用し、開設科目を履修することが
できる。

1　この学則は平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
2　政経学部の政治学科は、改正後の学則第２条、第４条、
第 40 条第１項第１号、第 42 条第１項、第 53 条及び
第 54 条第２項の規定にかかわらず、平成 28 年３月 31
日に当該学部に在籍する者が当該学部に在籍しなくなる
までの間、存続するものとし、改正後の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。
3　学則第 40 条第１項第２号別表第２の「脳神経外科学」
は平成 26 年度入学生から適用し、開設科目を履修する
ことができる。
4　学則第 40 条第１項第２号別表第２の「コミュニケー
ション演習Ⅰ」、「コミュニケーション演習Ⅱ」は平成
26 年度入学生から適用し、開設科目を履修することが
できる。
5　学則第 40 条第 1 項第４号別表第４の「寄附講座Ⅰ」、
「寄附講座Ⅱ」、「寄附講座Ⅲ」、「寄附講座Ⅳ」及び「寄
附講座Ⅴ」は在学生に対し適用し、開設科目を履修する
ことができる。
6　学則第 40 条第 1項第４号別表第４の「資格・検定 ( 宅
地建物取引士 )」、「資格・検定（法学検定アドバンスト
< 上級 > コース）」及び「資格・検定（法学検定スタンダー
ド < 中級 > コース）」は在学生に対し適用し、資格等を
取得した場合認定することができる。
7　学則第 40 条第１項第５号別表第５の教育学科倫理学
専攻専門科目「ギリシャ哲学研究」、「中世キリスト教
哲学研究」、「英米哲学研究」、「フランス哲学研究」、「ド
イツ哲学研究」、「日本思想研究」、「中国思想研究」、「イ
ンド思想研究」、「イスラム思想研究」及び「仏教思想
研究」に付された備考は在学生に対し適用する。
8　学則第 40 条第１項第７号別表第７の「特別講義Ⅰ」、
「特別講義Ⅱ」、「特別講義Ⅲ」、「特別講義Ⅳ」、「特別講
義Ⅴ」、「特別講義Ⅵ」、「特別講義Ⅶ」及び「特別講義
Ⅷ」は平成 25 年度入学生から適用し、開設科目を履修
することができる。

附　則
１　この学則は、平成 29 年４月１日から施行する。
２　文学部教育学科教育学専攻、倫理学専攻、初等教育
専攻、史学地理学科考古・日本史学専攻、東洋史学専攻、
地理・環境専攻、文学科中国語・中国文学専攻及び日本
文学・文化専攻は、改正後の学則第２条、第４条、第
40 条第１項、第 42 条第１項、第 53 条及び第 54 条第
２項の規定にかかわらず平成 29 年３月 31 日に当該専
攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、
存続するものとし、改正後の規定にかかわらず、なお従
前の例による。

附　則
１　この学則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
２　学則第 40 条第１項第１号別表第１の「経済特別講義
ⅤA」「経済特別講義ⅤB」は在学生に対し適用し、開設
科目を履修することができる。
３　学則第 40 条第１項第７号別表第７の「会計史Ａ」、「会
計史Ｂ」、「イノベーション論Ａ」及び「イノベーショ
ン論Ｂ」は平成 28 年度入学生から適用し、開設科目を
履修することができる。また、「特別講義Ⅸ」及び「特

別講義Ⅹ」は平成 26 年度入学生から適用し、開設科目
を履修することができる。

附　則
１　この学則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
２　学則第 40 条第１項第１号別表第 2 のスポーツ医科
学科専門科目「救急処置実習 B（病院内実習）」は平成
28 年度入学生から適用し、解説科目を履修することが
できる。
３　学則第 40 条第１項第７号別表第７の「ビジネス英語
Ⅰ」及び「ビジネス英語Ⅱ」は平成 29 年度入学生から
適用し、開設科目を履修することができる。

附 則

4 学則第 56 条別表第 11の「教職実習演習（小・中・高）」
については、体育学部こどもスポーツ教育学科の平成
24 年度入学生から適用し、開設科目を履修することが
できる。

1　この学則は平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
2　政経学部の政治学科は、改正後の学則第２条、第４条、
第 40 条第１項第１号、第 42 条第１項、第 53 条及び
第 54 条第２項の規定にかかわらず、平成 28 年３月 31
日に当該学部に在籍する者が当該学部に在籍しなくなる
までの間、存続するものとし、改正後の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。
3　学則第 40 条第１項第２号別表第２の「脳神経外科学」
は平成 26 年度入学生から適用し、開設科目を履修する
ことができる。
4　学則第 40 条第１項第２号別表第２の「コミュニケー
ション演習Ⅰ」、「コミュニケーション演習Ⅱ」は平成
26 年度入学生から適用し、開設科目を履修することが
できる。
5　学則第 40 条第 1 項第４号別表第４の「寄附講座Ⅰ」、
「寄附講座Ⅱ」、「寄附講座Ⅲ」、「寄附講座Ⅳ」及び「寄
附講座Ⅴ」は在学生に対し適用し、開設科目を履修する
ことができる。
6　学則第 40 条第 1項第４号別表第４の「資格・検定 ( 宅
地建物取引士 )」、「資格・検定（法学検定アドバンスト
< 上級 > コース）」及び「資格・検定（法学検定スタンダー
ド < 中級 > コース）」は在学生に対し適用し、資格等を
取得した場合認定することができる。
7　学則第 40 条第１項第５号別表第５の教育学科倫理学
専攻専門科目「ギリシャ哲学研究」、「中世キリスト教
哲学研究」、「英米哲学研究」、「フランス哲学研究」、「ド
イツ哲学研究」、「日本思想研究」、「中国思想研究」、「イ
ンド思想研究」、「イスラム思想研究」及び「仏教思想
研究」に付された備考は在学生に対し適用する。
8　学則第 40 条第１項第７号別表第７の「特別講義Ⅰ」、
「特別講義Ⅱ」、「特別講義Ⅲ」、「特別講義Ⅳ」、「特別講
義Ⅴ」、「特別講義Ⅵ」、「特別講義Ⅶ」及び「特別講義
Ⅷ」は平成 25 年度入学生から適用し、開設科目を履修
することができる。

附　則
１　この学則は、平成 29 年４月１日から施行する。
２　文学部教育学科教育学専攻、倫理学専攻、初等教育
専攻、史学地理学科考古・日本史学専攻、東洋史学専攻、
地理・環境専攻、文学科中国語・中国文学専攻及び日本
文学・文化専攻は、改正後の学則第２条、第４条、第
40 条第１項、第 42 条第１項、第 53 条及び第 54 条第
２項の規定にかかわらず平成 29 年３月 31 日に当該専
攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、
存続するものとし、改正後の規定にかかわらず、なお従
前の例による。

附　則
１　この学則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
２　学則第 40 条第１項第１号別表第１の「経済特別講義
ⅤA」「経済特別講義ⅤB」は在学生に対し適用し、開設
科目を履修することができる。
３　学則第 40 条第１項第７号別表第７の「会計史Ａ」、「会
計史Ｂ」、「イノベーション論Ａ」及び「イノベーショ
ン論Ｂ」は平成 28 年度入学生から適用し、開設科目を
履修することができる。また、「特別講義Ⅸ」及び「特

別講義Ⅹ」は平成 26 年度入学生から適用し、開設科目
を履修することができる。

附　則
１　この学則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
２　学則第 40 条第１項第１号別表第 2 のスポーツ医科
学科専門科目「救急処置実習 B（病院内実習）」は平成
28 年度入学生から適用し、解説科目を履修することが
できる。
３　学則第 40 条第１項第７号別表第７の「ビジネス英語
Ⅰ」及び「ビジネス英語Ⅱ」は平成 29 年度入学生から
適用し、開設科目を履修することができる。

附 則

附　則
１　この学則は、平成 31年 4月 1日から施行する。
２　学則第 40 条第 1項第１号別表第 1から同条同項第 7
号別表７の「ボランティア実践Ⅰ」、「ボランティア実践
Ⅱ」、「ボランティア実践Ⅲ」「ボランティア実践Ⅳ」に
関する科⽬については在学生に対し適用し、本学が派遣
を認めるボランティア活動（学部が独自に認めたものを
含む）に参加した場合認定することができる。
３　学則第 40 条第１項第 4号別表第４の「法学特殊講座
Ⅰ」、「法学特殊講座Ⅱ」、「法学特殊講座Ⅲ」に関する科
⽬については在学生に対し適用し、開設科⽬を履修する
ことができる。
４　学則第 40条第１項第 4号別表第４の「資格・検定（法
学検定ベーシック <基礎 > コース）」、「資格・検定（ビ
ジネス著作権検定初級）」は在学生に対し適用し、資格

4 学則第 56 条別表第 11の「教職実習演習（小・中・高）」
については、体育学部こどもスポーツ教育学科の平成
24 年度入学生から適用し、開設科目を履修することが
できる。

1　この学則は平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
2　政経学部の政治学科は、改正後の学則第２条、第４条、
第 40 条第１項第１号、第 42 条第１項、第 53 条及び
第 54 条第２項の規定にかかわらず、平成 28 年３月 31
日に当該学部に在籍する者が当該学部に在籍しなくなる
までの間、存続するものとし、改正後の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。
3　学則第 40 条第１項第２号別表第２の「脳神経外科学」
は平成 26 年度入学生から適用し、開設科目を履修する
ことができる。
4　学則第 40 条第１項第２号別表第２の「コミュニケー
ション演習Ⅰ」、「コミュニケーション演習Ⅱ」は平成
26 年度入学生から適用し、開設科目を履修することが
できる。
5　学則第 40 条第 1 項第４号別表第４の「寄附講座Ⅰ」、
「寄附講座Ⅱ」、「寄附講座Ⅲ」、「寄附講座Ⅳ」及び「寄
附講座Ⅴ」は在学生に対し適用し、開設科目を履修する
ことができる。
6　学則第 40 条第 1項第４号別表第４の「資格・検定 ( 宅
地建物取引士 )」、「資格・検定（法学検定アドバンスト
< 上級 > コース）」及び「資格・検定（法学検定スタンダー
ド < 中級 > コース）」は在学生に対し適用し、資格等を
取得した場合認定することができる。
7　学則第 40 条第１項第５号別表第５の教育学科倫理学
専攻専門科目「ギリシャ哲学研究」、「中世キリスト教
哲学研究」、「英米哲学研究」、「フランス哲学研究」、「ド
イツ哲学研究」、「日本思想研究」、「中国思想研究」、「イ
ンド思想研究」、「イスラム思想研究」及び「仏教思想
研究」に付された備考は在学生に対し適用する。
8　学則第 40 条第１項第７号別表第７の「特別講義Ⅰ」、
「特別講義Ⅱ」、「特別講義Ⅲ」、「特別講義Ⅳ」、「特別講
義Ⅴ」、「特別講義Ⅵ」、「特別講義Ⅶ」及び「特別講義
Ⅷ」は平成 25 年度入学生から適用し、開設科目を履修
することができる。

附　則
１　この学則は、平成 29 年４月１日から施行する。
２　文学部教育学科教育学専攻、倫理学専攻、初等教育
専攻、史学地理学科考古・日本史学専攻、東洋史学専攻、
地理・環境専攻、文学科中国語・中国文学専攻及び日本
文学・文化専攻は、改正後の学則第２条、第４条、第
40 条第１項、第 42 条第１項、第 53 条及び第 54 条第
２項の規定にかかわらず平成 29 年３月 31 日に当該専
攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、
存続するものとし、改正後の規定にかかわらず、なお従
前の例による。

附　則
１　この学則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
２　学則第 40 条第１項第１号別表第１の「経済特別講義
ⅤA」「経済特別講義ⅤB」は在学生に対し適用し、開設
科目を履修することができる。
３　学則第 40 条第１項第７号別表第７の「会計史Ａ」、「会
計史Ｂ」、「イノベーション論Ａ」及び「イノベーショ
ン論Ｂ」は平成 28 年度入学生から適用し、開設科目を
履修することができる。また、「特別講義Ⅸ」及び「特

別講義Ⅹ」は平成 26 年度入学生から適用し、開設科目
を履修することができる。

附　則
１　この学則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
２　学則第 40 条第１項第１号別表第 2 のスポーツ医科
学科専門科目「救急処置実習 B（病院内実習）」は平成
28 年度入学生から適用し、解説科目を履修することが
できる。
３　学則第 40 条第１項第７号別表第７の「ビジネス英語
Ⅰ」及び「ビジネス英語Ⅱ」は平成 29 年度入学生から
適用し、開設科目を履修することができる。

附 則
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等を取得した場合認定することができる。
５　学則第 40条第１項第 4号別表第４の「資格・検定（法
学検定アドバンスト <上級 >コース）」、「資格・検定（法
学検定スタンダード <中級 >コース）」、「資格・検定（ビ
ジネス著作権検定上級）」、「資格・検定（知的財産管理
技能検定 2級）」、「資格・検定（知的財産管理技能 3級）」
の単位数は在学生に対し適用する。
６　学則第 40 条第１項第 4号別表第４の「キャリアデザ
インⅠ」、「キャリアデザインⅡ」、「キャリアデザインⅢ」
に関する科⽬については在学生に対し適用し、開設科⽬
を履修することができる。
７　平成 30 年度以前の入学生の学則第 40 条第 1 項第 4
号別表第４の「法研指導Ⅰ A/ Ⅰ B ～法研指導ⅩⅣ A/
ⅩⅣ B」、「寄附講座Ⅰ～寄附講座Ⅴ」は平成 31 年度よ
り廃止とする。
８　平成 30 年度以前の入学生の学則第 40 条第 1 項第 4
号別表第４の「ボランティア活動」は平成 31 年度より
廃止する。
９　学則第 45 条第 2項別表第９の司書資格取得のための
科⽬は、平成 29年度入学生から適用する。

附　則
１　この学則は、令和２年４月１日から施行する。
２　学則第 40 条第１項第２号別表第２の「アスリート実
習３」、「アスリート実習４」は平成 31 年度入学生から
適用し、開設科⽬を履修することができる。
３　学則第 40 条第１項第３号別表第３の「生徒・進路指
導論」は平成 31 年度入学生から適用し、開設科⽬を履
修することができる。また、備考欄の教職課程に関する
内容は平成 31年度入学生から適用する。
４　学則第 40 条第１項第５号別表第５の「書誌学」は平
成 31 年度入学生から適用し、開設科⽬を履修すること
ができる。

附　則
１　この学則は、令和３年４月１日から施行する。
２　第 39条の６の規定は令和２年４月１日から適用する。

附　則
１　この学則は、令和４年４月１日から施行する。
２　第 20条第３項は、在学生に対し適用する。
３　第 40 条第１項第２号別表第２の「人と宇宙」、「ＡＩ
とサイエンス」、「数学入門」、「数学（線形代数）」、「数学（微
分積分）」は令和３年度入学生から適用し、開設科⽬を
履修することができる。
４　第 47条の２第２項は、在学生に対し適用する。

附　則
１　この学則は、令和５年４月１日から施行する。
２　学則第 39条第１項及び第 39条の４の規程は、令和４
年４月１日から適用する。
３　学則第 40 条第１項第４号別表第４の「ＩＴパスポー
ト」は在学生に対し適用し、資格等を取得した場合認定
することができる。
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則
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制定 平成 11 年 3 月 24 日
改正 平成 14 年 3 月 13 日 平成 15 年 5 月 28 日

平成 16 年 5 月 26 日 平成 18 年 4 月 26 日
平成 22 年 3 月 17 日

（趣 旨）
第 1 条 この規程は、国士舘大学学則（以下「大学学則」と
いう。）第16条及び国士舘大学大学院学則（以下「大学院
学則」という。）第36条第３項に基づき、国士舘大学及び
国士舘大学大学院（以下「本学」という。）学生の外国留学
（以下「留学」という。）について必要な事項を定める。

（定 義）
第 2条 この規程で留学とは、研究又は修学の必要から本
学の許可を得て、外国の大学（外国における正規の高等
教育機関で学士等の授与権を有するもの。）において教育
を受けることをいう。

（種 類）
第 3条 本学の留学の種類は、交換留学、認定留学及び短
期留学とする。

(1)  交換留学とは、本学と外国の大学等との学術交流協定
に基づき、本学が選考し派遣する場合

(2)  認定留学とは、前項によらないで、教授会が承認した
大学へ留学する場合

(3)  短期留学とは、本学と外国の大学等との協定に基づく
短期の研修プログラムの教育に参加する留学の場合

2 前項第１号により留学する学生を交換留学生、第２号
により留学する学生を認定留学生及び第３号により留学
する学生を短期留学生という。

3 留学に関する事項は、前２項によるほか必要な事項は
別に定める。

（許 可）
第 4条 留学を希望する学生は、留学先大学等及び修得を
予定する科目等に関してあらかじめ教授会又は研究科委
員会（以下「教授会等」という。）の議を経て、学長の許
可を得なければならない。

（資 格）
第 5条 留学を希望する学生は、短期留学を除き、本学に
１年以上在学し、教授会等の定める所定の単位を修得し
ていなければならない。ただし、大学院に在学する者は、
この限りではない。

２ 外国人留学生が留学を希望する場合は、当該学生の母
国以外の外国に限る。

（期 間）
第 6 条 交換留学及び認定留学の留学期間は、原則として1
年とする。ただし、願い出により教育研究上特に有益と判
断された場合は所要の手続きを経て、認定留学に限り 1 年
を限度としてその期間を延長することができる。また、短
期留学による留学期間は研修プログラムに定める間とする。

2  交換留学及び認定留学の留学期間は修業年限に算入す
る。ただし、修業年限への算入は１年を限度とする。

3 交換留学及び認定留学の始期は、原則として 4 月 1 日
または 9月 16 日、終期は原則として、3月 31 日または
9月 15 日とする。

（帰国報告）
第 7条 留学を終了し帰国した学生は、所定の「留学修
了届」の他、留学先大学等の履修期間及び成績が明記さ

れている証明書又はそれに準ずるものを、所属の学部長
又は研究科委員長（以下「学部長等」という。）に速やか
に提出しなければならない。

（科目履修上の特別措置）
第 8条 留学する学生が学年暦の国際的差異によって、不
利益とならないよう、教授会等は継続履修の特別措置を
講ずることができる。

2 特別措置に関する必要な事項は、別に定める。

（単位認定）
第 9 条 留学先の大学において成績を評価された科目は、
教授会等の承認を得て定められた範囲内で、本学で修得
すべき所定の単位として認定することができる。

2 前項により認定する単位数は、大学学則第 16 条及び大
学院学則第 36 条第２項並びに第３項の定めるところに
よる。

（留学の取消）
第 10 条 留学の取り消しについては別に定めるところに
より、教授会等の議を経て学長が決定する。

（学納金）
第 11 条 留学を希望する学生は、本学の定めによる学納
金を納めなければならない。但し、交換留学生について
は別の定めに基づき、特別の取扱いをすることができる。

（奨励金）
第 12 条 留学許可を得た学生のうち特に優秀な学生に対
して、留学奨励金を支給することができる。

2 前項の給付に関する事項は、国士舘国際交流センター
（以下「国際交流センター」という。）運営委員会の議を
経て学長が決定する。

（事務の所管）
第 13 条 学生の留学に関する諸手続き等は、国際交流セ
ンター国際交流課が所管する。

附 則
1  この規程は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。
2  学生の留学に関する事務は、第 13 条の定めにかかわら
ず、国際交流センター事務室が設置されるまでの間、学
術国際課が所管する。

3 第 5 条の定めにかかわらず、外国人留学生については
適用しない。

附 則
この規程は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 15 年 5 月 28 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 16 年 5 月 26 日から施行する。

附 則
１ この規程は、平成 18 年４月 26 日から施行し、平成
18 年４月１日から適用する。

２ この規程は、外国人留学生にも適用する。

附 則
この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

4 国士舘大学留学規程
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制定 平成 11 年 3 月 24 日
改正 平成 14 年 3 月 13 日 平成 15 年 5 月 28 日

平成 19 年 4 月 25 日

（趣 旨）
第 1条 この細則は、国士舘大学留学規程（以下「規程」
という。）に基づき、国士舘大学（以下「本学」という。）
から外国の大学又は短期大学（以下「大学等」という。）
へ留学する場合の必要な事項を定める。

（協 定）
第 2条 本学と外国の大学との協定は、次の事項を含むも
のとする。
(1) 交換留学
ア 期間
イ 派遣の条件
ウ 履修可能な授業科目の範囲
エ 派遣学生の定員
オ 学費納入事項
カ 学生援助制度
キ その他実施に必要な事項

(2) 短期留学
ア 期間
イ 資格の条件
ウ 履修可能な授業科目の範囲
エ 学生の定員
オ 学費納入事項
カ その他実施に必要な事項

（募 集）
第 3条 交換留学及び短期留学の募集は、原則として毎年
１回おこなうものとする。

（出願資格）
第4条 留学を希望する学生は規程第５条の定めによるほ
か、次の事項に該当しなければならない。
(1) 留学目的・計画が明確であること
(2) 学業・人物とも優秀であること
(3) 留学先の語学を十分に学習していること
(4) 保証人（保護者）の承認を得ていること

（出願手続）
第 5条 留学を希望する学生は、所定の手続き書類を国際
交流センター国際交流課（以下「国際交流課」という。）
に提出しなければならない。
(1) 交換留学
ア 交換留学願書
イ 留学計画書
ウ 推薦状
エ 健康診断書
オ 保証人承諾書等の書類
カ その他必要書類

(2) 認定留学
ア 認定留学願
イ 留学計画書（履修科目及び講義要項を含む。）
ウ 留学先大学の留学許可書
エ 留学先大学要覧
オ 推薦書
カ 健康診断書
キ 保証人承諾書等の書類
ク 語学能力を示す証明書
ケ その他必要書類

(3) 短期留学
ア 留学申込書
イ 保証人承諾書等の書類
ウ 研修プログラムに定める必要書類

（選 考）
第 6 条 交換留学及び短期留学は、国際交流課で募集し、
国際交流センター国際交流委員会で選考の上、各教授会
等の議を経て、学長の許可を受けなければならない。

（事前指導）
第 7条 交換留学又は短期留学の許可を受けた学生は、留
学の準備に関する国際交流課によるオリエンテーション
を受けなければならない。

（学習状況報告）
第 8 条 交換留学生は、留学期間中、3 カ月毎に学習状況
報告書を所属学部長等に提出しなければならない。

（継続履修）
第 9条 留学する学生については、本学における通年の科
目の履修に関し教授会の議を経て、同一の通年科目で出
国年度の春期（秋期入学者は秋期）における履修と帰国
年度の秋期（秋期入学者は春期）における履修を継続し、
通年で履修したものとすることができる。

２ 継続履修を希望する学生は、所定の「継続履修願」を
当該学部等に提出し、学部長の許可を得なければならな
い。

３ 留学を修了した年度に開講されていない授業科目があ
るときは、継続して履修できないことがある。

４ 継続履修が認められるのは、留学期間１年以内の場合
に限る。

（学納金の特別措置）
第 10 条 交換留学生は、出国年度の本学授業料の半額を
免除することができる。

（留学の取消）
第 11 条 規程第１０条に基づき、次の各号の一に該当す
る場合は留学を取消すものとする。
(1)  提出書類に虚偽の記載があった場合
(2) 留学前に学業不振により留年した場合
(3) 留学の在留資格を喪失した場合
(4)  学則に基づき処分が行われた場合
(5)  許可なく留学途中で帰国した場合
(6) 留学先大学が受入を停止または中止した場合
(7)  その他本学が留学の必要性を認めない場合

２ 前項により留学を取り消された交換留学生は、原則と
して支給された奨励金及び学納金の特別措置により免除
された授業料を全額返還しなければならない。

（その他）
第 12 条 交換留学生決定後に欠員が生じた場合は、繰り
上げて交換留学生を許可することができる。

附 則
1 この細則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。
2 第 10 条の定めにかかわらず、本学の奨学生規程に基づ
く奨学生に該当するものはこれを適用しない。

附 則
この細則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 15 年 5 月 28 日から施行する。

附 則
この細則は、平成 19 年 4 月 25 日に施行し、平成 19 年
4 月 1 日から適用する。

5 国士舘大学留学規程施行細則
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制定 平成 11 年 3 月 24 日
改正 平成 15 年 5 月 28 日 平成 19 年 4 月 25 日

（趣 旨）
第 1条 この規程は、国士舘大学学則第６９条の２に基づ
き、国士舘大学（以下「本学」という。）と学術交流協定
を有する外国の大学及び短期大学（以下「大学等」とい
う。）からの学生受け入れについて必要な事項を定める。

（協 定）
第 2条 本学と外国の大学との協定は、次の事項を含むも
のとする。
(1) 期間
(2) 受け入れ学生の定員
(3) 学費納入事項
(4) 学生援助制度
(5) その他実施に必要な事項

（所属及び身分）
第 3条 受け入れ学生は、本学において専攻しようとする
分野に最も関連のある学部等に交換留学生として所属さ
せるものとする。

（定 員）
第 4条 各協定校からの受け入れ数は２名以内とする。

（受入時期）
第 5条 受け入れ時期は、毎年原則として４月または９月
とする。

（期 間）
第6条 交換留学生の在学期間は、原則として１年とする。

（提出書類）
第 7 条 交換留学生として本学に入学を希望する学生は、
協定大学等を通じて、国士舘国際交流センター（以下「国
際交流センター」という。）に次の書類を提出しなければ
ならない。
(1) 交換留学志願書
(2) 履修希望科目
(3) 履歴書
(4) 在籍証明書
(5) 成績証明書
(6) 日本語能力に関する書類
(7) 健康診断書
(8) その他必要とする書類

（受入手続）
第8条 協定校から交換留学生の受け入れ依頼があった場
合は、次の手続きにより学長が受け入れを決定する。
(1) 国際交流課は、当該交換留学生の希望を勘案し所属
させる学部等と調整の上、国際交流センター国際交流
委員会（以下「国際交流委員会」という。）で審議し
当該学部等教授会に受入れを依頼する。

(2) 依頼された学部等は、交換留学生の受入れを了承す
る際、専任教員の中から入学後の履修指導教員を選任
するものとする。

(3) 当該学部等は、教授会の審議結果及び履修指導教員
を国際交流委員会に通知し、国際交流委員会は、その
旨学長に報告する。

(4) 国際交流委員会の報告に基づき、学長は速やかに入
学許可証を発行し、国際交流課を通じて、当該協定校
に通知する。

（履 修）
第9条 交換留学生は次の授業科目を履修することができ

る。
(1) 所属学部等の開講する授業科目。
(2) 他学部が開講する授業科目のうち、所属及び当該学
部等の教授会が適当と認めたもの。

（試 験）
第 10 条 交換留学生は履修した授業科目の試験を受ける
ことができる。

2 試験に合格した授業科目については、単位修得証明書
等を交付する。

3 試験を受けなかった場合、または不合格となった授業
科目は受講証明書等を交付する。

（学納金）
第 11 条 交換留学生の本学の学納金については、当該大
学との学術交流協定に基づき免除する。

（宿 舎）
第 12 条 交換留学生が協定に基づき、大学等が用意する
宿舎に入る場合は、宿泊費を免除する。

（活動報告）
第 13 条 交換留学生は在学期間の終了時に、国際交流課
を通じて、所属学部長等へに留学中における活動報告書
を提出するものとする。

（事務の所管）
第 14 条 交換留学生の受け入れに関する諸手続き等は、
国際交流課が所管する。

附 則
１ この規程は平成 11 年 4 月 1 日から施行する。
２ 受け入れに関する事務は第１４条の定めに関わらず、国
際交流センタ－事務室が設置されるまでの間、学術国際
課が所管する。

附 則
この規程は、平成 15 年 5 月 28 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 19 年 4 月 25 日から施行し、平成 19

年 4 月 1 日から適用する。

6 国士舘大学交換留学生受け入れ規程
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制定 昭和 58 年 04 月 01 日
改正 昭和 61 年 07 月 30 日 平成 06 年 07 月 13 日

平成 10 年 02 月 25 日 平成 12 年 01 月 19 日
平成 14 年 03 月 13 日
平成 25 年 02 月 27 日

平成 17 年 02 月 23 日
平成 26 年 010月 29 日

平成 27 年 01 月 28 日

（趣 旨）
第 1 条 この規程は、大学学則第 62 条及び大学院学則第
62 条の定めに基づき、学部及び大学院（以下「学部等」
という。）の研究生に関する実施の細部について定める。

（出願及び選考の手続）
第 2条 研究生として入学を希望する者は、国士舘大学学
則第6条及び国士舘大学大学院学則第 6条による各期が
始まる前までに次の号に定める書類に、検定料を添えて、
当該学部等に提出するものとする。
(1) 研究願及び研究計画書（様式第 1－1、様式第 1－2）
(2) 履歴書（様式第 2）
(3) 卒業（見込）証明書（大学院の場合は、修了（見込）
証明書）

(4) 成績証明書
(5) 願書①及び願書②（教務課内規に定める）

2 当該学部等においては、前項に定める出願書類等に基
づき、教授会又は研究科委員会で選考し、研究生入学希
望者の選考結果告書（様式第３）を学長に提出するものとする。

（入学金及び研究費等）
第 3条 選考に合格し、入学を許可された者は、所定の期
日までに、別表に定める入学金及び研究費等を納入しな
ければならない。

（研究期間）
第 4条 研究期間は、国士舘大学学則第 6条及び国士舘大
学大学院学則第 6条による各期から当該年度終了までの
１年以内とする。ただし、研究成果に応じて半年まで短
縮することができる。また、1 年を越えて研究を希望す
る者は、研究期間延長願（様式第 4）を提出し、許可を
得るものとする。

2 前項にかかわらず、学部等が認めた場合は、研究期間
を半年とすることができる。

（研究証明書）
第 5条 研究を修了し、当該学部等教授会又は研究科委員
会において、相当の成績を修めたことを認められた者に
対しては、当該学部等からの別記様式第 5による申請に
基づき、別記様式第 6による研究証明書を授与する。

附 則
1 本規程は、昭和 58 年 4 月 1 日から施行する。
2 この規程は、昭和 61 年 9 月 1 日から施行する。
3 この規程は、平成 6年 8月 1 日から施行する。
4 この規程は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
1 この規程は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
2 附則 5を削除する。

附 則
この規程は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

別表
研究生の検定料、入学金及び研究費等

区 分 金 額 納入期日 備 考

検定料 10,000 円 研究願提出時
本学卒業者
（修了者）は免除

入学金 35,000 円
別に定める
期日

研究費

年 額
120,000 円

年 額
実験実習費別納

（注）１．第４条に基づき、研究期間を半年（半期）と定
める場合の研究費は、年額の二分の一とし、１年
を短縮する場合の研究費は短縮した月数に応じ
て払い戻しをする。この場合、１月に対し、年額
研究費の十二分の一で算定する。

２．学部等の講義等を聴講する場合は、「国士舘大学
聴講生規程」による。

３．実験実習費は、研究生が自己の研究課題につい
て実験実習を伴う場合に納付させることができ
る。
納付額は、当該年度の正規入学生が納入する実験
実習費の範囲内において指導教授の意見に基づ
いて学部又は研究科が定めた額を納入しなけれ
ばならない。

４．上記別表に記載された費用の他、所属する学部
等の一般学生と同額の学生教育研究災害傷害保険
料を納入しなければならない。

7 国士舘大学研究生規程

3 選考結果報告書をもとに、学長が入学を許可するもの
とする。

5 学部等が必要と認めたときは、第 4 条の定めにかかわ
らず、研究期間を半年（期）とすることができる。また
研究期間 1年の場合において、研究成果等に応じて半年
まで短縮することができる。
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制定 平成 06 年 03 月 16 日
改正 平成 08 年 03 月 13 日 平成 09 年 05 月 28 日

平成 13 年 12 月 20 日 平成 15 年 05 月 28 日
平成 17 年 02 月 23 日 平成 17 年 11 月 30 日
平成 21 年 05 月 27 日 平成 22 年 06 月 30 日

第１章 総則
（趣 旨）
第１条 この規程は、国士舘大学学則第 74 条及び国士舘大
学大学院学則第 70 条に基づき、本学の奨学制度について
定める。

（制度の目的）
第２条 本学が指定する入学試験（以下「選抜試験」という。）
に合格し入学の意思のある者及び本学学生のうち、人物が
優良で、第 4条第 1項に該当する者を奨学生とし、納入金
を減免して勉学を援助することによりその資質の向上を図
り、有為な人材を育成することを目的とする。

（奨学金の原資）
第３条 奨学金は、学校法人国士舘の資金をもって充てる。

（奨学生の種類）
第４条 奨学生は次の 5 種類とし、選抜試験に合格し入学の
意思のある者及び大学（大学院を含む。）の正規課程の学生
（入学を許可された者を含む。）のうちから、この規程の定
めるところにより選考する。

(1) 学業優秀奨学生（外国人留学生を除く。）
(2) 運動技能優秀奨学生
(3) 修学援助奨学生（外国人留学生を除く。）
(4) 外国人留学生奨学生（第 2号に該当する者は除く。）
(5) 成績優秀奨学生（大学院生を除く。）
２ 前項各号に定める奨学生は、2 種類以上兼ねることがで
きない。

（採用数）
第５条 奨学生の採用数は、当該年度に定める予算内で運用
し得る人数を限度とする。

（奨学生の減免額）
第６条 第4条第 1項第 1号から第 3号の奨学生を次のラン
クに区分し、それぞれのランクに対応する納入金を減免す
る。

(1) 奨学生 A 入学金、授業料、施設設備費、教材費
(2) 奨学生 B 授業料、施設設備費、教材費
(3) 奨学生 C 授業料
(4) 奨学生 D 授業料の 5割
２ 第 4 条第 1 項第 4 号の外国人留学生奨学生については、
第 25 条に定める。

３ 第 4条第 1 項第 5 号の成績優秀奨学生の減免学は、1年
次生は第 1項第 1号、2年次生から 4年次生は第 1項第 2
号を適用する。

（資格喪失）
第７条 次の各号の一に該当する者は、奨学生としての資格
を失うものとする。

(1) 奨学生を辞退したとき
(2) 国士舘大学学籍管理規程第 2 条第 1 項第 3 号の異動項目
の休学、除籍、退学、留年となった者

(3) 学則による懲戒を受けたとき

(4) 所定の書類に虚偽の記載を行ったとき
(5) その他奨学生としての資格に欠けたとき
２ 資格を喪失したときは、減免された納入金を返還させる
ことがある。

第８条 削除

（学内奨学生に関する事務）
第９条 この規程に基づく学内奨学生に関する事務の取扱い
は、本規程に定めがない場合は、学生・厚生課が行う。

（雑 則）
第 10 条 この規程の施行に必要な細部事項については、別
に定めることができる。

第２章 学業優秀奨学生
（資 格）
第 11 条 学業優秀奨学生は、本学に 1 年以上継続して在学
する者で、学業成績が特に優秀な者とする。

（選考及び決定）
第 12 条 学業優秀奨学生は、学部等の定める選考基準によ
り、学生の所属する学部教授会等の推薦に基づき、学生主
任会の議を経て学長が決定する。

２ 奨学生として採用を決定したときは、学生の所属する学
部等を通じて本人に通知する。

３ 通知を受けた者は、所定の誓約書を提出するものとする。

（奨学生の期間）
第 13 条 学業優秀奨学生の期間は、奨学生に採用された当
該年度限りとする。

第３章 運動技能優秀奨学生
（資 格）
第 14 条 運動技能優秀奨学生は、新入生を原則とし、別に
定める運動種目の何れかについて、全国大会若しくは国民
体育大会レベルの大会に入賞以上の成績を収めた者又はこ
れと同等の技能を有する者とする。

（出願手続）
第 15 条 運動技能優秀奨学生に出願しようとする者は、本
学に入学を志願する際に、別に定める願書を提出するもの
とする。

（選考及び決定）
第 16 条 運動技能優秀奨学生は、別に定める選考基準によ
り、学生の所属する学部教授会等の推薦に基づき学生主任
会の議を経て学長が決定する。

２ 奨学生としての採用を決定したときは、学生の所属する
学部等を通じて本人に通知する。

３ 通知を受けた者は、所定の誓約書を提出するものとする。

（奨学生の期間）
第 17 条 当該奨学生の期間は、原則として 4 年間とする。
ただし、年度ごとに運動技能に係る資料を添えて学生主任
会の審査を受けるものとする。

（補充採用）
第 18 条 入学後第 14 条の資格を取得した者については、選
考のうえ補充採用することができる。ただし、年度途中の
補充採用は行わない。

8 国士舘大学奨学生規程

平成 25年 011 月 27 日 平成 27 年 01 月 28 日
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第４章 修学援助奨学生
（資 格）
第 19 条

（出願手続）
第 20 条 修学援助奨学生に出願しようとする者は、指定
する期日までに別に定める願書を提出するものとする。

（選考及び決定）
第 21条 修学援助奨学生は、別に定める選考基準により、
学生の所属する学部教授会等の推薦に基づき、学生主任
会の議を経て学長が決定する。

２ 奨学生としての採用を決定したときは、学生の所属す
る学部等を通じて本人に通知する。

３ 通知を受けた者は、所定の誓約書を提出するものとす
る。

（奨学生の期間）
第 22 条 修学援助奨学生の期間は、奨学生に採用された
当該年度限りとする。

第５章 外国人留学生奨学生
（資 格）
第 23 条 外国人留学生奨学生は、在留資格「留学」の査
証を受けて入学した者、又は入学後、在留資格を「留学」
に変更できる者で、本学に在学している間、同査証の継
続的な更新が可能な者の内、「国費外国人留学生制度実
施要項（文部大臣裁定昭和 29 年 3 月 31 日）」に該当し
ない外国人留学生で、別の定めに基づき、経済的事由に
より修学が困難であると認められ、学業及び人格が優れ
た者とする。

（選考及び決定）
第 24 条 外国人留学生奨学生は、学部等の定める選考基
準により、学生の所属する学部教授会等の推薦に基づき、
学生主任会の議を経て学長が決定する。

２ 奨学生としての採用を決定した場合は、学生の所属す
る学部等を通じて本人に通知する。

３ 通知を受けた者は、所定の誓約書を提出するものとす
る。

４ この事務の取扱いは、留学生支援課が行う。

（給 付）
第 25 条 外国人留学生奨学生の奨学金は、次のランクに
区分し、毎月定められた奨学金を給付する。

(1) 大学院 奨学生 70,000 円
(2) 学部 奨学生Ａ 70,000 円
(3) 学部 奨学生Ｂ 50,000 円
(4) 学部 奨学生Ｃ 30,000 円
２ 奨学金の給付方法及び人数は、別に定める。

（給付期間）
第 26 条 外国人留学生の奨学金給付期間は、奨学生に採
用された当該年度限りとする。

（外国人留学生奨学生の資格喪失）
第 27 条 外国人留学生奨学生は、第 7条に定める場合の
ほか第 23 条に該当しなくなった場合は、外国人留学生
奨学生の資格を失うものとする。

第６章 成績優秀奨学生
（資 格）
第 28条 成績優秀奨学生は選抜試験に合格し入学の意思
のある者の内、選抜試験で 80％以上得点した者の中か
ら、特に優秀な成績の者とする。

（出願手続き）
第 29 条 成績優秀奨学生に出願しようとする者は、成績
優秀奨学生の選抜試験を受験するものとする。

（選考及び決定）
第 30 条 成績優秀奨学生の選考は、別に定める選考基準
により、次の各号に基づき決定する。

(1) 成績優秀奨学生の選抜試験を受験した者
各学部の入学試験合否判定会議において合格した者の
中から、学長、副学長、学長室長、各学部長、教務部長、
教務部事務部長、学生部長及び学生部事務部長で選考し、
学長が決定する。この事務の取扱いは、学長室及び入試
部入学課が行う。

(2) 2 年次生から 4年次生
成績優秀奨学生の所属する学部教授会の推薦に基づき、
学生主任会の議を経て学長が決定する。この事務の取扱
いは学生部学生・厚生課が行う。

２ 成績優秀奨学生として採用を決定したときは、合格通
知書を通じて本人に通知する。

３ 成績優秀奨学生としての継続を決定した場合は、学生
の所属する学部等を通じて本人に通知する。

４ 通知を受けた者は、所定の誓約書を提出するものとす
る。

（奨学生の期間）
第 31 条 成績優秀奨学生の期間は、原則として 4年間と
する。ただし、年度ごとに成績に係る資料を添えて学生
主任会の審査を受けるものとする。

（成績優秀奨学生の資格喪失）
第32条 成績優秀奨学生は、第7条第1項に定めるほか、
入学後の学業成績及び就学状況が著しく良好でないと
判断したときは、成績優秀奨学生の資格を失うものとす
る。

附則
１ この規程は、平成 6年 4月 1 日から施行する。
２ 「奨学生学納金減免規程」、「奨学生学納金減免規程施
行細則」、「外国人学生に対する奨学金規程」及び「外国
人学生に対する奨学金規程細則」は、平成 6年 3 月 31
日をもって廃止する。

３ 「外国人学生に対する奨学金規程及び同細則」の廃止
に伴い必要な予算に係わる経過措置については、別に定
める。

修学援助奨学生は、家系支援者が死亡、後遺
障害その他の事由により、納入金の支払いが困難と認
められる者とする。

４ 第 6 条の適用については、平成 7 年 4 月 1 日からと
し、それまでの間は従前の例による。

５ この規程は、平成 8年 4月 1 日から施行する。
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６ この規程は、平成 9年 4月 1 日から施行する。

附則
この規程は、平成 14 年 4 月 1 日より施行する。

附則
この規程は、平成 15 年 5 月 28 日から施行する。

附則
この規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附則
この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。

附則
１ この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
２ 成績優秀奨学生に係る規定は、平成 21 年 2 月 3 日実
施のデリバリー入学試験から適用する。

附則
この規程は、平成 22 年 7 月 1 日から施行する。

附則
この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

制定 平成 5年 12 月 24 日
改正 昭和 12 年 1 月 19 日 平成 14 年 3 月 13 日

平成 15 年 5 月 28 日 平成 17 年 2 月 23 日
平成 18 年 3 月 15 日 平成 24 年 4 月 25 日
平成 25 年 2 月 27 日

（趣 旨）
第１条 この規程は、国士舘大学（大学院を含む。以下「本
学」という。）における科目等履修生の取扱いについて定
める。

（履修上の取扱区分）
第２条 科目履修上の取扱区分を次のとおりとする。
（1）正規の課程の履修（以下「一般履修」という。）
（2）教育職員免許状の取得を目的とする本学の認定課
程の履修（以下「教職課程履修」という。）

（入学資格）
第３条 科目等履修生の入学資格は、国士舘大学学則第 57
条並びに国士舘大学大学院学則第９条及び第 10 条によ
るほか、外国人については次のいずれかに該当する者と
する。
（1）履修する年度の４月もしくは９月から６月間以上、
日本国に在留資格を有する者。

（2）年度の途中で、本学の科目等履修生の身分に関係な
く、在留資格の更新が可能である者。

２ 本学学部の正規課程に在学している学生（以下「学部
生」という。）で、大学院で開講をしている科目を履修す
るため、所属学部及び科目開講研究科の許可を得た者。

（入学時期）
第４条 科目等履修生の入学時期は、国士舘大学学則第６
条及び国士舘大学大学院学則第６条による各期（以下「各
期」という。）の始めとする。

（出願手続）
第５条 科目等履修生を志望する者で、第３条第１項に該
当する者は、次の検定料を納入すると共に所定の書類を
提出しなければならない。
（1）検定料 10,000 円（本学卒業者は免除）
（2）願書①及び願書②
（3）履歴書
（4）最終学校の卒業証明書（又は退学証明書）及び成績
証明書、学力に関する証明書（教職課程履修志望者）、

健康診断書（体育学部開講科目履修志望者）
２ 科目等履修生を志望する者で、第 3条第 2項に該当す
る者は、科目等履修生願書を提出しなければならない。

３ 出願期限は、国士舘大学学則第６条及び国士舘大学大
学院学則第６条に定める各期が始まる前日までとする。

（入学許可）
第６条 科目等履修生を希望する者については、当該教授
会又は研究科委員会で書類審査による選考の上、合格者
を決定し、学長の承認を得て入学を許可する。

２ 前項の選考にあたって、必要と認めるときは、選考員
を指名し、面接、筆記試験等の結果に基づいて選考する
ことができる。

（入学金等）
第７条 前条により入学を許可された者は、所定の期日ま
でに、次に定める入学金及び科目等履修料等を納入しな
ければならない。

区 分
金 額

備 考
研究科及び学部

入 学 金 20,000 円 学部生及び本学卒
業者は免除

科目等履修料（1単位） 20,000 円 学部生及び本学卒
業者は半額

２ 履修科目で実験実習費を要する場合は、別途これを納
入するものとする。

３ 教員免許を取得しようとする科目等履修生は、第 1項
のほか、次の費用を該当年次に納入しなければならない。
（1）教育実習費（学部又は大学が定める額）
（2）免許申請料（一括申請希望者のみ免許状一種類につ
き 3,500 円）

４ 入学金、科目等履修料の他、各所属学部等の正規学生
と同額の学生教育研究災害傷害保険料等（以下「学生保
険」という。）を納入しなければならない。

（履修期間）
第８条 科目等履修生の履修期間は、当該年度の終了まで
の１年以内とする。

２ 引き続き履修を志望する場合は、改めて願書①及び願
書②を提出し、履修科目について承認を得なければなら

9 国士舘大学科目等履修生規程

附則
この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
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ない。この場合の手続等については、第４条から第７条
の規定を準用する。

（履修単位の制限）
第９条 履修を許可された授業科目の変更は、認めない。

（図書館・情報メディアセンターの利用）
第 10 条 科目等履修生は、所定の手続を経て図書館・情
報メディアセンターを利用することができる。

（科目等履修生の取消）
第 11 条 入学を許可された者で、所定の期日までに科目
等履修料等を納入しない場合、もしくは科目等履修生と
して不適当な行為があったときは、科目等履修生の許可
を取消すものとする。

（科目等履修生証明書及び単位認定書等）
第 12 条 科目等履修生証明書及び単位認定書等、本規程
に定める各種様式は、教務課内規に定める。

附 則
１ この規程は、平成６年４月１日から施行する。
２ 「国士舘大学及び国士舘短期大学聴講生規程」（昭和
62 年４月１日制定）及び「国士舘大学及び国士舘短期大
学の聴講料・受講料等に関する規程」（昭和 62 年４月１
日制定）は、廃止する。

附 則
この規程は、平成 12 年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成 14 年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成 15 年５月 28 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 17 年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成 18 年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成 24 年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。

制定 平成 04 年 01 月 16 日
改正 平成 07 年 01 月 25 日 平成 11 年 10 月 20 日

平成 13 年 12 月 12 日 平成 13 年 12 月 20 日
平成 14 年 09 月 25 日 平成 15 年 05 月 28 日
平成 16 年 05 月 26 日 平成 17 年 03 月 16 日
平成 18 年 03 月 15 日 平成 24 年 01 月 25 日
平成 25 年 01 月 30 日 平成 25 年 06 月 26 日

要単位を修得できない者（以下「高学年生」という。）
は、当該年度の最高学年の授業料の半額とする。

(2) 大学院修士課程において、最高学年を超えて、引き
続き在学する者の授業料は、当該年度の最高学年の授
業料の半額とする。ただし、１年で修了できるコース
等を選択している者が１年で修了できなかった場合
には本条を適用しない。

(3) 大学院博士課程において、最高学年を超えて、引き
続き在学する者の授業料は、当該年度の最高学年の授
業料の半額とする。

(4) 大学院博士課程において、所定の単位を修得した後、
博士論文の作成指導を受けることを目的とし、最高学
年を超えて、引き続き当該研究科の議を経て在学を許
可された者の年間授業料は、120,000 円とする。

２ 第１項に該当する者で、実験実習費又は、大学院における
演習費を必要とする科目を履修する者は、当該年度の最高学年
の実験実習費又は、演習費を別に納入しなければならない。

３ 第１項及び第 2項を除く学費等については、当該年度
の最高学年の額を納入しなければならない。ただし、第
１項第３号に該当する者についてはこれを徴収しない。

４ 春期（秋期入学者は秋期）で卒業する高学年学生は、
後期学費等を徴収しない。

（諸費の内訳）
第４条 諸費とは、研究費、学会費、新聞広報費、通信費、
健康管理費、学生保険料及び研修旅行費のことをいい、
研究科別、学部別、学年別、必要により学科別に毎年度
ごとに納入額を定める。

（学費の延納）
第５条 新入学生、再入学生及び当該年度に転部等、編・
転入学した者と復籍者を除く学生が、やむを得ない事情
により期限までに学費等を納入できない場合は、納入期
限までに教務課内規に定める「学費延納願」を提出し、
学長の許可を得なければならない。
(1) 納入期限後は、受理しない。
(2) 延納期限は、春期又は秋期を１区分とし、春期を

10 国士舘大学納入金規程

平成 25 年 0 月 日 平成 27 年 03 月 18 日
平成 27 年 11 月 25 日

（趣 旨）
第１条 この規程は、国士舘大学学則第22条及び国士舘大
学大学院学則第20条に基づき、入学金等及び諸費（以下
「納入金」という。）又は学費及び諸費（以下「学費等」
という。）の納入期限、高学年生の納入額、諸費の取扱い
等、身分異動に伴う学費等の取扱いその他について定める。

（納入金の納入期限）
第２条 新入学生、再入学生、編・転入学生及び転部・転
科・転専攻（以下「転部等」という。）の学生は、入学又
は転部等手続きの際、別に指定する期日までに当該年度
の納入金を納入しなければならない。

２ 第１項の学生を除く在学生は、５月１日（秋期新入学
生及び秋期再入学生は、10 月１日）までに該当学年の学
費等を納入しなければならない。

３ 学費等は、次のとおり分納することができる。
(1) 前期学費等 学費の内、授業料、施設設備費、教材

費のそれぞれ半額と実験実習費及び
諸費の内、研究費、学会費、新聞広報
費、通信費のそれぞれ半額と、健康管
理費、学生保険料、研修旅行費

後期学費等 学費の内、授業料、施設設備費、教材
費のそれぞれ半額及び諸費の内、研究
費、学会費、新聞広報費、通信費のそ
れぞれ半額

(2) 後期学費等の納入期限は 10 月１日（秋期新入学生
及び秋期再入学生は、翌年５月１日）までとする。

（高学年学生の学費）
第３条 修業年限を超えて在学する者の授業料は、次の各
号による。

(1) 学部において、最高学年を超えて、卒業に必要な所

11 27

８月15日、秋期を１月15日迄とする。
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第６条 休学を許可された者は、次の各号に定める休学学
費等を別に指定する期日までに納入しなければならない。
(1) 新学年開始後１ヶ月以内に年間休学を許可された
者は、休学費 20,000 円

(2) 春期又は秋期開始後、１ヶ月以内に半期休学を許可
された者及び春期（秋期入学者は秋期）に半期休学し
秋期（秋期入学者は春期）に復学した者は、前期学費
等及び休学費 20,000 円

２ 休学を許可された者が休学願を取下げた場合は、別に
指定する期日までに定められた学費等を納入しなければ
ならない。

（復学者及び留年者の学費等）
第７条 休学時と同じ学年へ復学を許可された者又は留年
生（高学年学生を除く。）の納入する学費等は、それぞれ
新たに復学又は留年した学年の該当する学費等を納入し
なければならない。

２ 春期（秋期入学者は秋期）を休学し、秋期（秋期入学
者は春期）に復学を許可された者は、該当学年の前期学
費等を納入しなければならない。

（退学時の学費等の納入）
第８条 退学を願出る者は、次の各号による学費等を納入
しなければならない。
(1) 秋期（秋期入学者は春期）開始後１ヶ月以内に退学
を願出た場合は、当該年度の前期学費等。ただし、新
入学生、再入学生、復籍者及び当該年度に編・転入学、
転部等した者を除く学生で、新学年開始後１ヶ月以内
に退学を願出た場合は、当該年度の学費等の全額を徴
収しない。

(2) 秋期（秋期入学者は春期）開始後１ヶ月以降に退学
を願出た場合は、当該年度の学費等の全額。

（再入学時の納入金）
第９条 再入学を許可された者は、再入学年度の入学金及
び該当学年の学費等を、別に指定する期日までに納入し
なければならない。ただし、外国人留学生の兵役義務を
理由に退学した者が兵役義務終了後1年以内に再入学を
する場合については入学金を徴収しないものとする。
大学院博士課程において、博士論文を提出しないで退

学した者のうち、博士課程に 3 年以上在学し、履修科目に
ついて所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受
けた者が再入学する場合については、入学金を徴収しな
いものとする。

（学費滞納の期限等）
第 10 条 延納願未提出者における学費等の滞納期間は、
納入期限から３週間を限度とする。

（復籍時等の納入金）
第11条 国士舘大学学則第20条第１項に基づき除籍され
た者が復籍を希望する場合は、未納学費を納入しなけれ
ばならない。

２

（転部等の納入金）
第12条 転部等の試験に合格し、転部等を希望する者は、
在籍学部と転部先学部との入学金の差額及び転部先学部
における該当学年の学費等を納入しなければならない。

（編・転入学生の納入金）
第 13 条 編・転入試験に合格し、入学を希望する者は、
編・転入学先学部の該当学年の入学金及び学費等を納入
しなければならない。

（在学生の入学金の特例）
第 14 条 本学の在学生が、在学身分のまま学部長の許可
を受けて、他学部の新入学試験及び編・転入学試験に合
格した場合、在籍学部の当該年度の入学金相当額を徴収
しない。ただし、入学先学部との入学金に差額が生じた
場合は、それを徴収する。

（外国人留学生の授業料減免）
第 15 条 在留資格「留学」の査証を受けて入学した者、
もしくは入学後、在留資格を「留学」に変更できる者で、
本学に在学している間、同査証の継続的な更新が可能な
者（以下「外国人留学生」という。）の内、「国費外国人
留学生制度実施要項（文部大臣裁定昭和 29 年３月 31
日）」に該当しない外国人留学生(以下「私費留学生」と
いう｡)については納入金の内、授業料の３割を減免する。
ただし、別に定める実施要項に基づき、経済的事由によ
り修学が困難であると認定された者に限る。

２

(1) 在留資格「留学」の証印及び旅券の写し
(2) 在留カードの写し（表裏）

その他、本学が必要とする書類
３ 私費留学生が次の各号に該当した場合は、年度当初に
遡り、授業料の減免を取り消す。
(1) 第２項における期日までに指定された書類が提出
できない者、提出された書類に虚偽の記載があった者
及び在留資格が変更になった者。

(2) 学籍の異動により、休学、退学、除籍となった者。
(3) 国土舘大学奨学生規程第４条に基づく運動技能優
秀奨学生に採用された者。

４ 前項第１号及び第２号により授業料の減免が取り消さ
れた者で、継続して在学している場合は、減免された授
業料相当額を、指定された期日までに返還しなければな
らない。

附 則
１ この規程は、平成４年 12 月１日から施行する。
２ この規程は、平成４年 12 月１日現在で在籍している
学生に限り、平成５年４月１日から適用する。

３ 「入学金等の納入及び休学等に関する規程」(昭和 61
年４月１日施行)は、廃止する。

４ 「転部に伴う納入金に関する細則」(昭和 61 年 12 月
19 日施行)は、廃止する。

５ 聴講生・研究生及び委託学生の納入金等については、別に定める。
６ この規程は、平成７年４月１日から施行する。
附 則
この規程は、平成 23 年４月１日から適用する。

附 則
この規程は、平成 25 年４月１日から適用する。

附 則
１

附 則
１　この規程は、令和４年４月１日から施行する。
２　この規程は、令和４年４月１日現在で在籍している学生
　に対し適用する。

この規程は、平成 25 年 6 月 26 日から施行し、平成
25 年 4 月 1 日から適用する。

２ 第15条に定める私費留学生の授業料減免については、
平成 25 年度入学生は入学年度のみ適用する。編入、
転入及び 2年次以降への再入学者は、該当年度学生とし
て取り扱うものとずる。

附 則
１ この規程は、平成

附 則
この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 27年 10月１日から施行する。

26 年４月１日から施行する。
２ 第15条に定める私費留学生の授業料減免については、
平成 26 年度入学生以降は適用しない。

（休学時の学費等）

　（協定書に基づく編入生等の納入金）
第 16 条　協定書に基づく編入生等の納入金は、協定書に
おける金額とする。

　（様式）
第 17 条　本規程に定める様式は、教務課内規に定める。

　私費留学生は、指定された期日までに、次の書類を国
際交流課へ提出し、審査を受けるものとする。授業料の
減免は、認定を受けた私費留学生に対して、当該年度の
後期学費等で調整するものとする。

(3)
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授業料 施設設備費 教材費 実験実習費

政治行政学科 1 240,000 710,000 270,000 10,000 0 1,230,000 22,940 752,890 500,050
経済学科 2 0 730,000 245,000 10,000 0 985,000 22,940 510,390 497,550

3 0 750,000 245,000 10,000 0 1,005,000 22,940 520,390 507,550
4 0 770,000 245,000 10,000 0 1,025,000 22,940 530,390 517,550

体育学科 1 240,000 830,000 379,000 30,000 75,000 1,554,000 25,820 956,770 623,050
2 0 855,000 349,000 30,000 80,000 1,314,000 19,940 713,390 620,550
3 0 880,000 349,000 30,000 30,000 1,289,000 19,940 675,890 633,050
4 0 905,000 349,000 30,000 30,000 1,314,000 19,940 688,390 645,550

武道学科 1 240,000 830,000 379,000 30,000 30,000 1,509,000 25,820 911,770 623,050
2 0 855,000 349,000 30,000 30,000 1,264,000 19,940 663,390 620,550
3 0 880,000 349,000 30,000 70,000 1,329,000 19,940 715,890 633,050
4 0 905,000 349,000 30,000 30,000 1,314,000 19,940 688,390 645,550

スポーツ医科学科 1 240,000 870,000 393,000 30,000 150,000 1,683,000 26,000 1,058,950 650,050
2 0 895,000 398,000 30,000 200,000 1,523,000 20,120 878,070 665,050
3 0 920,000 398,000 30,000 250,000 1,598,000 20,120 940,570 677,550
4 0 945,000 398,000 30,000 200,000 1,573,000 20,120 903,070 690,050

こどもスポーツ教育学科 1 240,000 860,000 379,000 30,000 100,000 1,609,000 25,820 996,770 638,050
2 0 885,000 349,000 30,000 105,000 1,369,000 19,940 753,390 635,550
3 0 910,000 349,000 30,000 55,000 1,344,000 19,940 715,890 648,050
4 0 935,000 349,000 30,000 55,000 1,369,000 19,940 728,390 660,550

理工学科 1 240,000 934,000 300,000 10,000 97,000 1,581,000 14,940 972,890 623,050
2 0 959,000 265,000 10,000 97,000 1,331,000 14,940 727,890 618,050
3 0 984,000 265,000 10,000 97,000 1,356,000 14,940 740,390 630,550
4 0 1,009,000     265,000 10,000 97,000 1,381,000 14,940 752,890 643,050

法律学科 1 240,000 710,000 270,000 10,000 0 1,230,000 24,940 753,890 501,050
2 0 730,000 245,000 10,000 0 985,000 24,940 511,390 498,550
3 0 750,000 245,000 10,000 0 1,005,000 24,940 521,390 508,550
4 0 770,000 245,000 10,000 0 1,025,000 24,940 531,390 518,550

現代ビジネス法学科 1 240,000 710,000 270,000 10,000 0 1,230,000 24,940 753,890 501,050
2 0 730,000 245,000 10,000 0 985,000 24,940 511,390 498,550
3 0 750,000 245,000 10,000 0 1,005,000 24,940 521,390 508,550
4 0 770,000 245,000 10,000 0 1,025,000 24,940 531,390 518,550

現代ビジネス法学科 1 240,000 400,000 225,000 10,000 0 875,000 24,940 576,390 323,550
（社会人入学生） 2 0 410,000 206,000 10,000 0 626,000 24,940 311,890 319,050

3 0 420,000 206,000 10,000 0 636,000 24,940 336,890 324,050
4 0 430,000 206,000 10,000 0 646,000 24,940 341,890 329,050

教育学科 1 240,000 762,000 272,000 10,000 25,000 1,309,000 22,940 804,890 527,050
初等教育専攻 2 0 784,000 247,000 10,000 25,000 1,066,000 22,940 563,390 525,550

3 0 806,000 247,000 10,000 25,000 1,088,000 22,940 574,390 536,550
4 0 828,000 247,000 10,000 25,000 1,110,000 22,940 585,390 547,550

史学地理学科 1 240,000 762,000 272,000 10,000 20,000 1,304,000 22,940 799,890 527,050
地理・環境専攻 2 0 784,000 247,000 10,000 20,000 1,061,000 22,940 558,390 525,550

3 0 806,000 247,000 10,000 20,000 1,083,000 22,940 569,390 536,550
4 0 828,000 247,000 10,000 0 1,085,000 22,940 560,390 547,550

その他の専攻 1 240,000 762,000 272,000 10,000 0 1,284,000 22,940 779,890 527,050
2 0 784,000 247,000 10,000 0 1,041,000 22,940 538,390 525,550
3 0 806,000 247,000 10,000 0 1,063,000 22,940 549,390 536,550
4 0 828,000 247,000 10,000 0 1,085,000 22,940 560,390 547,550

２１世紀アジア学科 1 240,000 762,000 272,000 10,000 0 1,284,000 24,940 780,890 528,050
2 0 784,000 242,000 10,000 0 1,036,000 24,940 536,890 524,050
3 0 806,000 242,000 10,000 0 1,058,000 24,940 547,890 535,050
4 0 828,000 242,000 10,000 0 1,080,000 24,940 558,890 546,050

経営学科 1 240,000 710,000 270,000 10,000 0 1,230,000 23,940 753,390 500,550
2 0 730,000 245,000 10,000 0 985,000 23,940 510,890 498,050
3 0 750,000 245,000 10,000 0 1,005,000 23,940 520,890 508,050
4 0 770,000 245,000 10,000 0 1,025,000 23,940 530,890 518,050

　１.年間納入額は、納入金合計に諸費等を加えた金額となる。
　2.諸費等は研究費・学会費・新聞広報費・通信費・健康管理費・学生保険料・国士舘大学教育後援会費（代理徴収）をいい、
　　金額が変更になる場合がある。（体育学部は研究費を、理工学部は研究費・学会費を徴収しない。）
　3.前期納入額は、入学金と授業料・施設設備費・教材費のそれぞれ半額と実験実習費及び諸費等のうち研究費・学会費・
　　新聞広報費・通信費のそれぞれ半額と健康管理費・学生保険料・国士舘大学教育後援会費（年額10,000円）を加えた金額と
　　なる。
　4.後期学費とは、10月に分納する場合の納入金額を指す。
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令和3年度　学部別請求学費明細表（一般生）

後期
学費合　計

（諸費等を除く）
入学金

学　　部　　等 学年

納　　入　　金
学　　費 諸費等 前　期

納入金

令和 5年度　学部別請求学費明細表（一般生）

　　　※　転部・編転入は転部・編転入後の学部専攻・学年の学費を適用する。
　　　※　転部の場合、入学金は請求しない。
　　　※　編転入の場合の入学金は「240,000 円」とする。
　　　※　再入学の場合の入学金は「240,000 円」とする。
　　　※　協定編入生は協定書に基づき請求する。
　　　※　前期請求額は、代理徴収の国士舘大学教育後援会費（年額「10,000 円」）を加える金額となる。

学部等 学年

前期学費 後期学費
年間学費計

（教育後援会費
含）

入学金 授業料
施設設備
費

教材費
実　験
実習費

諸費

教育後援
会費

（代理徴
収）

前期計 授業料
施設設備
費

教材費 諸費 後期計

政経学部 1 240,000� 365,000� 135,000� 5,000� 0� 8,390� 10,000� 763,390� 365,000� 135,000� 5,000� 5,550� 510,550� 1,273,940�
2 0� 375,000� 122,500� 5,000� 0� 8,390� 10,000� 520,890� 375,000� 122,500� 5,000� 5,550� 508,050� 1,028,940�
3 0� 385,000� 122,500� 5,000� 0� 8,390� 10,000� 530,890� 385,000� 122,500� 5,000� 5,550� 518,050� 1,048,940�
4 0� 395,000� 122,500� 5,000� 0� 8,390� 10,000� 540,890� 395,000� 122,500� 5,000� 5,550� 528,050� 1,068,940�

体育学部 体育 1 240,000� 415,000� 199,500� 15,000� 75,000� 12,270� 10,000� 966,770� 415,000� 199,500� 15,000� 3,550� 633,050� 1,599,820�
2 0� 427,500� 184,500� 15,000� 80,000� 6,390� 10,000� 723,390� 427,500� 184,500� 15,000� 3,550� 630,550� 1,353,940�
3 0� 440,000� 184,500� 15,000� 30,000� 6,390� 10,000� 685,890� 440,000� 184,500� 15,000� 3,550� 643,050� 1,328,940�
4 0� 452,500� 184,500� 15,000� 30,000� 6,390� 10,000� 698,390� 452,500� 184,500� 15,000� 3,550� 655,550� 1,353,940�

体育学部 武道 1 240,000� 415,000� 199,500� 15,000� 30,000� 12,270� 10,000� 921,770� 415,000� 199,500� 15,000� 3,550� 633,050� 1,554,820�
2 0� 427,500� 184,500� 15,000� 30,000� 6,390� 10,000� 673,390� 427,500� 184,500� 15,000� 3,550� 630,550� 1,303,940�
3 0� 440,000� 184,500� 15,000� 70,000� 6,390� 10,000� 725,890� 440,000� 184,500� 15,000� 3,550� 643,050� 1,368,940�
4 0� 452,500� 184,500� 15,000� 30,000� 6,390� 10,000� 698,390� 452,500� 184,500� 15,000� 3,550� 655,550� 1,353,940�

体育学部 スポーツ医科 1 240,000� 435,000� 206,500� 15,000� 150,000� 12,450� 10,000� 1,068,950� 435,000� 206,500� 15,000� 3,550� 660,050� 1,729,000�
2 0� 447,500� 209,000� 15,000� 200,000� 6,570� 10,000� 888,070� 447,500� 209,000� 15,000� 3,550� 675,050� 1,563,120�
3 0� 460,000� 209,000� 15,000� 250,000� 6,570� 10,000� 950,570� 460,000� 209,000� 15,000� 3,550� 687,550� 1,638,120�
4 0� 472,500� 209,000� 15,000� 200,000� 6,570� 10,000� 913,070� 472,500� 209,000� 15,000� 3,550� 700,050� 1,613,120�

体育学部 こども
スポーツ教育

1 240,000� 430,000� 199,500� 15,000� 100,000� 12,270� 10,000� 1,006,770� 430,000� 199,500� 15,000� 3,550� 648,050� 1,654,820�
2 0� 442,500� 184,500� 15,000� 105,000� 6,390� 10,000� 763,390� 442,500� 184,500� 15,000� 3,550� 645,550� 1,408,940�
3 0� 455,000� 184,500� 15,000� 55,000� 6,390� 10,000� 725,890� 455,000� 184,500� 15,000� 3,550� 658,050� 1,383,940�
4 0� 467,500� 184,500� 15,000� 55,000� 6,390� 10,000� 738,390� 467,500� 184,500� 15,000� 3,550� 670,550� 1,408,940�

理工学部 1 240,000� 477,000� 150,000� 5,000� 97,000� 3,890� 10,000� 982,890� 477,000� 150,000� 5,000� 1,050� 633,050� 1,615,940�
2 0� 489,500� 132,500� 5,000� 97,000� 3,890� 10,000� 737,890� 489,500� 132,500� 5,000� 1,050� 628,050� 1,365,940�
3 0� 502,000� 132,500� 5,000� 97,000� 3,890� 10,000� 750,390� 502,000� 132,500� 5,000� 1,050� 640,550� 1,390,940�
4 0� 514,500� 132,500� 5,000� 97,000� 3,890� 10,000� 762,890� 514,500� 132,500� 5,000� 1,050� 653,050� 1,415,940�

法学部 法律 1 240,000� 365,000� 135,000� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 763,890� 365,000� 135,000� 5,000� 6,050� 511,050� 1,274,940�
2 0� 375,000� 122,500� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 521,390� 375,000� 122,500� 5,000� 6,050� 508,550� 1,029,940�
3 0� 385,000� 122,500� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 531,390� 385,000� 122,500� 5,000� 6,050� 518,550� 1,049,940�
4 0� 395,000� 122,500� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 541,390� 395,000� 122,500� 5,000� 6,050� 528,550� 1,069,940�

法学部 現代ビジネス
法
（一般）

1 240,000� 365,000� 135,000� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 763,890� 365,000� 135,000� 5,000� 6,050� 511,050� 1,274,940�
2 0� 375,000� 122,500� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 521,390� 375,000� 122,500� 5,000� 6,050� 508,550� 1,029,940�
3 0� 385,000� 122,500� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 531,390� 385,000� 122,500� 5,000� 6,050� 518,550� 1,049,940�
4 0� 395,000� 122,500� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 541,390� 395,000� 122,500� 5,000� 6,050� 528,550� 1,069,940�

法学部 現代ビジネス
法
（社会人）

1 240,000� 210,000� 112,500� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 586,390� 210,000� 112,500� 5,000� 6,050� 333,550� 919,940�
2 0� 215,000� 103,000� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 341,890� 215,000� 103,000� 5,000� 6,050� 329,050� 670,940�
3 0� 220,000� 103,000� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 346,890� 220,000� 103,000� 5,000� 6,050� 334,050� 680,940�
4 0� 225,000� 103,000� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 351,890� 225,000� 103,000� 5,000� 6,050� 339,050� 690,940�

文学部 初等教育 1 240,000� 391,000� 136,000� 5,000� 25,000� 7,890� 10,000� 814,890� 391,000� 136,000� 5,000� 5,050� 537,050� 1,351,940�
2 0� 402,000� 123,500� 5,000� 25,000� 7,890� 10,000� 573,390� 402,000� 123,500� 5,000� 5,050� 535,550� 1,108,940�
3 0� 413,000� 123,500� 5,000� 25,000� 7,890� 10,000� 584,390� 413,000� 123,500� 5,000� 5,050� 546,550� 1,130,940�
4 0� 424,000� 123,500� 5,000� 25,000� 7,890� 10,000� 595,390� 424,000� 123,500� 5,000� 5,050� 557,550� 1,152,940�

文学部 地理・環境 1 240,000� 391,000� 136,000� 5,000� 20,000� 7,890� 10,000� 809,890� 391,000� 136,000� 5,000� 5,050� 537,050� 1,346,940�
2 0� 402,000� 123,500� 5,000� 20,000� 7,890� 10,000� 568,390� 402,000� 123,500� 5,000� 5,050� 535,550� 1,103,940�
3 0� 413,000� 123,500� 5,000� 20,000� 7,890� 10,000� 579,390� 413,000� 123,500� 5,000� 5,050� 546,550� 1,125,940�
4 0� 424,000� 123,500� 5,000� 0� 7,890� 10,000� 570,390� 424,000� 123,500� 5,000� 5,050� 557,550� 1,127,940�

文学部 その他の学科
およびコース

1 240,000� 391,000� 136,000� 5,000� 0� 7,890� 10,000� 789,890� 391,000� 136,000� 5,000� 5,050� 537,050� 1,326,940�
2 0� 402,000� 123,500� 5,000� 0� 7,890� 10,000� 548,390� 402,000� 123,500� 5,000� 5,050� 535,550� 1,083,940�
3 0� 413,000� 123,500� 5,000� 0� 7,890� 10,000� 559,390� 413,000� 123,500� 5,000� 5,050� 546,550� 1,105,940�
4 0� 424,000� 123,500� 5,000� 0� 7,890� 10,000� 570,390� 424,000� 123,500� 5,000� 5,050� 557,550� 1,127,940�

２１世紀アジア学部 1 240,000� 391,000� 136,000� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 790,890� 391,000� 136,000� 5,000� 6,050� 538,050� 1,328,940�
2 0� 402,000� 121,000� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 546,890� 402,000� 121,000� 5,000� 6,050� 534,050� 1,080,940�
3 0� 413,000� 121,000� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 557,890� 413,000� 121,000� 5,000� 6,050� 545,050� 1,102,940�
4 0� 424,000� 121,000� 5,000� 0� 8,890� 10,000� 568,890� 424,000� 121,000� 5,000� 6,050� 556,050� 1,124,940�

経営学部 1 240,000� 365,000� 135,000� 5,000� 0� 8,140� 10,000� 763,140� 365,000� 135,000� 5,000� 5,300� 510,300� 1,273,440�
2 0� 375,000� 122,500� 5,000� 0� 8,140� 10,000� 520,640� 375,000� 122,500� 5,000� 5,300� 507,800� 1,028,440�
3 0� 385,000� 122,500� 5,000� 0� 8,140� 10,000� 530,640� 385,000� 122,500� 5,000� 5,300� 517,800� 1,048,440�
4 0� 395,000� 122,500� 5,000� 0� 8,140� 10,000� 540,640� 395,000� 122,500� 5,000� 5,300� 527,800� 1,068,440�
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学
則
・
諸
規
程
他

 

 

授業料 施設設備費 教材費 実　験
実習費 諸費 前期計 授業料 施設設備費 教材費 諸費 後期計

体育 213,750 159,500 15,000 0 6,390 394,640 213,750 159,500 15,000 3,550 391,800 786,440 30,000
武道 213,750 159,500 15,000 0 6,390 394,640 213,750 159,500 15,000 3,550 391,800 786,440 30,000
スポーツ医科 223,750 184,000 15,000 0 6,570 429,320 223,750 184,000 15,000 3,550 426,300 855,620 200,000
こどもスポーツ 221,250 159,500 15,000 0 6,390 402,140 221,250 159,500 15,000 3,550 399,300 801,440 55,000

363050,1000,5005,711057,932041,663098,30000,5005,711057,932 ,300 729,440 97,000
法律 180,000 107,500 5,000 0 8,890 301,390 180,000 107,500 5,000 6,050 298,550 599,940 0
現ビ 180,000 107,500 5,000 0 8,890 301,390 180,000 107,500 5,000 6,050 298,550 599,940 0
現ビ・社会人 95,000 88,000 5,000 0 8,890 196,890 95,000 88,000 5,000 6,050 194,050 390,940 0
現ビ・フル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現ビ・アフタ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初等教育 194,500 108,500 5,000 25,000 7,890 340,890 194,500 108,500 5,000 5,050 313,050 653,940 0
地理・環境（地理学） 194,500 108,500 5,000 0 7,890 315,890 194,500 108,500 5,000 5,050 313,050 628,940 0
その他 194,500 108,500 5,000 0 7,890 315,890 194,500 108,500 5,000 5,050 313,050 628,940 0

194,500 106,000 5,000 0 8,890 314,390 194,500 106,000 5,000 6,050 311,550 625,940 0

180,000 107,500 5,000 0 7,890 300,390 180,000 107,500 5,000 5,050 297,550 597,940 0
社会人 95,000 88,000 5,000 0 7,890 195,890 95,000 88,000 5,000 5,050 193,050 388,940 0

経営学部 経営 180,000 107,500 5,000 0 8,390 300,890 180,000 107,500 5,000 5,550 298,050 598,940 0

実　験
実習費
※１

 ２０１９年度　学部別請求学費明細表（高学年）

※　授業料は、当該年度最高学年の半額。  *半期で卒業する学生の後期学費は免除となる。

学　部　等
費　学　期　後費　学　期　前

年間
学費計

体育学部

法学部

文学部

政経学部

※１　文学部初等教育専攻を除く「実験実習費」は、それを必要とする科目を履修する場合に限り、別に納入する。

「学費延納願用紙」は大学のホームページか

らもダウンロード可能。

PC からのアクセス

https://kokushikan.ac.jp

〈アクセス方法〉

大学ホームページ

　 ↓

学生生活

　 ↓

各種証明書・届出について

　 ↓

学費延納願の提出

21世紀アジア学部

現ビ・アフタ社会

部学工理

学部等
前期学費 後期学費

年間学費計 実　験
実習費授業料 施設設備費 教材費 実　験

実習費 諸費 教育後援会
（代理徴収） 前期計 授業料 施設設備費 教材費 諸費 後期計

政経学部 197,500 122,500 5,000 0 8,390 10,000 343,390 197,500 122,500 5,000 5,550 330,550 673,940 0 
体育学部 体育 226,250 184,500 15,000 0 6,390 10,000 442,140 226,250 184,500 15,000 3,550 429,300 871,440 30,000 

武道 226,250 184,500 15,000 0 6,390 10,000 442,140 226,250 184,500 15,000 3,550 429,300 871,440 30,000 
スポーツ医科 236,250 209,000 15,000 0 6,570 10,000 476,820 236,250 209,000 15,000 3,550 463,800 940,620 200,000 
こどもスポーツ教育 233,750 184,500 15,000 0 6,390 10,000 449,640 233,750 184,500 15,000 3,550 436,800 886,440 55,000 

理工学部 257,250 132,500 5,000 0 3,890 10,000 408,640 257,250 132,500 5,000 1,050 395,800 804,440 97,000 
法学部 法律 197,500 122,500 5,000 0 8,890 10,000 343,890 197,500 122,500 5,000 6,050 331,050 674,940 0 

現ビ 197,500 122,500 5,000 0 8,890 10,000 343,890 197,500 122,500 5,000 6,050 331,050 674,940 0 
現ビ・社会人 112,500 103,000 5,000 0 8,890 10,000 239,390 112,500 103,000 5,000 6,050 226,550 465,940 0 

文学部 初等教育 212,000 123,500 5,000 25,000 7,890 10,000 383,390 212,000 123,500 5,000 5,050 345,550 728,940 0 
地理・環境 212,000 123,500 5,000 0 7,890 10,000 358,390 212,000 123,500 5,000 5,050 345,550 703,940 0 
その他学科・コース 212,000 123,500 5,000 0 7,890 10,000 358,390 212,000 123,500 5,000 5,050 345,550 703,940 0 

21世紀アジア学部 212,000 121,000 5,000 0 8,890 10,000 356,890 212,000 121,000 5,000 6,050 344,050 700,940 0 
経営学部 197,500 122,500 5,000 0 8,140 10,000 343,140 197,500 122,500 5,000 5,300 330,300 673,440 0 

学部等
前期学費 後期学費

年間学費計授業料 施設設備費 教材費 実　験
実習費 諸費 教育後援会

（代理徴収） 前期計 授業料 施設設備費 教材費 諸費 後期計

政経学部 395,000 122,500 5,000 0 8,390 10,000 540,890 197,500 122,500 5,000 5,550 330,550 871,440 
体育学部 体育 452,500 184,500 15,000 30,000 6,390 10,000 698,390 226,250 184,500 15,000 3,550 429,300 1,127,690 

武道 452,500 184,500 15,000 30,000 6,390 10,000 698,390 226,250 184,500 15,000 3,550 429,300 1,127,690 
スポーツ医科 472,500 209,000 15,000 200,000 6,570 10,000 913,070 236,250 209,000 15,000 3,550 463,800 1,376,870 
こどもスポーツ教育 467,500 184,500 15,000 55,000 6,390 10,000 738,390 233,750 184,500 15,000 3,550 436,800 1,175,190 

理工学部 514,500 132,500 5,000 97,000 3,890 10,000 762,890 257,250 132,500 5,000 1,050 395,800 1,158,690 
法学部 法律 395,000 122,500 5,000 0 8,890 10,000 541,390 197,500 122,500 5,000 6,050 331,050 872,440 

現ビ 395,000 122,500 5,000 0 8,890 10,000 541,390 197,500 122,500 5,000 6,050 331,050 872,440 
現ビ・社会人 225,000 103,000 5,000 0 8,890 10,000 351,890 112,500 103,000 5,000 6,050 226,550 578,440 

文学部 初等教育 424,000 123,500 5,000 25,000 7,890 10,000 595,390 212,000 123,500 5,000 5,050 345,550 940,940 
地理・環境 424,000 123,500 5,000 0 7,890 10,000 570,390 212,000 123,500 5,000 5,050 345,550 915,940 
その他学科・コース 424,000 123,500 5,000 0 7,890 10,000 570,390 212,000 123,500 5,000 5,050 345,550 915,940 

21世紀アジア学部 424,000 121,000 5,000 0 8,890 10,000 568,890 212,000 121,000 5,000 6,050 344,050 912,940 
経営学部 395,000 122,500 5,000 0 8,140 10,000 540,640 197,500 122,500 5,000 5,300 330,300 870,940 

令和 5年度　学部別請求学費明細表（高学年：一般生）

令和 5年度　学部別請求学費明細表（後期高学年：一般生）

 

 

授業料 施設設備費 教材費 実　験
実習費 諸費 前期計 授業料 施設設備費 教材費 諸費 後期計

体育 213,750 159,500 15,000 0 6,390 394,640 213,750 159,500 15,000 3,550 391,800 786,440 30,000
武道 213,750 159,500 15,000 0 6,390 394,640 213,750 159,500 15,000 3,550 391,800 786,440 30,000
スポーツ医科 223,750 184,000 15,000 0 6,570 429,320 223,750 184,000 15,000 3,550 426,300 855,620 200,000
こどもスポーツ 221,250 159,500 15,000 0 6,390 402,140 221,250 159,500 15,000 3,550 399,300 801,440 55,000

363050,1000,5005,711057,932041,663098,30000,5005,711057,932 ,300 729,440 97,000
法律 180,000 107,500 5,000 0 8,890 301,390 180,000 107,500 5,000 6,050 298,550 599,940 0
現ビ 180,000 107,500 5,000 0 8,890 301,390 180,000 107,500 5,000 6,050 298,550 599,940 0
現ビ・社会人 95,000 88,000 5,000 0 8,890 196,890 95,000 88,000 5,000 6,050 194,050 390,940 0
現ビ・フル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現ビ・アフタ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初等教育 194,500 108,500 5,000 25,000 7,890 340,890 194,500 108,500 5,000 5,050 313,050 653,940 0
地理・環境（地理学） 194,500 108,500 5,000 0 7,890 315,890 194,500 108,500 5,000 5,050 313,050 628,940 0
その他 194,500 108,500 5,000 0 7,890 315,890 194,500 108,500 5,000 5,050 313,050 628,940 0

194,500 106,000 5,000 0 8,890 314,390 194,500 106,000 5,000 6,050 311,550 625,940 0

180,000 107,500 5,000 0 7,890 300,390 180,000 107,500 5,000 5,050 297,550 597,940 0
社会人 95,000 88,000 5,000 0 7,890 195,890 95,000 88,000 5,000 5,050 193,050 388,940 0

経営学部 経営 180,000 107,500 5,000 0 8,390 300,890 180,000 107,500 5,000 5,550 298,050 598,940 0

実　験
実習費
※１

 ２０１９年度　学部別請求学費明細表（高学年）

※　授業料は、当該年度最高学年の半額。  *半期で卒業する学生の後期学費は免除となる。

学　部　等
費　学　期　後費　学　期　前

年間
学費計

体育学部

法学部

文学部

政経学部

※１　文学部初等教育専攻を除く「実験実習費」は、それを必要とする科目を履修する場合に限り、別に納入する。

「学費延納願用紙」は大学のホームページか

らもダウンロード可能。

PC からのアクセス

https://kokushikan.ac.jp

〈アクセス方法〉

大学ホームページ

　 ↓

学生生活

　 ↓

各種証明書・届出について

　 ↓

学費延納願の提出

21世紀アジア学部

現ビ・アフタ社会

部学工理

納入金様式第１

年　　　月　　　日

国士舘大学長　殿

学系
専攻
コース

　　下記理由により、　 　　 　　　年度 学費の納入を延期させていただきたく

お願いいたします。

主な延納理由を○で囲んでください。

そのほか特記事項等があれば記入してください。

学生 → 学部担当・大学院課 → 学籍担当（写し）
※この書類は「個人情報保護法」および「学校法人国士舘　個人情報保護規程」に基づき、厳正に管理します。

学  費  延  納  願

－

学生氏名

研究科
学部

学科

前期分

後期分

納入者氏名

経済的事情 家庭の事情 奨学金待ち 災害の影響 その他

年

４ ５ ６

学籍番号

事務欄

延納期間
前期分学費  ８月１５日（秋期入学生は、１月１５日）

左記期日を限度とし、それを過ぎ
た場合は除籍となります。

後期分学費  １月１５日（秋期入学生は、８月１５日）

記

１ ２ ３

送金待ち

※　高学年とは、8セメスター以上、かつ 4学年を 1年間以上在籍した学生を示す。（在学期間には休学していた期間は含まない。）
※　文学部�教育学科�初等教育専攻を除く「実験実習費」は、それを必要とする科⽬を履修する場合に限り、別に納入する。
※　授業料は、当該年度最高学年の授業料の半額となる。（半期で卒業する場合、後期学費は免除となる。）
※　前期請求額は、代理徴収の国士舘大学教育後援会費（年額「10,000 円」）を加える金額となる。

※　後期高学年とは、前年度 4学年で本年度留年し、在学期間が本年度の前期で 8セメスターを迎える学生を示す。　　( 在学期間には休学していた期間は含まない。）� � �
※　前期学費は一般生の学費になるため、実験実習費も徴収する。� � � � � � � � �
※　後期学費の授業料は、当該年度最高学年の授業料の半額となる。��� � � � � � � �
※　前期請求額は、代理徴収の国士舘大学教育後援会費（年額「10,000 円」）を加える金額となる。
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制定 平成 04 年 01 月 16 日
改正 平成 05 年 04 月01 日 平成 05 年 12 月 24 日

平成 13 年 01 月 24 日 平成 14 年 03 月 13 日
平成 14 年 12 月 11 日 平成 15 年 05 月 28 日
平成 15 年 09 月 17 日 平成 17 年 07 月 28 日
平成 18 年 03 月 15 日 平成 19 年 03 月 14 日
平成 20 年 03 月 12 日 平成 22 年 03 月 17 日

平成 28 年 01 月 27 日 平成 29 年 03 月 15 日
平成 27 年 01 月 28 日

（趣 旨）
第１条 この規程は、国士舘大学（大学院を含む。以下「本
学」という。）の学生の在学中における学籍の管理につい
て必要な事項を定める。

（学籍管理の対象）
第２条 この規程において学籍管理の対象項目は、次のと
おりとする。
（1）身 上 項 目：氏名、生年月日、性別、国籍、本籍（都
道府県名）、出身高校及び同卒業年月日、保証人（氏
名、続柄、住所、電話番号）、学費納入者（氏名、住
所、電話番号）、学生現住所（住所、電話番号）

（2）所属項目等：学生区分、学部、学科、専攻、学年、
学籍番号

（3）異動項目：入学、編入学・転入学（以下「編・転
入」という。）、転学部・転学科・転専攻（以下「転部
等」という。）、休学、復学、除籍、復籍、入学辞退、
退学、再入学、留学、進級、留年、卒業

２ 学生は、身上項目について変更があった場合は、別に
定める様式により、届出なければならない。

（入学等）
第３条 本学の入学試験に合格した者で、国士舘大学学則
（以下「大学学則」という。） 第 12 条第 1項及び国士
舘大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第 13
条に定める入学手続を完了した者に対し、入学を許可す
る。

２ 転部等試験に合格した者で、別に定める転部等手続を
完了した者に対し、転部等を許可する。

３ 学籍上の入学日及び転部日は、４月１日とする。ただ
し、秋期に入学した場合の入学日は、９月 16 日とし、
必要に応じて変更することができる。

（入学辞退）
第４条 第３条第３項に定める入学日の前日までに入学辞
退を申し出た場合は、入学辞退として取り扱う。ただし、
入学日以降は退学として取り扱う。

（編・転入）
第５条 編・転入できる年次は、２年次又は３年次生とす
る。

（転部等）
第６条 転部等を志望する者は、１年次・２年次又は３年
次修了（又は見込）者で、各学部の定める受験資格有効
認定単位数を修得しているものとする。

（休学及び復学）
第７条 休学を願い出る場合は、別に定める休学願を提出
するものとする。この際、病気等による休学の場合は、
次の書類等を添付しなければならない。
(1) 病気による休学の場合 医師の診断書
(2) 出産による休学の場合 「母子手帳」等妊娠もし
くは出産を証明できるもの

(3) 留学による休学の場合 留学先学校の、留学受入
に関する証明書

２ 外国人留学生が病気等により休学する場合には、次の
とおりとする。
(1) 病気による休学の場合 日本の医療機関が発行し
た診断書。ただし、日本国外で罹病した場合には、
当該国または地域の医療機関が発行した診断書とす
ることができる。

(2) 出産による休学の場合 「母子手帳」等妊娠もし
くは出産に関する証明書

(3) 兵役による休学の場合 徴兵に関する書類等
３ 休学の期間は、当該学年の内１年又は大学学則第６条
若しくは大学院学則第６条に定める学期を区分とし、連
続２年、通算４年を限度とする。ただし、大学院におい
ては連続１年、通算２年とする。

４ 休学期間終了後、引続き休学を希望する場合は、休学
期間が終了するまでに改めて休学願を提出しなければな
らない。

５ 休学中の者が休学を許可されてから１ヶ月以内に休学
事由が解消した場合は、別に定める休学取消願を提出し
なければならない。

６ 休学者は、休学期間が満了する次の期に復学すること
ができる。ただし、次学年へ復学する場合には、各学部
が定めた単位数を修得していなければならない。

７

（1）病気による休学の場合 日本の医療機関が発行し
た診断書及びパスポートの写し（出国及び入国が証明
できる頁を含む。）並びに復学後の経費支弁に関する
計画書。ただし、日本国外で罹病した場合には、当該
国または地域の医療機関が発行した診断書とするこ
とができる。

（2）兵役による休学の場合 兵役が終了したことを示
す証明書等及びパスポートの写し（出国及び入国が証
明できる頁を含む。）並びに復学後の経費支弁に関す
る計画書

（3）前第１号及び第２号以外の理由で休学の場合 パ
スポートの写し（出国及び入国が証明できる頁を含
む。）及び復学後の経費支弁に関する計画書

（退学及び再入学）
第８条 退学を願い出る場合は、別に定める退学願を提出
するものとする。

２ 願い出による退学の日付は、願い出た日とする。ただ
し、退学願に記入された願い出の日以降に学部等が受け
付けた場合は、学部等が受け付けた日とする。

３ 懲戒による退学の日付は、学長決裁日とする。

11 国士舘大学学籍管理規程

平成 23 年 02 月 23 日 平成 25 年 02 月 27 日
平成 25 年 12 月 18 日

　復学を願い出る場合は、休学期間満了前に別に定める
復学願を提出するものとする。この際、病気等の回復に
よるものは、医師の診断書を添付しなければならない。
ただし、外国人留学生が復学を願い出る場合は、次の書
類を提出するものとする。
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４ 退学した者が、同じ学部・学科・専攻及び学年・学期
に再入学を願出る場合は、再入学を希望する学年もしく
は学期が始まる２ヶ月前までに、別に定める再入学願を
提出し、学長の許可を受けなければならない。

５ 再入学の時期は、４月１日とする。ただし、秋期再入
学の時期は、９月 16 日とし、必要に応じて変更するこ
とができる。

（除籍及び復籍）
第９条 除籍日は、学長決裁日とする。ただし、大学学則
第20条第１項第４号及び大学院学則第18条第１項第２
号に基づき、学費未納により除籍になった場合の日付は、
同第２項に基づく除籍日とする。

２ 国士舘大学納入金規程第２条、第５条及び第10条にお

３ 大学学則第20条第３項に基づき、除籍になった者が、

４ 在学中の学生が死亡した場合は、死亡の日付で学籍を
除く。

（卒 業）
第 10 条 学籍上の卒業日は、卒業式の日付（大学院につ
いては学位授与日）とする。

２ 卒業所要単位の不足により卒業できない者が、次年度
の春期（秋期入学生は秋期）で卒業所要単位を修得し、
卒業が認められた場合の卒業日は、原則として９月 15
日付とする。（秋期入学生は別に定める日）

（身分異動の申請）
第 11 条 学部等は、学生の身上項目、学生区分及び異動
項目に変更があった場合は、学長に申請し許可を受ける
ものとする。

２ 申請は、別に定める様式による。
３ 各学部等は、所属学生について学籍管理の対象項目に
変更及び異動が発生した場合は、速やかに教務部教務課
長に通知するものとする。

（学籍番号の付与）
第 12 条 在学生に、学籍番号を付与する。
２ 学籍番号は、入学年度ごとに学生個人別に付与する。
３ 学籍番号は、転部等及び再入学の場合を除き、在学期
間を通じ原則として変更しない。

（学籍番号の識別）
第 13 条 学籍番号は、7桁からなり、原則として西暦によ
る入学年度の下 2桁を最初のコードとし、その他の 5桁
を次のとおり識別し、その間をハイフンで結ぶ。

学部等識別 該当学部等
１Ａ００１～ 政経学部 政治学科 昼間主コース（フレックスＡ）

１Ａ５０１～ 政経学部 政治学科 夜間主コース（フレックスＢ）

１Ｂ００１～ 政経学部 経済学科 昼間主コース（フレックスＡ）

１Ｂ５０１～ 政経学部 経済学科 夜間主コース（フレックスＢ）

１Ｃ００１～ 政経学部 経営学科

１Ｄ００１～ 政経学部 政治学科

１Ｅ００１～ 政経学部 経済学科

１Ｆ００１～ 政経学部 経営学科

２Ａ００１～ 体育学部 体育学科

２Ｂ００１～ 体育学部 武道学科

２Ｃ００１～ 体育学部 スポーツ医科学科

２Ｄ００１～ 体育学部 こどもスポーツ教育学科

３Ａ００１～ 理工学部 理工学科

４Ａ００１～ 法学部 法律学科

４Ｂ００１～ 法学部 現代ビジネス法学科

５Ａ００１～ 文学部 教育学科 教育学専攻

５Ｂ００１～ 文学部 教育学科 倫理学専攻

５Ｃ００１～ 文学部 教育学科 初等教育専攻

５Ｄ００１～ 文学部 史学地理学科 考古・日本史学専攻

５Ｅ００１～ 文学部 史学地理学科 東洋史学専攻

５Ｆ００１～ 文学部 史学地理学科 地理・環境専攻

５Ｇ００１～ 文学部 文学科 中国語・中国文学専攻

５Ｈ００１～ 文学部 文学科 日本文学・文化専攻

６Ａ００１～ ２１世紀アジア学部 ２１世紀アジア学科

７Ａ００１～ 経営学部 経営学科

ＭＡ００１～ 大学院 政治学研究科 政治学専攻 修士課程

ＭＢ００１～ 大学院 経済学研究科 経済学専攻 修士課程

ＭＣ００１～ 大学院 経営学研究科 経営学専攻 修士課程

ＭＤ００１～ 大学院 スポーツ・システム研究科 スポーツ・システム専攻 修士課程

ＭＪ００１～ 大学院 救急システム研究科 救急救命システム専攻 修士課程

ＭＥ００１～ 大学院 工学研究科 機械工学専攻 修士課程

ＭＥ１０１～ 大学院 工学研究科 電気工学専攻 修士課程

ＭＥ２０１～ 大学院 工学研究科 建設工学専攻 修士課程

ＭＦ００１～ 大学院 法学研究科 法学専攻 修士課程

ＭＧ００１～ 大学院 総合知的財産法学研究科 総合知的財産法学専攻 修士課程

ＭＨ００１～ 大学院 人文科学研究科 人文科学専攻 修士課程

ＭＨ１０１～ 大学院 人文科学研究科 教育学専攻 修士課程

ＭＩ００１～ 大学院 グローバルアジア研究科 グローバルアジア専攻 修士課程

ＤＡ００１～ 大学院 政治学研究科 政治学専攻 博士課程

ＤＢ００１～ 大学院 経済学研究科 経済学専攻 博士課程

ＤＣ００１～ 大学院 経営学研究科 経営学専攻 博士課程

ＤＤ００１～ 大学院 スポーツ・システム研究科 スポーツ・システム専攻 博士課程

ＤＥ００１～ 大学院 工学研究科 応用システム工学専攻 博士課程

ＤＦ００１～ 大学院 法学研究科 法学専攻 博士課程

ＤＨ００１～ 大学院 人文科学研究科 人文科学専攻 博士課程

ＤＨ１０１～ 大学院 人文科学研究科 教育学専攻 博士課程

ＤＩ００１～ 大学院 グローバルアジア研究科 グローバルアジア研究専攻 博士課程

ＤＪ００１～ 大学院 救急システム研究科 救急救命システム専攻 博士課程

１Ｇ００１～ 政経学部 政治行政学科

ける期限を過ぎて学費未納の者は、大学学則第20条第１
項第４号及び大学院学則第18条第１項第２号に基づき、
以下の日をもって除籍とする。
　（１）延納願未提出者の場合　春期は５月31日、秋期
　　　は10月31日
　（２）延納願提出者の場合　春期は８月31日、秋期は
　　　１月30日
　なお、学費未納による除籍日は、納入期日の翌日とし、
学費未納の学期の成績は無効とする。また、学費未納に
より除籍された学生が復籍を希望する場合には、再入学
として扱い、前条の規定を準用する。

同じ学部・学科・専攻及び学年・学期に復籍を希望する
場合は、除籍日から２月以内に別に定める復籍願を提出
し、学長の許可を受けなければならない。復籍の日付は
除籍日の翌日とする。
除籍日から２月を超えた学生が復籍を希望する場合は、
再入学として扱い、前条の規定を準用する。

学部等識別 該当学部等
１Ａ００１～ 政経学部　政治学科　昼間主コース（フレックスＡ）

１Ａ５０１～ 政経学部　政治学科　夜間主コース（フレックスＢ）

１Ｂ００１～ 政経学部　経済学科　昼間主コース（フレックスＡ）

１Ｂ５０１～ 政経学部　経済学科　夜間主コース（フレックスＢ）

１Ｃ００１～ 政経学部　経営学科　

１Ｄ００１～ 政経学部　政治学科　

１Ｅ００１～ 政経学部　経済学科　

１Ｆ００１～ 政経学部　経営学科　

１G００１～ 政経学部　政治行政学科

２Ａ００１～ 体育学部　体育学科　

２Ｂ００１～ 体育学部　武道学科　

２Ｃ００１～ 体育学部　スポーツ医科学科　

２Ｄ００１～ 体育学部　こどもスポーツ教育学科　

３Ａ００１～ 理工学部　理工学科　

４Ａ００１～ 法学部　法律学科　

４Ｂ００１～ 法学部　現代ビジネス法学科　

５Ａ００１～ 文学部　教育学科　教育学専攻

５Ｂ００１～ 文学部　教育学科　倫理学専攻

５Ｃ００１～ 文学部　教育学科　初等教育専攻

５Ｄ００１～ 文学部　史学地理学科　考古・日本史学専攻

５Ｅ００１～ 文学部　史学地理学科　東洋史学専攻

５Ｆ００１～ 文学部　史学地理学科　地理・環境専攻

５Ｇ００１～ 文学部　文学科　中国語・中国文学専攻

５Ｈ００１～ 文学部　文学科　日本文学・文化専攻

5Ｉ００１～ 文学部　教育学科　

5Ｊ００１～ 文学部　史学地理学科　

5Ｋ００１～ 文学部　文学科　

６Ａ００１～ ２１世紀アジア学部　２１世紀アジア学科　

７Ａ００１～ 経営学部　経営学科　

ＭＡ００１～ 大学院　政治学研究科　政治学専攻　修士課程

ＭＢ００１～ 大学院　経済学研究科　経済学専攻　修士課程

ＭＣ００１～ 大学院　経営学研究科　経営学専攻　修士課程

ＭＤ００１～ 大学院　スポーツ・システム研究科　スポーツ・システム専攻　修士課程

ＭＪ００１～ 大学院　救急システム研究科　救急救命システム専攻　修士課程

ＭＥ００１～ 大学院　工学研究科　機械工学専攻　修士課程

ＭＥ１０１～ 大学院　工学研究科　電気工学専攻　修士課程

ＭＥ２０１～ 大学院　工学研究科　建設工学専攻　修士課程

ＭＦ００１～ 大学院　法学研究科　法学専攻　修士課程

ＭＧ００１～ 大学院　総合知的財産法学研究科　総合知的財産法学専攻　修士課程

ＭＨ００１～ 大学院　人文科学研究科　人文科学専攻　修士課程

ＭＨ１０１～ 大学院　人文科学研究科　教育学専攻　修士課程

ＭＩ００１～ 大学院　グローバルアジア研究科　グローバルアジア専攻　修士課程

ＤＡ００１～ 大学院　政治学研究科　政治学専攻　博士課程

ＤＢ００１～ 大学院　経済学研究科　経済学専攻　博士課程

ＤＣ００１～ 大学院　経営学研究科　経営学専攻　博士課程

ＤＤ００１～ 大学院　スポーツ・システム研究科　スポーツ・システム専攻　博士課程

ＤＥ００１～ 大学院　工学研究科　応用システム工学専攻　博士課程

ＤＦ００１～ 大学院　法学研究科　法学専攻　博士課程

ＤＨ００１～ 大学院　人文科学研究科　人文科学専攻　博士課程

ＤＨ１０１～ 大学院　人文科学研究科　教育学専攻　博士課程

ＤＩ００１～ 大学院　グローバルアジア研究科　グローバルアジア研究専攻　博士課程

ＤＪ００１～ 大学院　救急システム研究科　救急救命システム専攻　博士課程
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２ 在学中に転部等の学籍異動が発生した場合には、学籍
番号を変更し、当該所属学年の最終学籍番号の次から、
新たな学籍番号を付与する。

附 則
１ この規程は、平成４年４月１日から施行する。
２ 本規程の施行に伴い、「入学金等の納入及び休学等に関する
規程」第５条、第６条、第７条、第９条、第10条、第12条、
第14条、第15条、第18条及び第19条の規程を削除する。

３ この規程は、平成５年４月１日から施行する。
４ この規程は、平成６年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成13年４月１日から施行する。

附 則
１ この規程は、平成14年４月１日から施行する。
２ 大学院の場合、卒業を修了に読み替えるものとする。

附 則
この規程は、平成 15 年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成 15 年５月 28 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 15 年 10 月１日から施行する。

附 則
１ この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
２ 第13条における学籍番号は平成19年度入学生から適
用する。

３ 平成 18 年以前の入学生は、改正後の第 13 条第 1項の
定めに関わりなく、従前の通りとし、学籍番号の下５桁
は次の表を適用する。

学部等識別 該当学部等
２１００１～ 体育学部 体育学科
２２００１～ 体育学部 武道学科
２３００１～ 体育学部 スポーツ医科学科
３１００１～ 政経学部一部 政治学科
３２００１～ 政経学部一部 経済学科
３３００１～ 政経学部一部 経営学科
３４００１～ 政経学部 政治学科 昼間主コース（フレックスＡ）
３４５０１～ 政経学部 政治学科 夜間主コース（フレックスＢ）
３５００１～ 政経学部 経済学科 昼間主コース（フレックスＡ）
３５５０１～ 政経学部 経済学科 夜間主コース（フレックスＢ）
３６００１～ 政経学部 経営学科
４１００１～ 工学部 機械工学科
４１５０１～ 工学部 機械情報工学科
４２００１～ 工学部 電気工学科
４２５０１～ 工学部 電気電子工学科
４３００１～ 工学部 土木工学科
４３５０１～ 工学部 都市システム工学科
４４００１～ 工学部 建築学科
４４５０１～ 工学部 建築デザイン工学科

学部等識別 該当学部等

６１００１～ 法学部 法律学科

６２００１～ 法学部 現代ビジネス法学科 昼間主コース(フルタイムコース)
６３００１～ 法学部 現代ビジネス法学科 夜間主コース(フタヌーンコース)
６４００１～ 法学部 現代ビジネス法学科
７１００１～ 文学部 教育学科 教育学専攻
７１５０１～ 文学部 教育学科 倫理学専攻
７１７０１～ 文学部 教育学科 初等教育専攻
７２００１～ 文学部 史学地理学科 国史学専攻
７２３０１～ 文学部 史学地理学科 東洋史学専攻
７２６０１～ 文学部 史学地理学科 地理学専攻
７３３０１～ 文学部 文学科 中国文学専攻
７３５０１～ 文学部 文学科 国語国文学専攻
７４００１～ 文学部 史学地理学科 考古・日本史学専攻
７４５０１～ 文学部 史学地理学科 地理・環境専攻
７５００１～ 文学部 文学科 中国語・中国文学専攻
７５５０１～ 文学部 文学科 日本文学・文化専攻
１２００１～ ２１世紀アジア学部 ２１世紀アジア学科
８１１０１～ 大学院 政治学研究科 政治学専攻 修士課程
８１３０１～ 大学院 経済学研究科 経済学専攻 修士課程
８１５０１～ 大学院 経営学研究科 経営学専攻 修士課程
８４１０１～ 大学院 スポーツ・システム研究科 スポーツ・システム専攻 修士課程
８２１０１～ 大学院 工学研究科 機械工学専攻 修士課程
８２３０１～ 大学院 工学研究科 電気工学専攻 修士課程
８２９０１～ 大学院 工学研究科 建設工学専攻 修士課程
８３１０１～ 大学院 法学研究科 法学専攻 修士課程
８３５０１～ 大学院 総合知的財産法学研究科 総合知的財産法学専攻 修士課程
８５１０１～ 大学院 人文科学研究科 人文科学専攻 修士課程
８５３０１～ 大学院 人文科学研究科 教育学専攻 修士課程
８６１０１～ 大学院 グローバルアジア研究科 グローバルアジア専攻 修士課程
９１１０１～ 大学院 政治学研究科 政治学専攻 博士課程
９１３０１～ 大学院 経済学研究科 経済学専攻 博士課程
９１５０１～ 大学院 経営学研究科 経営学専攻 博士課程
９４１０１～ 大学院 スポーツ・システム研究科 スポーツ・システム専攻 博士課程
９２１０１～ 大学院 工学研究科 応用システム工学専攻 博士課程
９３１０１～ 大学院 法学研究科 法学専攻 博士課程
９５１０１～ 大学院 人文科学研究科 人文科学専攻 博士課程
９５３０１～ 大学院 人文科学研究科 教育学専攻 博士課程
９６１０１～ 大学院 グローバルアジア研究科 グローバルアジア研究専攻 博士課程

附 則
１ この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行し、平成 18
年 10 月 1 日から適用する。

２ 第 13 条第 2項で定める在学生のうち、平成 19 年度以
降の入学生と同一の学年に在学する学生の学籍番号は、
平成１９年度以降の入学生の学部等識別を適用する。

３ 第１３条で定める学部等識別に次の表を適用する。

５１００１～ 政経学部二部 政治学科
５２００１～ 政経学部二部 経済学科

学部等識別 当該学部等
１Ｘ００１～ 政経学部一部 政治学科
１Ｙ００１～ 政経学部一部 経済学科
１Ｚ００１～ 政経学部一部 経営学科
３Ｗ００１～ 工学部 機械情報工学科
３Ｘ００１～ 工学部 電気電子工学科
３Ｙ００１～ 工学部 都市システム工学科
３Ｚ００１～ 工学部 建築デザイン工学科
４Ｙ００１～ 法学部 現代ビジネス法学科 昼間主コース（フルタイムコース）
４Ｚ００１～ 法学部 現代ビジネス法学科 夜間主コース（アフタヌーンコース）
５Ｗ００１～ 文学部 史学地理学科 国史学専攻
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学部等識別 当該学部等
５Ｘ００１～ 文学部 史学地理学科 地理学専攻
５Ｙ００１～ 文学部 文学科 中国文学専攻
５Ｚ００１～ 文学部 文学科 国語国文学専攻

附 則
この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行し、平成 19
年 10 月 1 日から適用する。

附 則
この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 23 年 4 月 1 日から施行し、平成 22
年 10 月 1 日から適用する。

附 則
この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。

制定 平成 5 年 12 月 24 日
改正 平成 13 年 1 月 24 日 平成 14 年 3 月 13 日

平成 15 年 5 月 28 日 平成 16 年 5 月 26 日
平成 17 年 7 月 28 日 平成 25 年 2 月 27 日

（趣 旨）
第 1 条 この細則は、国士舘大学学籍管理規程（以下「学籍管理
規程」という。）の施行に必要な届出、願出等の手続について定
める。

（身上項目の変更）
第 2 条 学生は、身上項目に変更があった場合、次の各号により
手続を行うものとする。
（1）学生の氏名変更
（2）保証人の氏名変更。ただし、保証人の住所、電話番号、続柄の変
更は各自がWebから更新するものとする。

（3）学費納入者の氏名、住所及び電話番号の変更は各自がWeb
から更新するものとする。

（4）学生の現住所及び電話番号の変更は各自が Web から更新
するものとする。

（5）学生の本籍地変更

（休学及び復学）
第 3 条 学生は、休学及び復学を申請する場合、また休学を取り
消す場合には、次の各号により手続を行うものとする。
（1）休学の願出
（2）復学の願出
（3）休学を取消す場合

（退学及び再入学）
第 4 条 学生は、退学及び再入学を申請する場合、次の各号によ
り手続を行うものとする。
（1）退学の願出
（2）再入学の願出

（復籍）
第 5 条 学生は、復籍を申請する場合、復籍の願出を行うものと
する。

（身上項目変更の通知）
第 6 条 学部等は、学生の身上項目が変更した場合、次の各号に
より教務課へ通知するものとする。
（1）学生の氏名変更

（2）保証人の氏名の変更
（3）学生の本籍地変更

（身分異動の申請）
第 7 条 学籍管理規定第 11 条第 2 項における申請の様式は、次
のとおりとする。
（1）入学辞退 ただし、入学を許可された者が4月1 日以降に当該
学部等へ申請があった者又は学部等によって確認された者に限る。

（2）再入学
（3）休学
（4）休学取消
（5）復学
（6）留学生 ただし、大学学則第 16 条第 1項及び第 2項に該
当する学生に限る。

（7）除籍
（8）復籍
（9）留年 ただし、進級判定会議で決定後の変更及び追加に限る。
（10）退学
（11）卒業 ただし、年度途中の卒業者に限る。

（様式）
第 8条 この細則に定める各種様式は、教務課内規に定める。

附 則
この細則は、平成 6年 4月 1日から施行する。

附 則
この細則は、平成 13 年 4 月 1日から施行する。

附 則
この細則は、平成 14 年 4 月 1日から施行する。

附 則
この細則は、平成 15 年 5 月 28 日から施行する。

附 則
この細則は、平成 16 年 5 月 26 日から施行する。

附 則
この細則は、平成 18 年 4 月 1日から施行する。

附 則
この細則は、平成 25 年 4 月 1日から施行する。

12 国士舘大学学籍管理規程施行細則

附 則
この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。
２　この規程は、令和４年４月１日現在で在籍している学
生に対し適用する。
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制定 平成 18 年 3 月 15 日
改正 平成 24 年 4 月 25 日 平成 25 年 2 月 27 日
（趣 旨）

第 1条 この規程は、国士舘大学学則第６１条の２及び国士舘大学大
学院学則第６１条の２に基づき、聴講生（国士舘大学学則第４３条
に定める「特別聴講学生」及び国士舘大学大学院学則第３６条に定
める「特別聴講生」を除く。）の取扱いについて定める。

（区 分）
第 2条 聴講生は、次のとおり区分する。
(1) 他大学又は高等学校との協定等（以下「協定」という。）
に基づき、他校に在籍している学生又は生徒が、国士舘大学
及び国士舘大学大学院（以下「本学」という。）で開講して
いる授業科目を聴講する場合（以下「協定聴講」という。）

(2) 本学の正規課程に在学している学生が、所属する学部又
は研究科（以下「学部等」という。）以外の学部等において
聴講（他学部履修における開放制限科目及び教職課程科目を
含む。）する場合（以下「学内聴講」という。）

(3) 前第１号及び第２号以外の者が聴講する場合（以下「一
般聴講」という。）

（資 格）
第 3条 本学で聴講できる者の資格は、次のとおりとする。
(1) 協定聴講 協定により定められた学生又は生徒
(2) 学内聴講 本学の正規課程に在学している学生
(3) 一般聴講 前第１号及び第２号に該当しない者（社会人
を含む。）ただし、外国人については次のいずれかに該当す
る者とする。
ア 履修する年度の４月もしくは９月から６月間以上、日本
国に在留資格を有する者

イ 聴講期間中に、本学の聴講生の身分に関係なく、在留資
格を更新することが可能である者

（受入時期）
第 4 条 聴講生の受入時期は、国士舘大学学則第６条及び国士舘
大学大学院学則第６条に定める各期の始めとする。

（出願手続）
第 5条 聴講を願い出る者（協定聴講を除く。）は、次の書類を揃
えて、教務課へ提出するものとする。
(1) 願書①及び願書②（協定聴講は除く。）
(2) 履歴書（協定聴講、学内聴講は除く。）
(3) 検定料納入票（協定聴講、学内聴講は除く。）

２ 協定聴講の出願手続期間は、協定の定めるところによる。
３ 学内聴講の出願手続期間は、履修登録終了日までとし、他学
部履修科目の登録に準じて手続を行うものとする。

４ 一般聴講の出願手続期間は、次のとおりとする。
(1) 春期及び通年開講科目聴講希望者は、本学の正規課程に
おける履修登録終了日までとし、継続して秋期開講科目の聴
講を希望する者も同様とする。

(2) 秋期開講科目聴講希望者は、９月１日から９月１５日ま
でとする。

（許 可）
第 6 条 教務課は、前条に定める出願手続書類を取りまとめ、願
書①及び願書②に基づき聴講希望科目を開講している学部等へ
通知する。

２ 聴講希望科目を開講している学部等は、聴講希望科目を担当
する教員の同意を得て、教授会又は研究科委員会（以下「教授
会等」という。）において選考し、その結果を教務課へ通知する。

３ 教授会等が必要と認めるときは、面接等の選考を行うことが
できる。

４ 前第２項及び第３項によって聴講を認められた者には、学長
の承認を得て聴講を許可する。

（証 明）
第 7 条 聴講が修了した聴講生（学内聴講を除く。）には、聴講
証明書を発行する。ただし、単位の認定は行わない。

（単位認定）
第 8条 学内聴講で修了した聴講科目の単位は、卒業所要単位以
外の取得単位として認定し、成績に加える。

（手 続）
第 9条 第 6条により聴講を許可された者は、別に定める期日ま
でに聴講料等を納入しなければならない。

（聴講料等）
第 10 条 聴講料等は、次のとおりとする。
(1) 協定聴講の聴講料等は、協定の定めるところによる。
(2) 学内聴講の聴講料は、１単位につき5,000円とする。

ただし、大学院に在学している学生が、学部において教員
免許等諸資格を取得するために必要な科目を聴講する場合
には、本規程で定める聴講料等は徴収しないものとする。

(3) 一般聴講の聴講料等は、次の表のとおりとする。
（単位：円）

項 目 金 額 備 考

聴講生登録料 10,000 本学卒業者及び継続して聴
講する者は免除

聴講料（１単位） 5,000 本学卒業者は半額

学生教育研究
災害傷害保険料
（学生保険）

聴講する科目を開講している学部等の正規学
生と同額とする。ただし、聴講する学部が２学
部以上にまたがる場合で、学生保険料が異なる
場合には、上位額の学部等と同額とする。

（期 間）
第 11 条 聴講が許可される期間は、当該年度終了までの１年以内
とする。ただし、継続して聴講を希望する場合は、第 5 条に基
づき再度願い出ることができる。

（図書館・情報メディアセンターの利用）
第 12 条 聴講生は、国士舘大学図書館・情報メディアセンターを
利用することができる。

（聴講許可の取消）
第13条 第9条に定める手続を行わない者又は聴講生としてふさ
わしくない行為があった者は、教授会等の議を経て、学長が聴
講許可を取り消すことができる。

（聴講許可書及び聴講証明書等）
第 14 条 聴講許可書及び聴講証明書等、本規程に定める各種様式
は、教務課内規に定める。

附 則
１ この規程は、平成 18 年 4 月 1日から施行する。
２ この規程の施行に伴い、「聴講に関する内規」（平成 17 年 4
月 1日施行）は、平成 18 年 3 月 31 日をもって廃止する。

附 則
この規程は、平成 24 年 4 月 1日から施行する。

附 則
この規程は、平成 25 年 4 月 1日から施行する。

13 国士舘大学聴講生規程
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（趣 旨）
第１条 この内規は、国士舘大学学則第４２条第２項の他
学部履修に関する必要事項について定める。

（他学部履修要領）
第２条 各学部は、他学部履修に関する下記必要事項を定
め、便覧に記載する等学生への周知を図るものとする。

（１）履修要領
（２）卒業所要単位としての履修区分毎の科目名又は科目

の区分
（３）卒業所要単位外としての他学部履修（随意科目）に

ついて
（４）教職を含む諸資格必要単位としての他学部履修につ

いて
（５）その他必要事項

（開放制限科目）
第３条 各学部は、原則として全ての授業科目を開放する
ものとするが、演習、実習等受講者数を制限する授業は
開放を制限することができる。この場合、開放制限科目
を１月末日までに教務部長へ報告するものとする。
ただし、開放制限科目であっても、他学部履修の申し出
が妥当であると認められた場合は、条件付で受け入れる
ことがある。

２ 教務課は、開放制限科目の報告に基づき全学部の開放
制限科目を取りまとめ、２月１０日までに各学部へ通知
するものとする。

（履修区分の報告）
第４条 各学部は、他学部履修科目を卒業所要単位として
算入する授業科目を、総合教育科目等履修区分毎に３月
末日までに、教務部長へ報告するものとする。

（履修開始時期）
第５条 他学部履修の開始時期は、各学年の始めとする。

（履修申し出）
第６条 他学部履修を希望する学生は、開放科目を確認の
上、学部の定めるところに従い履修の申し出をするもの
とする。

（履修の依頼）
第７条 各学部は、学生からの申し出が正当であると判断
したときは、履修先学部に履修の依頼を行うものとする。

（履修の依頼に対する回答）
第８条 履修の依頼を受け取った学部は、他の学生に支障
がないことを確認の上、４月１９日までに履修の可否に
ついて回答するものとする。

（教務課への通知）
第９条 各学部は、履修決定科目を５月末日までに教務課
へ通知するものとする。

（履修期間）
第 10 条 履修期間は、半期科目は半年以内、通年科目は
１年以内とする。

（履修の取消）
第 11 条 他学部履修生として不適当な行為があったとき
は、履修の許可を取り消すことができる。

（履修上限単位数）
第 12 条 他学部履修の単位数は、所属学部が定める履修
上限単位に含めるものとする。

附 則
１ この内規は、平成１４年１月９日から施行する。
２ 学部間相互履修に関する内規（平成１０年１０月２３
日制定）は平成１４年３月３１日をもって廃止する。

14 他学部履修に関する内規
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（趣 旨）
第１条 この内規は、国士舘大学の学生が諸資格取得の為
に関係科目を受講する場合の受講料等（関連する諸費用
を含む）について定める。

（受講料等の納入）
第２条 正規の課程に在学する学生が、学科、課程に開設
されている授業科目を受講し、各種資格を取得する場合
は所定の受講料等を納入しなければならない。

（受講料等）
第３条 教育職員免許状及び諸資格を取得しようとする場
合は別表１，２の受講料等を納入しなければならない。

附 則
この内規は、平成１２年４月１日から施行する。
ただし、平成１１年度以前の入学生については、従前の
例による。

附 則
この内規は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則
この内規は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０
年度入学生から適用する。
ただし、平成１９年度以前の入学生については、従前の
例による。

附 則
この内規は、平成２４年４月から施行する。

附 則
この内規は、平成２６年４月から施行し、平成２６年度
入学生から適用する。

別表１（教職関係受講料等）
区 分 金 額 納 入 時 期

受 講 料 1校種 １教科 １０,０００円 教職に関する科目履修の初年度

介 護 等 体 験 費

政経・理工・法・文・
21 世紀アジア・経営及び
体育学部（こどもスポーツ
教育学科）

１３，５００円

介護等体験実施年度

教育実習等実施年度

体育学部
（体育・武道・スポーツ医科
学科）

１６，５００円

教 育 実 習 費

学部又は大学が定める額養 護 実 習 費
特別支援教育実習費

免許状の一括申請料 願い出る免許状毎 ３，５００円 免許状申請年度

（注）
１ 文学部教育学科初等教育課程及び体育学部こど

もスポーツ教育学科の学生は、受講料を免除する。
２ 小学校及び中学校の教員免許状を取得しようと

する学生は、介護等体験費を納入し、介護等体
験を実施しなければならない。

３ 初年度とは、卒業要件に含まれない教職に関す
る科目を履修する初年度を示す。

４ 受講料は、在籍する学科又は課程の課程認定教
科の納入額を示す。従って、在籍する学科又は
課程にない課程認定教科の科目を受講する場合
（大学院生も含む）は、「国士舘大学聴講生規程」
を適用する。（１単位：５，０００円）

別表２（各種資格の受講料）

資 格 開講学部等 区 分 金 額 納入時期

司 書 文 学 部

受講料

１５，０００円 １年次

司 書 教 諭 全 学 部 １０，０００円 ２年次

社会教育主事 文 学 部 １５，０００円 １年次

文 学 部 １０，０００円 １年次

学 芸 員 文 学 部 １５，０００円 １年次

（注）
１ ２１世紀アジア学部の学生は、司書教諭及び学

芸員資格取得に係る受講料を免除する。
２ 受講料は、開講学部学生の納入額を示す。従っ

て、他学部学生及び大学院生が受講する場合は
「国士舘大学聴講生規程」を適用する。（１単
位：５，０００円）

３ 各種資格の取得に係る実習費は別途納入しなけ
ればならない。

ただし、平成２８年度以前の入学生については、従前の
例による。

ただし、平成３０年度以前の入学生については、従前の
例による。

15 諸資格取得のための受講料等に関する内規

附 則
この内規は、平成２９年４月から施行し、平成２９年度
入学生から適用する。

附 則
この内規は、平成３１年４月から施行し、平成３１年度
入学生から適用する。

学 校 司 書
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自然災害等に対する全学的休講措置の申し合わせ16

　本申し合わせは、本学の学生の通学時においての安全確
保等の観点から定めるもので、下記基準に照らし大学とし
て休講措置等に関して決定した場合、速やかに関係者に対
し周知する。

Ⅰ　休講措置について
　1．自然災害等による措置
（1）�気象庁から東京 23 区西部及び多摩南部に大雨警

報、暴風警報、大雪警報、暴風雪警報のいずれか
が発令された場合は、次のとおり休講とする。

①�午前 6時までに解除された場合は、終日平常どお
り授業を行う。
②�午前 6 時までに解除されなかった場合は、1・2
時限⽬の授業を休講とする。
③�午前 9時までに解除された場合は、3時限⽬以降
の授業は、平常どおり行う。
④�午前 9時までに解除されなかった場合は、終日休
講とする。
⑤ �1 時限⽬の授業開始後に警報が発令された場合
は、大学として休講等措置に関して決定された事
項を周知する。

※�気象庁から特別警報が発令された場合は、身の安
全が確保できる場所で待機し、行動は慎むこと。

（2）�関東近県を震源とする地震が発生し、東京 23 区
西部及び多摩南部で震度 5強以上を観測した場合
は、発生時以降の授業を終日休講とする。

※�「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」につ
いて、政府の検討会の検討結果を踏まえて、大学
の対応を決定する。

　2．交通機関の不通による措置
　ストライキおよび天災、事故等により小田急線全線、
京王線全線、東急線（世田谷線及
び田園都市線）のいずれかが 30 分以上継続して全面
不通の場合は、次の通りとする。
①�午前 6時までに復旧した場合は、終日平常どおり
授業を行う。
②�午前 6時までに復旧しない場合は、1・2 時限⽬
の授業を休講とする。
③�午前 9時までに復旧した場合は、3時限⽬以降の
授業は、平常どおり行う。
④�午前 9時までに復旧しない場合は、終日休講とす
る。

Ⅱ　休講等の措置に関する周知について
　休講等の措置を講じる場合は、学生情報サイト及び大学
ホームページにより周知する。

Ⅲ　その他
　1．�上記以外の事案が発生した場合は、大学として個別

に決定し、決定事項を周知する。
　2．�本申し合わせに関しての運用は、教務部教務課が行う。
　3．�この申し合わせは、平成30年7月24日から運用する。
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キャンパスマップ・教室案内

（P158）

空手道場

Ⅰ 多摩キャンパスマップ
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教室・管理棟　配置図 2017/1/16

【201教室の仕様について】※随時変更有、詳細は確認してください

仕様　：　プロジェクター・PC・DVD・Blue-ray

★…警備控室

←体育館外階段へ

★

出入口 ■…証明書自動発行機（パピルスメイト）

生涯学習 出入口

トイレトイレ

女子

給湯室 吉田

研究室

教職
支援室

ｾﾞﾐ室

２０１教室

階
段

出入口

階　段

第１

EV

階　段

（図書館）

図書館・情報メディアセンター

準備室

階段

EV

非常勤講師室

ラーニング・コモンズ

階
段

学部長室 会議室 階
段

研究室

男子

キャリア形成

支援センター

学生・ 第２
会議室

足立
第25
研究室

西田
第24
研究室

秋葉
第23

研究室厚生課

本岸材教

センター

■ ■

ピロティ

出入口

トイレ

共
通
ト
イ
レ

（受付）

階
段

警備室

体育学部
事務課

多摩校舎
事務課

応接室

EV
男子 女子

トイレ

EV
階
段

給湯室

教室・管理棟（A棟）

Ⅱ 多摩キャンパス教室案内

教室・管理棟　配置図 2017/1/16

【201教室の仕様について】※随時変更有、詳細は確認してください

仕様　：　プロジェクター・PC・DVD・Blu-ray

★…警備控室

←体育館外階段へ

★

出入口 ■…証明書自動発行機（パピルスメイト）

生涯学習 出入口

トイレトイレ

女子

給湯室 吉田

研究室

教職
支援室

細田

研究室

ｾﾞﾐ室

２０１教室

階
段

出入口

階　段

第１

EV

階　段

（図書館）

図書館・情報メディアセンター

準備室

第２会議室

階段

EV

非常勤講師室

ラーニング・コモンズ

階
段

学部長室 会議室 階
段

研究室

男子

キャリア形成

支援センター

学生・

厚生課

本岸材教

センター

■ ■

ピロティ

出入口

トイレ

共
通
ト
イ
レ

（受付）

階
段

警備室体育学部
事務課

応接室

EV
男子 女子

トイレ

EV
階
段

給湯室

18号館（A棟）

教員

コミュニティー

ルーム

足立

第24

研究室

足立

第25

研究室

豊田

第22

研究室

第21

研究室

西田
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キャンパスマップ・教室案内

教室・管理棟（A棟）
教室・管理棟　配置図 2017/1/16

【一般教室の仕様について】※随時変更有、詳細は確認してください

共通仕様　：　プロジェクター

PC

ビデオ（小教室のみ）

DVD

武井

研究室

女子

EV

第43

給湯室

第34

トイレ

男子

男子

研究室

女子

トイレ トイレ

研究室研究室

第31 第32

EV
階
段

EV

市村 山田

第42

３０２教室

研究室

氏家

第41

EV

情報メディア

センター

管理室

（端末室）

４０３教室

３０４教室

大学院

事務室
救急
ｼｽﾃﾑ

博士課程
自習室

体育測定室

３０３教室

図書館・

階
段

杉本

階
段

第57

研究室

右田

第55

研究室

運動生理学教室
人
工

気
象
室

トイレ

森脇

第53第51

須藤身体運動学教室

階
段

研究室研究室

第52

小山

バルコニー

階
段

男子 ｼｬﾜｰ

研究室

研究室研究室

第54

バルコニー

沼本 田口
第63第64

男子 女子

給湯室

ｽﾎﾟｰﾂ医科
学研究室

亀山

第61

研究室

EV

EV

張替

第62

運動生化学教室

階
段

４０１教室

階
段

EV

EV

トイレ 屋上へ

松井

６０１教室

医科学
ｻﾎﾟｰﾄ

飯田

第56

大学院助手室２

研究室

４０２教室

角田

研究室

階
段

研究室

３０１教室

給湯室

研究室研究室

バルコニー

久保

研究室

第33

トイレ

増本

第44

研究室研究室

室トイレ

尾西

バルコニー

給湯室

一島

18号館（A棟）

　

第68

研究室

船渡

第67

研究室

藤井（朋）

スポーツ

医科学

研究室

吉永

第52

研究室

海老原

第53

研究室

成田

山内

第58

研究室

田中（理）

第66

研究室

熊川

第65

研究室

坂梨

第59

研究室

安藤
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教室・研究棟（B棟）教室・研究棟　配置図 2017/1/16

ゼミ室６…非常勤講師室
１室手助院学大…５室ミゼ室ーワャシ…★

●…コピー機

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：○
PC：○
Blu-ray：○

●

★

★…シャワー室

●…コピー機

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：○

PC：○
Blu-ray：○

● ★

出入口

（女性）

女子

２２０１教室

出入口
教育
学科

第225 第224 第223 第222

川田 柴田 和田

トイレ トイレ

助手室

1

階段
男子

トイレ

共通

トイレ

前室

階段

教務

電気室

階段

公用車駐車場

階段

２３０１教室

第235

研究室

朝倉

第233

研究室

給
湯

第234

研究室第236B

古田

山内

第236A

研究室

田中（力）

鈴木

研究室

階段
男子 女子

トイレ トイレ

ゼミ室１

階段

自習室１

大学院生

第232

研究室

（男性）

大学院生

教務

助手室

階段

藤内 2

自習室３

給
湯

男子

こども

ｽﾎﾟｰﾂ

共同
研究室 研究室 研究室 研究室

自習室２

研究室

健康管理室

学生相談室

ゼミ室６

ゼミ室５

階段

講義室

大学院生

ゼミ室４倉庫

給湯室

男子 女子

トイレ トイレ

ゼミ室３

ゼミ室２

高橋

第221-A

研究室

第231-A

研究室

喜熨斗

第221-B

研究室

馬場

第231-B

研究室

21号館（B棟）

藤井（嵩）

松島

第222

研究室

永吉 山本

第221-A

研究室

右代
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キャンパスマップ・教室案内

教室・実習棟（C棟）

田久 齋藤

教室・実習棟　配置図 2017/1/16

EV

●

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：○ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：○ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：○
PC：○ PC：○ PC：○
ビデオ：○ ビデオ：○ ビデオ：○
DVD：○ DVD：○ DVD：○
OHP・書画：○ OHP・書画：○ OHP・書画：○

●…給湯室

１F屋根部分

◆

EV

ABC共通

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：○
PC：○
ビデオ：×
Blu-ray：○

★…実習準備室 書画：○
（実習助手室）

◆…コピー機

男子トイレ

階
段

臨床実習室　B

（事務室）

女子

臨床実習室　A

CAI教室A

スポーツ医科学科

外
階
段

中教室　A

外
階
段

男子更衣室

出入口

実習資材室
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室

天窓

トイレ

女子更衣室

天窓

階
段

★

臨床実習室　C

実習教員控室
トイレ

CAI教室B

図書館・
情報メディア
センター

6450

スポーツ医科学科

男子

天窓

25号館（C棟）
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教室・実習棟（C棟）

田久 齋藤

教室・実習棟　配置図 2017/1/16

EV

EV ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：○
PC：○
ビデオ・DVD：○
スライド：○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：○ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：○ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ：○
PC：○ PC：○ PC：○
ビデオ：× ビデオ：× ビデオ：×
Blu-ray：○  Blu-ray：○  Blu-ray：○
書画：○ 書画：○ 書画：○

階
段

外
階
段

研究室研究室

ｺﾋﾟｰ室

総合研究所

山口

実験研究室１

防災・救急救助

ｳｴﾙﾈｽ・ﾘｻｰﾁ

櫻井
第2

女子
トイレ

男子
トイレ

研究室
第1

暗
室

給
湯
室

倉
庫

階
段

女子トイレ 中教室　B
実
験
実
習
準
備
室

実験実習室

第16 第15 第14 第11

牧
第4

研究室

村岡
第6

吉岡
第5

研究室

第13
齊藤（英）日下部 島崎修

第12 第10
研究室

外
階
段

医科系教室　B C　室教系科医A　室教系科医

研究室 研究室 研究室

田原

岡田伊藤 田中（秀）

研究室

芦沢
第9

研究室

窪山
第7 第8

研究室

実験研究室２

研究室研究室

井上（誠）

第3

田久

室究研室究研

25号館（C棟）

高橋

羽田

菊中島 緒方

竹内 長名

津波古
第19
研究室

喜熨斗
第18
研究室

田中（理）
第17
研究室



150

キャンパスマップ・教室案内

メイプルセンチュリーセンター多摩（MCCT）
メイプルセンチュリーセンター多摩（ＭＣＣＴ） 2017/1/16

ルーフバルコニー

風除室

厨　　房

男子更衣室 女子更衣室

機械・電気室

入口

階段

ゴミ庫

測定室

入
口

女子トイレ

風除室

女子トイレ

食品庫警
備
室 検収室

厨房
事務室

EV

DS/PS

冷凍・
冷蔵庫 男子トイレ 多目的

トイレ入口

洗浄室

階　　段
階段

管理室

MCCT食堂スポーツパフォーマンスセンター

喫茶

階段

消化ポンプ室

脱衣室

製氷機

屋
上
緑
化

男子トイレ

設備
小屋

階段

入口 入口

男子トイレ

EV

女子トイレ

倉　庫

階
　
段

MCCT３０１

ル
ー

フ
テ
ラ
ス

EV

メイプルセンチュリーセンター多摩（ＭＣＣＴ） 2017/1/16

ルーフバルコニー

風除室

厨　　房

男子更衣室 女子更衣室

機械・電気室

入口

階段

ゴミ庫

測定室

入
口

女子トイレ

風除室

女子トイレ

食品庫警
備
室 検収室

厨房
事務室

EV

DS/PS

冷凍・
冷蔵庫 男子トイレ 多目的

トイレ入口

洗浄室

階　　段
階段

管理室

MCCT食堂スポーツパフォーマンスセンター

喫茶

階段

消化ポンプ室

脱衣室

製氷機

屋
上
緑
化

男子トイレ

設備
小屋

階段

入口 入口

男子トイレ

EV

女子トイレ

倉　庫

階
　
段

MCCT３０１

ル
ー

フ
テ
ラ
ス

EV

メイプルセンチュリーセンター多摩（ＭＣＣＴ） 2017/1/16

ルーフバルコニー

風除室

厨　　房

男子更衣室 女子更衣室

機械・電気室

入口

階段

ゴミ庫

測定室

入
口

女子トイレ

風除室

女子トイレ

食品庫警
備
室 検収室

厨房
事務室

EV

DS/PS

冷凍・
冷蔵庫 男子トイレ 多目的

トイレ入口

洗浄室

階　　段
階段

管理室

MCCT食堂スポーツパフォーマンスセンター

喫茶

階段

消化ポンプ室

脱衣室

製氷機

屋
上
緑
化

男子トイレ

設備
小屋

階段

入口 入口

男子トイレ

EV

女子トイレ

倉　庫

階
　
段

MCCT３０１

ル
ー

フ
テ
ラ
ス

EV

メイプルセンチュリーセンター多摩（ＭＣＣＴ） 2017/1/16

ルーフバルコニー

風除室

厨　　房

男子更衣室 女子更衣室

機械・電気室

入口

階段

ゴミ庫

測定室

入
口

女子トイレ

風除室

女子トイレ

食品庫警
備
室 検収室

厨房
事務室

EV

DS/PS

冷凍・
冷蔵庫 男子トイレ 多目的

トイレ入口

洗浄室

階　　段
階段

管理室

MCCT食堂スポーツパフォーマンスセンター

喫茶

階段

消化ポンプ室

脱衣室

製氷機

屋
上
緑
化

男子トイレ

設備
小屋

階段

入口 入口

男子トイレ

EV

女子トイレ

倉　庫

階
　
段

MCCT３０１

ル
ー

フ
テ
ラ
ス

EV

メイプルセンチュリーセンター多摩（ＭＣＣＴ） 2017/1/16

ルーフバルコニー

風除室

厨　　房

男子更衣室 女子更衣室

機械・電気室

入口

階段

ゴミ庫

測定室

入
口

女子トイレ

風除室

女子トイレ

食品庫警
備
室 検収室

厨房
事務室

EV

DS/PS

冷凍・
冷蔵庫 男子トイレ 多目的

トイレ入口

洗浄室

階　　段
階段

管理室

MCCT食堂スポーツパフォーマンスセンター

喫茶

階段

消化ポンプ室

脱衣室

製氷機

屋
上
緑
化

男子トイレ

設備
小屋

階段

入口 入口

男子トイレ

EV

女子トイレ

倉　庫

階
　
段

MCCT３０１

ル
ー

フ
テ
ラ
ス

EV

メイプルセンチュリーセンター多摩（ＭＣＣＴ） 2017/1/16

ルーフバルコニー

風除室

厨　　房

男子更衣室 女子更衣室

機械・電気室

入口

階段

ゴミ庫

測定室

入
口

女子トイレ

風除室

女子トイレ

食品庫警
備
室 検収室

厨房
事務室

EV

DS/PS

冷凍・
冷蔵庫 男子トイレ 多目的

トイレ入口

洗浄室

階　　段
階段

管理室

MCCT食堂スポーツパフォーマンスセンター

喫茶

階段

消化ポンプ室

脱衣室

製氷機

屋
上
緑
化

男子トイレ

設備
小屋

階段

入口 入口

男子トイレ

EV

女子トイレ

倉　庫

階
　
段

MCCT３０１

ル
ー

フ
テ
ラ
ス

EV

管理室・
教務助手室
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武道棟・体育館棟　配置図 2017/1/16

●…女子トイレ

■…男子トイレ

◆…ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

■ ●

●…女子トイレ

■…男子トイレ

◆…男子更衣室

教
員
室

準
備
室

◆

出
入
口

シ

ャ
ワ
ー

室

（ＷＲ）

廊下吹き抜け 管理棟２階へ→外階段

■

（体操場上部）

（ＤＡ)

階段

外階段

多目的フロア２

（多目的フロア吹き抜け）教
員
室

倉
庫

吹き抜
け

階段

準備室

教員室

●

レスリング道場

体　操　場

伴
奏
音
楽

教
室

廊下吹き抜け

ダ
ン
ス
教
室

女
子
更
衣
室

シャ
ワー室

多目的
更衣室

シャワー
室

●■

剣道場

◆

男子更衣室

柔道師範室

階段

女子
更衣室

剣道師範室

防
具
庫

階段

出入口

柔道場

乾燥室

出
入
口

男子更衣室

器具庫

音響室

多目的フロア

（ＵＦ）

教員室

階段

階段

（多目的フロア上部）

吹き抜
け

吹き抜
け

倉　庫

外階段

ピロティボ
イ
ラ
ー

室

男
子
更
衣
室

外階段

武道棟・体育館棟

空手道場
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武道棟・体育館棟　配置図 2017/1/16

●…女子トイレ

■…男子トイレ

ギ
ャ
ラ
リ
ー

（第１アリーナ吹き抜け）

教員１

（Ａ１）

第１アリーナ
階段

器
具
庫

●

階
段

器
具
庫

外階段

教員２

■

第２アリーナ

（Ａ２）

器
具
庫

器
具
庫

（第２アリーナ吹き抜け）

武道棟・体育館棟
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 キャリア形成支援センター

１F 学生・厚生課（13号館）
１F 教職支援室（13号館）

２F 国際交流センター

地域連携・社会貢献推進センター

Ⅲ 町田キャンパスマップ
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キャンパスマップ・教室案内

Ⅳ 町田キャンパス教室案内



155

キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ
・

教
室
案
内

喜熨斗

６階　
613 614 615 616 617 618 階段 給湯 619 620 621 622 623 624

研究室 研究室 イラク研 イラク研 イラク研 イラク研 教務倉庫 イラク研 イラク研 EV

(沼本) 資料室 事務室 資料室 研究員
応接室

資料室 資料室

出

入

612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 口

イラク研 イラク研 イラク研 研究室研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

資料室 資料室 資料室

研究室

防災研

研究室

防災研

こどもスポーツ

演習室

研究室 研究室

防災研

(小口裕) (小口和) (三輪) (平川)(西浦) 武徳研 武徳研

保存科学
実習作業室

保存科学
実習作業室

５階
513 514 515 516 517 518 階段 給湯 519 520 521 522 523

EV

出

入

512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 口

４階
413 414 415 416 417 418 階段 給湯 419 420 421 422 423

グローバル コピー室 研究室 研究室 研究室 演習室 EV

研究科 グローバル 印刷 (関根) (三小田) (新木) 会議室

教員室 FAX

出

入

412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 口

グローバル 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

教材 グローバル グローバル (北神)

研究室

(五十嵐) (井上) (池田)

研究室

(月ヶ瀬) （目野） (藤井) (澤井)
準備室

３階
313 314 315 316 317 318 階段 給湯 319 320 321 322 受付

体育 教務 アジア 学芸員 日本語 社会科 教務 教務 EV

倉庫 演習室 資料室 演習室 演習室 演習室 倉庫 倉庫

出

入

312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 口

ASIA 英語科 BM５ 教務倉庫 教務倉庫 教務倉庫 警備員 警備員 教務 教務 教務

フレンズ 演習室 演習室 控室 控室 演習室 演習室 演習室 初等資料室

２階
 練習室１５  練習室１４  練習室１１  練習室１０ 階段

EV

レッスン室 音楽研究室

 練習室１６  練習室１３  練習室１２  練習室９ 2

出

入

口

 練習室８  練習室５  練習室４  練習室１

女子トイレレッスン室 音楽準備室

 練習室７  練習室６  練習室３  練習室２ 1

男子トイレ

女子トイレ

男子トイレ

グローバルアジア研究科
自習室

―

男子トイレ

大学院課事務室 グローバルアジア研究科

204 205 206

グローバルアジア研究科

自習室

グローバルアジア研究科長室 グローバルアジア研究科

資料室

事務室

（パソコン室）

203 202 201

グローバルアジア研究科

自習室

イラク研

研究員

イラク研

研究員

階

段

階

段

階

段

階

段

階

段

（陳） （喜名）

イラク研
研究員

（平川）

（榎本） （後藤）

（五十嵐）
こども

スポーツ
演習室

グローバ
ルアジア
研究科

常任理事室

イラク研

（秋田）
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町田校舎　13・14号館

女

学生・厚生課

13号館14号館

こども
スポーツ
教育学科
事務課

家庭科室

教
育
学
演
習
室
２

理
科
準
備
室

教
育
学
演
習
室
１

女子
トイレ

１３５０３教室（V/P）１４５０３教室（V/P）

１３５０２教室 １３５０１教室
教材準備室

男子
トイレ

１４４０２教室 １４４０１教室 １３４０３教室 １３４０２教室 １３４０１教室

女子
トイレ

１３４０４教室

女子
トイレ

１４４０３教室

１４５０２教室（模擬教室）

国
語
科
演
習
室

算
数
科
演
習
室

女子
トイレ

図
画
工
作
準
備
室

図画工作室

男子
トイレ

13103教室

体
育
科
演
習
室

音
楽
科
演
習
室

理科室 13304教室

13203教室

13204教室 13205教室

13303教室 13302教室

１４１０１教室
 書道実習室

社
会
科
演
習
室

出入口 出入口

5階

4階

3階

2階

1階

男子
トイレ

掲
示
板

13102教室

13201教室

13301教室

教職支援室

男子
トイレ

語
学
教
育
準
備
室

日
本
語
教
材
作
成
作
業
室

13202教室

女子
トイレ

英
語
科
演
習
室

ロ

カ

室

体育教員控室 教員コミュニティ
ルーム
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鶴川図書館・情報メディアセンター／メイプルホール

国際交流
センター

国際交流
センター

地域連携・
社会貢献推進センター
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発

または同駅バスターミナル
3番乗り場発のバスで

発

または同駅バスターミナル
3番乗り場発のバスで

発

または同駅バスターミナル
3番乗り場発のバスで

Ⅴ 各キャンパス アクセスマップ

発

または同駅バスターミナル
3番乗り場発のバスで

発

または同駅バスターミナル
3番乗り場発のバスで
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